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番号 件                名  議決月日 結    果  

１ 平成１４年度上富良野町一般会計予算 ３月 22日 原 案 可 決 

２ 平成１４年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 ３月 22日 原 案 可 決 

３ 平成１４年度上富良野町老人保健特別会計予算 ３月 22日 原 案 可 決 

４ 平成１４年度上富良野町介護保険特別会計予算 ３月 22日 原 案 可 決 

５ 平成１４年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 ３月 22日 原 案 可 決 

６ 平成１４年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 ３月 22日 原 案 可 決 

７ 平成１４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 ３月 22日 原 案 可 決 

８ 平成１４年度上富良野町水道事業会計予算 ３月 22日 原 案 可 決 

９ 平成１４年度上富良野町病院事業会計予算 ３月 22日 原 案 可 決 

１０ 平成１３年度上富良野町一般会計補正予算（第５号） ３月４日 原 案 可 決 

１１ 平成１３年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） ３月４日 原 案 可 決 

１２ 平成１３年度上富良野町老人保健特別会計補正予算（第２号） ３月４日 原 案 可 決 

１３ 平成１３年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第４号） ３月４日 原 案 可 決 

１４ 平成１３年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） ３月４日 原 案 可 決 

１５ 平成１３年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） ３月４日 原 案 可 決 

１６ 平成１３年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第 
３号） ３月４日 原 案 可 決 

１７ 平成１３年度上富良野町水道事業会計補正予算（第２号） ３月４日 原 案 可 決 

１８ 平成１３年度上富良野町病院事業会計補正予算（第３号） ３月４日 原 案 可 決 

１９ 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の 
整理に関する条例 ３月 13日 原 案 可 決 

２０ 上富良野町職員定数条例の一部を改正する条例 ３月 13日 原 案 可 決 

２１ 上富良野職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 ３月 13日 原 案 可 決 

２２ 上富良野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条 
例 ３月 13日 原 案 可 決 



 

 

議案 
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件                名  議決月日 結    果  

２３ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 ３月 13日 原 案 可 決 

２４ 上富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 ３月 22日 
教育民生常任       
委 員 会 付 託       

２５ 上富良野町訪問介護員派遣条例の一部を改正する条例 ３月 13日 原 案 可 決 

２６ 上富良野町都市公園条例の一部を改正する条例 ３月 22日 原 案 可 決 

２７ 上富良野町飲料水供給施設設置条例の一部を改正する条例 ３月 13日 原 案 可 決 

２８ 上富良野町社会教育総合センター条例の一部を改正する条例 ３月 22日 原 案 可 決 

２９ 
上富良野町Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部を 
改正する条例 

３月 22日 原 案 可 決 

３０ 上富良野町武道館設置管理条例の一部を改正する条例 ３月 22日 原 案 可 決 

３１ 上富良野町運動公園条例の一部を改正する条例 ３月 22日 原 案 可 決 

３２ 富良野地区環境衛生組合議会規約の変更の件 ３月 22日 原 案 可 決 

３３ 富良野地区介護認定審査会規約の変更の件 ３月 22日 原 案 可 決 

３４ 上富良野町財政調整基金の一部支消の件 ３月 22日 原 案 可 決 

３５ 上富良野町公共施設整備基金の一部支消の件 ３月 22日 原 案 可 決 

３６ 上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部支消の件 ３月 22日 原 案 可 決 

３７ 上富良野町道路線廃止の件 ３月 22日 原 案 可 決 

３８ 上富良野町道路線認定の件 ３月 22日 原 案 可 決 

３９ 監査委員の選任の件 ３月 22日 同 意 可 決 

４０ 北海道市町村総合事務組合規約の変更の件 ３月 22日 原 案 可 決 

４１ 泉町北団地町営住宅新築工事（建設主体工事）請負契約締結の件 ３月 22日 原 案 可 決 

４２ 特別職の職員の給料の臨時特例に関する条例 ３月 22日 原 案 可 決 

 
 
 

 
 

 
 

 
〔予算特別委員会付託〕 
 議案第１号 平成１４年度上富良野町一般会計予算 
 議案第２号 平成１４年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 

 
 

 
 



 

 

議案 
番号 

件                名  議決月日 結    果  

 
 
 
 
 
 
 

 議案第３号 平成１４年度上富良野町老人保健特別会計予算 
 議案第４号 平成１４年度上富良野町介護保険特別会計予算 
 議案第５号 平成１４年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 
 議案第６号 平成１４年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 
 議案第７号 平成１４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会 
       計予算 
 議案第８号 平成１４年度上富良野町水道事業会計予算 
 議案第９号 平成１４年度上富良野町病院事業会計予算 

 
 
 
 
３月 22日 
 
 

 
 
 
 

原 案 可 決 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
諮 問 

  

１ 人権擁護委員候補者の推薦の件 ３月 22日 適     任 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

執 行 方 針 ３月５日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 政 報 告 ３月４日 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

町の一般行政について質問 
３月 12日 
３月 13日 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

報    告  
 
 

 
 

１ 例月現金出納検査結果報告の件 ３月４日 報     告 

２ 委員会所管事務調査報告の件 ３月４日 報     告 

３ 
専決処分報告の件（交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定める                    
件） 

３月４日 報     告 

４ 
専決処分報告の件（交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定める                    
件） 

３月 22日 報     告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発    議  
 
 

 
 

１ 懸案事項促進要望等のための議員派遣に関する決議 ３月 22日 原 案 可 決 

２ 町内行政調査実施に関する決議 ３月 22日 原 案 可 決 



 

 

 

 

議案 
番号 

件                名  議決月日 結    果  

３ 町長の専決事項指定の件 ３月 22日 原 案 可 決 

４ 
中小企業の当面する金融上の困難を解消し、「金融アセスメント法」 
の早期制定を求める意見の件 

３月 22日 原 案 可 決 

５ 防衛庁を「省」に昇格することを求める意見の件 ３月 22日 原 案 可 決 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
閉会中の継続調査申出の件 ３月 22日 原 案 可 決 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１４年第１回定例会 
 

 

 

上富良野町議会会議録（第１号） 

 

 
 

平成１４年３月４日（月曜日）



 

 

○議事日程（第１号） 
第 １ 会議録署名議員の指名の件 
第 ２ 会期決定の件  ３月４日～２２日 １９日間 
第 ３ 行政報告    町  長  尾  岸  孝  雄  君  
第 ４ 報告第 １号  例月現金出納検査結果報告の件 

監査委員 吉 武 敏 彦 君 
第 ５ 報告第 ２号  委員会所管事務調査の件 

議会運営委員長 佐 藤 政 幸 君 
第 ６ 報告第 ３号  専決処分の件（交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定める件） 
第 ７ 議案第１０号 平成１３年度上富良野町一般会計補正予算（第５号） 
第 ８ 議案第１１号 平成１３年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 
第 ９ 議案第１２号 平成１３年度上富良野町老人保健特別会計補正予算（第２号） 
第１０ 議案第１３号 平成１３年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第４号） 
第１１ 議案第１４号 平成１３年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 
第１２ 議案第１５号 平成１３年度上富良野町公共下水道特別会計補正予算（第４号） 
第１３ 議案第１６号 平成１３年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第３号） 
第１４ 議案第１７号 平成１３年度上富良野町水道事業会計補正予算（第２号） 
第１５ 議案第１８号 平成１３年度上富良野町病院事業会計補正予算（第３号） 
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午前 ９時００分 開会  
（出席議員 １９名） 

──────────────────                

◎開会宣告・開議宣告           

○議長（平田喜臣君） 御出席、まことに御苦労に
存じます。 
 ただいまの出席議員は１８名であります。 
 これより、平成１４年第１回上富良野町議会定例
会を開会いたします。 
 直ちに、本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した
とおりであります。 

──────────────────                

◎諸 般 の 報 告           

○議長（平田喜臣君） 日程に入るに先立ち、議会
運営等諸般の報告をいたさせます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 今期定例会は、３月１日に告示され、同日議案等
の配付をいたしました。 
 今期議会運営につき、２月４日、２月２８日に議
会運営委員会を開き、その内容は、別紙議事日程の
とおりであります。 
 今期定例会に提出の案件は、町長から提出の議案
が、議案第１号ないし議案第３９号までの３９件、
諮問第１号の１件、報告第３号の１件であります。 
 議員からの提出案件は、発議案第１号ないし第４
号の４件であります。 
 なお、人事案件の議案第３９号、諮問第１号につ
きましては、御案内のとおり後日配付いたしますの
で、御了承賜りたいと存じます。 
 監査委員から例月現金出納検査の結果報告があり
ました。 
 議会運営委員長から、委員会調査報告がありまし
た。 
 町長並びに教育長から、平成１４年度の町政執行
方針並びに教育行政執行方針について、発言の申し
出がありました。 
 今期定例会までの主要な事項について、町長から
行政報告の発言の申し出がありました。その資料と
して、本日、平成１３年度分建設工事発注状況及び
今期定例会までの建設工事発注状況をお配りをいた
しましたので、審議の資料としていただきますよう
お願い申し上げます。 
 ２月４日までに受理いたしました陳情要望の件数
は、２件であります。その要旨は、さきにお配りし
たとおりであります。 
 今期定例会までの議会の主要な事業は、別紙配付
のとおりでございます。 

 今期定例会の議案説明のため、町長以下関係者の
出席を求め、別紙配付のとおり出席いたしておりま
す。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもって、諸般の報告
を終わります。 

──────────────────                

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第１ 会議録署名議員
の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に
より、議長において、 
    １５番 村 上 和 子 君 
    １６番 清 水 茂 雄 君 
を指名いたします。 

──────────────────                

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第２ 会期決定の件を
議題といたします。 
 お諮りいたします。 
 本定例会の会期は、本日から３月２２日までの１
９日間といたしたいと思います。これに御異議あり
ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、会期は、本日から３月２２日までの１９
日間と決しました。 

──────────────────                

◎日程第３ 行政報告 

○議長（平田喜臣君） 日程第３ 行政報告を行い
ます。 
 今期定例会までの主な行政執行経過について、町
長から報告の申し出がありますので、発言を許しま
す。 
 町長尾岸孝雄君。 
○町長（尾岸孝雄君） 議員各位におかれましては、
公私ともに何かと御多用なところ、第１回定例町議
会に出席いただき、まことにありがとうございます。 
 この機会に、去る１２月定例町議会以降における
町政執行の概要について報告させていただきます。 
 初めに、２月１８日、１９日の２日間にわたって
実施した十勝岳噴火総合防災訓練につきましては、
平成７年度から、十勝岳火山防災会議協議会を構成
する上富良野町と美瑛町の合同形式により開催して
いるもので、今回で７回目の実践訓練となりました。 
 訓練の内容は、十勝岳噴火による大規模泥流の発
生を災害想定として、通信連絡訓練、避難訓練、救
助、救出訓練、避難路確保、道路閉鎖、ＪＲ富良野
線遮断の４項目を柱に実施いたしました。 



 

 

 今年も昨年同様、平成１２年の有珠山噴火災害を
教訓とした新たな取り組みを継続実施し、郡部地域
の緊急危険区域には早い段階で避難指示を、市街地
の緊急危険区域には、大規模泥流の発生報告を受け
た想定で避難指示を発令し、火山活動をにらんだ段
階的な避難指示を試みました。 
 また、避難指示後の訓練にも重点を置き、１軒１
軒を回っての未避難者の確認活動、緊急危険区域内
にある指定避難所からより安全である二次避難所の
社会教育総合センターへの輸送を自衛隊、警察、消
防の協力により実施いたしました。 
 また、今回初めて、北海道上川支庁主催によりま
す十勝岳噴火災害対策現地合同本部会議が開催さ
れ、関係機関による総合的な災害応急対策が検討さ
れました。ここに参加されました多くの町民の方々
を初め、各関係機関、団体の方々に対しまして、御
協力に厚くお礼を申し上げます。 
 なお、災害対策本部内の関係機関相互間情報伝達
の方法、要請事項などの課題については、今回災害
対策本部会議と関係機関との連絡調整会議を分離し
て開催したことによって、より明確にできましたこ
とは大きな成果であったと思いますが、今後の取り
組まなければならない多くの課題も検証することが
できましたので、日ごろから関係機関と連携調整を
図り、連携の強化に努めてまいりたいと思います。 
 次に、要望関係でありますが、２月２８日から３
月１日にかけて、平成１４年度防衛施設周辺整備事
業について、地域住民の生活の安定と継続事業の促
進並びに新規事案の採択、当該事業にかかわる予算
確保について、基地対策協議会役員とともに防衛施
設庁、防衛庁陸上幕僚幹部に要望を行ってまいりま
した。 
 次に、町の四季彩イベントでありますが、第３８
回上富良野雪まつりが去る２月１０日、寒い中１,
５００名の参加をいただきまして、日の出公園特設
会場で開催されました。会場には、上富良野駐屯地
の第２戦車連隊、第１３１特科大隊製作による滑り
台１基と幼児用滑り台１基、商工青年部製作による
十勝岳安政火口の滑り台、イベントでは町民参加の
おもしろ雪だるまコンテスト、親子、ちびっこボブ
スレー大会、スノーモビル試乗会、お楽しみ抽選券
の入ったもちまきや、本年初めて行った豚サガリを
食べての絶叫大会など大いに盛り上がり、多くの
方々に楽しんでいただけたことと思います。 
 雪像づくり期間中または当日に御支援いただきま
した上富良野駐屯地、商工会、建設業協会初め関係
機関の皆様に深くお礼を申し上げます。 
 次に、振興公社の委託関係でありますが、吹上保
養センターにつきましては、利用者数、売り上げと

も前年度を若干下回っておりますが、２月２３日に
は、開設からの利用者数が７０万人に達したところ
であります。 
 ７月オープンのオートキャンプ場につきまして
は、１月末で利用者８,３１３人、売上金１,０８０
万円となっており、黒字決算の見通しで、１２月か
らスキー場の運営につきましても、当初雪が少なく
オープンがおくれていましたが、７万３,０５０人の
利用で、３月閉鎖期までには前年実績の１１万人の
利用があるものと期待しており、収支につきまして
も予定の決算ができそうな見通しであります。 
 次に、町の指定金融機関についてでありますが、
富良野信用金庫の合併に伴い、本年１月４日から旭
川信用金庫に変更になり、その変更手続を済ませた
ところであります。 
 次に、陸上自衛隊と米陸軍との実動訓練について
でありますが、両国の部隊がそれぞれの指揮系統に
従い、共同して作戦を実施する場合における相互連
携を目的として、２月１８日から３月６日までの１
７日間、上富良野演習場において訓練が行われてい
ます。 
 また、あす５日には、日本の文化や家庭の雰囲気
を理解していただくことを目的に、町内の五つの家
庭においてホームビジットが予定されているところ
ろであります。 
 次に、陸上自衛隊の東ティモールへのＰＫＯ関係
についてでありますが、上富良野駐屯地から２１名
の隊員の方々が派遣されることになりました。去る
２月１２日と２４日に、上富良野駐屯地及び北部方
面主催の壮行会が開催され、出席して激励してまい
りました。 
 次に、成人式でありますが、本年は１月１４日が
成人の日でありましたが、本町では成人者が出席し
やすいよう考慮しまして、前日の１３日の日曜日に
社会教育総合センターで、来賓各位の御出席をいた
だき成人式を挙行いたしました。新成人１０７名の
出席のもと、厳粛なうちに式を終了し、成人者の旅
立ちを祝ったところであります。 
 次 に、体育施設の突風災害についてでありますが、
１月２１日夜半から２２日明け方にかけての異常な
大風と突風によりまして、富原野球場のバックネッ
トを支えている両方の支柱が根本から曲がり、片方
が折れて使用できない状態になりました。調査の結
果、当施設は昭和５２年の設置から２５年が経過し、
支柱の金属疲労が著しく、突風に耐えることができ
なかったため損傷したもので、新年度に改修して、
シーズンに間に合うよう復旧を図ってまいる予定で
あります。 
 最後に、建設工事の発注状況でありますが、お手



 

 

元に配付しました建設工事発注状況のとおりであり
ます。１２月定例会報告以降、入札執行した建設工
事は２月２２日現在で８件、事業費総額１億６,５２
１万７,５００円であり、前回までと合わせますと、
９４件で２０億９,２５６万９,０００円となってお
ります。 
 なお、お手元に平成１３年度建設工事執行状況を
配付しておりますので、後ほど御高覧いただきたい
と存じます。 
 また、私事になりますが、昨年末からかぜをこじ
らせ、年始早々検査入院しまして、皆様に大変御心
配をおかけしたことを心からお詫び申し上げます。 
 ２月上旬から復帰しまして行政執行しております
ので、この場をかりまして報告させていただきます。 
 以上をもちまして、行政報告といたします。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもって、行政報告を
終わります。 

──────────────────                

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第４ 報告第１号例月
現金出納検査結果報告の件につきまして、監査委員
から報告を求めます。 
 監査委員吉武敏彦君。 
○監査委員（吉武敏彦君） 例月現金出納検査報告
につきまして、朗読をもって報告いたします。 
 報告第１号例月現金出納検査結果報告の件。 
 例月現金出納検査結果について、御報告を申し上
げます。 
 概要のみ申し上げますので、御了承を賜りたいと
思います。 
 １ページをお開きください。 
 地方自治法第２３５条の第２第１項の規定により
執行したのであります。 
 平成１３年度１１月分から１月分について、概要
並びに検査結果を一括して御報告いたします。 
 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、
いずれも各会計の出納の支出状況は、別紙資料に示
すとおりであり、現金は適正に保管されいることを
認めました。 
 なお、資料につきましては、御高覧いただいたも
のと存じ、説明を省略させていただきます。 
 また、税の収納状況につきましては、１０ページ
にございますので、参考としていただきたいと思い
ます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） ただいまの報告に対し、御
質疑があれば、賜ります。 
 ３番福塚議員。 
○３番（福塚賢一君） 付表でついております１０

ページの税収納状況についてお尋ねしたいと思いま
す。 
 たばこ税の未納が４,２６９円となっております。
収納率現年１００とありますけれども、未納があっ
て１００ということは、どのように理解すればいい
のか御説明いただきたいと思います。 
 この際、もう１点お尋ねしておきたいと思います。 
 町民税の個人、現年度分につきましては、出納整
理期間５月ですから、あと４カ月で５,５００万円
の、少なくとも９０何％は納めていただけることと
考えますが、滞納繰越分、これは３月、今月で締め
切られると思いますけれども、７６９万円、７５６
万９,４９５円、これについては金額が多いか少ない
かは別にいたしまして、このうちでいわゆる特別徴
収義務者の関係で、滞繰となっている事業所がある
かないか、あるかないかでいいですからお答えいた
だきたいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 税務課長、答弁。 
○税務課長（上村延君） 福塚議員の質問にお答え
します。 
 ４ ,２６９円の収納未済額が、割り返して１００に
なるかという質問ですけれども、割り返したら１０
０になります。それで、４,２６９円につきましては、
この次に入ってくると思います。 
 それから、町民税の滞納繰越分の特別徴収義務者
の滞納者があるかないかという御質問ですが、これ
はありません。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） ３番福塚議員。 
○３番（福塚賢一君） ただいま課長の説明、理解
できないわけでないですけれども、少なくとも１０
０ということは、未納額がなくて１００だと思うの
ですよ。課長の答弁してくださった考え方について
は、そういう理解もしなければならないのかなと、
こういうぐあいに思っておりますけれども、では４,
２６９円というこの少額の未納については、どのよ
うな内容で未納になっているのか、お尋ねしたいと
思います。 
○議長（平田喜臣君） 税務課長、答弁。 
○税務課長（上村延君） 後ほど調べまして御報告
したいと思いますので、申しわけございませんが、
よろしくお願いします。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御質疑がなければ、これを
もって報告を終わります。 

──────────────────                

◎日程第５ 報告第２号 



 

 

○議長（平田喜臣君） 日程第５ 報告第２号委員
会所管事務調査の報告を行います。 
 本件の報告を求めます。 
 議会運営委員長佐藤政幸君。 
○議会運営委員長（佐藤政幸君） ただいま上程い
ただきました報告第２号委員会所管事務調査報告の
件につきまして、別紙のとおり御報告を申し上げま
す。 
 議会運営委員会所管事務調査報告書。 
 本委員会の所管事務調査として、閉会中の継続調
査に付託された事件について、調査の経過及び結果
を次のとおり報告いたします。 
 記。付託事件名、先進市町村行政調査の件であり
ます。 
 １、調査の経過。 
 議会運営委員会は、平成１４年１月２１日から１
月２３日まで、先進市町村である弟子屈町議会、音
更町議会を訪問し、調査を行いました。 
 それぞれの町村の調査の結果について御報告申し
上げます。 
 調査項目は、一般質問の取り組み、議員定数条例
の制定の状況、その他議会運営についての調査であ
ります。 
 弟子屈町の町の状況でありますけれども、昭和２
２年町制を執行し、現在に至っております。御承知
のように、阿寒国立公園の３分の２が行政区域にあ
り、摩周湖、屈斜路湖、硫黄山、温泉等があり、観
光、農業、酪農、林業の町であります。人口は、１
３年度当初におきまして、９,６２１人という町村で
あります。 
 調査の概要について、要点のみ御報告申し上げま
す。 
 一般質問の取り組みについては、規則を制定し、
規則に従って実施しているということであります。
主な内容は、次のとおりでありますが、議会開会前
の議長の報告につきましては、本町と余り変わりは
ございませんけれども、内容は具体的に書くという
ことでございます。 
 質問の順序は、議会運営委員会において決定をい
たしておりました。 
 質問は６問以内とし、発言時間は１問につき３０
分以内とするという時間制限を設けて秩序を保って
いるということでございます。 
 質問は、１問１答方式を採用しておりました。 
 次に、議員定数条例についてでありますが、まだ
自治法の改正に伴ったところの定数は決めてはおり
ませんが、現在のところ法定数２２人に対して、条
例定数は１８人であるということでございまして、
この条例の制定については、おおむね現状のとおり

ではなかろうかというふうに推察されたところでご
ざいます。 
 その他につきましては、特別委員会においても１
問１答方式で実施をしている。 
 なお、当初予算であるとか、補正予算等特別委員
会に付託した審査につきましても、それぞれ発言時
間を制限していると、そしてその効果を図っている
ということが報告されておりました。 
 まとめといたしましては、本町にも課題として取
り上げられている諸問題について研修をしたし、御
意見を承りながら参考になるところがたくさんあっ
たように思っております。 
 音更町議会について申し上げます。 
 調査項目につきましては、おおむね同じでありま
すけれども、一般質問の取り扱い、政務調査費の状
況、議員定数条例の制定、その他議会運営について
御意見を賜ってまいりました。 
 町の状況は、十勝のほぼ中央に位置し、帯広市に
隣接しておりまして、おおむね平たん地であり、水
理に恵まれ、地味もよく、道内屈指の穀倉地帯であ
ることは御承知のとおりであります。十勝川温泉も
ありまして、広く知られているところであります。 
 昭和２８年町制執行、平成１２年には開基１００
年を迎えたと言っておりました。人口３万９,５６４
人、比較的大きな町であります。 
 調査概要について要点を申し上げます。 
 一般質問の取り扱いについて、ここでも答弁、再
質問を含めて９０分以内という時間制限を設けて秩
序を保っておりました。その他は、おおむね本町と
同じような形態で一般質問がとり行われている状況
であります。 
 政務調査費についてでありますが、政務調査費に
つきましは、この町村におきましては、相当早くか
ら支出しているということでございます。その概要
を申し上げますと、平成１３年４月１日に政務調査
費の交付に関する条例を施行して厳正にとり行って
いるということでございます。 
 政務費の内容でございますが、１議員１０万円と
いうことでございます。 
 あと、そこに概要を述べておりますけれども、相
当厳しい査定を行いながら、収支の責任者をつくる
など厳正に対処しているということでございまし
た。 
 ３番目に、議員定数条例の制定についてでありま
すが、音更町議会におきましては、地方自治法の改
定に伴った条例を目途にいたしまして、特別委員会
をもって既に決定をいたしておりました。現在定数
は２６人でありますけれども、さらに２名を減ずる
ということに決したそうであります。 



 

 

 人口は、先ほども申し上げましたように、帯広市
の近く、あるいは十勝川温泉等がありまして、人口
は微増の状態でありますけれども、社会の情勢に従
って、特別委員会で２名減ということになりまして
制定をいたしたということでございます。 
 その他でありますけれども、その他について一つ、
海外研修の件でありますが、十勝地方におきまして
は、近隣の町村と議員団が結集いたしまして独自の
研修を行っていたところでありますけれども、最近
の情勢から、また元に戻って全国及び全道議長会主
催に派遣することに決定したそうであります。 
 まとめといたしましては、大きな町村でもありま
すので、会派制をとっておりますし、比較的早くか
ら政務調査費を出しているということがわかりまし
た。 
 全体のまとめといたしましては、本町の当面する
課題等について、いろいろ両町において参考になる
ところが多かったと思っております。 
 以上で御報告を終わります。 
○議長（平田喜臣君） ただいまの報告に対し、質
疑があれば賜ります。 
 ３番福塚議員。 
○３番（福塚賢一君） ただいまの議会運営委員長
の報告を承りまして、大変恐縮ですけれども、政務
調査費について、所属議員１人の場合も含むと、議
員数１０万円を乗じた額と。中で委員長のお話によ
りますと、査定については厳しい査定をして交付し
ている。金額を定額で決めておいて、厳しい査定と
いうことについては、どのように理解をすればよろ
しいのか、お尋ねしたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） １０番佐藤政幸君。 
○議会運営委員長（佐藤政幸君） お答えいたしま
す。 
 音更町の政務調査費の取り扱いでありますが、先
ほども一部申し上げましたけれども、最近になりま
して、政務調査費の交付に関する条例を施行してお
ります。その条例に従いましてとり行っているとい
うことでございます。 
 先ほども申し上げましたように、１人１０万円の
支出でありますけれども、規則に従っておりますの
で、すべて支消するということなく、年末において
返還する会派も多数あるというふうに伺っておりま
す。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって委
員会所管事務調査の報告を終わります。 

──────────────────                

◎日程第６ 報告第３号 

○議長（平田喜臣君） 日程第６ 報告第３号専決
処分（交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定め
る件）の報告を行います。 
 総務課長。 
○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程されまし
た報告第３号専決処分報告の件につきまして御説明
申し上げます。 
 本件は、昨年の１２月に、町がこの冬初めての大
がかりな排雪作業を行ったところでありましたが、
その中で町道東２丁目通り、北１条通りの路盤の雪
を削り取った際に、交差点内の一部に２０センチ程
度の雪の段差が残ってしまったことから、翌２１日
でありますが、早朝通行しました相手方車両に損害
を与えてしまったものでございます。 
 この事故の示談交渉におきましては、町は道路管
理者としての管理上の瑕疵、一方の相手方には、道
路交通法上の義務違反があることをお互い認め合う
ことで合意しましたことから、平成１４年２月１４
日に、相手方車両の損害額１８万９,１４７円に対す
る町の責任割合の６割相当額１１万３,４８９円を
損害賠償することで専決処分しましたので報告する
ものでございます。 
 このように、相手方に損害を賠償しなければなら
ない交通事故に至ったことにつきましては、大変申
しわけなく心から深くお詫びを申し上げるところで
ございます。 
 今後は十分に注意を払い、同じことを繰り返すこ
とのないよう、職員に対する指導の徹底に努力して
まいります。 
 以下、朗読をもって説明にかえさせていただきま
す。 
 報告第３号専決処分報告の件。 
 地方自治法第１８０条第１項の規定より、議会に
おいて指定されている事項について、次のとおり専
決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 
 記。処分事項、交通事故に係る和解及び損害賠償
の額を定める件。 
 裏面をごらん願います。 
 専決処分書。 
 町が管理する道路内での交通事故に係る和解及び
損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第
１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分
する。 
 平成１４年２月１４日、上富良野町長尾岸孝雄。 

 記。１、和解の相手方。上富良野町●●●●●●

●●●●●●●。 

 ２、和解の内容。（１）上富良野町は、相手方●●

●●に対し金１１万３,４８９円を支払う。 



 

 

 （２）相手方●●●●は、上富良野町に対して、
本件に関し、今後上記の金員を除き、一切の請求を
しない。 
 以上、専決処分報告といたします。御承認賜りま
すようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） ただいまの報告に対し、御
質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御質疑がなければ、これを
もって本件の報告を終わります。 

──────────────────                

◎日程第７ 議案第１０号 

○議長（平田喜臣君） 日程第７ 議案第１０号平
成１３年度上富良野町一般会計補正予算（第５号）
の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 総務課長。 
○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程されまし
た議案第１０号上富良野町一般会計補正予算（第５
号）につきまして、まずその概要を申し上げます。 
 １点目は、懸案でありました北２４号道路にかか
ってございます富原橋の架換事業につきまして、補
助側などとの調整が整ったことから、繰越明許費を
設定し、実施設計業務に着手するなど事業の推進を
図ります。 
 ２点目は、狂牛病発生に伴い影響を受けた大家畜
経営者へ融通資金に対する利子補給と、農業者が経
営改善のため農地及び畜舎を取得する資金に対する
利子補給を行う必要から、それぞれ債務負担行為を
設定し、農家などの負担軽減策を講じます。 
 また、畜産基盤整備を初め、道営事業の用排水路
整備など５事業につきまして、計画変更されたこと
に関連し、平成１３年度の予算により効果的に事業
の推進を図るため、繰越明許費の設定を行います。 
 ３点目は、来年から年次計画により建替えを予定
していました泉町北団地町営住宅につきまして、北
海道との間で調整が整ったことから、債務負担行為
を設定し、１棟８戸につきまして、前倒しの建設に
着手いたします。 
 ４点目は、４月１日から業務開始となる各施設の
清掃及び管理などを初め、バス運行業務などにつき
まして、事前に受託業者の選定を行うことで、適正
な業務の委託を進めるために、それぞれ債務負担行
為を設定いたします。 
 ５点目は、既定の各事務事業につきまして、執行
実績などに応じた予算の調整を行うとともに、その
結果一般財源に余剰が出る見込みから、来年度以降
の調整財源とするため、７,０００万円を財政調整基
金に積み立てを行います。 

 ただいま申し上げましたようなことを主な内容と
しまして、既決予算の補正を行ったところでござい
ます。 
 以下、議案を朗読しながら、その要点につき御説
明を申し上げます。 
 議案第１０号平成１３年度上富良野町一般会計補
正予算（第５号）。 
 平成１３年度上富良野町の一般会計の補正予算
（第５号）は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算の補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
３,８４３万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ８２億７,１０１万１,００
０円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区
分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 繰越明許費の補正。 
 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定によ
り、翌年度に繰り越して使用することができる経費
は、「第２表 繰越明許費」による。 
 債務負担行為の補正。 
 第３条、債務負担行為の追加及び変更は、「第３表 
債務負担行為補正」による。 
 地方債の補正。 
 第４条、地方債の追加及び変更は、「第４表 地方
債補正」による。 
 １ページをお開き願います。 
 内容につきましては、既に御高覧いただいている
ことと思いますが、この１ページから７ページまで
は、議決対象項目となってございますので、予算の
各項目ごとに概要を申し上げます。 
 まず、最初に、第１表、歳入歳出予算補正であり
ますが、ここでは各款ごとに補正額を申し上げます。 
 １、歳入。 
 １款町税３７０万円、１０款分担金及び負担金４
４３万４,０００円、１１款使用料及び手数料１８０
万円の減、１２款国庫支出金２,４９６万２,０００
円、１３款道支出金６３６万６,０００円、１４款財
産収入７２５万円、１５款寄附金１４６万５,０００
円、１６款繰入金１４３万６,０００円の減、１８款
諸収入６２０万２,０００円の減。 
 ２ページに移ります。 
 １９款町債３０万円の減、歳入合計３,８４３万
９,０００円でございます。 
 次、３ページの２、歳出に移ります。 
 ２款総務費６,９８１万２,０００円、３款民生費
５,０６８万９,０００円の減、４款衛生費２,０３０
万７,０００円、５款労働費５０万５,０００円の減、



 

 

６款農林業費１,７９０万３,０００円、７款商工費
２０６万８,０００円、８款土木費１７４万７,００
０円の減、１０款教育費７３１万２,０００円の減。 
 ４ページに移ります。 
 １１款災害復旧費４７０万円の減、１２款公債費
５７９万１,０００円の減、１５款予備費９０万７,
０００円の減、歳出合計３,８４３万９,０００円と
なります。 
 次、５ページの第２表繰越明許費として新たに設
定します５事業につきまして申し上げます。 
 まず、畜産基盤整備事業につきましては、草地整
備や尿だめ施設整備を翌年度計画から前倒ししまし
て全体の事業促進を図るものでございます。 
 次に、草分及び富原地区、富原南地区の道営事業
につきましては、計画変更や天候不順によります工
事施工のおくれなどに対応するために設定するもの
でございます。 
 最後の富原橋架換事業につきましては、翌年度計
画を前倒し、全体事業の促進を図るものでございま
す。 
 次、６ページに入ります。第３表債務負担行為補
正の内容について申し上げます。 
 最初に、追加事案ではございますが、まず１点目
と２点目につきましては、融通資金に対します利子
補給を後年度に向けまして行うものでございます。 
 １点目の農業経営基盤強化資金につきましては、
７件で７,９５０万円、基準金利につきましては１.
８５％を町の補給０.１７５％に、国及び道が０.５
２％補給しまして、実質金利１.１５％とするもので
ございます。 
 ２点目の大家畜経営維持資金につきましては、２
億６,６００万円で、基準金利につきましては２.８
５％でございます。それに対しまして、町の０.４１
５％の補給のほか、国、道などが同様に対応しまし
て、実質金利につきましては０％とするものでござ
います。 
 ３点目の町営住宅の建設事業でございますが、本
件につきましては、旧西保育所跡地に１棟８戸の町
営住宅を建設する事案でございます。 
 以下、スクールバス運行事業から、最後のその他
事業までの事案につきましては、４月１日の業務開
始に備えまして、事前に受託業者を決めるための債
務負担行為でございます。 
 次 に、下段の変更事案につきまして申し上げます。 
 １点目の無線放送施設につきましては、先の入札
執行の結果によりまして減額をいたすものでござい
ます。 
 ２点目につきましては、ここ非常に農業情勢が悪
く、思わぬ離農者が相次ぎましたことから、繰上償

還したことなどによりまして、利子補給を当該年度
で終えることで減額をいたすものでございます。 
 次、７ページ、地方債補正につきまして申し上げ
ます。 
 最初の追加事案でございますが、減収補てん債に
つきましては、町民税法人税割りにおきまして、一
定基準により減収する見込みとなることから、表記
の起債方法等におきまして地方債の発行をいたすも
のでございます。 
 次、変更につきまして申し上げます。 
 最初の畜産基盤整備の関係につきましては、当初
予定してございました資金先、北海道貸付金が、こ
の制度運用の変更によりまして、対象外となること
によりまして全額減額するものでございます。 
 以下、７事業につきましては、それぞれ事業調整
より増、減額を行うものでございます。 
 次、８ページ以降につきましては、地方自治法施
行令に基づく予算に関する説明書の内容となります
が、事前に御高覧いただいてますことから、特に要
点となる部分につきまして御説明をしてまいりたい
と思います。 
 それでは、８ページから１１ページまでにつきま
す事項別明細の総括の部分につきましては、説明を
省略させていただきまして、１２ページの歳入に入
らせていただきます。 
 １２ページ、歳入の最初につきましては、１款町
税でございますが、ここでは各税目ごとに滞納繰越
分の収入額が増加となる見込みから増額計上をいた
すものでございます。 
 次、１４ページの１０款分担金及び負担金につき
まして申し上げます。 
 特に、記載の中央及び西保育所の入所負担金の増
額につきましては、当初見込んでいました所得階層
以上の高い所得階層部分に属する世代が多くござい
ましたので、その関係で増額となるものでございま
す。 
 次、１６ページ、１１款使用料及び手数料につき
まして申し上げます。ここでは、予定の墓地区画数
が結果としまして大きく減となったことで減額をす
るものでございます。 
 次 、１８ページから２０ページにわたりましては、
１２款国庫支出金につきまして記載をしているとこ
ろでございます。 
 まず、１８ページの４目土木費補助金にあります
富原橋の架換事業の件につきましては、冒頭申し上
げましたように、事業の促進を図るべく明許費の設
定をしているところでございますが、それに基づき
ます実施設計業務経費に対します新規の補助金でご
ざいます。 



 

 

 次に、２０ページに移りますが、２０ページの３
目農林業費委託金にあります国営白金地区の関係で
ありますが、この地区は、いよいよ事業完了直前に
なりまして、受益者農家からの聞き取り調査や、通
水試験のために受ける委託金でございます。そのほ
かにつきましては、各事務事業の実績見込みに沿い
ました増減となってございます。 
 次、２２ページの１３款道支出金に入ります。 
 道支出金につきましては、２４ページにわたりま
して記載をしてございます。年度末を迎えての各種
の事務事業にかかわります実績見込みに沿いまして
調整するものでございます。 
 特に、２２ページの下段にございます４目農林業
費補助金の中では、冒頭申し上げました畜産基盤整
備事業に伴います補助としまして、それぞれ４０万
円と２,３３３万３,０００円を見込んで計上をした
ところでございます。 
 次、２４ページの方に移ります。２４ページの上
段にございます説明欄に、大家畜経営維持資金利子
補給ということで掲げてございますが、これにつき
ましては、冒頭申し上げました利子補給を行うこと
に対します道の補助金を新たに受けるものでござい
ます。 
 次、２６ページに移ります。１４款財産収入につ
きまして記載してございますが、２目の利子及び配
当金につきましては、各種基金につきましての運用
益につきまして計上いたしております。 
 歳出におきましては、それぞれ基金に積み立てを
するべく所要額を計上いたしたところでございま
す。 
 次、財産売り払い収入の中で町有地につきまして
掲げてございますが、本件につきましては、道河川
のコルコニウシベツ川の改修工事に伴いまして、隣
接する北栄公園用地、面積にしますと１４５.２平米
でございますが、その分の売り払い額を計上したも
のでございます。 
 次、２８ページに移ります。１５款寄附金の内容
について申し上げます。 
 まず、２目の民生費寄附金につきましてでござい
ますが、この関係につきましては、保健福祉施設整
備資金にということで、５件の方々から御寄附をい
ただいたものでございます。その趣旨に沿いまして
保健福祉施設整備基金へ積み立てることで所要額を
歳出予算に計上したところでございます。 
 次に、３目の総務費寄附金につきましては、１件
の方から文化会館の整備ということでちょうだいし
たものでございますが、その趣旨に沿うべく公共施
設整備基金へ積み立てを行うために歳出予算で所要
額を計上したところでございます。 

 次、４目教育費寄附金におきましては、２件の方
からちょうだいしたわけでございますが、１件につ
きましては、西小学校の図書ということでちょうだ
いしたところでございます。この件につきましては、
３０万円でございますが、その所要額を歳出予算に、
図書購入すべく所要額を計上したところでございま
す。 
 それともう１件につきましては、公民館の図書室
に図書整備の資金ということでちょうだいしたとこ
ろでございますが、同図書室につきましては、年次
計画でそれぞれ図書整備の費用を予算化してござい
ますので、その費用に充当することで歳出の予算調
整をしたところでございます。金額につきましては、
１万円でございます。 
 次、３０ページに移ります。１６款繰入金に入り
ますが、記載の二つの基金からは、当初予算におき
まして、その目的に沿いまして、その経費に充てる
べく基金の繰り入れを予定していたところでござい
ますが、実績が予定に達しなかったことによりまし
て、その額を減額いたすものでございます。 
 次、３２ページに入ります。１８款諸収入でござ
いますが、特に雑入におきます畜産基盤整備の件に
つきましては、繰越明許費の中で申し上げました前
倒し施工に伴いまして、その受益者負担相当分を歳
入計上したものでございます。 
 次、３４ページの１９款町債につきましては、ご
らんをいただきたいと思います。 
 次、３６ページからは、歳出についてでございま
す。歳入同様につきまして、年度末を迎えたことか
ら、各種の事務事業の予算につきまして、実績ある
いは実績見込みに沿いまして予算の調整を行ってご
ざいます。特別なものに限り御説明をしてまいりた
いと思います。 
 まず、２款総務費につきましては、次ページ、３
８ページにわたりまして記載してございます。特に、
この３６ページの１目の一般管理費につきまして
は、冒頭申し上げました余剰となる見込みの一般財
源を財政調整基金へ７,０００万円積み立てること
で計上したものであります。今後も引き続き一般財
源の見きわめを行いながら、当初予算におきまして
１億円財調から支消したところでございますが、全
額積み戻しするよう努めてまいりたいと思います。 
 また、次１２目の防災対策費におきましては、２
カ年国債ということで、無線放送施設の更新を行っ
てございます。先般、総額が決定したところでござ
いまして、債務負担行為の補正を行ってございます
が、１３年度及び１４年度の年次割り額が変更とな
ることから、その相当分を予算調整を行ってござい
ます。 



 

 

 次、４０ページに移ります。４０ページは、３款
民生費でございます。特に３目の老人福祉費におき
ましては、介護保険特別会計及びラベンダーハイツ
特別会計にありまして、保険給付費などの実績見込
みが変わりましたことによりまして繰り出し、大き
な額で減額となったところでございます。 
 また、児童措置費におきましては、わかば愛育園
の入園幼児数の減によりまして、運営負担が減額と
なったところでございます。 
 次、飛びまして４４ページの４款衛生費に入りま
す。ここでは、５目の一般廃棄物施設整備費におき
まして、現在建設中でございます富良野地区環境衛
生組合の施設建設費に対しましての費用を計上した
ところでございますが、今般建設費の精査などによ
りまして、組合に対します負担金の減額が生じるこ
とから減額措置を行うものでございます。 
 次、４６ページ、５款労働費に入ります。ここに
つきましては、記載の協議会等に対します必要に応
じた減額措置を講じたところでございます。 
 次、４８ページに入ります。６款農林業費でござ
いますが、冒頭申し上げました繰越明許費におきま
して申し上げました各事業に伴いますもの、それと
債務負担行為でも申し上げましたように、それぞれ
利子補給等行うことから、新たな事案としてそれぞ
れ所要の計上をしてございます。 
 ほか、既定の事業費等につきましては、実績見込
みに沿いまして精査をいたしてございます。 
 次、飛びまして５２ページの７款商工費に入りま
す。ここでは、特に商工振興費におきまして、企業
振興措置条例に基づきます助成策を追加で予算計上
してございます。条例の規定に基づきまして、指定
を受けました工場等に対します助成策でございまし
て、この指定を受けた工場等につきましては、三つ
の事業所がございます。一つは株式会社北光電子工
業でございます。二つ目は、株式会社カミホロ荘で
ございます。三つ目は、株式会社後藤美術研究所で
ございまして、それぞれ条例の規定に基づきまして
雇用助成、固定資産税に対する助成、それと用地造
成などに対する助成策を講じるものでございます。 
 次、５４ページに入ります。８款土木費でござい
ます。ここでも説明欄に書いてございます各事業な
どについて、実績見込みに沿いまして予算の調整を
行ってございます。特に橋梁新設改良費におきまし
ては、冒頭申し上げましたように、富原橋の架換事
業に伴います実施設計費を新たに計上をいたしてご
ざいます。 
 次、飛びまして５８ページに入ります。１０款教
育費でございます。ここにおきましても、それぞれ
事務事業にわたりまして予算の調整を行ったものが

この内容でございます。特に、中学校費の１目の学
校管理費におきましては、１９節でございますが、
予定以上に上位大会への出場資格を得ていることか
ら、当初予算に不足する経費２９万９,０００円今回
追加計上いたしてございます。 
 次、飛びまして６２ページに入ります。６２ペー
ジの１１款災害復旧費でございますが、ここにつき
ましては、本年度の夏場の集中豪雨などに伴いまし
て災害復旧対応したところでございますが、現段階
で不用となる費用につきまして、今回減額をいたす
ものでございます。 
 次、６４ページ、１２款公債費に入ります。ここ
では２目の利子におきまして、長期債の利子額が確
定になったことから、それぞれ相当額を減額いたす
ものでございます。 
 次、６６ページに入ります。１４款給与費でござ
います。ここでは、歳入でも申し上げましたように、
国営白金事業につきまして、国からの委託金を受け
るわけでございますが、それらの特定財源につきま
して、職員給与費に充当することから財源の調整を
行ってございます。 
 次、６８ページの１５款予備費につきましてでご
ざいますが、ここでは一般財源として不足する分に
つきまして減額を行ってございます。 
 次、７０ページにつきましては、給与費の明細書
でございます。この補正予算に伴いまして、各種の
統計調査員などを初め、附属機関の委員などにつき
ましての、その他特別職の報酬につきまして一部減
となってございますので、その内容をこの表として
記載をしてございます。 
 それから、７１ページにつきましては、冒頭申し
上げました債務負担行為につきましての関係、事案
を記載してございます。財源の内訳につきましても、
調書に基づきまして記載をしたところでございま
す。 
 それと、７２ページにつきましては、地方債の補
正に伴いまして、各区分ごとの内容が変更になるこ
とから調書としてつけてございますので、ごらんを
いただきたいと思います。 
 次に、７３ページから最後の８０ページにわたり
ましては、この５号補正予算におきます内容のそれ
ぞれ各事務事業ごとにしまして、それぞれの内容、
さらには財源内訳を記したものとして、主要事業調
書としてつけてございます。補正予算審議の参考と
していただきたいと存じます。 
 以上が、一般会計補正予算（第５号）の概要説明
でございます。御審議賜りまして、原案お認めくだ
さいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の



 

 

説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 １５番村上和子君。 
○１５番（村上和子君） ２８ページの１５款寄附
金でございます。寄附金１４６万５,０００円今回補
正で上がってきておりますけれども、この中で民生
費寄附金、総務費寄附金、それから教育費寄附金と
ございますが、中でも社会福祉協議会へ寄附される
方が多いと思うのですけれども、その中に保健福祉
センターに役立ててほしいという方もいらっしゃる
と思うのですけれども、それらは明確な扱いになっ
ているのでしょうか、その寄附される方の趣旨に沿
った扱いがなされているのか、ちょっとお伺いした
いと思います。 
○議長（平田喜臣君） 総務課長、答弁。 
○総務課長（田浦孝道君） １５番村上議員の寄附
金に関します御質問にお答えします。 
 ただいま歳入予算の中で申し上げましたように、
今回保健福祉施設整備資金にということで、５件の
方から御寄附をちょうだいしたわけでございまし
て、歳入予算におきましては説明申し上げましたよ
うに、民生費寄附金ということで予算の計上をいた
したところでございます。この趣旨に沿うべく、歳
出におきましては、民生費の中で保健福祉施設整備
基金に積み立てることで予算の措置をしたところで
ございます。したがいまして、今後この整備にかか
わる費用等に基金を支消して、その趣旨に沿うべく
対応してまいりたいというふうに考えているところ
でございます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 ３番福塚議員。 
○３番（福塚賢一君） 歳入についてお尋ねしたい
と思います。６ページの債務負担行為の補正につい
て、追加の末尾のその他業務委託、一般廃棄、十勝
岳４,９８７万円、これでは理解しづらいのですよ
ね。十勝岳線バス運転の委託については、限度額幾
ら予定されているのか、その点お尋ねしたいと思い
ます。 
 それから、７ページの４表の地方債の補正の利率
の文言ですけれども、相も変わらず５％なのですよ
ね。間違いだという考え方に立っているわけでない
ですよ。今日ゼロ金利の時代が長く続いているわけ
ですけれども、右肩上がりの考え方でこの５％にこ
だわりを持っておられないと思いますけれども、今
後このバブルがはじけてデフレ経済の世の中で、
５％で、以内という表現ですから何ら問題ないのか
もしれませんけれども、少なくともやっぱり今日の
実態経済に合った利率に変えることが、今後ですよ、

まあ極めて適切に配慮されるという考え方に立つの
でないかと。今後このパーセントを下げて表現して
いく考え方があるかないかお尋ねしたいと。 
 それから、２０ページの国庫支出金の２,８７５万
８,０００円、農林業委託費、しろがね地区土地改良
事業調査ということになっておりますけれども、先
ほど少しく総務課長説明、言及されておりましたけ
れども、どういう調査をするのか、だれがするのか。
後段で聞いたのですけれども、給与費に振りかわっ
ているわけですね。職員がやるということで２,８０
０万円いただいたというぐあいに承知できるわけで
すけれども、では職員が２,８００万円も対価の業務
を限られた人数でやるということに立っておられる
と思いますけれども、ではどんな調査をするのかお
尋ねしたい。 
 最後の質問になりますけれども、２５ページ、道
支出金、道道美沢線の駐車公園維持管理費、歳入で
１５０万円減って、歳出で１５０万円減額してゼロ
になっているわけですけれども、どうして１５０万
円の大きな当初予定した委託業務内容が減ったのか
その原因を、確定減になってますので、まあ半分以
上のものが減ったと推察するわけですけれども、原
因がどうで１５０万円確定されたのか、その点をお
尋ねしたいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 総務課長、答弁。 
○総務課長（田浦孝道君） ３番福塚議員の１点目
と２点目の御質問にお答えさせていただきます。 
 まず、１点目の債務負担行為の関係で、その他業
務委託の中がわからないという御質問でございます
が、お答えいたします。 
 一般廃棄物の収集関係につきましては、４,３００
万円程度でございます。大変申しわけございません。
予定価格等々の関係がございますので、その程度で
御理解をいただきたいと思います。 
 バスにつきましては、６００万円程度となってご
ざいます。 
 それと、２点目の地方債の補正の中で、限度設定
してございます利率の関係でございますが、私ども
におきましても、この低金利時代の中で、この限度
設定につきまして非常に苦慮しているところでござ
いますが、私どもも十分知識がない中で、変動、先
のことは読み切れませんので、現行の５％を上限と
いうことで設定してございます。 
 御案内のとおり、非常に低金利ということから、
なかなか実態につきましては、その水準にはないと
いうことは承知してございますが、一応上限設定と
いうことでございますので、５％以内ということで
設定してございますので、御理解を賜りたいと思い



 

 

ます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 農業振興課長、答弁。 
○農業振興課長（小澤誠君） 福塚議員の３点目の
御質問にお答えいたします。 
 しろがね事業の調査委託の関係でありますけれど
も、これらにつきましては、内容的にはパイプライ
ン等の通水試験の関係でございます。それから、あ
と１４年にもかかりますので、それらに伴う残工事、
いわゆるパイプラインの残った分でありますけれど
も、これらの関係、それから保全関係、いわゆる暗
渠等の関係でございますけれども、これらの説明会、
それからこれらを全部合わせました地元に対する聞
き取り調査、これにつきまして開発とともに回って
歩くということで委託を受けてございます。内部的
には、私どもの農業振興課の職員、管理職を除く９
名につきまして、これらについて携わっているとい
うようなことから、それらにかかわる人件費分とい
うことで考えてございます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 商工観光まちづくり課長。 
○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） ３ 番福
塚議員の４点目の美沢線の管理委託の費用の件につ
きましての御答弁をさせていただきます。 
 この件につきましては、平成１３年度に初めて委
託が道から受けたわけでございますが、本年度の予
算編成の時期までに、道の方から委託金についての
額が示されなかったということもございまして、町
の方での独自の算定によりまして算定をいたして計
上をいたしたところでございます。その後、道の方
からこのような数字で、額が確定したということで
数字が減額となったということでございますので、
御承知をくださいますようお願いいたします。 
○議長（平田喜臣君） ３番福塚議員。 
○３番（福塚賢一君） ただいまの質問に対して、
総務課長から、いわゆる地方債の利率の関係ですけ
れども、こだわるわけでないですけれども、これは
本当にバブルの時代の遺物だと僕は思っているわけ
ですよ。定番でこうやって出てくるわけですよね。
見通しがつかない。つかないということは、極めて
総務課長として、１５０億円からの財政を預かって
いる総務課長が、少なくとも今日の経済情勢の見通
しはつかめないまでにしても、今日まで、この政府
資金あるいは市中銀行から借りてきた考え方で、
５％以内ということですから自分はよろしいという
ことで申し上げているのですけれども、少なくとも
自分としては、今日までの借入実績、実勢価格に対
する利率については、少なくともまあ３％以内とい
う具合に考えられるのでないかなという期待感を持

っているわけですよ。この点に対しては、見通しが
つかないということで考えておられるようですか
ら、努めて今後は十分持っている能力を発揮される
ことを期待して、質問終わりたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） まず、最初に予算全般に
かかわってお伺いいたしますが、今回７,０００万円
を繰り越すということになりました。そういった意
味で、事業評価という点で、町長は当初住民のサー
ビスを向上させる、あるいは経費の節減等を取り組
むという状況の中で、この財政についても再建をす
ると、あるいは住民の要求にもこたえるという状況
の中で、この間やってきたのは乳幼児医療費の有料
化、所得制限撤廃等を行うという状況の中で、負担
が新たに増すという状況にもなってきてます。医療
の原点から言えば、こういう補助制度があって、や
はり医療費そのものが軽減されるという状況が見受
けられます。 
 これは有名な長野県の平均的な自治体で行ってい
る、いわゆる包括的医療という形の中で、やはりそ
ういう医療制度があって、あるいは１人当たりの医
療負担も軽減できるという状況になってきていま
す。そういう意味では、本来のそういった意味から
すれば、そういった制度を、逆に政府の主導のもと
で、やはり所得制限撤廃して乳幼児医療費の有料化
に取り組むということになれば、そういった町長が
常日ごろから訴えてますいわゆる包括的な医療、あ
るいは健康的なまちづくりという立場からも、私は
逆行するのではないかと。そういう意味で、そうい
った財源が、削った分が余剰財源となってあらわれ
ているということになれば、町民にとってはうれし
い話ではないというふうに思いますが、全体的な財
政含めて、どういうものを節減に心がけて、いわゆ
るどれを柱としてこの１年間住民の暮らしや農業の
問題に取り組んできたのか、総括的な問題ですから、
この点について、まず町長の見解についてお伺いい
たします。 
 次、１２ページでありますが、滞納繰り越し分と
いう形で個人、法人等の補正額が組まれております。
ここでお伺いしたいのは、現年度分と過年度分、ど
ういうことで、何件この滞納克服されているのか、
現状では何件まだ残っているのか、そして滞納にな
っているいわゆる業種というのは、一体どういう業
種が多いのか、あわせてこの点についてお伺いした
いというふうに思います。 
 次に、１６ページの衛生使用料、墓地使用料とい
うことにあわせてお伺いいたしますが、町の今の墓
地、造成は今しておりませんが、将来的にこの造成



 

 

しなくても十分対応できるような現状があるのかど
うかなのか、その点。 
 それともう１点お伺いしたいのは、この墓地の売
買、使用をめぐって賠償責任、補償責任が町の方に
いわゆる寄せられているというふうに聞かれます。
本来の人の墓地に、他の人の墓地が建ったというこ
との話かというふうに思います。これは、事は重大
に問題ですから、どういう経過の中でそういう誤り
が生まれたのか、あわせてそれに対する点検指導と
いうか、そういったものがどういうふうにこの間や
られてきたのか、その確認等も含めて、こういった
ものについてどういう対処されてきたのかお伺いし
たいというふうに思います。 
 次に、４９ページの国営しろがねの促進事業とい
う形で調査費等がつきましたが、それで通水、いわ
ゆる水を通す工程において、かなり工事等の不手際
があって、いわゆる破裂するという状況が聞かれま
す。こういう部分の負担というのは、当然原因者が
仮にそういう工事業者、施工業者とすれば、これは
大事な問題ですから、これはどういうふうな形の中
でそういった事態が頻繁に発生しているのか、この
点。 
 さらに意向調査ということで、住民にこの国営土
地改良しろがねかんぱいにかかわっていろいろ意向
調査するということでありますが、その内容という
のは、一体何を意向調査という形でされようとして
いるのか、この点。 
 さらに、１９節の負担金補助金という形で担い手
農業支援対策事業の補助が減額になっております。
この点、どういう理由でどういう人が対象になって
いるのかお伺いいたします。 
 次に、５２ページから３ページに当たって、商工
費の商工振興費についてお伺いいたしますが、信用
保証料補てん補助という形で、近年かなり商店街の
経営も苦しいと、なかなか融資も厳しいという状況
が聞かれます。そういう意味では、町として、その
実態等をどのように押さえられているのか、この点。 
 それと、企業誘致補助についてお伺いいたします
が、それぞれの該当する事業種、何人雇用が、どれ
ぐらいの雇用があるのか、造成費にかかわる部分、
それぞれの該当する部分で、それぞれどういう部分
が該当になって、雇用があるとすればどういう雇用
体制があるのか、この点お伺いいたします。 
 それと、５６ページの住宅建設費にかかわってで
ありますが、町営住宅の建設が行われています。た
またま見てますと、施工が恐らく原因だと思われる
る内装のひび割れ、あるいは壁がやはり出張って、
なかなか修理、修繕してほしいと言っても、なかな
か来ないという状況が見受けられます。この部分に

は、係の方にも言ってありますが、こういった施工
管理における点検等がきっちりなされてないのでな
いかというふうに思われるような節が見受けられま
す。そういう意味では、町民の皆さん方の税金を使
って、これが原因者であれば、当然施工業者の責任
で負担する部分が当然あると思いますが、そういっ
た施工管理等については、どういうような指導がな
されているのか、さらにお伺いいたします。 
 もう１点ですが、いわゆる工事入札に当たっての
工事の事前公表というのが、この間やられてきてま
す。それで、何件その対象になって、どういう効果
があったのか、金額的にもどうなのか、平均的な落
札率というのはどういう状況になっているのかお伺
いいたします。 
 もう１点お伺いいたしますが、いわゆる借入に当
たって、政府の借り入れというのがいわゆる高金利
という形の中で、これは縁故債と違って借りかえが
できないという状況になってきてます。町の全体の
財政を圧迫している要因としても、この政府の借入
資金の高金利というのが、相当なやはり財政を圧迫
している一つの要因にもなっているというふうに思
います。そういう意味では、この部分のやはり借り
かえを則するということ、これはなかなか規定があ
って難しいという話も聞いておりますが、現行で政
府のいわゆる借りたお金の中で利率、それぞれ何％
の利率が何本あって、こういう状況わかれば、その
実態等についてお伺いしたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢議員の最初の御
質問でありますが、予算執行に当たっての基本的な
考え方について御質問があったものというふうに思
いお答えさせていただきたいと思います。 
 基本的に御議決をいただきました予算につきまし
ては、当然にして適正に、かつ有効な執行を図って
いかなければいけないということを基本に持たせな
がら、各それぞれの予算執行をさせていただいてい
るところでありますが、常に私は口を開くと、予算
消化型の執行は決してしてはならない。その予算が
あるからということではなくて、その事業の内容を
十分に精査しながら予算執行を図るようにというよ
うな指示をさせていただいているところでありま
す。そういった意味からして、予算執行に当たって、
私は基本的には適正に、かつ有効な執行を図ってい
くことを基本として考えているところであります。 
 また、医療費等々の高騰についてのお話もござい
ました。確かにそういうような状況下にあるわけで
ありますが、私としては、医療費の高騰を抑止する
ためには、予防医療が重要であるというようなこと
から、それらの施策について整備事業を推進させて



 

 

いただいておりますし、健診等々の対応の充実を図
りながら予防医療の体制に取り組んできているとこ
ろであります。 
 また、こういう財政的に厳しい状況下にあるわけ
でありますので、応分の適正な御負担をいただくと
いうことが、基本的に避けて通れないというふうに
私自身は認識しているところであります。それぞれ
にそれぞれの行政サービス、これらについても応分
の御負担をいただくというような考え方を基本とし
ながら、今後の財政運営を図っていかなければなら
ないというふうにも認識しながら、１４年度に向け
ても、そういった観点の中での予算の編成をさせて
いただいているということで御理解をいただきたい
と思います。 
○議長（平田喜臣君） 次に、税務課長、答弁。 
○税務課長（上村延君） １２番米沢議員の御質問
にお答えします。 
 滞納繰り越しが過年度分何件残っているかという
御質問ですが、町民税の個人につきましては、実人
員８４名、７５６万９,０００円の未済額です。それ
から、町民税の法人につきましては４社、４８万３,
０００円の未済額となっております。 
 それから、固定資産税につきましては、実人員６
６名、１,５６３万円が未済額となっております。 
 それから、軽自動車税につきましては、実人員９
名、６万１,０００円の未済額となっております。 
 それから、職業別と御質問ですが、商業とか、あ
とサービス業、あと土木作業に従事されている方な
どが滞納となっております。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） ３点目の墓地の関
連でございますが、今回の歳入の減額にかかわりま
しては、さきに造成をいたしました墓地用地の区画
の端の部分で一部区画の基盤といいますか、土地自
体にひずみがございまして、これらの手直しをさせ
ていただく以前に、なかなかその部分に使用の御希
望がなかったということでございまして、これの手
直しをさせていただいたということで、若干おくれ
たことから、当該年での使用の状況が進まなかった
ということでございます。現在は、手直しを了して
いるところでございます。明年度以降の貸し出しと
いいますか、使用の強化に期待をしたいというふう
に考えてございます。 
 なお、現在の墓地の区画状況でございますけれど
も、記憶の範囲ということで、誤った点あろうかと
思いますが、おおむね１００区画程度残っているの
ではないかというふうに思ってございますが、これ
らにつきましては、年度ごとに非常に変化が激しい

ということもございまして、将来的にということに
なれば、当然にしてまた新たな区画を考えていく必
要もあろうかというふうに存じます。 
 もう１点の、土地のいわゆる墓地の使用許可にか
わかりましての取り違えでございますけれども、い
ずれも相当早くの時点で使用の許可をさせていただ
いた区画でございまして、たまたま平成１１年程度
だと思いますが、使用許可を受けた方から、その場
の問い合わせがございまして、それにお答えをして
いた内容が同性であったことから、一部誤って他の
方の区画をお話し申し上げたということが窓口でご
ざいました。結果といたしまして、いずれも墓標等
ございませんでしたので、そちらの方にお建てにな
ったということが原因でございまして、発覚いたし
ましたのが１３年の７月でございまして、これら同
性の方でございまして、いろいろとお話を申し上げ
ていたところでございますが、既に建ち上がったと
いうこともございまして、これらの移転にかかわり
まして、新年度予算にその移転の補償をしようとい
うことで、改めて予算措置をさせていただくという
ことが原因でございました。 
 なお、これらの誤りをなくすために、その発生以
来、それぞれ担当においてコンピューター入力を進
めながら、誤りのない事務の展開を進めたいという
ふうに整備を図ったところでございます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 次に、農業振興課長。 
○農業振興課長（小澤誠一君） 米沢議員の御質問
にお答えをいたします。 
 国営しろがね事業の関係の委託調査の関係であり
ますけれども、昨年からパイプラインを設置してご
ざいまして、これらの漏水というか、通水試験をや
ってございます。一部漏水等の関係が出てきてござ
います。原因でありますけれども、いわゆるパッキ
ンのつけ忘れ、あるいはふたのつけ忘れ、いずれに
しても単純なものでございまして、これらにつきま
しては、施工業者の負担というようなことになりま
す。 
 それから、今後の委託の内容でありますけれども、
新たにパイプラインの設置を希望する受益者もござ
います。そのような中から、これらといわゆる暗渠
等の保全、こういったものに対する聞き取り調査と
いうことが主になります。 
 それから、４９ページの富原地区あるいは富島地
区の担い手育成基盤整備事業の関係でありますけれ
ども、いずれにしましても１３年度の事業の精査を
しているのと、富原南地区におきましては、国の経
済対策の関係から暗渠の関係を３０ヘクタール予定
しているところでございます。 



 

 

 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 次に、商工観光まちづくり
課長。 
○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 米 沢議
員の御質問にお答えいたします。 
 まず、１点目の信用保証料の件でございますけれ
ども、この実態につきましては、当初計画よりも約
３分の１といったようなことで推移をされておりま
す。今現在町の融資の貸し付け状況につきましては
ね１２月末実現在で４５.６といったような半分以
下の利用となっておりまして、議員御案内のとおり
中小企業の融資につきましては、非常に厳しいもの
がございまして、なかなかすぐに融資に結びついて
いないといった実態にございまして、先般も町長が
信用保証協会、それから金融機関に対しまして中小
に対します融資をもう少し柔軟に対応してほしいと
いうようなことの申し入れも行ってきたわけでござ
いますけれども、依然として厳しい実態にあるとい
うことでございます。 
 それから、３点目の企業振興にかかわります今回
の補正の内容でございますけれども、まず北光電子
さんにつきましては、当初これは雇用の補助でござ
いまして、当初１２名の雇用ということでございま
したけれども、結果、本年は２７名ということで、
１５名の増となったところでございます。 
 続いて、カミホロ荘さんでございますけれども、
カミホロ荘につきましても、当初１２名の雇用とい
うことでございましたけれども、確定では１５名と
いうことでふえてございます。 
 それから、同じくカミホロ荘の固定資産税につき
ましては、当初家屋の部分を推計で計上していたわ
けでございますけれども、それに償却資産等もござ
いまして、固定資産の部分で９１万２,０００円ほど
増額ということになったわけでございます。 
 それから、後藤美術館に対しますいわゆる便宜供
与でございますけれども、これにつきましては、昨
年の６月に規定をしてございます関係上、本年の１
３年度会計におきまして支出ということで、２２４
万６,０００円という額を補助するということで設
定を見たところでございます。 
 次に、公営住宅関係でございますけれども、議員
御質問の公住のひび割れ等々があるといったような
御指摘でございますけれども、去年おととしと建て
ております東町公住の新築の部分については、そう
いったことの部分についてはあると思っておりませ
ん。確かに古い公住につきましてはひび割れ等も激
しく、また雨漏り等も激しいことで、それの修繕に
それぞれ対応しているわけでございますけれども、
これら新築に対します私どもの施工の間の管理監督

でございますけれども、中間検査もしくは竣工検査
等々を厳格に行っております。 
 また、完了後もそれぞれ団地に管理人を配置して
おりまして、そういった情報を受けて対応している
といったことでございます。 
 今後建てます公営住宅につきましても、そういっ
たことのないような管理監督をしていくということ
で御承知おきをいただきたいというふうに思いま
す。 
○議長（平田喜臣君） 次に、総務課長。 
○総務課長（田浦孝道君） それでは、７点目の工
事の入札の関係について御説明申し上げますが、け
さほどお配りしてございます１３年度の建設工事施
工状況の資料の一番末尾に書いてございまして、事
前公表につきましては、現在試行的に実施してござ
います。若干申し上げますが、件数的には全件数の
２割程度ということで、２１件となってございます。
落札率につきましても、平均にしますと公表分にお
きましては９６.７６％ということで、未実施分と比
較しますと１.６８％下回っているということでご
ざいます。 
 この４月以降につきましても、本町におきまして
は、いろいろ実態把握に努める目的で、この試行を
継続する考え方でございますので、また後ほど資料
をごらんいただきたいと思います。 
 それと、８点目の政府資金の借りかえの関係につ
きましてでございますが、議員も御理解いただいて
ございますように、この資金原資につきましては、
広く国民からお預かりしている資金を運用している
という実態から、なかなか高金利時代のものにつき
まして、現在の水準に置きかえるようなことについ
ては、今現制度ではできないということでございま
す。私ども財政運営上は非常に大きな課題としてと
らえてございますが、制度的にはそのような実態で
ございまして、今後また制度の移り変わりを十分見
きわめていかなければならないというふうに認識は
してございます。 
 金利の水準ごとの実態でございますが、現在手元
資料を持ち合わせてございませんのでお許しをいた
だきたいと思いますが、１０年程度前の高金利時代
のもの、７％台になりますが、それらについて一部
残っている実態にございますので、非常に今現状か
ら見ると、高いものが残っているという実態にござ
います。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） 今の財政問題で言えば、
政府の金利の高いもの、これが一定、これだけでは
ないと思いますが、財政的に大変なウエートを占め



 

 

るという状況になってきているということ。こうい
う問題一つ一つ考えたときに、国の本来は補助金等
で交付しなければならないものを交付税に算入させ
るという状況の中で、いわゆる超過負担を自治体に
押しつけてきているという実態が明らかだというふ
うに思います。そういう現状を見たときに、そうい
う現状あるにもかかわらず、これを公平負担の原則
で、あるいは使用料、手数料を、あるいは所得制限
を撤廃して住民に押しつけるというところに、やは
り問題があるのではないかと、私はこういうふうに
考えるわけであります。こういう財源をやはりもっ
と住民の側に、切実なところに振り向けるという手
法をとるべきだと。確かに行政サイドから言えば、
財政の融通金というのは、各種事業を行った結果だ
という理由をつけますが、私そういうものではない
というふうに考えますが、この点について、町長は
どのようにお考えなのか、もう一度確認いたします。 
 次に、墓地の許可の問題めぐって、もう１点お伺
いいたします。 
 同性だったから確認しなかったということなので
すね。普通でしたら性も名前もきっちり確認して、
確認すればそこではっきりと、初歩的な問題なので
すが、誤りというのがわかるわけです。そういうこ
とをしなかった、だからそういう問題が生まれた。
仮に、これは戸籍の問題、そういうことにはならな
いというふうにおっしゃるかもしれませんが、戸籍
にいろいろな重要な問題が書かれていて、記載され
ていて、これが仮にＡの人の戸籍がＢの人に渡った
と、そこでさっと見たときに、このいろいろな問題
が書かれていたということに置きかえてみたら、こ
れは重要な問題だというふうに思います。単なる誤
りだとか、そういう済まされる問題でないというふ
うに考えています。 
 そういう状況の中で、賠償補償責任という問題も
当然生まれてきているわけですから、やはりこうい
うことを今後やっぱり事務の手続上で生かすべき教
訓というのがあると思います。その部分については、
どういうふうな問題があって、どういうふうにして
今後そういう教訓を生かすということについては、
言葉では表現はされてますが、細かくどういう手法
が間違っていて、その手法をこういうふうに改善す
れば、そういう問題が生まれないのではないかとい
うところまで具体的なチェックを、やっぱり機能と
いうものをやはり明確にすべきだと思いますが、も
うここに来て、そういう問題というのは整理されて
いると思いますが、その点が一番聞きたい部分であ
って、その点どういうふうになっているのか。町長
はこの事態をどういうふうに考えているの、この点
についてもう一度確認しておきたいというふうに思

います。 
 次に、しろがね地区にかかわって、パイプライン
の施工の問題なのですが、いろいろ業者の方に聞き
ますと、これ下請だとかやられているような話であ
ります。相当そういう中で、本来の業務にいわゆる
精通してない業者等が参入しているというような話
も聞かれています。そういう状況の中で、パッキン
だとか、いわゆるふたを閉め忘れるというような初
歩的なミスが、結局こういった問題に発展している
という状況になっているところだというふうに思い
ます。 
 住民には、結局それは原因者負担になりますから、
業者の負担だということでありますが、しかしそう
いった実態を町は十分承知されているのか、もしも
されてないとすれば、こういった元請業者に対して
指導点検、あるいはその部分についての体制のチェ
ック機能はどういうふうになっているのか、きっち
りとやはり確認する必要があると思いますが、この
点もう一度お伺いいたします。 
 次に、商工融資の問題でありますが、町長もかな
りこの陳情要望等行かれている。あるいは、その関
係筋に対して、もっと弾力的な運営がなされないの
かという話でありますが、それはもっともな話だと
いうふうに思います。 
 やはり、信金も合併するという状況の中で、相当
な国からの指導監督のもとで、いわゆる自己資本を
上積みしなければならない。そのためには、いわゆ
る中小のちょっと経営状態が思わしくないようなそ
ういうところには、結局貸さないというような現象
が生まれてきているのだと話聞いてたら考えます。
そういう意味で、町の将来的な融資のあり方も含め
て、あるいはその関係機関のその指導問題について
も、もっと末端のやっぱり商工振興、商店街の実情
を踏まえた融資のあり方というものをもっと要望す
べきだというふうに思いますが、この点について町
長はどのようにお考えなのか、お伺いしたいという
ふうに思います。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢議員の御質問の
中で、私の部分につきましてお答えさせていただき
たいと思います。 
 まず、政府資金の利息の問題であります。現実に
総務課長からも報告いたしました古い部分で７％な
んていう高金利の部分がございます。こういった部
分につきましては、借りかえ償還をしていきたいと
いうことは常日ごろから全道町村会、全国町村会を
通じて国の方に働きかけてきているところでありま
すが、当初は全くシャッターが閉められておりまし
たけれども、最近はシャッターがあけられました。



 

 

あけられましたが、これをするということは財政的
に自治体の財政が十分あるのであろうと、あれは何
年間だったかな、５年だったかな、ちょっと記憶忘
れましたが、３年か５年か、その期間償還はさせる
が、起債は一切今度は認めんぞというようないろい
ろな条件がまた厳しい。これらについての緩和をす
るということで、今町村会挙げて国の方に働きかけ
ているところであります。 
 そういう中にありまして、何とか町としてもそう
いった対応をとり進めれるように、今後も国に働き
かけていきたいなというふうに思っているところで
あります。 
 そういうようなことを含めながら、国の地方財政
計画が、現在どうも十分に見きわめ切れないという
状況下にあるわけでありまして、地方分権一括法の
制定とともに地方分権は推進され、地方の時代が来
たとは言いますが、残念ながら地方財源の位置づけ
が全くなされていないというようなことで、一方的
に地方交付税の削減というようなところに手がつい
てきている現状の中で、自治体はその自治体の限ら
れた財政運営を図っていくためには、やはりそれ相
応の国に対する地方財源の位置づけの要望をより一
層していくとともに、やはり自治体の財政運営を健
全化していくためにも、やはり今後は必要な最小限
の公平なる住民の負担もいただかなければ、財政運
営ができ得ないというのが今後の地方財政の現状で
はないかな、そういういうふうに思っているところ
でありまして、そういったことを十分見きわめなが
ら、やはり今後は行財政改革の促進を図りつつ、健
全財政維持のための努力をしていかなければならな
いというふうに思っております。 
 それからもう１点、墓地の問題でありますが、ま
ことに議会議員の皆さん方、町民の皆さん方に申し
わけなく深くお詫びを申し上げるところであります
が、ただ名前が同じ名字だったと、それだけのこと
で職員がうっかり別な場所を指示してしまったと。
現地踏査もしないままで、図面の上から対処してし
まったというようなことでありまして、これらの問
題につきましては、誠意を持って両方の方々に町と
しても調整をさせていただいたところであります
が、このことにつきましては、次年度、新年度予算
におきまして対処していくための予算措置をお願い
しているところでありまして、このことの報告を受
けて、私といたしましては、それぞれの関係した職
員からてん末を提出させ、即日厳重注意処分をいた
したところでございます。その後現場の改善を図っ
て、事務処理の改善を図って、二度とこのようなこ
とのないように指示をいたしておりますので、それ
らの改善報告も受けているところでありますが、そ

の細部につきましては、担当所管から報告をさせた
いと思います。 
 このことにつきましては、まことに申しわけなく
遺憾に思っており、町民の皆さん方、議会の皆さん
方に深くお詫びを申し上げたいと思います。 
 また、次の商工資金の問題でありますが、このこ
とにつきましては、道央信組が空知商工信組に、ま
た富良野信用金庫が旭川信金というようなことで、
この地域に根ざした金融機関が大きくさま変わりを
いたしてまいりました。そういうようなことから、
従前の零細商工業に対する資金手当というものが、
なかなか厳しい状況下になってくるというような予
測をしながら、空知商工信組並びに旭川信用金庫に
対しましては、この広域地域を挙げて、従前のよう
な資金対応を図るようにというようなことで、要望
運動を各広域圏の市町村長並びに商工会議所並びに
商工会等々と要望陳情もいたしました。その後も、
私といたしましてもお願いをしてきたところでござ
います。 
 また、保証協会等々におきましても、補償の査定
についての対応を促進するように年明けてからも要
望に行ってまいったところでございます。 
 今後も、なかなか厳しい状況が続くものというふ
うに思うわけでありますが、これからも商工会との
連携を十分にとりながら、商工会にあります金融委
員会との連携をとりながら、要望する商工業、零細
業の皆さん方の資金対応につきましては、行政とし
ても中小企業振興措置条例等々の円滑な利用促進が
図れるように努力をしてまいりたいというふうに思
っているところでございますので、御理解をいただ
きたいと存じます。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） ２点目の米沢議員
の御質問でございます。初歩的なミスであったとい
うことにつきましては、全く申し開きのできないも
のでございます。 
 なお、そのことを機会にいたしまして、今次まで
の強化の内容につきましては、区画自体が新しいも
のにつきましては、縁石等で十分整理がなされてい
るところでございますが、それ以前のものについて
は、縁石等ございませんものですから、現況図とい
うのがございます。現況図のみで整理をできるもの
ではございませんで、さらに詳細図ということで、
段階を追って確認をしつつ進めていく必要がござい
まして、これらの検索にかかわりまして、許可書に
従った入力をいたしまして、順を追って検索をして
いくことにつきまして、指導の徹底を了していると
ころでございまして、なおさらに現地踏査というこ
とで、非常に微妙な部分につきましても数多くござ



 

 

いますので、これら現地踏査を当然にして行うこと
を基本に現在進めているところでございます。御了
承を賜りたいというふうに思います。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 農業振興課長。 
○農業振興課長（小澤誠一君） 米沢議員の御質問
にお答えをいたします。 
 国営白金事業の関係のパイプラインの施工であり
ますけれども、いずれにいたしましても漏水等が発
生した場合、完成品として受け取るわけにいかない
わけですから、これらについては開発含めまして、
本町もそうですけれども、しっかり点検等を行って
いきたいというふうに考えておりますので、御理解
をいただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。他にござ
いませんか。 
 ８番仲島議員。 
○８番（仲島康行君） １点だけひとつお願いした
いと思うのですが、滞納ということなのですが、今
課長の話では、約２,０００万円ぐらいだろうと思う
のですが、これから出てくる水道、特別会計も出て
くると相当の金額になると思うのですよ。それで、
今町長おっしゃったように地方財政は非常に厳しい
んだと言いながらでも、これだけの金額が毎年毎年
出ていると。それならば、平成１２年から１３年に
かけて、どのぐらい収納率が出てきたのかという比
較もしてみる必要性があるだろうと思うのですね。 
 この間、新聞をちょっと見ますと、旭川あたりで
はもう強制執行で裁判にかけるというところまでき
ている自治体もあると思うのです。そういうところ
を十分に認識しながらやっていかなければならない
問題だろうと。しかも商業、サービス業という問題
が出てくるということになってくると、厳しいのは
よくわかるのですが、公平さということになってく
ると、非常に大きな問題になってくるのだろうとい
うふうに私は思うのですが、おととしだったか去年
だったか、監査さんの報告の中でも、もう強制的に
水道事業でもやりなさいと、明確に書かれている部
分もあるわけですよ。 
 今、課長皆さんで手分けして一生懸命努力してい
ると言うのですが、１２年、１３年度の収納率等、
それあたりをもうちょっと示していただき、１４年
度にかけて、どのような考え方でまた進んでいくの
かというようなこともお聞かせを願いたいなという
ふうに思っております。 
○議長（平田喜臣君） この際、暫時休憩いたしま
して、答弁は休憩後に行います。 
 暫時休憩いたします。 

──────────────────                

午前１１時００分 休憩 
午前１１時１５分 再開 

──────────────────                

○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を
開きます。 
 ただいま、８番仲島議員の質問の答弁を求めます。 
 税務課長。 
○税務課長（上村延君） ８番仲島議員の質問にお
答えいたします。 
 滞納繰越額ですけれども、５月３１日付の滞納繰
越の数字で報告したいと思います。 
 １０年から１１年につきましては、町税で１.１
倍、３２４万５,０００円増えてます。それから、１
１年と１２年度を比較しますと１.４倍、５３２万
９,０００円増えております。 
 それから、国保税に関しましては、１０年から１
１年は１.０倍、８４万２,０００円増えています。
それきから、１１年から１２年につきましは１.１
倍、３８９万８,０００円の増となっております。そ
れから、１３年度につきましては、担当課、それか
ら管理職全員によりますプロジェクトを編成して徴
収に努力しております。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。他にござ
いませんか。 
 １番中村議員。 
○１番（中村有秀君） まず、３７ページの納税貯
蓄組合の補助の関係で、６５万６,０００円の減とい
うことなのですけれども、平成１３年から１５年、
納税貯蓄組合の補助金の削減を３カ年計画でやると
いうことでなっておりますけれども、これとは直接
関係ないと思いますけれども、恐らく納税貯蓄組合
の統廃合の関係、それらも含めてというような気が
しますけれど、これらの内訳について１点お尋ねし
たい。 
 それから、２点目は４１ページの敬老年金、それ
から敬老会記念品の関係です。敬老年金３６万円の
減、それから記念品９７万円の減ということでござ
いました。恐らく敬老年金の関係は、人数的には大
体押さえていて、その間の死亡、転出等もあろうか
なという気がいたしますけれども、ちょっと金額的
に多いので、これらの内訳についてお尋ねをいたし
たいと思います。 
 それから、３点目は企業誘致補助の関係でござい
ます。先ほど商工観光まちづくり課長等の答弁の中、
それから私どもに配付をされた資料の中のこの７７
ページ、企業誘致補助、雇用補助２７０万円、便宜
供与２２４万６,０００円、固定資産９１万２,００
０円とありますけれども、この便宜供与の言葉自体



 

 

は、昨年の１２月の定例議会で条例が改正になって
いるはずなのです。それが、これ私が一般質問をし
て、自治体が一企業に対して便宜供与という言葉は
適切ではないのでないかということを言ったことに
答えて、この３年から５年を延長する関係も含めて、
今度は協力援助という言葉になっているはずなので
す。ですけれども、課長の答弁、それからここの資
料では、あくまでまだ便宜供与となっておりますの
で、この点について、やはり条例が改正していれば、
この条例どおりの形で提案もしくは答弁をすべきで
はないかという気がいたします。 
 それから第４点目、墓地の用地の問題でございま
す。同僚議員の担当課長の答弁等もありましたけれ
ども、やはりこの経過をもう少し明らかにしていか
ないと、平成１４年度の予算書の中で、補償補てん
及び賠償金の中で１００万円計上されております。
できれば、今出たから、この場でこの問題について、
やはりきちっとした方がいいのでないかということ
で申し上げたいと思うのです。 
 というのは、我々議員が聞いたのは、昨年の９月
７日の教育民生常任委員会で、この話を前助役の田
中助役から、こういうことで間違いがあった、それ
らの原因を調査中、それから墓地の借受人に対して
現在協議中だから、追ってまた御報告をするという
答弁があったので、その後議会の委員会構成があっ
たので、その後私は十分承知をしておりませんけれ
ども、ただ松浦栄一さんが昭和５６年に土地を買っ
た。その後、また松浦勝一さんが自分の土地のいい
場所を買おうとして順番を待ちながら買ったという
のが私の調べた経過の中ではなっているのですね。
そして、先ほど課長の答弁では、平成１１年に照会
があった。そして、後継者といいますか、松浦栄一
さんが亡くなりましたので、かわって松浦正子さん
が墓を建てたいと。それが平成１３年２月に墓を建
てたという状況を私聞いております。しかし、その
後毎年松浦弘さんは、墓地は建ててないけれども、
お墓の用地の草刈りに毎年行っていて、昨年の７月
初めてわかった、それで役場に言ってきたというこ
との経過だろうと思いますけれども、その点、その
経過を明らかにして、はっきりそういうことで担当
者に対しては厳重注意のてん末、当然財務規則に沿
った損害調書等も出されているだろうと思いますけ
れども、それらの経過を今議会で出た以上明らかに
して、その点の平成１４年度の予算審議の中では、
その点はもう終わったというような形。 
 それからもう一つ、再発防止対策の関係では、町
長、それから担当課長が報告したとおり、当面あっ
たとおり、このような形できちっと進めていただき
たいと思います。それらの４点についてお伺いをい

たしたい。 
○議長（平田喜臣君） 税務課長、答弁。 
○税務課長（上村延君） １番中村議員の質問にお
答えします。 
 納税貯蓄組合６５万６,０００円減った原因です
けれども、事務費で当初３６万円組んでいましたの
が、３４万５,２００円で１万４,８００円の減。そ
れから軽自動車税で１２万２,０００円の予算が、見
込みで１１万１１０円、１万１,８９０円の減。それ
から固定資産税で、３５４万円の予算に対して２８
０万１,７７０円、７０万２,２３０円の減。それか
ら町民税につきましては、１３５万５,０００円に対
しまして１４２万７,１８０円、これは逆に７万２,
１８０円ふえております。それで、合計しますと６
５万６,７４０円で、６５万６,０００円の減額とな
っております。 
○議長（平田喜臣君） 次に、保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ２点目の敬老年金
並びに敬老会に関する御質問でございますが、まず
敬老年金につきましては、実績を精査いたしまして、
１,０１４人の方に年金を支給したところでござい
まして、その部分の３６万円が当初予算より減額と
なったところでございます。 
 それから、敬老会の参加記念品等についてでござ
いますが、これにつきましては、参加記念品、品目
の見直し、それから節目の７７歳とか、米寿とかい
うその節目の祝い品を予定に若干見込んでおりまし
たけれども、実際の敬老会の対象者の確定時におい
て、その部分が減になっているところでございます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、商工観光まちづくり
課長。 
○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） 中 村議
員の３点目の企業振興措置条例にかかわります便宜
供与の件でございますけれども、昨年の１２月議会
において、条例の一部改正をお認めいただいたとこ
ろでございます。その中で、附則の方で、これら以
前に受けているものについては、従前の例によると
いうことでございまして、その取り扱いのままでい
けば、この後藤美術館につきましては、便宜供与と
いうことの言葉になるということで御理解を願いた
いというふうに思っています。 
○議長（平田喜臣君） 次に、町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） 議員御質問のとお
り、経過につきましては先ほども申し上げましたが、
１１年の段階で御紹介をちょうだいしたことが事実
でございます。したがいまして、以降１３年に松浦
正子さんの方では御主人の関連の墓石を建立され、
そのことにお気づきいただいたのが松浦弘さんでご



 

 

ざいますが、１３年７月ですぐ私どもにお問い合わ
せをちょうだいしたということでございます。その
以降、御両人に何度かの接触をさせていただきなが
ら善後策を御協議申し上げてまいったわけでござい
ます。新年度予算でこれらの移転にかかわります補
償をさせていただく方法をそれぞれお話を申し上げ
ながらといいますか、いろいろな条件下でのお話を
させていただいたわけでございますが、それぞれ許
可の用地での対応をしたいということが申し出をご
ちょうだいいたしまして協議を進めてまいったわけ
でございます。結果といたしまして、８３万円程度
にかかわります墓石の移転、それからかかわります
催事といいますか、それらの内容を含めまして１０
０万円の移転の補償をさせていただきたいというの
が経過でございます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 １７番小野議員。 
○１７番（小野忠君） 今、課長墓地の問題言って
いるの私たちわからないんだわ、実際。何かさっぱ
り、意味がはっきりしないのですよね。例えば墓石
を１１年に売ったということでしょう。そして、１
３年にそれがわかったということでしょう。何かそ
こら辺のあれがわからないんだわ。この間所管でち
ょっと言われたけど、全くわからん。今言っている
とおりで、全く全体耳に入らないんだわ、はっきり
言うと。ですから、何年に、その例えば松浦さんに
売ったと。そうしたら、また松浦さんが買いに来た
と。同姓同名だから間違ったというのは、それは絶
対にあかんと思うわ。どこにね、必ず売ったら、こ
れは図面があるでしょう。これ売り上げ済みとして
きちっと提示しなければならない問題だと思います
よ。それが全然されてなかったということは、これ
はね、職務怠慢なんだ、正直言ったらですよ。そし
て、そこへまた買いに来たからそれ売ってしまった。
それはなかなか建てた人は、簡単に出なさいと言っ
ても出ませんよ。だからそれに１００万円を出すん
でしょう。そうしたら、それに１００万円の、違う
の、それわからないんだわ。もうちょっと詳しく聞
かせてもらわなかったら、もう一辺詳しく聞かせて
ください。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長、答弁。 
○町民生活課長（米田末範君） 大変説明が要領を
得なくて申しわけございません。 
 使用の許可をさせていただいたのは、松浦弘さん
に関しましては、４０年代だったというふうに記憶
してございます。 
 それから、松浦正子さんといいますか、ここの部
分については、それ以降で５０年代ということでご

ざいまして、既に用地の許可につきましては、既に
終わっておりました。ただ、いずれも墓石がござい
ませんでしたものですから、墓石をお建ていただい
たのが、１１年に照会をいただいたとき、お建てに
なっていただくということで御照会をちょうだいし
たのかどうかということについては、担当者につき
ましても十分把握をしないままに現況図、先ほど申
し上げました現況図の中に墓石がないものについて
は空地となっていたものですから、それで取り違え
をしてしまったというのが大きな原因でございま
す。したがいまして、その後１３年に松浦正子さん
の方で、松浦弘さんの方にお建てになったというこ
とが経過でございます。したがいまして、新たに許
可をしたということではなくて、取り違えをしたと
いうことで御理解をちょうだいしたいというふうに
思います。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。 
 ５番吉武議員。 
○５番（吉武敏彦君） ただいまの件でありますけ
れども、私は墓地を購入した人が現地を全然見てな
いのだろうか、現地を知らなかったのか、図面の上
で購入したのだろうか。もし現地を見ていれば、そ
ういう間違いが起きないのですけれども、これは行
政側の責任もあるけれども、墓地を買った人にも責
任があるのでないかと思うのですが、その辺はいか
がお考えでしょうか。 
○議長（平田喜臣君） 関連ですか、３番福塚君。 
○３番（福塚賢一君） 動議を提出したいと思うの
ですけれども、今回上程されている議案とは関係な
いのですよね。したがって、この件については、以
降時系列別にちゃんと書類で出してもらって、本件
議題に上程されてない議案外については、今後の関
連議案で審議を深めることを提案したいと思いま
す。 
○議長（平田喜臣君） ただいま３番福塚議員の方
からの、本件については時系列的な一つの資料を提
示した中で審議をするという御提案ですが、本件に
ついて答弁を求めるか、３番議員のお話の方向です
るか。 
 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） この墓地の問題につきまし
ては、いろいろと経過等がわかりにくいということ
でございます。私ども新年度予算に、この補償する
経費として計上してございますので、予算特別委員
会の中に、それらの経過報告がわかるような形で御
報告をさせていただくということで御理解賜りたい
と思います。 
○議長（平田喜臣君） よろしゅうございますか。 



 

 

 では、他にございませんか。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１０号の件を起立により採決い
たします。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 
 よって、議案第１０号は、原案のとおり可決され
ました。 

──────────────────                

◎日程第８ 議案第１１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第８ 議案第１１号平
成１３年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予
算（第３号）の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） ただいま上程され
ました議案第１１号平成１３年度上富良野町国民健
康保険特別会計補正予算（第３号）につきまして、
提案の要旨を御説明申し上げます。 
 補正予算の概要でございますが、歳入では課税所
得の修正及び資格㴑及等によります一般退職被保険
者の国民保険税の増と療養給付費等に係ります国庫
支出金の増、税収増によります支払い基金からの交
付金の減、高額医療費に係ります共同事業交付金の
増であります。 
 また、財産収入として国保財政調整基金の利子を
計上し、補正の総額１,２５２万２,０００円の増額
補正をしようとするものであります。 
 歳出につきましては、高額療養費に関しまして、
その額等の増に対応するものであります。 
 また、財産収入としての基金利子を加えまして基
金に積み立てしようとするものであります。 
 さらに、収支の総額につきまして、予備費に計上
するものであります。 
 以下、議案の朗読をしながら説明いたします。 
 議案第１１号平成１３年度上富良野町国民健康保
険特別会計補正予算（第３号）。 
 平成１３年度上富良野町の国民健康保険特別会計
の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算の補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞ
れ１,２５２万２,０００円を追加し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ１０億４,９９３万７,０
００円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 １ページをお開きください。 
 第１表、歳入歳出予算補正。 
 １、歳入。補正額のみ申し上げます。 
 １款国民健康保険税、１項国民健康保険税５８５
万３,０００円。２款国庫支出金、１項国庫負担金６
８１万円。３款療養給付費交付金、１項療養給付費
交付金１７７万６,０００円の減。５款共同事業交付
金、１項共同事業交付金１３０万７,０００円。７款
財産収入、１項財産運用収入３２万８,０００円。歳
入の合計、１,２５２万２,０００円。 
 次に、２、歳出でございます。 
 ２款保険給付費、２項高額療養費２５０万円。７
款資金積立金、１項基金積立金３２万８,０００円。
１０款予備費、１項予備費９６９万４,０００円、歳
出合計１,２５２万２,０００円でございます。 
 次に、３ページ、４ページの歳入歳出予算事項別
明細書は、説明を省略させていただきます。 
 ５ページをお開きいただきたいと存じます。 
 ２、歳入。 
 １款国民健康保険税、１項国民健康保険税、１目
一般被保険者国民健康保険税４０７万７,０００円。
これにつきましては、修正申告、資格の㴑及等によ
ります増減と介護納付金に係ります滞納繰越分の増
によるものでございます。 
 ２目退職被保険者等国民健康保険税１７７万６,
０００円、これにつきましても、退職被保険者の修
正申告、資格の㴑及等によります増であります。 
 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目事務費負
担金３万７,０００円、これにつきましては、２号被
保険者の増によるものでございます。 
 ２目療養給付費等負担金６７７万３,０００円、こ
れにつきましては、療養諸費分、老人保健拠出金分、
介護保険納付金分、ぞれぞれの対応をするものでご
ざいます。医療費に対応するもの、それから老人保
健拠出金分につきましては、療養給付費等の交付金
算定変更によるものでございます。介護納付金分に
つきましては、基盤安定の確定による内容でござい
ます。 
 ７ページをお開きいただきたいと存じます。 
 ３款療養給付費交付金、１項療養給付費交付金、
１目療養給付費交付金１７７万６,０００円の減で
ございます。これにつきましては、退職者医療分に
係ります税の収入分についての見合いの額の減額で
ございます。 
 ５款共同事業交付金、１項共同事業交付金、１目
共同事業交付金１３０万７,０００円、これにつきま
しては、高額医療費の共同事業にかかわるものでご



 

 

ざいまして、対象額の増に対応するものでございま
す。 
 ７款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び
配当金３２万８,０００円、これにつきましては、先
ほど申し上げました財政調整基金の利子分で、歳出
上でも計上いたしまして、基金への繰り入れをしよ
うとするものでございます。 
 ９ページをお開きいただきたいと存じます。 
 ３、歳出。 
 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、
これにつきましては、財源の組み替えでございます。 
 ２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険
者療養給付費、これにつきましても、財源の組み替
えでございます。 
 ２目退職被保険者等療養給付費、これにつきまし
ても、財源の組み替えをしようとするものでござい
ます。 
 ２款保険給付費、２項高額療養費、１目一般被保
険者高額療養費、これにつきましては対象額の増で
あります。 
 ３款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金、１目
老人保健医療費拠出金、これにつきましても財源の
組み替えでございます。 
 １１ページをお開きいただきたいと思います。 
 ４款介護納付金、１項介護納付金、１目介護納付
金、これにつきましても財源の組み替えでございま
す。 
 ７款基金積立金、１項基金積立金、１目財政調整
基金積立金３２万８,０００円。これにつきまして
は、先ほど御説明いたしましたとおり、利子分につ
きまして積み立てようというものでございまして、
現在高に加えまして合計いたしますと、１億４,６４
２万７,０００円になろうというところでございま
す。 
 １０款予備費、１項予備費、１目予備費９６９万
４,０００円、これにつきましては、収支の差額を計
上するものであります。 
 以上、説明といたします。御審議いただきまして
お認めくださいますようお願い申し上げます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１１号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決いたしました。 

──────────────────                

◎日程第９ 議案第１２号 

○議長（平田喜臣君） 日程第９ 議案第１２号平
成１３年度上富良野町老人保健特別会計補正予算
（第２号）の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） ただいま上程され
ました議案第１２号平成１３年度上富良野町老人保
健特別会計補正予算（第２号）につきまして、提案
の要旨を御説明申し上げます。 
 補正の概要であります。医療費等の増嵩に対応す
るもので、これに伴います財源として、支払い基金
からの２,４０７万７,０００円の増額、一方国、道
におきます負担につきましては、当該年度予算枠を
基本に負担額の設定を行っており、必ずしも当該年
度支出に対応し得ないことから、翌年度精算をもっ
て対応されており、保険者としての支払いにかかわ
ります財源を、当面町の一般財源の繰り入れを願い、
対処しようとするものであります。 
 以下、議案を朗読しながら御説明申し上げます。 
 議案第１２号平成１３年度上富良野町老人保健特
別会計補正予算（第２号）。 
 平成１３年度上富良野町の老人保健特別会計の補
正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算の補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
３,５８３万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の
総額を歳入歳出それぞれ１４億２,５２７万４,００
０円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区
分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 １ページをお開きいただきたいと存じます。 
 第１表、歳入歳出予算補正。 
 １、歳入。補正額についてのみ申し上げます。 
 １款支払基金交付金、１項支払基金交付金２,４０
７万７,０００円。２款国庫支出金１,９０６万円の
減、１項国庫負担金１,９００万円の減、２項国庫補
助金６万円の減。３款道支出金、１項道負担金１,
０１７万９,０００円の減。４款繰入金、１項一般会
計繰入金３,９８０万１,０００円。６款諸収入、１
項雑入１１９万９,０００円。歳入合計、３,５８３
万８,０００円でございます。 
 ２ページ、歳出でございます。 
 ２、歳出。 



 

 

 １款総務費、１項総務管理費８万１,０００円。２
款医療諸費、１項医療諸費３,５７５万７,０００円。
歳出合計３,５８３万８,０００円でございます。 
 次の３ページ、４ページの歳入歳出予算事項別明
細書、１、総括は説明を省略させていただきます。 
 ５ページをお開き願います。 
 ２、歳入。 
 １款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目
医療費交付金２,４１４万９,０００円、これにつき
ましては、医療費等の増に対応し、支払基金からの
交付金であります。 
 ２目審査支払手数料交付金７万２,０００円の減
でございます。これは医療費の交付にかかわりまし
ての対応のものでございます。 
 ２款国庫支出金、１項国庫負担金、１目医療費負
担金１,９００万円の減、これにつききましては、国
庫の予算措置上において生じた減で、翌年度精算と
なるものであります。 
 ２款国庫支出金、２項国庫補助金、１目事務費補
助金６万円の減、これにつきましては、医療費適正
化対策事業といたしまして、レセプト点検に対する
補助分の減でございます。 
 次 に、７ページをお開きいただきたいと思います。 
 ３款道支出金、１項道負担金、１目道負担金１,
０１７万９,０００円の減、これにつきましては、国
庫負担金とするもので、同じく翌年度精算のもので
ございます。 
 ４款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計
繰入金３,９８０万１,０００円、これにつきまして
は、そこにかかります医療費等に係りまして３,９５
３万１,０００円、事務費分につきまして２７万円そ
れぞれ不足にかかります町の一般財源の繰り入れを
願うものでありまして、町の負担につきましては、
町の負担分を除きまして翌年度において精算繰り入
れをいただくところでございます。 
 ６款諸収入、１項雑入、１目第三者納付金１１９
万９０００円、これにつきましては、他の保険者か
らの納付金であります。 
 ９ページをお開きいただきたいと存じます。 
 ３、歳出でございます。 
 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費８
万１０００円、これにつきましては、国費分減に伴
いますものに係りまして、振り替えまして繰り入れ
る増額分でございます。 
 ２款医療費、１項医療諸費、１目医療給付費３,
５７０万円、これにつきましては、いわゆる医療費
の給付でございます。 
 ３目審査支払手数料５万７,０００円、これにつき
ましては、国保連合会からのものでございます。 

 以上、御説明申し上げました。御審議賜りまして
お認めいただきますようお願い申し上げます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１２号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに決することに
御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決いたしました。 
 この際、若干早いですが、昼食休憩といたします。 

──────────────────                

午前１１時５０分 休憩 
午後 １時００分 再開 

──────────────────                

○議長（平田喜臣君） 昼食休憩前に引き続き、会
議を開きます。 

──────────────────                

◎日程第１０ 議案第１３号 

○議長（平田喜臣君） 次に、日程第１０ 議案第
１３号平成１３年度上富良野町介護保険特別会計補
正予算（第４号）の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程され
ました議案第１３号上富良野町介護保険特別会計補
正予算（第４号）につきまして、提案理由を申し上
げます。 
 補正の要旨でございますが、居宅介護サービス、
施設介護サービスなど、保険給付費の実績見込み、
精査によります減額補正と、その給付費用減に伴い
ます財源の国庫負担金、道負担金、一般会計繰入金
と歳入予算の減額補正が主な内容でございます。 
 以下、議案を朗読しながら御説明申し上げます。 
 議案第１３号平成１３年度上富良野町介護保険特
別会計補正予算（第４号）。 
 平成１３年度上富良野町の介護保険特別会計の補
正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算の補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ
れ７,９５４万９,０００円を減額し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ５億１,３１８万円とす
る。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区



 

 

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 １ページをお開き願います。 
 第１表、歳入歳出予算補正。 
 以下、補正額のみを申し上げます。 
 １、歳入。 
 ２款国庫支出金２,６８６万５,０００円の減、１
項国庫負担金１,８１６万８,０００円の減、２項国
庫補助金８６９万７,０００円の減。３款道支出金、
１項道負担金１,１３５万４,０００円の減。４款支
払基金交付金、１項支払基金交付金２,９９７万６,
０００円の減。６款繰入金、１項他会計繰入金１,
１３５万４,０００円の減。歳入合計の補正額が７,
９５４万９,０００円の減。 
 次、２、歳出。 
 ２款保険給付費９,０８６万２,０００円の減、１
項介護サービス等諸費８,４７９万９,０００円の
減、２項高額介護サービス費６０６万３,０００円の
減。６款予備費、１項予備費１,１１１万３,０００
円。歳出合計の補正額が７,９５４万９,０００円と
なるところでございます。 
 次、３ページ、４ページの歳入歳出予算事項別明
細書、１、総括につきましては省略させていただき
まして、５ページでございます。 
 歳入歳出につき、補正額のみを申し上げます。 
 ２、歳入。 
 先ほど申し上げましたように、保険給付費の減額
に伴います国、道、町など、それぞれの財源負担率
に応じた介護給付費負担金等の減額であります。 
 その概要でございますが、１、介護給付費負担金
の減１,８１６万８,０００円の減につきましては、
保険給付費減額分の２０％相当分の減であります。 
 ２款国庫支出金、２項国庫補助金、財政調整交付
金でありますけれども、８６９万７,０００円の減に
つきましては、保険給付費減額分の５.９５％相当分
の減でございます。 
 以下、同じように３款道支出金、１項道負担金１
２.５％相当分の１,１３５万４,０００円の減。４款
支払基金交付金、１項支払基金交付金３３％相当分
の２,９９７万６,０００円の減。６款繰入金、１項
他会計繰入金、一般会計からの繰入金でありますが、
１２.５％、１,１３５万４,０００円の減となるとこ
ろでございます。 
 次、７ページをお開きください。 
 ３、歳出。 
 ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費８,４７
９万９,０００円の減、これにつきましては、各保険
給付費目につきまして、それぞれ実績見込み額の精
査によります減額補正であります。 

 減額の理由としましては、居宅介護サービス費、
施設介護サービス費におきまして、当初見込んでお
りました給付額、それから利用者数が下回ることが
見込まれることから減額となる主な内容でありま
す。 
 ２款保険給付費、２項高額介護サービス等諸費６
０６万３,０００円の減、高額介護サービス費の給付
状況、事業費精査によります減額であります。 
 ６款予備費、１項予備費でありますが、歳入歳出
補正額の差額分１,１３１万３,０００円を計上する
ものでございます。 
 以上で説明といたします。御審議いただきまして、
お認めくださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１３号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決しました。 

──────────────────                

◎日程第１１ 議案第１４号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１１ 議案第１４号
平成１３年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正
予算（第３号）の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（田中博君） ただいま上程いただ
きました議案第１４号平成１３年度上富良野町簡易
水道事業特別会計補正予算（第３号）につきまして、
初めに補正の主な要旨を御説明申し上げます。 
 歳入の１点目としまして、水道使用料及び水道管
移設補償工事費用確定によります雑入の減、２点目
としまして、東中地区配水管布設事業費確定により
ます国庫支出金及び町債の減額でございます。 
 歳出の１点目としまして、補償工事及び東中地区
配水管布設事業の工事執行残などによります一般管
理費並びに事業費の減でございます。 
 ２点目としまして、償還金利子確定によります減
額でございます。 
 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた
だきます。 
 議案第１４号平成１３年度上富良野町簡易水道事
業特別会計補正予算（第３号）。 



 

 

 平成１３年度上富良野町の簡易水道事業特別会計
の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算の補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ
れ３７９万４,０００円を減額し、歳入歳出予算の総
額を歳入歳出それぞれ１億８,６５１万３,０００円
とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区
分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 地方債の補正。 
 第２条、地方債の変更は、「第２表 地方債補正」
による。 
 １ページをお開き願いたいと思います。 
 第１表、歳入歳出予算補正。補正額のみ申し上げ
ます。 
 １、歳入。 
 １款使用料及び手数料、１項使用料１７１万円の
減、２款国庫支出金、１項国庫補助金６９万８,００
０円の減。５款諸収入、１項雑入６８万６,０００円
の減。６款町債、１項町債７０万円の減。歳入の合
計といたしまして、３７９万４,０００円の減でござ
います。 
 ２、歳出。 
 １款衛生費、１項簡易水道事業費３０９万４,００
０円の減、２款公債費、１項公債費７０万円の減、
歳出の合計としまして３７９万４,０００円の減で
ございます。 
 第２表、地方債補正。 
 １、変更。起債の目的、簡易水道事業の限度額は
７０万円減の６,４９０万円でございます。 
 次の３ページ、４ページの歳入歳出予算事項別明
細書、１、総括につきましては、説明を省略させて
いただきます。 
 ５ページをお開き願いたいと思います。 
 ２、歳入。 
 １款使用料及び手数料、１項使用料、１目衛生使
用料１７１万円の減につきましては、予定見込みに
対しまして、東中地区では１０４万円、江花地区で
は６７万円が節水などにより減になったものでござ
います。 
 なお、整備地区については、横ばいの状況でござ
います。 
 ２款国庫支出金、１項国庫補助金、１目簡易水道
国庫補助金６９万８,０００円の減につきましては、
東中地区簡易水道配水管布設事業費確定による減で
ございます。内容といたしましては、執行残でござ
います。 
 ５款諸収入、１項雑入、１目雑入６８万６,０００

円の減につきましては、東中地区簡易水道配水管布
設事業費確定による行政区域外負担金の減及び水道
管移設工事確定による工事補償費の減でございま
す。 
 行政区域外につきましては、中富良野町の住民１
２戸分でございます。場所につきましては、東４線
北２０号から北１６号２００軒までの間、延長にし
まして２,５６２メートルの重複区間のアロケーシ
ョンによる精査でございます。 
 ６款町債、１項町債、１目簡易水道債７０万円の
減につきましては、東中地区簡易水道配水管布設事
業費確定による減でございます。 
 次の７ページお開き願いたいと思います。 
 ３、歳出。 
１款衛生費、１項簡易水道事業費、１目一般管理費
１９３万６,０００円の減につきましては、歳入のと
ころで申し上げました補償工事費用の確定並びに検
満工事の量水器取りかえ戸数の減などによります工
事請負費の減及び江花地区簡水の事業費割負担金の
精査によるものでございます。 
 ２目事業費１１５万８,０００円の減につきまし
ては、東中地区簡易水道計装整備更新事業費確定に
伴いましての事業費の減並びに同事業の設計委託料
の執行残及び歳入のところで申し上げました東中地
区簡易水道配水管布設事業の工事費確定などにより
ます工事請負費の減でございます。 
 ２款公債費、１項公債費、２目利子７０万円の減
につきましては、借り入れ見込み利率２.１％から、
今回１.６％への低減及び借り入れ予定期間の短縮
などによるものでございます。 
 ９ページをお開き願いたいと思います。 
 地方債につきましては、現在高見込みに関する調
書につきまして、補正額のみ申し上げます。 
 ７０万円減の補正後の額は、６億７,９３３万６,
０００円でございます。 
 以上で、補正予算の内容の説明といたします。御
審議いただきまして、議決くださいますようよろし
くお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１４号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 



 

 

 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 
──────────────────                

◎日程第１２ 議案第１５号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１２ 議案第１５号
平成１３年度上富良野町公共下水道事業特別会計補
正予算（第４号）の件を議題といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（田中博君） ただいま上程いただ
きました議案第１５号平成１３年度上富良野町公共
下水道事業特別会計補正予算（第４号）につきまし
て、初めに主な要旨を御説明申し上げます。 
 歳入の１点目としまして、水洗化等改造資金預託
金元利収入の減額でございます。 
 ２点目としまして、交通事故損害賠償補償保険金
の計上でございます。 
 ３点目としまして、事業費確定に伴いましての町
債の減額補正でございます。 
 歳出の１点目としまして、施設管理費用の精査及
び事業費確定によります減額でございます。 
 ２点目としまして、地方債の償還金利子１２年度
分の借入期間の短縮及び一時借入金の精査などによ
ります減額補正でございます。 
 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた
だきます。 
 議案第１５号平成１３年度上富良野町公共下水道
事業特別会計補正予算（第４号）。 
 平成１３年度上富良野町の公共下水道事業特別会
計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ
る。 
 歳入歳出予算の補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ
れ１６０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入
歳出それぞれ８億５,９５７万８,０００円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区
分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出補正」による。 
 債務負担行為の補正。 
 第２条、債務負担行為の追加及び廃止は、「第２表 
債務負担行為補正」による。 
 地方債の補正。 
 第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」
による。 
 １ページお開き願いたいと思います。 
 第１表、歳入歳出予算補正。補正額のみ申し上げ
ます。 
 １、歳入。 
 ６款諸収入３０万円、３項貸付金元利収入３０万
円の減、５項雑入６０万円。７款町債、１項町債１

９０万円の減。歳入の合計としまして、１６０万円
の減でございます。 
 ２、歳出。 
 １款下水道事業費４１１万円の減、１項下水道管
理費２２０万円の減、２項事業費１９１万円の減。
２款公債費、１項公債費４００万円の減。３款予備
費、１項予備費６５１万円。歳出の合計といたしま
して、１６０万円の減でございます。 
 次のページお開き願いたいと思います。 
 第２表、債務負担行為補正。 
 １、追加。浄化センター維持管理業務につきまし
ては、現行の契約年が平成１３年３月をもって期間
満了となり、新年度からの水処理、汚泥処理などの
機器類の稼働に支障が生じないよう業務契約を年度
内で行うため、債務負担行為の補正をお願いするも
のでございます。 
 なお、新年度から従来の運転、保守点検のほかに、
この業務を行うために必要な各種消耗品、薬剤、電
力、資材、燃料などの調達並びに計画的に行う修繕、
汚泥の分析などを含めまして、一部包括委託をしよ
うとするものでございます。 
 また、このことによりまして、施設管理費用及び
人件費などの削減も図られるところでございます。 
 期間につきましては、平成１３年度から平成１４
年度、契約は平成１３年度、支払いは平成１４年度、
限度額４,２００万円でございます。 
 ２、廃止につきましては、平成１３年度の水洗化
等改造資金貸し付けに伴う利子補給金としまして１
０件を見込んでおりましたが、申し込み希望者がな
かったことにより廃止するものでございます。 
 第３表、地方債補正。 
 １、変更。起債の目的、公共下水道事業の限度額
は１９０万円減の２億３,０３０万円でございます。 
 次の５ページから６ページの歳入歳出予算事項別
明細書、１、総括につきましては、説明を省略させ
ていただきます。 
 ７ページをお開き願いたいと思います。 
 ２、歳入。 
 ６款諸収入、３項貸付金元利収入、１目水洗化等
改造資金預託金元利収入３０万円の減につきまして
は、貸付対象元金残高の件数が１９件から１６件に
件数が減になったことによるものでございます。 
 ５項雑入、１目雑入６０万円につきましては、交
通事故損害賠償補償保険金の計上でございます。 
 この事故につきましては、２月１５日、発生場所
町道北基線本町６丁目におきまして、下水道の汚水
管渠工事本町４工区の工事完了に伴いまして、現場
の出来高を確認するため現地へ到着し、左側へ停車
する際、付近が民家の車庫前方にトラックが駐車し



 

 

ていたことから、左側への駐車が困難と判断し、右
側車線に駐車するため、一たん道路左側路肩に寄せ
た後、方向転換しようと右にハンドルを切ったとこ
ろ、後方から走行してきた相手方車両の左側面部分
と当方の右前方部分が接触し、双方の車両が損傷し
たものでございます。 
 原因としまして、当方の安全と後方確認が不十分
であったことにより起こったものであり、今後この
ようなことが発生することのないように、さらに一
層気持ちを引き締めて日々の業務に努めてまいりま
す。まことに申しわけありませんでした。 
 ７款町債、１項町債、１目下水道事業債１９０万
円の減につきましては、起債対象事業費の精査によ
り、事業費２０１万９,０００円に対しましての充当
率９５％相当分でございます。 
 次の９ページをお開き願いたいと思います。 
 ３、歳出。 
 １款下水道事業費、１項下水道管理費、１目一般
管理費３０万円につきましては、需用費としまして
雑入のところで申し上げました当方車両の修繕費用
の計上でございます。貸付金の減につきましては、
貸し付け対象件数が減ったことによるものでござい
ます。２２節の補償補てん及び賠償金につきまして
は、今回の相手側への交通事故賠償補償金の計上で
ございます。 
 ２目施設管理費２５０万円の減につきましては、
運転、水質管理などに使用いたします光熱費、薬品
費、燃料費などの需用費の精査及び汚泥分析、管渠
清掃、管渠管理図の作成など委託料の精査によるも
のでございます。 
 １款下水道事業費、２項事業費、１目建設事業費
１９１万円の減につきましは、汚水管渠の調査及び
設計委託料の執行残でございます。工事請負費につ
きましては、取りつけ管及び公共汚水枡設置箇所４
カ所の減などによるものでございます。補償補てん
及び倍償還につきましては、汚水管渠工事光町４工
区の水道管移設工事費用の設計精査及び事業費確定
によるものでございます。 
 ２款公債費、１項公債費、２目利子４００万円の
減の内訳としまして、地方債償還金利子につきまし
は、借入期間の短縮及び利率の低減などによるもの
でございます。一時借入金につきましても、利率の
低減及び資金の運用などによるものでございます。 
 ３款予備費、１項予備費、１目予備費６５１万円
につきましては、収支の差額分を計上しようとする
ものでございます。 
 １１ページをお開き願いたいと思います。 
 債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについ
ての前年度末までの支出額または支出額の見込み及

び当該年度以降の支出予定額等に関する調書につき
ましては、説明を省略させていただきます。 
 １２ページお願いいたします。 
 地方債につきましては、現在高見込みに関する調
書につきまして、補正額のみ申し上げます。 
 １９０万円減の補正後の額は、３３億７,５０７万
９,０００円でございます。 
 以上で、補正予算の内容の説明といたします。御
審議いただきまして、議決くださいますようよろし
くお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 ８番仲島議員。 
○８番（仲島康行君） また交通事故ということで、
うちらの担当なのですが、これ１人で車運転したの
か、またもう１人いたのかという問題があると思う。
どうもこれ町長、事故が多い。単純ミスだと思うの
ですが、こういうものというのは、規律が非常に緩
んでいるのでないかと思うのですよ。事故あるたび
に、今後一切ないようにするとしょっちゅうおっし
ゃるんですが、事故というのは喜んでするものでは
ないと思うのですが、もう少しきちっとした体制と
いうのをつくっていく必要性があるのでないかなと
思うのですが、その辺どうなんでしょう。 
○議長（平田喜臣君） 上下水道課長。 
○上下水道課長（田中博君） ８番仲島議員の御質
問にお答えさせていただきたいと思います。 
 このときちょうど下水道の完了に伴いまして、乗
車していましたのは私と課長補佐と、それと担当者
の者３人です。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） 仲島議員の御質問にお答え
申し上げたいと思います。 
 たび重なる交通事故ということで、本当に申しわ
けないものと思います。過日もこのような件数がふ
えているというようなことで、課長会議におきまし
ても十分気持ちを緩んでいるんでないかというよう
なことで、その辺十分反省をいたしまして、その車
に乗るときには、必ず交通安全に気をつけるんだと
いう意識を持ってもらうというようなことで、そう
いう運動の展開をしようということで、重点的にそ
の辺職員に周知しまして、そのような形で取り組ん
でいくというようなことで、今そういう対策を講じ
てまいりたいということで、非常にまことに不注意
なわけでございますので、気持ちの持ち方をしっか
り持ってということで、職員の周知徹底を図ってま
いりたいということで考えておりますので、御理解



 

 

いただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 ３番福塚議員。 
○３番（福塚賢一君） 今回補正を事故に関してな
さったということであろうかと思いますけれども、
ついては担当課長にお伺いいたしますけれども、処
分書は、まだ賠償額が決まってないから専決処分の
議案が出てこないというお考えかどうか、その辺見
えてきませんので、答弁を承りたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 上下水道課長。 
○上下水道課長（田中博君） ３番福塚議員の御質
問にお答え申し上げたいと思います。 
 専決処分の件でございますけれども、今現在まだ
処理等が整っておりませんので、整い次第、今回に
専決としてお願いをいたしたいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもっと質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１５号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決いたしました。 

──────────────────                

◎日程第１３ 議案第１６号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１３ 議案第１６号
平成１３年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別
会計補正予算（第３号）の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 特別養護老人ホーム所長。 
○特別養護老人ホーム所長（林下和義君） た だい
ま上程いただきました議案第１６号平成１３年度上
富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算
（第３号）につきまして、提案の要旨を御説明申し
上げます。 
 第１点といたしまして、利用者の増によりまして
介護給付費及び予防給付費並びに自己負担金収入を
増額補正するものでございます。 
 第２点といたしまして、道補助金につきまして、
利用者の増によりまして補助金を増額補正するもの
でございます。 
 第３点目といたしまして、施設整備充実のためと
寄附の申し出がありましたので、関係する経費を補
正するものでございます。 
 第４点目といたしまして、繰入金につきまして、
収入、歳入及び歳出を精査し、一般会計繰入金を減

額補正するものでございます。 
 以下、議案を朗読しながら御説明申し上げます。 
 議案第１６号平成１３年度上富良野町ラベンダー
ハイツ事業特別会計補正予算（第３号）。 
 平成１３年度上富良野町のラベンダーハイツ事業
特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるとこ
ろによる。 
 歳入歳出予算の補正。 
 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ
れ２９５万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入
歳出それぞれ３億３３９万６,０００円とする。 
 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区
分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額
は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 債務負担行為。 
 第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務
を負担する行為をすることができる事項、期間及び
限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 
 １ページをお開き願いたいと思います。 
 第１表、歳入歳出予算補正。 
 １、歳入。 
 補正額のみ申し上げたいと思います。 
 １款サービス収入、１項介護給付費収入１８０万
円、２項予防給付費収入８０万円、３項自己負担金
収入５００万円。２款道支出金、１項道補助金７０
万円。３款寄附金、１項寄附金５万円。４款繰入金、
１項繰入金１,１３０万円の減。歳入の補正の合計
は、２９５万円の減額でございます。歳入の合計は、
３億３３９万６,０００円となります。 
 次のページお開き願いたいと思います。 
 ２、歳出。 
 １款総務費、１項施設管理費１００万円の減。２
款サービス事業費、２項施設介護サービス事業費１
９５万円の減、歳出の補正額の合計は、２９５万円
の減額でございます。歳出の合計は、３億３３９万
６,０００円となります。 
 第２表、債務負担行為。 
 施設警備業務委託、期間は平成１３年度から平成
１４年度、限度額３２３万４,０００円。 
 施設清掃業務委託、平成１３年度から平成１４年
度、限度額は２９４万円。 
 施設洗濯業務委託、期間は平成１３年度から平成
１４年度、限度額は２９４万円でございます。これ
は４月１日からの施設管理委託業務を事前に債務負
担することによりまして、業務開始に支障のないよ
うに債務負担行為をお願いするものでございます。 
 次、４ページ、５ページの歳入歳出予算事項別明
細書の説明は省略させていただきます。 
 次、６ページ、７ページをお開き願いたいと思い



 

 

ます。 
 ２、歳入。 
 １款サービス収入、１項介護給付費収入、１目居
宅介護サービス費収入１８０万円、１項サービス収
入、これにつきましては、ショートステイの利用者
の増に伴うものでございます。 
 １款サービス収入、２項予防給付費収入、１目居
宅支援サービス費収入８０万円、これはサテライト
デイサービス利用者の増に伴うものでございます。 
 １款サービス収入、３項自己負担金収入、１目自
己負担金収入５００万円、これは特養老人ホーム及
びショートステイの自己負担金でございます。 
 ２款道支出金、１項道補助金、１目受託支援サー
ビス事業補助金７０万円、利用者の増に伴うもので
ございます。 
 ３款寄附金、１項寄附金、１目一般寄附金５万円、
これは施設整備充実にと寄附の申し出によるもので
ございます。 
 ４款繰入金、１項繰入金、１目一般会計繰入金１,
１３０万円の減。歳入及び歳出を精査いたしまして
一般会計繰入金を減額するものでございます。 
 次のページをお開き願いたいと思います。 
 ３、歳出。 
 １款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費１
００万円の減、事業精査により不用となるため減額
するものでございます。 
 ２款サービス事業費、１項居宅サービス事業費、
２目居宅支援サービス事業費、これは財源組み替え
でございます。 
 ２款サービス事業費、２項施設介護サービス事業
費、１目施設介護サービス事業費１９５万円の減で
ございます。需用費、使用料及び賃借料につきまし
ては、事業精査により不用となるため減額するもの
でございます。 
 備品購入につきましては、寄附の申し出により施
設備品を購入しようとするものでございます。 
 以上で説明を終わらせていただきます。御審議を
いただきまして、お認めいただきますようよろしく
お願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 １８番向山議員。 
○１８番（向山富夫君） １点お尋ねさせていただ
きます。 
 今回の補正の収入の増は、大半利用されている方
の負担金の増加によるところが多いようでございま
すが、ちなみにラベンダーハイツの特養の入所希望
されていて、入所が空きがなくてできないという、

潜在的に待機をされている方はどのぐらいおられる
のかなと、また、それらの方がおられるとすれば、
どれくらい希望してからお待ちいただいて入所でき
るような状況になっているのか、お聞かせいただき
たいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 特別養護老人ホーム所長、
答弁。 
○特別養護老人ホーム所長（林下和義君） １ ８番
向山議員の質問にお答えいたします。 
 現在、３月１日の待機者は５８名、上富良野町が
３０名、中富良野町が９名、富良野市が１３名、そ
の他が６名ということです。 
 現在、平成１３年度、１２年度の実績でいくと大
体８名前後ですから、７年ぐらいかかるかなという
ように思っております。これはあくまでも推計です
から、順調に、その年にもよりますので、大体そう
いうような実態でございます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） １８番向山議員。 
○１８番（向山富夫君） ありがとうございます。
そういうような状態だという実態のようでございま
すが、当然高齢化が進む中で、これが待ち時間が短
くなるというような状況は非常に考えにくいと思い
ますが、こういうような状況の中にあって、町長に
お尋ねしたいのですが、現在どのようにこういう状
況を認識されていて、さらにどういう方向に考えて
おられるかね御見解を賜ればと思います。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １８番向山議員の御質問に
お答えさせていただきます。 
 この件につきましては、各議員からいろいろと御
質問をいただいているところでありますが、この種
のラベンダーハイツ特別養護老人ホームにつきまし
ては、基本的に広域圏の中で対応していきたいとい
うことを基本に持ちながら取り進めさせていただい
ております。ただ、この施設の増設等々につきまし
は、今国の方は非常に厳しい状況の中で、今これが
でき得ないと。 
 今現在この種施設が占冠村にないというようなこ
とで、占冠村の建設に向かって占冠村も努力してお
りますし、これも広域圏域の中で、占冠村に設立に
向かって圏域でともに運動を展開しているところで
ありますが、なかなか難しい状況にございます。た
だ、今施設長の方から、特別養護老人ホームの所長
の方から人数的な報告がなされました。我が町にも
三十数名いるわということでありますが、ただ、そ
の中で、全員の皆さん方を即入所を希望していると



 

 

いう状況下の人も何人かいらっしゃるわけでありま
すが、多くはと言うとちょっと語弊ありますが、中
には、言うならば特別養護老人ホームの位置づけを
しておきたいというようなことで、今順番が来まし
たからあなたどうぞと言うと、いや、まだ私はいい
から次の人にあれしてくれと、まだ家族で面倒見れ
ると、将来的に家族で面倒見たり周りで対応できな
くなったときにはお願いしますというようなこと
で、そういうような状況下の方々が多いという部分
もございますので、ひとつそういうようなことも御
理解いただきたいのと、そのうち老健だとか、富良
野市にあります、その人数の中には老健に入所され
ている方、あるいは療養型病床群の中に入っておら
れる方々、そういった方々もいらっしゃいますし、
長期入院されている方々もいるというようなこと
で、また我が町のケアハウスの中にいるという方々
も申し込んでいるというようなことで、それらの
方々全員が今希望されている数字の中で、大体２９
名が今現在それぞれの施設の中に入っているのと、
また在宅で今はいられるという方々が、２９名の
方々がいるというようなことでありまして、町とい
たしましても町単独でということにはなりませんの
で、圏域の中で、先ほど申し上げましたような形で
施設利用が促進できるように努力してまいりたいと
いうように考えておりますので、御理解をいただき
たいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１６号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                

◎日程第１４ 議案第１７号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１４ 議案第１７号
平成１３年度上富良野水道事業会計補正予算（第２
号）の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（田中博君） ただいま上程いただ
きました議案第１７号平成１３年度上富良野町水道
事業会計補正予算（第２号）につきまして、補正の
要旨といたしましては、収益的収支の精査による増
及び資本的収支の事業量、事業費精査によります減
額補正でございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた
だきます。 
 平成１３年度上富良野町水道事業会計補正予算
（第２号）。 
 総則。第１条、平成１３年度上富良野町水道事業
会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに
よる。 
 収益的収入及び支出。 
 第２条、予算第３条に定めた収益的収入及び支出
の予定額を次のとおり補正しようとするものでござ
います。 
 補正予定額のみ申し上げます。 
 収入。第１款水道事業収益、第３項特別利益３２
万１,０００円。 
 支出。第１款水道事業費用３２万１,０００円、第
１項営業費用７万７,０００円、第２項営業外費用６
５万８,０００円、第３項特別損失４７万８,０００
円、第４項予備費８９万２,０００円の減。 
 資本的収入及び支出。 
 第３条、予算第４条本文括弧書き中「不足する額
７,８１５万４,０００円」を「不足する額６,３５４
万１,０００円」に改め、「過年度分損益勘定留保資
金７,８１５万４,０００円」を「過年度分損益勘定
留保資金６,３５４万１,０００円」に改め、資本的
収入及び支出の予定額を次のとおり補正しようとす
るものでございます。 
 収入。第１款資本的収入、第１項負担金９４万２,
０００円の減。 
 支出。第１款資本的支出、第１項建設改良費１,
５５５万５,０００円の減。 
 次のページお開き願いたいと思います。 
 次の１ページから２ページの平成１３年度上富良
野町水道事業会計予算実施計画につきましては、説
明を省略させていただきます。 
 次の３ページをお開き願いたいと思います。 
 収益的収入及び支出明細書。 
 １、収入。 
 １款水道事業収益、３項特別利益、１目その他特
別利益、１節その他特別利益３２万１,０００円につ
きましては、建物の過年度損益修正益の計上でござ
います。 
 ２、支出。 
 １款水道事業費用３２万１,０００円、１項営業費
用、５目減価償却費７万７,０００円、１節建物減価
償却費１１万３,０００円の減につきましては、減価
償却年数を超えているため、今回精査したものでご
ざいます。２節構築物減価償却費１９万円につきま
しては、内容の精査によるものでございます。 
 ２項営業外費用、３目消費税、１節消費税６５万



 

 

８,０００円につきましては、事業支出の減に伴い増
になったものものでございます。 
 ３項特別損失、２目その他特別損失、１節その他
特別損失４７万８,０００円につきましては、不納欠
損処分の計上でございます。内容といたしまして、
死亡者４名分８万８,９４０円、居所不明者１８名分
３８万８,５６０円の内容でございます。 
 ４項予備費、１目予備費８９万２,０００円の減に
つきましては、収支の差額分を計上しようとするも
のでございます。 
 ５ページをお開き願いたいと思います。 
 資本的収入及び支出明細書。 
 １、収入。 
 １款資本的収入、１項負担金、１目工事負担金、
１節工事負担金９４万２,０００円の減につきまし
ては、東２線道路改良工事及び公共下水道新設工事
に伴いましての水道管移設工事補償の事業費精査に
よるものでございます。 
 ２、支出。 
 １款資本的支出、１項建設改良費１,５５５万５,
０００円の減、１目機械及び装置費、２節工事請負
費１９６万１,０００円の減につきましては、検満工
事の取りつけ設置費用の減によるものでございま
す。 
 ２目配水管設備費、１節工事請負費１,３５９万
４,０００円の減につきましては、東２線道路改良工
事及び公共下水道新設につきましては、収入のとこ
ろで申し上げました内容によるものでございます。
北２７号西道路につきましては、現地調査の結果、
水圧不足のため、江花簡水により対応を図ったこと
により減になったものでございます。 
 また、東１線道路及び道道留辺蘂・上富良野線な
どにつきましては、事業費精査によるものでござい
ます。 
 以上で、補正予算の内容の説明といたします。御
審議いただきまして、議決くださいますようよろし
くお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１７号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決いたしました。 

──────────────────                

◎日程第１５ 議案第１８号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１５ 議案第１８号
平成１３年度上富良野町病院事業会計補正予算（第
３号）の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 病院事務長。 
○町立病院事務長（三好稔君） ただいま上程され
ました議案第１８号平成１３年度上富良野町病院事
業会計補正予算（第３号）につきまして、提案の要
旨について御説明申し上げます。 
 補正の１点目は、寄附金の計上であります。町民
の方お二人から寄附金１１０万円をいただきました
ことから、御寄附の趣旨に従いまして、病棟の患者
さんに御利用いただく什器備品の購入について、所
要の経費を計上させていただくものであります。 
 ２点目は、債務負担の決定であります。洗濯、清
掃、警備など施設の管理業務については、新年度４
月１日から即稼働させなければならないことから、
本年度において業務契約等の事務手続をさせていた
だくため、債務負担行為を設定するものであります。 
 以下、議案の朗読をもって御説明といたします。 
 議案第１８号平成１３年度上富良野町病院事業会
計補正予算（第３号）。 
 総則。第１条、平成１３年度上富良野町病院事業
会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところに
よる。 
 資本的収入及び支出。 
 第２条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出
の予定額を次のとおり補正する。 
 補正額のみ申し上げます。 
 収入。第１款資本的収入１１０万円、第３項寄附
金１１０万円。 
 支出。第１款資本的支出１１０万円、第２項建設
改良費１１０万円。 
 債務負担行為。 
 第３条、債務負担行為をすることができる事項、
期間、及び限度額は、次のとおりと定める。 
 事項につきましては、町立病院管理業務、期間平
成１３年度から平城１４年度、限度額１,７０４万
２,０００円でございます。 
 １ページ、２ページにおきますところの予算実施
計画、この事項につきましては省略をさせていただ
きます。 
 ３ページ、４ページをお開きいただきたいと思い
ます。科目及び補正予定額のみ申し上げます。 
 資本的収入及び支出明細書。 
 １、収入。 
 １款資本的収入、３項寄附金、１目寄附金、１節



 

 

寄附金１１０万円、これにつきましては、町民の方
お二方からの寄附金でございます。 
 支出。 
 １款資本的支出、２項建設改良費、１目資産購入
費、２節什器備品１１０万円でございます。これに
つきましては、什器備品ということで、病棟の患者
さんに御利用いただくおむつ交換車でございます。
おもつの交換時に要する用品、また収納する装備等
備えたものでございます。 
 また、車いすの購入もいたしたいと思っておりま
す。 
 さらに、５ページでございますが、前段で申し上
げました警備、洗濯、清掃など施設管理業務の委託
についての債務負担行為の設定でございます。限度
額につきましては、１,７０４万１,０００円という
ことでございます。 
 以上、御提案させていただきます。御審議賜りま
して、お認めくださいますようお願いをいたします。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１８号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決いたしました。 
 閉会前に当たりまして、先ほど３番福塚議員の方
から税の答弁漏れがございましたので、ここで答弁
をいたさせます。 
 税務課長。 
○税務課長（上村延君） 先ほどの３番福塚議員か
らの質問にお答えいたします。 
 たばこ税の少額未納の内容はどうかとの質問でご
ざいますが、このたばこ会社は、外国のたばこを専
門に扱っておりまして、毎月２,０００円から５,０
００円の申告となっております。４,２６９円は、１
２月に売られた分が１月に申告納付となりまして、
納付がおくれたことによりまして、１月末現在で未
納となっております。 
 なお、この未納額につきましては、２月１５日に
納付されております。 
 以上です。 

──────────────────                

◎散 会 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 以上で、本日の日程は、全

部終了いたしました。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 明日の予定につきまして、事務局長から報告いた
させます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 明３月５日は本定例会の２日目で、開会は午前９
時でございます。定刻までに御出席賜りますようお
願い申し上げます。 
 以上でございます。 

午後 １時５７分 散会 
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午前 ９時００分 開議  
（出席議員 １９名） 

──────────────────                

◎開 議 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 昨日に引き続き、御出席、
まことに御苦労に存じます。 
 ただいまの出席議員は１９名であります。 
 これより、平成１４年第１回上富良野町議会定例
会２日目を開会いたします。 
 直ちに本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した
とおりであります。 

──────────────────                

◎諸 般 の 報 告           

○議長（平田喜臣君） 日程に入るに先立ち、議会
運営等諸般の報告をいたさせます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 本日、議会審議資料として、平成１４年度一般会
計予算（案）の概要、平成１４年度総合計画実施計
画書、行財政改革実施計画推進状況、道路河川課主
要事業箇所図の図及び平成１４年度上川南部消防事
務組合一般会計予算書、平成１４年度富良野広域串
内草地組合一般会計予算書並びに平成１４年度富良
野地区環境衛生組合一般会計予算書をお手元に配付
いたしておりますので、審議の参考としていただき
ますようお願い申し上げます。 
 なお、一般質問の通告期限は、本日午後３時まで
でございます。時間内に通告を賜りますようお願い
申し上げます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもって、諸般の報告
を終わります。 

──────────────────                

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第１ 会議録署名議員
の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に
より、議長において、 
   １ ７番 小  野    忠  君  
   １ ８番 向  山  富  夫  君  
を指名いたします。 

──────────────────                

◎日程第 ２ 執行方針から 

日程第１１ 議案第９号まで 

○議長（平田喜臣君） 日程第２ 町政執行方針、
教育行政執行方針、日程第３ 議案第１号平成１４
年度上富良野町一般会計予算、日程第４ 議案第２
号 平成１４年度上富良野町国民健康保険特別会計

予算、日程第５ 議案第３号平成１４年度上富良野
町老人保健特別会計予算、日程第６ 議案第４号平
成１４年度上富良野町介護保険特別会計予算、日程
第７ 議案第５号平成１４年度上富良野町簡易水道
事業特別会計予算、日程第８ 議案第６号平成１４
年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算、日程
第９ 議案第７号平成１４年度上富良野町ラベンダ
ーハイツ事業特別会計予算、日程第１０ 議案第８
号平成１４年度上富良野町水道事業会計予算、日程
第１１ 議案第９号平成１４年度上富良野町病院事
業会計予算の件を一括して議題といたします。 
 まず、町長より、町政執行方針について説明を求
めます。 
 町長、尾岸孝雄君。 
○町長（尾岸孝雄君） 平成１４年第１回定例議会
の開会に当たり、町政執行の基本姿勢について、そ
の概要を申し述べさせていただきます。 
 さて、我が国経済は、世界経済のグローバル化の
流れの中でさまざまな影響を受け、戦後最悪の不況
に直面しております。経済発展を支えてきた企業シ
ステムや金融システム、そして国の中央集権的制度
が時代の変化に対応できず、むしろ経済発展の足か
せとなっていることが、不況の大きな要因と言われ
ております。 
 国は、今、こうした経済不況から脱却を図るため、
その根本を変える構造改革政策を強力に推進する中
で、国民にある程度の痛みを伴うことへの協力と共
感を求め、経済再生に向けた取り組みがなされよう
としております。しかしながら、経済再生や構造改
革が遅々として進まない中にあって、国、地方とも、
財政環境は国税などの大幅な減収と膨大な公債残高
を抱え、危機的な状況に至っております。 
 本町の産業、経済など、町民生活を取り巻く環境
は、現下の不況経済のもとで一段と深刻さを増して
おり、町財政もその影響を大きく受け、一層厳しい
状況にあります。こうした厳しい時代を乗り切って
いくことこそが、町政のかじとり役とての私に課せ
られた使命であり、町民の期待と負託にこたえ、ま
ちづくりに全力を尽くしてまいる所存でありますの
で、議員各位並びに町民の皆様の特段の御支援と御
協力をお願い申し上げます。 
 まず、町政執行の基本でありますが、第４次総合
計画を柱とし、行財政改革大綱に基づく行財政改革
実施計画を着実に実施することによって、健全財政
を維持しながら、基本計画の各分野における各種施
策の実現に向け、最善の努力を傾注してまいります。 
 次に、財政運営の全般的取り組みについて申し上
げます。 
 本町においても、自主財源である地方交付税収入



 

 

が減額傾向で推移する一方で、公債費などの義務的
経費が増嵩することから、財政の硬直化、悪化傾向
は例外ではなく、その中にあって、平成１５年度か
らは予定された国営事業償還が始まるなど、ますま
す財源確保に苦慮する厳しい状況にあります。 
 このような厳しい財政状況に対処し、健全財政を
維持していくことが本町にとって緊急かつ最優先課
題と考え、この実効性を高めるため、平成１２年１
１月に健全財政維持方針を策定いたしました。 
 さらには、この方針の具体的な実行プランとして、
平成１３年度から１５年度の３カ年を実施期間とす
る行財政改革大綱及びその実施計画に基づき、着実
な実施に向けて、職員ともども取り組みを進めてき
ているところであります。 
 平成１４年度予算案の編成に当たっては、ただい
ま申し上げました健全財政維持方針と行財政改革大
綱に基づき、収支バランスのとれた財政構造への変
革を目標に、限られた歳入一般財源の中で、いかに
町民の負託にこたえ、効率的な行政サービスを提供
していくかを主眼に、予算編成を行ったところであ
ります。 
 以下、予算執行に当たっての施策推進策を申し上
げます。 
 第４次上富良野町総合計画が目標とする「四季彩
のまち・かみふらの～ふれあい大地の創造」を目指
し、中長期財政計画を遵守しながら、ハード事業と
ソフト事業の有機的な連携により、創意と工夫のあ
るまちづくりを推進してまいります。 
 まちづくりの４本の柱である「豊かな心の人のま
ち」、「活力ある産業のまち」、「住みよい快適なまち」、
「共に創るまち」からなる施策を推進するために、
新時代を開く取り組み、町民主役の取り組み、ソフ
ト重視の取り組み、情報発信、受信の取り組み、連
携のとれた取り組みの五つの基本方針に基づいて、
次の施策を推進してまいります。 
 まず、一つ目の柱は、豊かな心の人のまちづくり
ついてであります。 
 本年度から新学習指導要領が本格的にスタート
し、完全学校週５日制が実施されるなど、さまざま
な教育改革が推進されます。このことから、これま
で以上に教育委員会、学校、家庭、地域社会との協
力、連携による教育、文化、スポーツなどの振興と
充実に努めてまいります。 
 現在、町において給食センターを運営し、学校給
食の提供を行っておりますが、財政と運営の効率化
を図るため、本年度より米飯の炊事と給食の配送と
回収及び施設管理業務の一部を民間に委託し、運営
を行ってまいります。 
 また、懸案でありました上富良野高等学校の校舎

改築については、町民挙げての熱意が功を奏し、本
年度から３カ年計画で新校舎建設の決定がなされた
との情報を得ております。 
 人材育成については、平成９年に本町と三重県津
市が友好の提携を結んで以来、本年度で５周年の節
目を迎えることから、民間レベルでの交流がより推
進されるよう支援してまいります。 
 カナダ国のカムローズ市との国際交流について
も、英語指導助手の招聘による国際理解教育を進め
るなど、継続した交流を推進してまいります。 
 また、男女共同参画の社会づくりを進めるため、
附属機関等の設置及び運営に関する規定や、現在策
定作業を進めている上富良野町職員人材育成ビジョ
ンに基づいた行政面における男女区別のない人材登
用や人事管理に努め、町民生活の中においても、男
女共同のまちづくりが推進されるよう啓発に努めて
まいります。 
 福祉対策については、健康対策と連携し、町民の
だれもがいつでも健康で安心して暮らすことができ
るよう、町民の健康寿命を延ばす取り組みや介護予
防事業、生活支援事業、さらには子育てサークル学
習会を初めとした子育て環境づくりへの支援など、
福祉と健康のまちづくりを積極的に推進してまいり
ます。 
 保健福祉活動の拠点となる保健福祉施設の整備に
ついては、保健福祉施設調査特別委員会の審議結果
や、町民参加の計画検討協議会の意見などを参考に
しながら、本年度は実施設計を行い、建設事業費、
財源の見きわめなど、総合的な判断のもとに、平成
１５年から１７年の３カ年計画で整備を進めてまい
ります。 
 高齢者福祉、介護保険関係については、上富良野
町新老人保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づ
き、介護保険サービス内容の一層の充実を図るとと
もに、生活支援、生きがい活動を支援して、引き続
き町独自の在宅福祉サービスの充実に努めてまいり
ます。 
 特に、高齢者が要介護に陥ったり、要介護状況が
さらに悪化することがないよう、脳卒中、転倒骨折、
閉じこもりなどを予防する介護予防事業を積極的に
展開してまいります。 
 ま た、３年目を迎えます介護保険制度については、
事業の円滑な運営と定着化を図るために、低所得者
の利用料負担軽減措置や在宅サービス利用促進補助
などの費用負担の軽減策を引き続き実施してまいり
ます。 
 ひとり暮らしの高齢者や、高齢者夫婦世帯を対象
に設置している緊急通報装置は、老朽化が著しいた
め、センター装置及び端末機２３０台を本年度に更



 

 

新してまいります。 
 障害者対策については、特定疾患者、腎臓機能障
害者への交通費の助成、重度身体障害者へのタクシ
ー料金の助成、日常生活用具の給付事業を引き続き
実施してまいります。 
 また、本年度は、精神障害者福祉関連事務が、平
成１５年度には知的障害者福祉関連事務が市町村に
権限移譲されることから、障害者福祉システムの導
入など、事務処理体制の整備に万全を期してまいり
ます。 
 児童福祉については、利用者の期待にこたえる保
育所運営を目指し、障害児や乳幼児、一時的に保育
に欠ける児童などの受け入れについても積極的に対
応してまいります。 
 また、民間活力を導入することにより、特色ある
保育サービスの提供と、より効率的な保育所運営、
さらに財政負担の軽減効果を期待できることから、
平成１５年度に向け、西保育所を委託するよう条件
整備などの諸準備を進めてまいります。 
 保健予防関係については、新寝たきり老人ゼロ作
戦事業として、寝たきりの主な原因となる脳卒中な
どの生活習慣病や、筋骨格系疾患の予防活動に引き
続き取り組み、自立高齢者の多いまちづくりを推進
します。 
 また、各種健診事業については、受診率向上を目
指し、住民検診と胃がん、大腸がんのセット検診日
をふやすとともに、老人保健法の改正により、新た
に盛り込まれたＣ型肝炎ウィルス検査を本年度から
実施し、早期発見、早期治療に取り組んでまいりま
す。 
 国民年金事務については、本年度より国が保険料
収納事務を直接行うことになり、加入者が直接納入
することとなりました。まちでは、これまでも保険
料の収納率向上と無年金者の解消を図るため、推進
員を配置して業務の推進を図ってきたところであり
ますが、当面制度の移行による加入者の不安解消や
各種の相談業務に対応するため、引き続き推進員を
配置してまいります。 
 特別養護老人ホームの運営については、利用者一
人一人の状態やニーズに合わせた質の高いサービス
の提供やプライバシーの保護に努めるとともに、ケ
アプランに基づいた介護サービスを提供してまいり
ます。 
 また、介護請求事務を一元的に処理するため、請
求事務システムを整備してまいります。 
 また、デイサービスセンターの運営については、
在宅福祉の拠点施設として、利用者ニーズに合った
諸行事を取り入れ、健康管理と生きがいのある生活
が送れるよう、サービスの向上と地域に密着した施

設運営に努めてまいります。 
 国民健康保険事業については、さらに制度改正が
予定されているなど、その環境がめまぐるしく変化
しております。そのような状況にあって、国保事業
の安定した運営を目指すためには、財政基盤安定と
医療費の軽減が何より重要であります。 
 本町の疾病の特徴として、循環器系疾病、とりわ
け高血圧症が挙げられることから、日常的な生活対
応により発生する当該疾病を抑制するため、引き続
き住民検診事業等の連携を図り、眼底検査、心電図
検査などにより、高血圧症に伴う各種疾病の早期発
見、早期治療を促し、後年の医療費の縮減に努めて
まいります。 
 老人保健事業については、高齢化時代を反映し、
毎年対象者が増加しております。国においても、対
象年齢の引き上げなどの制度改正が検討されており
ますが、制度自体が確立されるまでには、まだ若干
の時間を要すると思われますので、今後の動向を十
分見きわめながら対応してまいります。 
 病院事業については、急激な年齢構成の変化など
により、国の医療保険財政は危機的な状況にあると
言われ、安定した保険財政を堅持するため、利用者
負担の引き上げを伴う改正など、医療費の抑制策が
進展しております。 
 本年度は、診療報酬のマイナス改定が行われるこ
とから、病院経営を取り巻く情勢は一段と厳しいも
のとなっておりますが、病院経営の健全化に努め、
地域医療の中核となるべき公的病院の使命と役割を
担うため、年次計画で医療機器の整備を進め、診療
体制の一層の充実に努めてまいります。 
 次に、二つ目の柱の、活力ある産業のまちづくり
についてであります。 
 今、農業においてもグローバル化が進み、野菜を
初めとする農畜産物の輸入が急増している中、消費
者や食品産業は、良質で安全な食料を求めておりま
す。 
 まちの基幹産業である農業の振興を図るため、こ
れらの動向を踏まえ、農業者みずからの発想と創意
工夫により、第４次農業振興計画に基づく地力増進
対策として、国の農業生産総合対策事業の活用と、
まち独自の心土破砕推進事業、堆肥増産事業や奨励
作物振興事業、水田圃場条件整備事業などの諸施策
を引き続き実施し、関係機関の協力のもとに共同生
産体制の推進と生産性向上、経営安定が図られるよ
うに努めてまいります。 
 農用地の確保と適正な農地行政を推進するため、
農業委員会や農協などの農業関係機関との連携を図
り、地域農業の担い手に対する農地利用の集積と土
地利用の調整を進め、地域の土地と人の諸対策を講



 

 

じてまいります。 
 農用地利用集積実績事業については、農業経営基
盤強化促進法に基づき、効率的で安定的な農業経営
を育成するため、国の補助制度を取り入れ、農用地
利用改善団体による利用調整活動を通じ、認定農業
者などへ農用地の利用集積を行うために、利用権を
設定する受け手農業者を対象として、事業を実施す
る農用地利用改善組合への運営支援を引き続き実施
してまいります。 
 野菜価格安定基金造成事業については、輸入野菜
の増加などから、国内産の野菜価格が低落し、農業
経営に大きな打撃を与えております。このため、キ
ャベツなどの指定野菜の計画的な生産出荷体制の確
立を図り、野菜の生産振興を引き続き推進してまい
ります。 
 畜産基盤再編総合整備事業については、規模拡大
や経営の効率化を高めていくための自給飼料の基盤
整備を重点に、畜舎や家畜排せつ物処理などの関連
施設整備を進め、経営体質の強化に努めてまいりま
す。 
 農業の家族経営形態を確立するため、家族経営協
定の締結を推進してまいります。 
 また、農業者の老後の生活、福祉向上を図るとい
う農業者年金制度については、本年１月１日から大
幅な制度の改正が行われたところであり、政策支援
を受けるための青色申告と認定農業者制度を積極的
に推進し、農業者年金への加入促進と経営移譲年金
などへの受給指導に努めてまいります。 
 農業後継者の配偶者確保対策については、農業後
継者対策協議会と富良野地方アグリパートナー協議
会との密接な連携のもと、諸対策を講じてまいりま
す。 
 道営事業については、畑地帯総合整備事業、担い
手育成基盤整備事業、農地防災事業、農道整備事業
を引き続き実施してまいります。 
 国営畑地帯総合パイロット事業しろがね地区につ
いては、本年度の完成を目指し、支線用排水路など
の整備と通水試験を実施してまいります。 
 また、平成１５年度から事業負担金の償還を迎え
ることから、受益農家、町の負担軽減に向けて関係
機関並びに関係自治体などとの協議、調整を進めて
まいります。 
 民有林の育成については、森林の公益的機能が発
揮できるよう人工造林や除間伐事業などへの取り組
みに対し、道補助事業への上乗せ補助のほか、町独
自の助成策を講じてまいります。 
 商工振興については、長引く消費の低迷が続く中、
大型店の進出とともに、近隣商業圏への顧客流出に
よって、町内の商工業の取り巻く環境は、大変厳し

い状況が続いております。 
 こうした状況の中、商工会による経営指導をより
一層強化するとともに、次の支援策を講じてまいり
ます。 
 商店街の活性化を図るため、商業振興条例により、
小規模事業者を対象とした店舗の増改築及び商店街
が共同で行うサービス向上への取り組みや、空き店
舗利活用事業などを効率的に進めてまいります。 
 商工会活動については、商工振興事業に基づき、
経営改善普及事業に対する人件費や事務機器の購入
などの事業や各部会の活動などに助成をし、支援し
てまいります。 
 また、本年４月から預金の支払いを１,０００万円
まで補償するペイオフ制度が実施されますが、本年
度についても預託方式により、これまでと同様に中
小企業に対する融資を行い、借入金の利子補給に対
する助成と事業資金の円滑な供給に努めてまいりま
す。 
 企業の振興関係については、国内の製造業が国外
に生産拠点を移す中で、本町の企業においても厳し
い経営環境にあります。このため、企業立地ととも
に、進出企業及び既存企業の定着を進めるため、本
年１月には、企業振興措置条例の一部を改正し、工
場の指定要件の拡大を図り、固定資産評価額を５,
０００万円以上から３,０００万円以上に緩和する
とともに、借入金の利子助成の期間を、これまでの
３年から５年に延長する措置を講じたところであり
ます。 
 また、新たに小規模事業者の３００万円以上の生
産設備を対象に加え、後継者の確保とともに地域の
産業資源を有効活用し、持続性のある経営基盤の確
立を支援してまいります。 
 労働行政については、雇用情勢が厳しさを増す中
で、北海道の失業率は全国的にも非常に高い状態に
あります。このため、国の緊急雇用対策により、本
町においても事業を展開してまいりましたが、引き
続き新たな国の緊急雇用対策事業を活用しながら、
公園などの整備による雇用の創出を図ってまいりま
す。 
 また、富良野地域人材開発センターに対する費用
負担を行い、機動的な職業訓練の実施に努めてまい
ります。 
 観光客誘致については、地元観光協会を初め、富
良野地域の市町村等の連携により、広域的観光を一
層推進するとともに、地元産業との結びつきを強め、
体験型観光の推進、観光ボランティアの育成、パン
フレットの見直しや改善を図ります。 
 また、旅行会社などにリアルタイムな観光情報を
インターネットで提供するなど、安価でより効果的



 

 

な観光宣伝活動に努めてまいります。 
 また、昨年実施して好評でありましたラベンダー
シーズンの駐車場無料化と山頂展望台へのシャトル
バスの運行についても、引き続き実施してまいりま
す。 
 次に、三つ目の柱の住みよい快適なまちについて
であります。 
 将来の町の市街地整備基本方針を定めた都市計画
マスタープランを推進する観点から、駅周辺を中心
とした市街地整備を町民、商業関係者、まちづくり
活動関係者などからの提言と、道や関係機関との調
整を図り、地域住民や民間企業との話し合いを重ね
ながら、都市計画の決定など事業化に向けた作業を
進めてまいります。 
 道道上富良野停車場線から繁華街を結ぶ通称銀座
通りの整備については、町民の社交の場、日ごろの
疲れをいやし、あすへの活力を見出す場として、市
街中心部を構成する極めて重要な場所が繁華街であ
るとの認識から、装飾歩道の敷設やデザイン街路灯
の設置など、楽しく、より安心な歩行者に配慮した
整備を住民参加型の手法により進めてまいります。 
 また、整備後においても、地域住民による主体的
な活動への支援も視野に入れた取り組みを進めてま
いります。 
 議会を初め、多くの町民の方から意見が寄せられ
ておりました町内主要施設への誘導案内サインの整
備については、花人街道２３７案内サインガイドラ
インとの調整を図りながら、町民、来町者にわかり
やすい統一された誘導サインの設置を計画的に進め
ます。 
 このたび、北海道においては、北海道美しい景観
のくにづくり条例、いわゆる景観条例を制定し、本
年４月から施行されます。この中では、道民、事業
者、自治体がそれぞれの役割を担い、景観を守り、
創り、整えることを目的に、必要な施策についても
明記されております。 
 本町においても、景観に関心を寄せられる方々が
多いこと、また、自然を初めとする良好な景観の維
持は、町民の皆様が生活を営む上でも必要不可欠な
ものであると言えます。このことから、本年度はこ
の財産を未来に継承していくために、景観条例の制
定を視野に入れた基本調査を進めてまいります。 
 公園事業については、日の出公園、島津公園の施
設管理業務を株式会社上富良野振興公社に委託し、
より効率的な施設の管理運営に努めてまいります。 
 平成１１年に改修しました日の出公園西斜面整備
を公園事業の補助を受け、園路整備などを行ってま
いります。 
 日の出公園の花壇などの整備については、ラベン

ダーの植えかえを引き続き行います。 
 また、森林部については土壌調査を行い、町民の
声や関係機関の助言をいただきながら植林を進めて
まいります。 
 地区公園、街区公園の整備点検については、本年
度から５カ年計画で進めるとともに、要望の多い日
の出公園エントランスゾーンの噴水と、せせらぎ水
の供給を、町水道の循環方式から地下水の利用に変
更し、幼児などが安心して水と楽しめるように改善
を図り、地域の交流の場、憩いの場として楽しい利
用ができるよう努めてまいります。 
 町営住宅整備については、町の町営住宅再生マス
タープランに基づき、泉町北団地の建てかえ全体計
画に着手し、高齢者に配慮した３棟２４戸の建設を
進める計画で、本年度は１号棟８戸の建設を行って
まいります。 
 既設町営住宅については、町営住宅ストック総合
活用計画に基づき、住居改善と建てかえ計画の見直
しを進めてまいります。 
 また、扇町団地の４棟の屋根ふきかえを行うとと
もに、町営住宅の適正な維持管理に努めてまいりま
す。 
 飲料水供給施設整備事業については、水道未普及
地域である清富地区に、本年度から２カ年計画で施
設を整備してまいります。本年度は、根幹的な施設
として浄水場及び排水池などの建設に着手し、平成
１５年度上期の完成を目指し、安全な水の安定供給
に努めてまいります。 
 上水道については、昭和４８年の供給以来稼働し
ている電気計装設備の老朽化により、本年度に設備
の更新を行ってまいります。 
 また、老朽化の計画的更新を進めるとともに漏水
防止に努め、有収率の向上を図り、公共の福祉の増
進と企業の経済性発揮という使命を持って経営の健
全化に努め、豊富、低廉で良質な水の安定供給を図
ってまいります。 
 公共下水道については、計画的な事業の推進を図
り、本年度光町、西町地区の汚水管渠工事を実施し
てまいります。 
 また、環境整備に伴う汚水量の増加に対処するた
めに、昨年度から整備を進めてまいりました水処理
施設の３池目を本年度完成させ、引き続き未普及者
の水洗化を督励し、衛生的で快適な生活住環境の向
上に努めてまいります。 
 浄化センターの管理運営については、本年度より
従来の運転管理業務に維持管理業務を加えた一部包
括委託方式をとり、さらなるコストの縮減を念頭に、
公共用水域の水質保全に努めてまいります。 
 また、発生する汚泥の量も毎年増加しますが、緑



 

 

農地還元を基本とした土づくり対策への有効利用を
図ってまいります。 
 ごみの処理については、循環型社会形成を目指し
た中で、国の容器包装リサイクル法が制定されて以
来、廃棄物の資源化が急速に進展してまいりました。
町においても、分別収集推進のため、富良野生活圏
における広域分担処理体制や関係施設の整備を進
め、資源のリサイクル体制を向上させてまいります。 
 広域分担処理における基本的な合意事項として、
１市町村が１処理を担うものとし、本町においては、
クリーンセンターの最新設備により、粗大ごみの破
砕処理を受け持つことになっており、地域住民の理
解を得ることを最優先の課題として取り組みを進め
てまいります。 
 新たな分別を予定している生ごみについては、地
域住民の御協力により、昨年市街地の３地区でモデ
ル分別収集を試行的に行ったところ、良好な結果を
得ることができました。本年１０月より受け入れ態
勢が整備される富良野地区環境衛生組合汚泥再生処
理センターへの搬入に向け、地域説明会などを開催
してきめ細かな周知を図ることにより、市街地区全
体でのスムーズな収集を進めてまいります。 
 なお、生ごみの排出減量化促進のため、引き続き
コンポストの普及に対し助成策を講じてまいりま
す。 
 町では、新たな共同処理体系や分別収集体制を進
め、ごみの減量化と資源化の徹底を図ることにより、
循環型社会の構築を推進するため、町民の御協力を
いただいているところであります。分別や減量化を
進める上では、排出者側の協力を得ることはもちろ
ん、排出量に応じた公平な受益者負担をいただくこ
とについて、廃棄物減量等推進審議会からも御意見
をいただいたとろこであります。 
 また、町民や事業者においては、一層の資源化、
減量化に向けての御協力をお願いするとともに、ご
み処理に対するさらなる意識の高まりを期待すると
ころであります。 
 また、町財政の健全化を維持するためとごみの減
量化のため、最終処理を行う一般廃棄物についての
み、その処理に要する費用の一部を排出者である町
民及び事業者に御負担をいただくため、一般ごみ、
不燃ごみ、粗大ごみの有料化を本年１０月から実施
したいと考えております。 
 クリーンセンターの運営については、平成１２年
１２月より、ダイオキシン問題により、地域や町民
に御心配をおかけいたしてまいりましたが、設置事
業者の責任において、各種の原因調査及び改善策が
講じられ、平成１３年１２月の測定結果では、５ナ
ノグラム以下の数値を得ることができました。 

 また、地域住民に対しても、なお一層の安全を確
保するため、活性炭利用による運転稼働を行うなど
の諸対策の報告を行ったところであります。 
 今後も本施設の安定稼働に向け、細心の注意を払
いながら運営してまいります。 
 し尿処理については、富良野地区環境衛生組合に
おいて新施設の整備が進められ、本年１１月より全
量受け入れ態勢が整う予定となったことから、排出
体制の整備を進めてまいります。このことから、老
朽化が著しい衛生センターについては残渣処理など
を行い、年度内閉鎖に向けての作業を進めてまいり
ます。 
 交通安全防犯対策については、町民のだれもが事
件や交通事故の加害者、被害者にならないという願
いで、何よりも事故発生の抑制を主眼に、引き続き
交通安全推進委員会、交通安全協会、防犯協会など
関係機関、団体の協力を得ながら啓発活動の充実に
力を注いでまいります。 
 御承知のとおり、平成１３年８月４日には、それ
まで続いておりました交通事故死ゼロが、残念にも
６１７日で途絶えてしまいましたが、その後関係機
関や団体との一致した活動など多くの御協力をいた
だき、事故発生件数もわずかではありますが減少し
ております。今後も交通事故死ゼロ５００日、１,
０００日に向けた取り組みをより一層進めてまいり
ます。 
 防災対策については、十勝岳噴火などの災害から
町民の生命と財産を守るための基本計画である上富
良野町地域防災計画書を本年度に全面改定し、現状
に即した体制づくりを進めてまいります。 
 また、災害発生時には、適時適切な情報伝達が重
要であることから、防衛施設庁所管の民生安定事業
により、平成１３年度から１５年度までの継続事業
として、防災行政無線施設の各設備を更新し、整備
を進めてまいります。 
 国においては、公共事業の抜本的見直しが検討さ
れるなど、社会資本整備を取り巻く状況は大きく変
化しております。このような中で、地域の自立を支
えるには、社会資本整備の重点化と効率化を図って
いく必要があるという認識のもと、環境に配慮した
安心して暮らせる地域社会の形成、地域の産業を支
える基盤づくりを基本に据えながら、道路網の整備
や災害から町民を守り、安心して暮らせる生活環境
を確保するために、河川改修、砂防事業などを国土
交通省、防衛施設庁の補助制度を活用し、効率的に
事業を推進してまいります。 
 また、町内において、国、道が実施及び計画して
おります公共事業についても、関係地域住民の意見
を反映させながら円滑に事業が促進できるよう、各



 

 

関係機関との連携をより一層強めながら早期実現に
努めてまいります。 
 道路、河川、橋梁の整備関係については、国土交
通省や防衛施設庁の補助事業などにより、９路線の
道路改良、舗装工事、６河川の改修、９０式戦車対
応として、富原橋の架け替えとデボツナイ川第２号
橋の架け替えを実施してまいります。 
 街路灯設置事業及び公共施設等サイン設置事業に
ついては、防衛施設庁の調整交付金を活用し、計画
的に進めてまいります。 
 除排雪関係については、住民サービスの低下にな
らないよう除雪や運搬排雪の強化、路面整正及び交
差点の安全対策などを重点に行います。 
 また、融雪機設置補助融資事業を継続して実施し
てまいります。 
 町営バスの運行については、町民の日常生活を支
える大切な交通機関であります。特に、児童生徒や
高齢者など、みずから移動手段のない町民にとって
は唯一の交通手段であるため、路線バスの運行につ
いては、昨年同様３台のバスで５路線を運行いたし
ます。 
 また、バス停留所の看板などの整備も進めてまい
ります。 
 新しく町民などへの情報公開の一手法として、行
政ホームページを１０月１日に開設するよう計画し
ております。ホームページに掲載する内容について
は、組織内において検討する機関を設け、町民生活
に密着した情報、町民にお知らせすべき情報、町民
が知っていると便利な情報、町民からよく問い合わ
せがある情報などを掲載するよう考えております。 
 次に、四つ目の柱の、共に創るまちについてであ
ります。 
 各自治会へ送付しています広報啓発などの文書、
チラシなどは原則廃止し、新たにお知らせ版を毎月
２５日に発行し、町広報紙への集約化を図るととも
に、防災行政無線の有効利用により、情報伝達のス
ピード化と、より充実した情報提供を目指しながら、
配布書類の削減と情報の一元化に努めてまいりま
す。 
 広報広聴業務については、町民と行政が一体とな
ったまちづくりに取り組めるよう、双方向に情報と
意見を交換できる場づくりに努め、行政と町民によ
る協働のまちづくりを進めてまいります。 
 自衛隊に関しては、基地調整室を総合窓口として、
地域活動や行政各分野での連携を図りながら、自衛
隊とのより一層の協調関係を築き上げてまいりま
す。 
 また、本年度から９０式戦車が上富良野駐屯地に
配備されることから、地域周辺に大きな障害が起き

ないよう申し入れを行うとともに、今後の対応策な
どについて関係機関と十分協議し、万全を期してま
いります。 
 開かれた行政推進については、平成１３年１０月
に施行した情報公開条例及び個人情報保護条例に基
づき、さまざまな機会や手段を通じて町民の情報の
共有化を図り、協働のまちづくりを進めます。特に
情報通信技術の導入と活用については、１５年度か
らの整備に向けて具体的検討を始めてまいります。 
 本年度執行される上富良野町農業委員会委員選挙
及び本年度末から来年度初めに執行が予定されてい
る北海道知事、北海道議会議員選挙については、公
正な執行に努めてまいります。 
 ２１世紀初頭における上富良野町のまちづくりの
方向を定めた第４次上富良野町総合計画の実現に向
け、組織内の意識統一を図るため、課長会議や政策
調整会議の場で、施策や行政課題などについての検
討協議を進めてまいります。 
 町税は、町財政の根幹をなすものであり、自主財
源としての税収確保は極めて重要であります。課税
に当たっては、適正な課税客体の把握に努め、税負
担の公平と公正を期してまいります。 
 また、納税については、町民の御理解をいただき、
納期内完納の推進を図るとともに、滞納税につきま
しては、滞納者に対して足を運ぶ回数をふやし、納
入意識の高揚に努め、折衝を重ねることにより生活
実態を把握し、納税の約束の取りつけるなど、収納
率向上のため、職員一丸となり取り組みを進めます。 
 さらに、年３回の徴収強化月間を設定し、昨年に
引き続き、管理職全員による町税等滞納処理対策プ
ロジェクトによる徴収と納付督励に一層の努力をし
てまいります。 
 国においては、現在の大変厳しい経済情勢に対応
する措置として、平成１４年度の地方税の改正が検
討されています。主な改正点としては、個人住民税
における非課税限度額の引き上げ、株式譲渡益にか
かわる申告を不要とする特例の創設、新築住宅に係
る固定資産税の軽減措置適用期限の延長、固定資産
税における情報開示の推進などであります。 
 町においても、地方税などの改正案の成立を待っ
て、町税条例の改正を行う予定であります。 
 行政財政改革については、平成１３年度から１５
年度の３カ年を期間に、簡素で効率的な行政運営の
実施と、健全財政維持方針を基調にした行財政改革
大綱に基づき、行財政改革実施計画を推進中であり
ますが、２年次目となる本年度においては、より具
体的な取り組みを進め、最終年次である１５年度へ
の目標達成につなげてまいります。 
 公共工事の入札と契約については、公共工事の入



 

 

札及び契約の適正化の促進に関する法律が平成１３
年４月に施行され、透明性の確保や公正な競争の促
進がより強く求められており、発注者としての適切
な執行に努めてまいります。 
 また、入札と契約に関する情報の公表や予定価格
の事前公表を初め、共同企業体についても、より公
正で公平な取り扱いに向けて制度の改善に努めてま
いります。 
 行政組織については、平成１１年に実施した課な
ど組織再編や、一部スタッフ制の導入を通過点とし
てとらえ、より横断的、機動的なかつ効率的な組織
改革が必要と考えているところであります。 
 本年度から始まる職員数適正化計画や職員人材育
成ビジョンの策定、また民間活力の導入などを図り
ながら、多様化、高度化する行政需要に適確に対応
できる体制の構築と、それぞれの職員が知識と情報
を共有し、さまざまな施策目標にスタッフ機能が十
分発揮でき得る新たな組織機構への改革に取り組み
ます。 
 また、比較的高い水準に位置する職員給与制度に
検討を加えるほか、事務事業の効率的執行による経
常経費の削減に努めてまいります。 
 以上、平成１４年度町政執行に当たり、所信を述
べさせていただきました。 
 次 に、平成１４年度予算案の概要を申し上げます。 
 まず、一般会計の予算規模は７８億５,１００万円
で、前年度当初予算比６.７％の減となっておりま
す。 
 一般会計から特別会計及び公営企業会計に対する
繰出金及び補助金などとしては、国民健康保険特別
会計には、保険税軽減の措置などとして、老人保健
特別会計及び介護保険特別会計には、基準に基づく
ものとして、ラベンダーハイツ事業特別会計には事
業運営費として、また公共下水道事業特別会計及び
簡易水道事業特別会計には、建設費及び公債費の償
還に要する経費などとして、それぞれ計上いたしま
した。 
 ま た、公営企業会計であります病院事業会計には、
基準に基づく経費、経営健全化の経費などとして、
水道事業会計には、水道事業に伴う負担措置として、
それぞれ計上いたしました。 
 これらの措置を講ずることによりまして、特別会
計及び公営企業会計予算は、国民健康保険特別会計
９億８,７２０万円、老人保健特別会計１４億５,７
６０万円、公共下水道事業特別会計８億８,７３０万
円、簡易水道事業特別会計６,５４０万円、ラベンダ
ーハイツ事業特別会計２億９,９８０万円、介護保険
特別会計５億３,３２０万円、病院事業会計１１億
６,７９３万円、水道事業会計２億８,６７０万円と

なっております。 
 特別会計と公営企業会計予算の合計は、５６億８,
５１３万円となり、一般会計予算と合わせた町の総
予算額は１３５億３,６１３万円で、前年度当初予算
対比３.３％減、額にして４億６,３７７万円減の財
政規模になっております。 
 以上、議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協
力を切にお願い申し上げ、平成１４年度の町政執行
方針といたします。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長より教育行政
執行方針の説明を求めます。 
 教育長高橋英勝君。 
○教育長（高橋英勝君） 平成１４年度第１回定例
町議会の開会に当たり、教育委員会の所管する教育
行政の主要な方針について申し上げ、町議会並びに
町民の皆さんの深い御理解と御協力をいただきたい
と思います。 
 初めに、昨年は２１世紀の幕を開く大きな節目の
年でありましたが、学校、家庭、地域社会において、
心の痛むような凶悪な事件や痛ましい事故が次々と
起こり、また米国での同時多発テロの影響により、
世界経済が不透明を増す一方、国内では経済や財政
など、あらゆる分野での聖域なき構造改革が進めら
れ、教育においても、教育改革を推進する関連法案
が整備されるなど、大きく揺れ動いた年でありまし
た。 
 今、私たちを取り巻く社会環境は、国際化、情報
化、科学の進展、さらには少子高齢化や核家族の進
行など、社会は急激な変化の中にあり、今後におい
ても楽観のできない先行き不透明な激動の時代とな
ることが予想されます。 
 このように、めまぐるしく変化する社会情勢の中
で、創造的で活力に満ち、町民一人一人が心豊かで
よりよい生き方を求め、人間的な触れ合いを深めな
がら新しい時代を切り開いていく力を身につけてい
くことが大切であります。そのためには、今日的な
課題を適確に把握し、それぞれの立場で知恵を寄せ
合い、将来を見据えた理想の姿と、あるべき姿の展
望を築き上げ、その展望に向かって実現する道を着
実に見出すことの取り組みが、何よりも大切なこと
であると考えております。 
 ことしは、総合的な学習の時間を盛り込んだ新学
習指導要領が本格的にスタートし、また完全学校週
５日制が実施されるなど、さまざまな教育改革が本
格的に推進されます。 
 教育委員会としても、こうした教育改革の動向を
踏まえ、教育改革の方向や地方分権の流れをしっか
り見据え、新しい時代の要請と町民皆さんの期待に
こたえるため、その使命と役割を認識し、これまで



 

 

以上に学校、家庭、地域社会との協力、連携を図り、
教育、文化、スポーツなどの活動の振興と充実のた
め、町民の皆さんの御理解と御支援をいただきなが
ら、学校教育と社会教育の重点目標を指針とし、適
切な教育行政の推進に、なお一層最善の努力をして
まいります。 
 最初に、学校教育について申し上げます。 
 学校教育につきましては、本年４月から完全学校
週５日制のもとで、新学習指導要領が実施されます。
これからの学校教育は、子供たちにゆとりの中で豊
かな人間性を育て、社会の変化に柔軟に対応できる
基礎基本を身につけさせ、自ら学び、自ら考える力
を育むとともに、心豊かな人間性を育んでいくこと
のできるよう、心の教育の充実を目指した教育活動
を展開し、成果を得ることが大切であります。 
 このため、新しい学習指導要領の着実な推進や教
育改革のねらいなど、その背景となる教育指針を十
分見定めながら、地域の自然や人材、文化などを活
用し、地域の独自性をより発揮し、創意工夫を凝ら
して特色ある学習を進めるとともに、人間として調
和のとれた資質や能力の育成のため、学校、家庭、
地域社会が一体となり、力をあわせ教育内容の充実
に努めてまいります。 
 また、学校を生涯学習の拠点として活用していた
だくよう積極的に開放し、地域と結びついた「地域
に開かれ、親しまれる特色ある学校づくり」の推進
に努めてまいります。 
 次に、学習指導についてでありますが、本年度よ
り新学習指導要領の実践がスタートします。新学習
指導要領は、完全学校週５日制が実施されることを
意に含め、総合的な学習時間や基礎、基本の徹底を
主眼に置き、ゆとりある教育の中で生きる力をはぐ
くむことを命題とし、授業時間で１割、教育内容で
３割減らすといった、これまでの学校制度や教育の
枠組みを変えていく大幅な改革であります。 
 各学校においては、これまでも独自の学校目標を
掲げ、その目標達成に向け鋭意努力されております
が、新しい教育改革の趣旨を視野に入れ、さらにゆ
とり教育が学力低下を招くのではといった疑問視す
る声もありますので、教育課程の編成などを重視し、
さまざまな研究や工夫を凝らし、それぞれの学校、
地域の実態に応じた特色ある学習指導の充実に努め
てまいります。 
 次に、生徒指導についてでありますが、各学校に
おいて教職員の協力体制のもと、日常的な教育相談
や児童生徒の悩みや問題行動の早期発見を図るな
ど、適切な指導に努め成果を上げているところであ
ります。 
 心身ともに健全な児童生徒の育成は、学校のみな

らず、家庭や地域社会を通して行われるという教育
の基本に立ち、上富良野の青少年健全育成をすすめ
る会を初め、各関係機関、団体等の指導と協力をい
ただき、連携を深めながら生徒指導の充実に努めて
まいります。 
 また、上富良野中学校に配置しております心の教
室相談員につきましては、生徒のきめ細やかな指導、
相談を行い、学校からも高い評価を得ておりますの
で、引き続き配置し、教育相談体制の充実に努めて
まいります。 
 教職員の研修活動についてでありますが、学校教
育の成果と、児童生徒が楽しく充実した学校生活を
送るためには、直接その任に携わっている教職員の
努力と情熱、そして指導力に負うところが大きく、
教職員自らが社会の新しい時代に対応する教育につ
いての視野を広め、自らがその使命と専門性を自覚
し、実践的指導力の向上を図ることが極めて重要で
あります。このため、教職員に専門的知識の習得や
実践的な指導力の向上を図っていただくため、校内
研修活動の充実を初め、各種研修会の参加など、研
究、研修活動の一層の充実に努めてまいります。 
 次に、健康・安全教育についてでありますが、今
日の社会環境や生活様式の変化に伴い、児童生徒の
体力、運動能力の低下やストレスなど、さまざまな
問題が提起されております。子供たちが生涯にわた
って生きる力を身につけるためには、その基礎とな
る健康増進や体力の向上が極めて重要なことであり
ます。 
 このため、生命の尊さや健康に対する意識を高め
るとともに、自ら進んで運動に対する意識や親しみ
を持ち、体力の向上を育むよう、児童生徒の実態に
即した体育・保健教育の推進に努めてまいります。 
 また、交通事故や学校における事件、事故、火山
噴火等の非常災害に対する危機管理対策について
は、適切な判断力と行動がとれるよう、その防止も
含めて、安全教育と防災教育の一層の推進に努めて
まいります。 
 次に、僻地・複式教育についてでありますが、小
規模校の特性を生かし、一人一人の児童の個性や能
力を適確に把握し、そのよさを生かし、学ぶ意欲を
高める学習の工夫や、他校との共同学習を取り入れ
ながら地域の恵まれた自然や文化の教育環境の活用
を図り、体験的な活動や学習を推進し、地域と一体
となった特色ある僻地複式教育の充実に努めてまい
ります。 
 次に、特殊教育についてでありますが、心身に障
害を持つ児童生徒が、将来の社会参加や自立が可能
となるよう、個々の障害の程度に応じ、適切な教育
ができるよう努めることが大切であります。 



 

 

 本町においては、年々対象児童者が増えている状
況にありますが、これらに対応した指導体制と特殊
教育施設は十分とは言えず、早期に解決を図らなけ
ればならない課題となっております。このため、本
年度上富良野小学校の特殊教育施設整備のための実
施設計を行うよう、所要の予算措置をいたしました。 
 今後も、各学校における障害児においては、障害
の状態に応じたきめ細やかな指導が行われるよう研
究会、研修会への参加を初め、各学校間はもとより、
家庭や関係機関との連携を一層密にし、効果的な指
導に努めるとともに、施設の改善計画と指導体制の
確立を図り、一人一人の発達を促す特殊教育の充実
に努めてまいります。 
 教育環境と教職員住宅の整備についてであります
が、各学校の教育施設と設備の整備につきましては、
適切な維持管理に努めておりますが、建物の年数に
より、大規模改修と適切な維持管理を要する時期に
きている施設も相当数あり、整備には、今後大きな
財政投資が必要となってまいります。 
 当面、町の財政事情から、全面的な早期解決は困
難でありますので、本年度は児童生徒の安全と急を
有するところの改善を優先的に行い、今後も年次計
画で教育施設と設備の整備に努めてまいります。 
 また、２１世紀は科学技術などが急速に進歩し、
多様な学習活動に対応するコンピューターを中心と
した情報教育が重要となってまいります。 
 情報通信ネットワークの効果的活用を図るため、
全学校に配置しているコンピューターをインターネ
ットに接続し、情報化に対応した児童生徒の育成を
図るよう、学校教育の設備の充実に努めてまいりま
す。 
 教職員住宅の環境整備につきましては、現在７７
戸を各地域に配置しておりますが、いずれの住宅も
老朽化が進み、居住している教職員より、早期の改
善を強く要望されているところであります。今後も
年次計画で逐次居住環境の整備を進めてまいります
が、本年度は７戸の住宅改修工事と、急を有すると
ころの維持補修に努めてまいります。 
 また、今後の教職員住宅の建てかえについては、
全面的に町の責務での整備を行うことは財政的に困
難な事情にありますので、民間活力での整備の可能
性も視野に入れ、整備計画の検討を進めてまいりた
いと考えております。 
 次に、学校給食についてでありますが、児童生徒
にバランスのとれた安全でおいしい給食を提供する
よう、今後も献立内容の工夫や嗜好も取り入れ、ま
た衛生管理や安全対策に細心の注意を払い、児童生
徒に喜ばれる学校給食を提供してまいります。 
 現在、学校給食費は小学生２１０円、中学生２５

０円の保護者負担をしていただいておりますが、給
食内容をより充実するため、現行の小中学生の給食
費をそれぞれ１０円引き上げるよう学校給食センタ
ー審議会に諮問し、審議していただき答申を得まし
たので、４月より実施いたしますので、御理解を賜
りたいと思います。 
 また、学校給食は、町の直営で運営しております
が、財政と運営の効率化を図るため、町の行財政改
革実施計画が策定され、その中で民間の活力を生か
しての委託について、教育委員会、学校給食センタ
ー審議会などで審議した結果、町の責務としての一
定条件を保持し、かつ確保されるのであれば、合理
的な運営改善を進めるべきとの意見をいただきまし
たので、本年度より米飯の炊事と給食の配送・回収
及び施設管理業務の一部を民間に委託し、運営し、
運営の合理化を図り、給食センターの運営を行って
まいります。 
 次に、幼稚園教育についてでありますが、幼児期
は生涯にわたる人間形成の基礎を培う上で極めて大
切な時期であります。その重要性を認識し、基本的
な生活習慣や道徳性を身につけるなど、一人一人の
よさを伸ばし、健康で明るく伸び伸びと行動する子
供の成長を目指し、学校、保育所との交流や家庭教
育学級の開催、地域の人々の交流、預かり保育の継
続など、創意に富んだ幼稚園教育活動の充実が図ら
れるよう支援してまいります。 
 次に、道立上富良野高等学校の振興について申し
上げます。 
 上富良野高等学校は、地元の高等学校の場として
通学の便がよく、父母の負担軽減が図られ、また、
まちづくりの推進の上からも、すぐれた人材の確保
や経済への波及など、高等学校が町内に設置されて
いるその効果は、極めて大きなものがあります。 
 近年の少子化の影響や、町外高校への進路を求め
る傾向が強まる中で、安定した学校運営のための生
徒確保については、大きな課題であります。上富良
野高校の地域に根ざした魅力ある学校づくりのため
に、上富良野高等学校振興会を初め、各関係機関と
の連携を密にし、教育活動の充実のための支援や、
地元高校への志向がなお一層高まるよう努力してま
いりたいと考えております。 
 また、懸案でありました上富良野高等学校の校舎
改築につきましては、町民挙げての熱意が功を成し
まして、本年度から３カ年計画で新校舎建設の決定
がなされたとの情報を得ておりますので、御報告申
し上げます。 
 次に、社会教育について申し上げます。 
 社会教育の推進についてでありますが、今日急激
に変化する社会環境のもとに、人々の生活環境や生



 

 

活意識も変わり、価値観の多様化と高齢化が進み、
多岐にわたるさまざまな課題が生じてきておりま
す。 
 このように厳しい変化の中にあっても、人々が生
涯にわたり生きがいを持って活躍することのできる
社会を築いていくことは、これからの時代の要請で
もあります。このため、新しい時代の変化に適切に
対応する力や、町民一人一人が健康で生きがいのあ
る人生を築き、より豊かで充実した人生を送ってい
ただくためには、生涯学習社会の実現を目指した社
会教育の果たす役割・使命は、ますます重要になっ
てまいります。 
 本町においても、子供から高齢者まで生涯のあら
ゆる時期に教育、文化、スポーツ、余暇活動などの
学習の機会を選択し、いつでも、どこでも、だれで
も、何でも自由に学ぶことができる環境づくりや、
学校教育と社会教育が相互に協調し、一体となって
取り組む学社融合の活動をより一層推進してまいり
ます。 
 また、学校、家庭、地域社会が相互に連携、補完
し合い、それぞれの持つ機能や役割を十分発揮しな
がら、町民のニーズに対応した生涯学習社会の実現
を目指して、第５次社会教育中期計画を基調とし、
その目的実現に向けての推進に努めてまいります。 
 家庭教育についてでありますが、幼児期において
家庭は人格の基礎を培い、また社会生活に必要な生
活習慣やしつけを身につけさせるなど、家庭での教
育は非常に大切であります。しかしながら、家庭環
境を取り巻くさまざまな変化の中で、親子のきずな
の希薄化や他人任せの教育など、本来家庭が果たす
べき教育力の低下も指摘されております。 
 このため、子供の発達段階に応じた子育てのため
の家庭教育学級や子育てセミナーの開設など、家庭
での教育力を高める学習機会の充実や、学校、家庭、
保育所、幼稚園、保護者と連携した子育て支援体制
などの諸活動を推進し、健やかな子育てのための学
習活動の拡大と充実に努めてまいります。 
 次に、少年の学習活動についてであります。 
 少年期は、心身ともに著しく発達を遂げる時期で、
運動能力、思考力、社会性など人間形成の基礎を培
う大切な時期であり、運動能力の向上のほか、自主
性、創造性、感受性を発揮したり、協調性や道徳観
念を身につけさせるための自然体験や体験学習が必
要であります。 
 このため、完全学校週５日制も視野に入れながら、
子供会、スポーツ少年団など各団体、サークルの活
動をより活発化するよう推進するとともに、自然体
験や社会経験などの多様な体験活動や学習機会をよ
り充実し、家庭、学校、地域社会との連携を深めな

がら、心身ともに健全な子供の育成に努めてまいり
ます。 
 青少年の凶悪事件や、学校における生徒指導上の
諸問題が深刻な社会問題になっておりますので、上
富良野の青少年健全育成を進める会との連携を深め
ながら青少年の健全育成を進めてまいります。 
 次に、青年・成人の学習についてでありますが、
青年の学習活動につきましては、近年の急激な社会
構造の変化や価値観の多様化に伴い、青年の地域社
会への参加や学習活動は、停滞の傾向にあります。
このため、関係機関、団体、職場などの連携を図り、
社会参加や地域行事への積極的な参加を促進すると
ともに、各種青年団活動の支援や学習機会の充実に
努めてまいります。 
 また、本年６月に、当町で北海道青年祭が開催さ
れますので、支援をしてまいります。 
 成人の学習活動につきましては、さまざまな学級、
講座や文化、体育団体などの活動とサークル、グル
ープでの学習が積極的に進められ、それなりの効果
を上げております。しかし、住民の学習ニーズはま
すます多様化、高度化の傾向を示し、学習内容の充
実を求められております。 
 今後も成人や女性の領域に応じて関係機関や団
体、職場との連携を図り、幅広い学習機会の充実や
個人学習の支援体制を充実するとともに、地域づく
りのための活動への積極的な参加の促進に努めてま
いります。 
 次に、高齢化社会の学習活動についてであります
が、本町においても、高齢化社会が急速に進んでお
り、高齢者が安心して健康で生活を送ることができ
るよう、諸制度の充実や環境整備が必要であります。
このため、いしずえ大学を初め、地域の老人クラブ
などにおけるさまざまな学習活動をより促進すると
ともに、年齢、体力の個人差も広がっておりますの
で、個々の興味、関心に応じた学習機会の提供や、
高齢者の持つ豊かな経験と学習の成果を生かせるよ
う、異なる世代との交流や社会参加の機会を提供す
るよう努めてまいります。 
 また、本年は、いしずえ大学が開設されて３０周
年の節目の年でありますので、その記念事業に対し
ての支援をしてまいります。 
 次に、文化の振興について申し上げます。 
 生活水準の向上や余暇時間の増大に伴い、心の豊
かさを求め、文化活動に対する要求や地域文化の創
造への関心が高まっております。このため、本町の
文化活動に大きな役割を担っていただいている文化
連盟を中心に、より文化活動への興味、関心を高め
るための学習の場や、活動への参加機会の拡充と芸
術文化に広く接する観賞機会の促進に努めるととも



 

 

に、各種団体やサークルなどで行う創作発表などの
自主的活動に対しての支援や活動組織の育成を図
り、町民の豊かな心を培う文化活動の推進に努めて
まいります。 
 次 に、郷土館と開拓記念館についてでありますが、
現施設の狭隘や展示品の固定化といったこともあ
り、効率的な運用については、さらなる努力が必要
と考えております。町の歴史や文化に興味を持って
いただけるよう、展示物の配置がえや情報の提供な
どの工夫を図るとともに、郷土学習における文化財
の保護、活用と伝承と文化保存のための伝承活動へ
の推進に努めてまいります。 
 次に、公民館図書室についてでありますが、町の
生涯学習活動の重要な拠点でもある公民館図書室は
老朽化し、狭隘で施設機能も悪く、大変不便な中で
御利用いただいておりますが、町民の皆さんの図書
を通じての学習意欲が向上し、平成１２年度の利用
実績は、貸し出し総数３万６,８２６冊で、１日平均
１２８冊の貸し出しを行っている現状であります。
図書の利用度は、その町の文化度をはかるバロメー
ターとも言われておます。施設の問題もありますが、
工夫をしながら利用者の学習、教養、調査、娯楽な
ど、さまざまな要求に応じるよう配慮し、利用促進
に努めてまいります。 
 図書館建設は、町民の皆さんから早期実現を熱望
されている町の重要な懸案事業でもありますので、
１年でも早く町民の皆さんの期待にこたえるよう、
より一層努力をしてまいりたいと思います。 
 次に、スポーツの振興についてでありますが、町
民の健康づくりや体力の維持増進、スポーツを通し
た人とのふれあい活動などは、高齢化や余暇時間の
増大に伴い、日常生活はもとより、生涯学習の観点
からも、ますます重要になってまいります。このた
め、各種スポーツ活動機会の推進やスポーツ団体、
サークルなどの自主活動を奨励するとともに、体育
協会、スポーツ団体、体育指導員、地域スポーツ推
進員との連携協力のもと、子供から高齢者に至るま
での各期に合わせた生涯スポーツの推進に努めてま
いります。 
 町の懸案事業でありましたパークゴルフ場の整備
につきましては、昨年造成工事が完了し、本年度は
管理棟、駐車場等の整備を行い、９月には仮オープ
ンし、平成１５年５月より正式に供用開始をいたし
ます。 
 また、社会教育の使用料については、行財政改革
実施計画に基づき、利用者負担の適正化を図るべく、
使用料金と減免基準を見直すよう関係条例と規則の
改正を行いますので、特段の御理解を賜りたいと存
じます。 

 次に、情報通信技術講習についてでありますが、
今日の飛躍的に進展する情報化社会に対応するた
め、学校教育のみならず、町民の皆さんにもパソコ
ンやインターネットの基礎技術を習得していただく
ため、昨年道の助成を受け３４講座を開設し、大変
好評を得たところであります。 
 本年度も道の助成を受け継続し、２７講座のＩＴ
講習会を計画し、推進してまいります。 
 次に、国際理解教育についてでありますが、豊か
な国際感覚や外国の生活、文化、歴史などについて
の理解を深め、また自分の考えを表現できる基礎的
な力を育成するため、英語指導助手として昨年８月、
カムローズ市よりモリーン・ボルディングさんを招
致し、学校教育と社会教育で活躍いただいていると
ころであります。 
 今後も中学生に生きた外国語教育の充実を図ると
ともに、小学生にも国際理解教育の一環として、英
会話になれ親しむ機会の拡大に努めてまいります。 
 以上、平成１４年度の教育行政執行の重点につい
て申し上げましたが、町民の皆さんの負託にこたえ
るため、教育、文化、スポーツの振興などに最善の
努力をしてまいりたいと考えておりますので、町議
会始め町民各位の御理解と御協力、御支援をお願い
申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） 以上で、執行方針の説明を
終わります。 
 この際、２０分間休憩いたします。 

──────────────────                

午前１０時２５分 休憩 
午前１０時５０分 再開 

──────────────────                

○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を
開きます。 
 次に、各予算についての説明を求めます。 
 初めに、一般会計予算について説明を求めます。 
 総務課長。 
○総務課長（田浦孝道君） ただいま町長から町政
各般にわたりましての執行方針と、教育長からは教
育行政執行方針を申し上げましたので、それらに基
づき編成いたしまた一般会計予算の概要の説明をい
たします。 
 まず、表紙をお開き願いたいと思います。 
 目次におきまして、予算書と、それに関する説明
書とに区分してそれぞれページを付してございま
す。この中で地方自治法に定められてございます議
会の議決対象となる予算の部分につきましては、１
ページから１０ページにわたり記載してございま
す。 
 次に、地方自治法施行令に基づく予算に関する説



 

 

明書につきましては、１１ページ以降の部分となり
ますが、この項目ごとの内容につきましては、目次
に記載のとおりでございます。 
 それでは、１ページから１０ページまでの議決項
目につきまして、朗読しながら御説明申し上げます。 
 議案第１号平成１４年度上富良野町一般会計予
算。 
 平成１４年度上富良野町の一般会計の予算は、次
に定めるところによる。 
 歳入歳出予算。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ
れ７８億５,１００万円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、第１表歳入歳出予算による。 
 債務負担行為。 
 第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務
を負担する行為をすることができる事項、期間及び
限度額は、第２表、債務負担行為による。 
 地方債。 
 第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ
り起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、
起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表、地方
債による。 
 一時借入金。 
 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定
による一時借入金の借り入れの最高額は、１５億円
と定める。 
 次、２ページをお開き願います。 
 第１表、歳入歳出予算につきまして、款ごとの金
額のみ申し上げます。 
 １、歳入。 
 １款町税９億３３７万３,０００円、２款地方譲与
税１億５,２００万円、３款利子割交付金１,５００
万円、４款地方消費税交付金１億１,８００万円、５
款国有提供施設等所在市町村助成交付金８,９３０
万円、６款自動車取得税交付金５,８００万円、７款
地方特例交付金３,４７０万円、８款地方交付税３２
億５,０００万円、９款交通安全対策特別交付金３０
０万円、１０款分担金及び負担金７,３２３万１,０
００円。 
 ３ページに入ります。 
 １１款使用料及び手数料１億１,１６０万４,００
０円、１２款国庫支出金１４億５,４８２万６,００
０円、１３款道支出金２億９,４９５万円、１４款財
産収入１,４５１万９,０００円、１５款寄附金１万
円、１６款繰入金２億１５万８,０００円、１７款繰
越金３,５００万円、１８款諸収入２億５,７２２万
９,０００円。 
 ４ページに移ります。 

 １９款町債７億８,６１０万円、歳入合計７８億
５,１００万円となります。 
 次に、５ページの歳出の内訳を申し上げます。 
 １款議会費８,１９１万８,０００円、２款総務費
３億６,０９３万４,０００円、３款民生費６億１,６
０２万１,０００円、４款衛生費９億７,８８６万６,
０００円、５款労働費１１８万６,０００円、６款農
林業費４億６,３６８万１,０００円、７款商工費２
億１,２７８万９,０００円。 
 次、６ページに移ります。 
 ８款土木費１８億８１１万円、９款消防費２億５,
６８２万８,０００円、１０款教育費５億５,３１９
万７,０００円、１１款災害復旧費６３４万１,００
０円、１２款公債費１１億３,３７４万５,０００円、
１３款諸支出金１,５５４万５,０００円、１４款給
与費１３億４,６８３万９,０００円、１５款予備費
１,５００万円。 
 ７ページの歳出合計につきましては、同じく７８
億５,１００万円となります。 
 ８ページの債務負担行為の関係につきまして申し
上げます。 
 ここでは、翌年度に向けましての債務が発生する
６件の事務事業につきまして、それぞれその期間と
限度を記載のとおり定めまして、事業の推進を図る
ものでございます。 
 １点目の地域防災計画策定事業でございますが、
昭和６１年に策定いたしました現計画が、社会情勢
などの変化から現状に合わなくなっておりますの
で、全面的に見直しを行い、新計画書を作成するた
めのものでございます。 
 ２点目の富原橋の架け替え事業から、６点目の南
部地区の土砂流出対策事業までの各事業につきまし
ては、計画的に取り進めいたします既定の事業でご
ざいます。国の２カ年、国庫債務負担行為などによ
ることによりまし、合わせまして債務負担行為を設
定し、事業の推進を図るものでございます。 
 次に、９ページの地方債につきまして御説明申し
上げます。 
 その発行限度額の総額を７億８,６１０万円とい
たします。本年度の事業計画のうち、無線放送施設、
保健福祉施設、農道及び用排水路等農業施設の整備
を初め、生活関連の飲料水供給施設や道路、橋梁の
整備、町営住宅並びにパークゴルフ場整備など２２
事業に対しまして、補助金のほか地方債を財源とし
まして推進を図るものであります。 
 また、あわせまして、国の恒久的減税に対応する
ため、減税補てん債の発行と、昨年に引き続きまし
て地方財政対策としまして、地方交付税から一部地
方債に振替措置されます特例の臨時財政対策債につ



 

 

きましては、昨年の２倍を超える２億８,０１３万円
を見込んで歳入財源といたします。 
 次に、起債の借入条件としましては、いずれの起
債の目的も、起債の方法としましては普通貸借また
は証券発行といたします。 
 利率の上限は、今後の金利動向の見きわめが非常
に難しいことから、５％以内といたしまして設定い
たします。そのうち、減税補てん債及び臨時財政対
策債につきましては、利率見直し方式となる見込み
から、それに対応できる内容といたします。 
 償還の方法は、まず政府資金につきましては、そ
の融資条件によることといたします。 
 銀行その他の場合には、その債権者と協定するも
のによることといたします。ただし、町財政の都合
により、据え置き期間及び償還期限を短縮し、もし
くは低利に借り替えすることができることといたし
ます。 
 次、１１ページ以降につきましては、冒頭申し上
げましたように、地方自治法施行令に定めておりま
す予算に関する説明書の内容でございます。既にご
高覧いただいていることから、総括及び歳入歳出の
事項別明細等につきましては、説明を省略させてい
ただきます。 
 ページが後ろの方に飛びますが、１８３ページか
ら１９０ページにわたりましては、給与費の内訳及
び債務負担行為、地方債の内容につきまして所定の
様式に従いまして調書を添付してございます。 
 また、予算審議の資料としまして、別冊で平成１
４年度一般会計予算説明資料をあわせまして事前に
配付させていただいておりますので、審議の参考と
していただきたいと存じます。 
 以上、平成１４年度一般会計予算の説明といたし
ます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、国民健康保険特別会
計予算について説明を求めます。 
 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） 上程されました議
案第２号平成１４年度上富良野町国民健康保険特別
会計予算について、その概要を御説明申し上げます。 
 御承知のとおり、医療保険制度は高齢化、経済不
況によります制度維持の不安、地方財政の悪化など、
その環境は深刻な様相を呈しております。 
 国におきましても、医療保険制度の健全化を目指
し、制度改正に向け検討が進められていることは、
既に御案内のとおりでありますが、本提案内容は、
制度改正等について未確定のこともあり、現行制度
に対応しての計上でございます。 
 国民健康保険に関しましては、構造自体高齢者を
中心とする加入者が中心となっていることに加え、

生活習慣病など継続的な診療を要する状況、さらに
医療技術の向上は、より高度な性質も加わり、医療
費の増嵩を呈しております。 
 このような状況から、老人保健制度や退職医療制
度、保健基盤の安定制度など各種の対応により国保
運営財政基盤の安定化支援がなされてはおります
が、厳しい環境であることは違いはありません。 
 御提案申し上げます新年度予算につきましては、
過去の医療費支払いや対象疾病などを考慮し、保険
給付費に要する支出を前年対比約７％、全体として
５.７％増の予算規模といたしたところであります。 
 予算編成に当たりましては、経常経費の節減など
に努め、歳入に関しましても、過去３年間の実績を
基本としながらも、現下の所得状況を勘案した減税
収入を計上し、なお不足する額を国民健康保険財政
調整基金の一部支消を見込み、現税率の改定は可能
な限り避けたいと考えております。 
 以下、議案を朗読しながら説明申し上げます。 
 議案第２号平成１４年度上富良野町国民健康保険
特別会計予算。 
 平成１４年度上富良野町の国民健康保険特別会計
の予算は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ
れ９億８,７２０万円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、第１表、歳入歳出予算による。 
 一時借入金。 
 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定
による一時借入金の借り入れの最高額は３億円と定
める。 
 歳出予算の流用。 
 第３条、地方自治法第２２０条第２項ただし書き
の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用
することができる場合は、次のとおりと定める。 
 （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過
不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の
各項間の流用。 
 １ページをお開きいただきたいと存じます。 
 第１表、歳入歳出予算。 
 １、歳入。 
 款のみの予算額を申し上げます。 
 １款国民健康保険税３億１,４２５万６,０００
円、２款国庫支出金４億８２９万７,０００円、３款
療養給付費交付金９,６５６万８,０００円、４款道
支出金８０万円、５款共同事業交付金１,２９８万
３,０００円、６款連合会支出金１,０００円、７款
財産収入１,０００円、８款繰入金１億５,４０８万
４,０００円、９款繰越金２,０００円、１０款諸収



 

 

入２０万８,０００円、歳入合計９億８,７２０万円。 
 次、２ページ。 
 ２、歳出。 
 １款総務費４,８５６万８,０００円、２款保険給
付費６億７０６万８,０００円、３款老人保健拠出金
２億５,９０１万８,０００円、４款介護納付金５,０
３５万７,０００円、５款共同事業拠出金１,２９８
万４,０００円、６款保健事業費４０８万８,０００
円、７款基金積立金１,０００円、８款公債費２０万
円、９款諸支出金７５万２,０００円、１０款予備費
４１６万４,０００円、歳出合計９億８,７２０万円
でございます。 
 ３ページ、４ページ、歳入歳出予算事項別明細書、
１、総括につきましては、説明を省略させていただ
きます。 
 ５ページをお開きいただきたいと存じます。 
 ２、歳入。 
 １款国民健康保険税につきましては、一般の医療
費分、介護分の保険税の計上で、昨年同様９５％収
納率で計上をさせていただいてございます。 
 また、退職の医療、介護分につきましては、９８％
の計上をさせていただいているところでございま
す。 
 ７ページをお開きいただきたいと思います。 
 ２款国庫支出金でございますが、事務費、療養給
付費、財政調整交付金等を計上いたしたものでござ
います。 
 ３款療養給付費交付金につきましては、各保険者
からの交付金であります。 
 ９ページをお開きいただきたいと存じます。 
 ４款の道支出金につきましては、財政健全化対策
事業補助で、前年同額の計上でございます。 
 ５款の共同事業交付金につきましては、高額医療
共同事業交付金の計上であります。 
 ６款の連合会支出金のうち、介護円滑導入給付金
につきましては、介護保険の導入に関しまして収納
率の低下、収納対策のために２年間の事業として措
置されたものでありますが、平成１４年度より廃止
されるため、廃目といたしました。 
 また、新たな１４年度単年度事業として、連合会
が医療費の縮減をねらうための推進事業として予定
されておりました。これに対応し、科目の設定を計
上したものでございます。 
 ７款の財産収入につきましては、科目の設定でご
ざいます。 
 ８款の繰入金につきましては、制度におきます町
の一般会計からの繰り入れと、財政調整基金からの
一部支消による繰り入れを計上したところでござい
ます。 

 ９款繰越金につきましては、科目の設定でござい
ます。 
 次に、１３ページをお開きいただきたいと存じま
す。 
 １０款の諸収入につきましては、前年同額の計上
をさせていただいたものでございます。 
 １５ページをお開きいただきたいと思います。 
 ３、歳出。 
 １５ページから１８ページまでの１款総務費につ
きましては保健事業に係ります職員給与費及び電算
処理委託のほか、賦課事務、納税奨励運営協議会等
に関しましての計上でございます。 
 １９ページをお開きいただきたいと存じます。 
 同じく１款総務費の趣旨普及費及び医療費適正化
特別対策事業費といたしまして、レセプト点検及び
医療費抑制としての保健事業推進機器の整備等の計
上でございます。 
 ２１ページをお開きいただきたいと存じます。 
 ２１ページから２４ページにわたります２款の保
険給付費につきまして、一般退職の療養費の高額療
養、出産費、葬祭費等の計上でございます。 
 ２５ページをお開きいただきたいと存じます。 
 ３款老人保健拠出金につきましては、社会保険診
療報酬支払い基金の算出割合に応じて計上するもの
であります。 
 ４款介護納付金につきましては、２号被保険者の
数に応じ、対応、計上するものでございます。 
 ３款共同事業拠出金につきましては、高額医療拠
出金等でございます。 
 ２７ページをお開きいただきたいと存じます。 
 ６款の保健事業費につきましは、循環器系疾患、
とりわけ高血圧症の医療費対策として、引き続き保
健事業として推進してまいりたいというものでござ
います。 
 ７款及び８款につきましては、科目の設定でござ
います。 
 ２９ページをお開きいただきたいと存じます。 
 ９款諸支出金につきましては、保険税の還付等の
計上でございます。 
 １０款につきましては、予備費でございます。 
 ３１ページ以降につきましては、給与費明細書で
ございます。御参照を賜りたいと存じます。 
 以上で説明を終わらせていただきます。御審議を
賜りまして、お認めいただきたいと存じます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 次に、老人保健特別会計予
算について説明を求めます。 
 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） 上程いただきまし



 

 

た議案第３号平成１４年度上富良野町老人保健特別
会計予算につきまして、その概要を御説明申し上げ
ます。 
 老人保健特別会計予算につきましては、過去の医
療諸費の状況並びに受給者数を見込み、昨年に比べ
医療諸費で９,１９０万円の増、総体で９,２９０万
円増の１４億５,７６０万円の予算計上としたとこ
ろであります。 
 受給者につきましては、前年より６０人程度の増
で１,７５０人を見込んでおります。 
 なお、制度改正の動き等もございますが、未確定
でありますことから、現行制度により御提案を申し
上げます。 
 以下、議案を朗読し、説明をさせていただきます。 
 議案第３号平成１４年度上富良野町老人保健特別
会計予算。 
 平成１４年度上富良野町の老人保健特別会計の予
算は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ
れ１４億５,７６０万円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、第１表、歳入歳出予算による。 
 １ページをお開きいただきたいと存じます。 
 第１表、歳入歳出予算。 
 １、歳入。 
 款のみの予算額を申し上げます。 
 １款支払基金交付金１０億１,９１８万７,０００
円、２款国庫支出金２億９,００４万７,０００円、
３款道支出金７,２４５万５,０００円、４款繰入金
７,５９０万８,０００円、５款繰越金１,０００円、
６款諸収入２,０００円、歳入合計１４億５,７６０
万円。 
 ２ページ目でございます。 
 ２、歳出。 
 １款総務費３６８万円、２款医療諸費１４億５,
３９１万７,０００円、３款諸支出金３,０００円、
歳出合計１４億５,７６０万円でございます。 
 ３ページ、４ページの歳入歳出予算事項別明細書、
１、総括につきましては、説明を省略させていただ
きます。 
 ５ページをお開きいただきたいと存じます。 
 ２、歳入。 
 歳入の１款から４款につきましては、医療費に要
します費用を支払基金から７０％、国の負担２０％、
道負担５％、町負担５％、ほかに事務に要する費用
それぞれの区分によって計上いたしたところでござ
います。 
 ５款、６款につきましては、科目の設定でありま

す。 
 次 に、９ページをお開きいただきたいと存じます。 
 ３、歳出につきましては、１款から３款まで事務
費用及び医療費等について計上したものでありま
す。 
 以上で説明を終わらせていただきます。御審議を
いただきまして、お認めをいただきたいと存じます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 次に、介護保険特別会計予
算について説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程いた
だきました議案第４号平成１４年度上富良野町介護
保険特別会計予算につきまして、その概要を御説明
申し上げます。 
 介護保険特別会計の歳入予算につきましては、被
保険者が納める保険料と、国、道、町からの公費を
財源として、介護や支援が必要となった被保険者に
対する介護サービス費用や、事業の運営に係る事務
費などの費用を賄おうとする基本的な考え方によ
り、予算を計上したところであります。 
 その中でも、予算の根幹であります保険給付費に
つきましては、居宅施設など各介護サービスのこれ
までの給付実績、推移を見きわめるとともに、一般
会計において措置しております低所得者の利用料負
担軽減、在宅サービス利用促進補助などの費用負担
の軽減策の効果を考慮しながら、利用者数、サービ
ス量の動向などを見込んで計上したところでありま
す。 
 次に、第１号被保険者の保険料でありますが、昨
年の９月まで、国の特別対策により軽減措置が図ら
れておりましたが、本年度は本来の保険料の額、満
額を御負担していただくよう予算計上したところで
ございます。 
 以下、議案を朗読しながら御説明申し上げます。 
 議案第４号平成１４年度上富良野町介護保険特別
会計予算。 
 平成１４年度上富良野町の介護保険特別会計予算
の予算は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ
れ５億３,３２０万円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、第１表、歳入歳出予算による。 
 歳出予算の流用。 
 第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書き
の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用
することができる場合は、次のとおりと定める。 
 １、保険給付費の各項に計上された予算額に過不



 

 

足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各
項の間の流用。 
 １ページをお開き願います。 
 第１表、歳入歳出予算。 
 款のみ申し上げます。 
 １、歳入。 
 １款介護保険料８,５６８万６,０００円、２款国
庫支出金１億３,１１４万９,０００円、３款道支出
金６,１１１万５,０００円、４款支払基金交付金１
億６,１３４万５,０００円、５款財産収入１,０００
円、６款繰入金９,３８９万６,０００円、７款繰越
金１,０００円、８款諸収入７,０００円、歳入合計
５億３,３２０万円。 
 次、２、歳出。 
 １款総務費３,４３５万６,０００円、２款保険給
付費４億８,９０１万１,０００円、３款財政安定化
基金拠出金２５８万４,０００円、４款特別給付費２
５０万円、５款基金積立金１,０００円、６款諸支出
金５,０００円、７款予備費４７４万３,０００円、
歳出合計が５億３,３２０万円であります。 
 次、３ページ、４ページの歳入歳出予算事項別明
細書の総括につきましては、省略させていただきま
す。 
 ５ページでございます。款のみ申し上げます。 
 ２、歳入。 
 １款介護保険料につきましては、第１号被保険者
の保険料の本来の額を計上してございまして、国の
特別対策により、保険料の軽減を行いました前年度
より増額となってございます。 
 ２款国庫支出金につきましては、保険給付費を賄
う国の財源負担割合に応じた介護給付費負担金、調
整交付金、それから介護認定審査会費用などに対し
ます事務費交付金の計上であります。 
 次、３款道支出金につきましては、保険給付費に
係る道の負担割合に応じた負担金であります。 
 次、７ページお願いいたします。 
 ４款支払基金交付金、第２号被保険者の保険料負
担分であります。社会保険診療報酬支払基金からの
交付金でございます。 
 ５款財産収入につきましは、科目の設定でありま
す。 
 ６款繰入金につきましては、制度に基づく保険給
付費の財源負担分であります。それから、職員給与
費、事務費用、その他繰り入れとして上乗せサービ
スの特別給付費の繰入金の計上であります。 
 次、９ページをお願いいたします。 
 ７款繰越金につきましては、科目の設定でありま
す。 
 ８款につきましても、いずれも科目の設定であり

ます。 
 １１ページをお開き願います。 
 ３、歳出。 
 １款総務費、これにつきましては、１１ページか
ら１５ページの上段まで総務費でございますが、保
険者としての介護保険事業運営に要します職員給与
費、それから事務費用の計上。 
 それから、次の１３ページにつきましては、賦課
徴収費として、納入通知書とか郵送料の賦課徴収に
係る費用でございます。それから、介護認定審査会
運営費用と、それから認定調査費用のものが主なも
のでございます。 
 それから、１５ページの趣旨普及費につきまして
は、本年度介護保険事業計画作成の見直し作業を行
うこととなってございまして、その作業に基づきま
して計画書を作成することになりますが、それらの
印刷費用等の内容であります。 
 ２款保険給付費、これにつきましては、介護保険
での基本サービスに係る居宅介護、施設介護、介護
支援、住宅改修などの給付費につきまして、これま
での給付実績とサービスの量、利用人数などの動向
を見きわめて給付費を計上したところであります。 
 次、１７ページでございます。介護保険サービス
利用の自己負担額が一定割合を超えた場合に支給す
る高額介護サービスの費用の計上であります。 
 次、３款財政安定化基金拠出金、前年度と同額の
計上であります。 
 ４款特別給付費、これにつきましては、訪問介護、
短期入所の介護サービスを保険給付費の支給限度額
を超えて利用する場合に、町独自の上乗せサービス
の給付費用であります。 
 ５款基金積立金につきましては、科目の設定であ
ります。 
 次、１９ページでございます。 
 ６款につきましては、いずれも科目の設定であり
ます。 
 ７款予備費を計上とするものでございます。 
 次の２１ページから２６ページまでの給与費明細
書につきましては、御高覧いただいておりますので、
説明を省略させていただきます。 
 御審議いただきまして、お認めくださいますよう
お願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、簡易水道事業特別会
計予算説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（田中博君） ただいま上程いただ
きました簡易水道事業特別会計につきまして、概要
を申し上げます。 
 予算総額６,５４０万円を計上させていただいて



 

 

おります。前年度対比では、１億１,９６０万円、６
４.６％の減となっております。 
 主な減額要素といたしまして、東中地区の石綿セ
メント管更新事業、同じく同地区の計装設備更新事
業の完了によるものでございます。 
 以下、議案を朗読して説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第５号平成１４年度上富良野町簡易水道事業
特別会計予算。 
 平成１４年度上富良野町の簡易水道事業特別会計
の予算は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ
れ６,５４０万円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、第１表、歳入歳出予算による。 
 地方債。 
 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定によ
り起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、
起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表、地方
債による。 
 次のページお開き願いたいと思います。 
 第１表、歳入歳出予算。 
 款のみの予算額を申し上げます。 
 １、歳入。 
 １款使用料及び手数料１,８５８万４,０００円、
２款繰入金３,８４９万３,０００円、３款繰越金１,
０００円、４款諸収入８３２万２,０００円、歳入の
合計といたしまして６,５４０万円でございます。 
 ２、歳出。 
 １款衛生費３,２１８万４,０００円、２款公債費
３,３２１万５,０００円、３款繰出金１,０００円、
歳出の合計といたしまして、６,５４０万円でござい
ます。 
 次の２ページから３ページの事項別明細書につき
ましては、説明を省略させていただきます。 
 ４ページお開き願いたいと思います。 
 ２、歳入。 
 １款使用料及び手数料につきましては、東中、西
部、江花の３地区分の水道使用料及び給水工事など
に伴いましての設計審査及び工事検査手数料の計上
でございます。 
 ２款繰入金につきましては、一般会計からの助成
金でございます。 
 ３款繰越金につきましては、節の設定でございま
す。 
 ４款諸収入につきましては、前年度事業に対しま
しての消費税の還付金並びに道路工事及び橋梁架け
替え工事などに伴いましての水道管の移設補償費な

どの計上でございます。 
 なお、今年度建設事業の計画がありませんので、
国庫支出金、町債などの計上はありません。 
 ６ページお開き願いたいと思います。 
 ３、歳出。 
 １款衛生費につきましては、簡易水道事業に係る
１名分の職員給与費及び浄水場４カ所分の維持管理
費用並びに各道路工事、橋梁架け替え工事に伴いま
しての支障水道管移設工事費用などが主なものでご
ざいます。 
 ８ページをお開き願いたいと思います。 
 ２款公債費につきましては、地方債の元金及び利
子の計上でございます。 
 ３款繰出金については、節の設定でございます。 
 次の１０ページからの給与費明細書につきまして
は、１２ページまでを説明を省略させていただきま
す。 
 １３ページをお開き願いたいと思います。 
 地方債の現在高見込みに関する調書でございま
す。当該年度の数字のみ申し上げます。 
 東中地区簡易水道事業の償還見込み額６４７万
８,０００円でございます。西部地区簡易水道の償還
見込み額９０６万９,０００円でございます。 
 以上で説明を終わります。御審議いただきまして、
お認めくださいますようよろしくお願い申し上げま
す。 
○議長（平田喜臣君） 次に、公共下水道事業特別
会計予算について説明を求めます。 
○上下水道課長（田中博君） ただいま上程いただ
きました議案第６号公共下水道事業特別会計につき
まして、初めに概要を申し上げます。 
 予算総額８億８,７３０万円を計上いたしており
ます。前年当初比では５,３９０万円、６.５％の増
となっております。 
 主な増額要素としまして、面整備に伴いまして、
汚水量の増加に対処するため、処理場の水処理施設
３池目の増設工事を平成１３年度から２カ年の継続
事業として実施しており、本年度分の事業量及び事
業費の割合が多いことにより増になっているもので
ございます。 
 汚水管渠工事につきましては、昨年に引き続き光
町工区、新たに西町工区を施工区域として予定して
おります。 
 また、同区域内におきまして、実施調査設計を行
う予定でございます。 
 以下、議案を朗読して説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第６号平成１４年度上富良野町公共下水道事
業特別会計予算。 



 

 

 平成１４年度上富良野町の公共下水道事業特別会
計の予算は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞ
れ８億８,７３０万円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、第１表、歳入歳出予算による。 
 債務負担行為。 
 第２条、地方自治法第２１４条の規定より債務を
負担する行為をすることができる事項、期間及び限
度額は、第２表債務負担行為による。 
 地方債。 
 第３条地方自治法第２３０条第１項の規定により
起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、
起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表、地方
債による。 
 一時借入金。 
 第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定
による一時借入金の借り入れの最高額は、４億５,
０００万円と定める。 
 次のページお開き願いたいと思います。 
 第１表、歳入歳出予算。 
 １、歳入。 
 款のみの予算額を申し上げます。 
 １款分担金及び負担金１,６６７万円、２款使用料
及び手数料１億１０万９,０００円、３款国庫支出金
２億６,８２０万円、４款繰入金２億１,５２１万７,
０００円、５款繰越金２,３５０万円、６款諸収入７
３０万４,０００円、７款町債２億５,６３０万円、
歳入の合計といたしまして、８億８,７３０万円でご
ざいます。 
 ２、歳出。 
 １款下水道事業費６億４,８５６万３,０００円、
２款公債費２億３,８２３万７,０００円、３款予備
費５０万円、歳出の合計としまして、８億８,７３０
万円でございます。 
 次のページお開き願いたいと思います。 
 第２表債務負担行為。 
 平成１４年度水洗化等改造資金貸し付けに伴う利
子補給金の期間につきましては、平成１４年度から
平成１８年度、限度額につきましては、貸付実績額
に対する利子相当額でございます。 
 なお、平成１４年度といたしまして、１０件を見
込んでおります。 
 第３表地方債。 
 起債の目的、公共下水道事業限度額２億５,６３０
万円。 
 起債の方法、普通貸借または証券発行、利率５.
０％以内。 

 償還の方法、政府資金につきましては、その融資
条件によることとします。銀行その他の場合には、
その債権者の協定するものによることとします。た
だし、町財政の都合により、据え置き期間及び償還
期限を短縮し、もしくは低利に借りかえすることが
できることとします。 
 次の事項別明細書につきましては、説明を省略さ
せていただきます。 
 ７ページお開き願いたいと思います。 
 ２、歳入。 
 １款分担金及び負担金につきましては、公共下水
道事業の受益者負担金、平成１０年度から平成１４
年度賦課の分割分及び平成１４年度賦課分の一括納
付見込みを含めましての計上でございます。 
 使用料につきましては、下水道の使用戸数３,７６
３戸に、１４年度新規予定といたしまして８０戸分
を見込んでの計上でございます。 
 ２項の手数料につきましては、配水設備工事の確
認申請及び工事検査の見込みとしまして８０戸分の
計上でございます。 
 ３款国庫支出金につきましては、汚水管渠の補助
対象事業費に対しまして１０分の５、処理場の水処
理施設工事につきましても、対象事業に対しまして
高率１０分の５.５、低率１０分の５分の計上でござ
います。 
 ９ページお開き願いたいと思います。 
 ４款繰入金、一般会計繰入金につきましては、起
債の元利償還並びに予備費への繰入金として計上い
たしているところでございます。 
 ５款繰越金につきましては、前年度事業の収支見
込みの差額分の計上でございます。 
 ６款諸収入、１項、２項につきましては節の設定
でございます。 
 １１ページお開き願いたいと思います。 
 ３項貸付元利収入につきましては、水洗化と改善
資金、改造資金、預託金元利収入の元金としまして、
前年度までの貸付残高の３分の１に相当額利子につ
きましては、元金に対しての計上でございます。 
 ４項消費税還付金につきましては、平成１３年度
事業によります消費税の還付金の見込み分の計上で
ございます。 
 ５項雑入につきましては、節の設定でございます。 
 ７款町債につきましては、汚水管渠工事及び水処
理施設増設工事分の補助残分並びに汚水管渠工事な
どの単独起債対象事業に対しましての起債充当率分
の計上でございます。 
 次の１３ページお開き願いたいと思います。 
 ３、歳出。 
 １款下水道事業費、１項下水道管理費につきまし



 

 

は、主なものといたしまして公共下水道事業に係る
職員４名分の給与費及び受益者負担金、前納報償金
並びに水洗化等改造補助金などの計上でございま
す。 
 施設管理費につきましては、各種機器類の運転、
保守点検などの一部包括委託料などが主なものでご
ざいます。 
 建設事業につきましては、昨年度から実施をして
おります水処理施設の３池目の継続推進、１４年度
完成の予定でございます。 
 汚水管渠につきましても、引き続きまして光町、
新たに西町区域などを含めましての計上でございま
す。 
 １９ページお開き願いたいと思います。 
 ２款公債費につきましては、地方債の元金及び償
還利子並びに一時借入金利子の計上でございます。 
 ３款予備費につきましては、５０万円を計上しよ
うとするものでございます。 
 次の２１ページからの給与費明細書につきまして
は、２４ページまで説明を省略させていただきます。 
 ２５ページをお開き願いたいと思います。 
 ２５ページの債務負担行為に関する調書につきま
しては、説明を省略させていただきます。 
 次の２６ページにつきましては、地方債の現在高
見込みに関する調書でございます。当該年度中の数
字のみ申し上げます。 
 下水道事業債の起債見込み額２億５,６３０万円、
償還見込み額１億１０３万７,０００円でございま
す。 
 以上で説明を終わります。御審議いただきまして
お認めくださいますようよろしくお願い申し上げま
す。 
○議長（平田喜臣君） 次に、ラベンダーハイツ事
業特別会計予算について説明を求めます。 
 特別養護老人ホーム所長。 
○特別養護老人ホーム所長（林下和義君） た だい
ま上程いただきました議案第７号につきまして、提
案の要旨を御説明申し上げます。 
 ラベンダーハイツ事業につきましては、利用者が
生きがいある生活が送れますよう、創意工夫により
質の高い施設サービス並びに居宅介護サービスの提
供に努めるよう、予算の編成に当たったところでご
ざいます。 
 予算の総額は、前年に比較して１,４７０万円、率
にいたしまして５.２％増の２億９,９８０万円とな
っております。 
 予算の内容につきましては、第１点といたしまし
て、歳入でございますが、サービス収入は、前年度
の状況並びに今後の利用状況を十分勘案し、予算を

計上いたしたところでございます。 
 また、一般会計からの繰り入れにつきましては、
前年度に比し、約１,３３０万円の減額に努め、施設
の適正化を図ったところでございます。 
 第２点といたしまして、歳出でございますが、施
設内における経常経費の節減、効率化に努め、健全
経営に努めるよう予算を計上いたしたところでござ
います。 
 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた
だきます。 
 議案第７号平成１４年度上富良野町ラベンダーハ
イツ事業特別会計予算。 
 平成１４年度上富良野町のラベンダーハイツ事業
特別会計の予算は、次に定めるところによる。 
 歳入歳出予算。 
 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出予算そ
れぞれ２億９,９８０万円と定める。 
 ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごと
の金額は、第１表、歳入歳出予算による。 
 一時借入金。 
 第２条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定
による一時借入金の借り入れの最高額は、４,０００
万円と定める。 
 １ページをお開き願いたいと思います。 
 第１表、歳入歳出予算。 
 款のみ申し上げたいと思います。 
 １款サービス収入２億５,３８６万２,０００円、
２款道支出金２７０万円、３款寄附金５万円、４款
繰入金３,２９０万円、５款繰越金１,０００万円、
６款諸収入２８万８,０００円、歳入合計は、２億９,
９８０万円でございます。 
 ２、歳出。 
 １款総務費１億８,８１４万７,０００円、２款サ
ービス事業費７,８０７万４,０００円、３款施設整
備費６９３万円、４款公債費２,６５４万９,０００
円、５款予備費１０万円、歳出合計は、２億９,９８
０万円でございます。 
 次の歳入歳出予算事項別明細書は、省略させてい
ただきたいと思います。 
 次の５ページをお開きいただきたいと思います。 
 ２、歳入。 
 １款サービス収入、これはデイサービス収入、シ
ョートステイ収入、特別養護老人ホーム収入、自己
負担金収入でございます。 
 次、２款道支出金、これは道の補助金でございま
す。 
 次、７ページをお開き願いたいと思います。 
 ３款寄附金、これは科目の設定でございます。４
款繰入金、一般会計の繰入金でございます。５款繰



 

 

越金、これは前年度の繰越金でございます。６款諸
収入、施設実習等の支払金等でございます。 
 ９ページをお開き願いたいと思います。 
 ３、歳出。 
 １款総務費、これは２２名分の人件費と施設維持
管理経費でございます。 
 次、１１ページをお開き願いたいと思います。 
 ２、サービス事業費、１目、これはデイサービス
センターとショートステイの運営経費の計上でござ
います。２目はサテライトサービス、デイサービス
です。自立者等の運営経費の計上でございます。 
 次、１３ページをお開き願いたいと思います。 
 １目、これは特別養護老人ホームの運営経費でご
ざいます。 
 次、１５ページをお開き願いたいと思います。 
 ３款施設整備費、これは施設に対する整備費の計
上でございます。４款公債費、公債費の計上でござ
います。５款予備費、予備費でございます。 
 次の１７ページから２２ページまでは給与費明細
でございますので、説明は省略させていただきます。 
 ２３ページは債務負担行為に関する調書でござい
ます。 
 ２４ページは地方債に関する調書として添付して
ございます。既に御高覧いただいたものとして説明
は省略させていただきたいと思います。 
 以上で説明にかえさせていただきます。御審議を
賜り、議決賜りますようよろしくお願いいたします。 
○議長（平田喜臣君） 次に、水道事業会計につい
て説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（田中博君） ただいま上程いただ
きました議案第８号につきまして、初めに予算の概
要を申し上げます。 
 収益的収入及び支出の予算総額１億８,５８０万
円を計上いたしております。前年当初費では１７０
万円、０.９％の減となっております。既拡張事業分
の償還金などの負担金としまして、１,１０８万８,
０００円が一般会計より繰り入れされてございま
す。 
 また、資本的収入の予算額３,７１０万円を計上い
たしております。前年当初費では３,２４０万円、６
８９.４％の増となっております。 
 資本的支出の予算額は、１億９０万円を計上いた
しております。前年当初費では１,８２０万円、２２.
０％の増となっております。 
 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額に
つきましては、過年度分損益勘定留保資金で補てん
しようとするものでございます。 
 主な増額要素としまして、昭和４８年からの供用

開始以来稼働しております日の出浄水場の電気計装
設備が老朽化による故障など頻繁に起きており、修
繕費用もかかることから、本年度更新事業として計
上したことにより増になったものでございます。 
 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき
ます。 
 次のページをお開き願いたい。 
 議案第８号平成１４年度上富良野町水道事業会計
予算。 
 総則。 
 第１条、平成１４年度上富良野町水道事業会計予
算は、次に定めるところによる。 
 業務の予定量。 
 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 
 １、給水戸数４,２２８戸。 
 ２、年間早急水量９０万２,０００立方メートル。 
 ３、１日平均給水量２,４７１立方メートル。 
 収益的収入及び支出。 
 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと
おりと定める。 
 款のみ朗読させていただきます。 
 収入。 
 第１款水道事業収益１億８,５８０万円でござい
ます。 
 支出。 
 第１款水道事業費用１億８,５８０万円でござい
ます。 
 資本的収入及び支出。 
 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のと
おりと定める。 
 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額
６,３８０万円につきましては、過年度分損益勘定留
保資金６,３８０万円で補てんしようとするもので
ございます。 
 収入。 
 第１款資本的収入３,７１０万円でございます。 
 支出。 
 第１款資本的支出１億９０万円でございます。 
 企業債。 
 第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率
及び償還の方法は、次のとおりと定める。 
 起債の目的、日の出地区浄水場電気計装設備更新
事業。限度額、３,５００万円。起債の方法、普通貸
借または証券発行。利率、５.０％以内。償還の方法、
政府資金につきましては、その融資条件によること
とします。銀行その他の場合には、その債権者と協
定するものによることとします。ただし、企業財政
その他の都合により、据え置き期間及び償還期限を
短縮し、もしくは低利に借り換えすることができる



 

 

こととします。 
 一時借入金。 
 第６条、一時借入金の限度額は、５,０００万円と
定める。 
 議会の議決を経なければ流用することのできない
経費。 
 第７条、次に掲げる経費については、その経費の
金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ
以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議
会の議決を経なければならない。 
 １、職員給与費３,９７８万４,０００円。 
 ２、交際費５万円。 
 他会計からの補助金。 
 第８条、水道事業運営のため、一般会計からこの
会計へ補助を受ける金額は、１,１０８万８,０００
円でございます。 
 たな卸資産購入限度額。 
 第９条、たな卸資産の購入限度額は、１,２５０万
２,０００円と定める。 
 次の１ページからの平成１４年度上富良野町水道
事業会計予算実施計画につきましては、１０ページ
まで説明を省略させていただきます。 
 １１ページをお開き願いたいと思います。 
 平成１４年と上富良野町水道事業会計予算説明
書。 
 収益的収入及び支出。 
 １、収入。 
 １款水道事業収益につきましては、水道使用料金、
給水管工事などに伴いましての設計審査手数料並び
に下水道、簡易水道使用料の徴収収納手数料及び一
般会計から施設各所分の公債費の一部及び消火栓移
設、仕切り弁の嵩上げ費用への補助金などが主なも
のでございます。 
 １３ページをお開き願いたいと思います。 
 ２、支出。 
 １款水道事業費用につきましては、各浄水場など
の維持管理費用及び水道事業に係る４名分の職員給
与費並びに配水管などの漏水修理、漏水調査及び減
価償却費、企業債の支払利息などが主なものでござ
います。 
 １９ページをお開き願いたいと思います。 
 資本的収入及び支出。 
 １、収入。 
 １款資本的収入につきましては、日の出浄水場電
気計装設備の老朽化による更新事業に対しましての
企業債並びに公共下水道新設工事に伴う水道管移設
工事補償の負担金などが主な計上でございます。 
 ２１ページをお開き願いたいと思います。 
 ２、支出。 

 １款資本的支出につきましては、日の出浄水場の
電気計装設備の老朽化により更新を行うための施設
整備費及び企業債償還金元金分などが主な計上でご
ざいます。 
 ２３ページをお願いいたします。２３ページから
の給与費明細書につきましては、２５ページまで説
明を省略させていただきます。 
 ２６ページをお開き願いたいと思います。 
 債務負担行為に関する調書につきましては、水道
料金調定、企業会計業務電算処理事業の債務負担行
為でございます。 
 以上で説明を終わります。御審議いただきまして、
お認めくださいますよう、よろしくお願い申し上げ
ます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、病院事業会計予算に
ついて説明を求めます。 
 病院事務長。 
○町立病院事務長（三好稔君） ただいま上程いた
だきました議案第９号平成１４年度上富良野町病院
事業会計予算につきまして、概要を御説明申し上げ
ます。 
 病院事業につきましては、国の医療費抑制政策が
進展している中、さらに本年度診療報酬の本体マイ
ナスの改定のほか、薬価、診療材料等の引き下げが
行われるといったことから、病院経営を取り巻く情
勢、非常に厳しいものとなってございます。 
 こうした中、病院におきましては、当然にして病
院の健全化に向けた取り組み、また診療体制の一層
の充実といったことで、医療機械の整備等を図りた
いといったようなことから、１４年度予算について、
これら所要の費用を計上させていただいているとこ
ろでございます。 
 まず、１４年度の予算規模でございますが、１１
億６,７９３万円、前年比１,４３３万円、１.２％の
増となったところでございます。このうち、３条予
算、収益的収支におきましては、１０億１,４５７万
６,０００円、前年比１億４１１万３,０００円、９.
３％の減でございます。これにつきましては、外来
外科患者等の減少がある中において、業務量の見直
しを行ったことによるものでございます。 
 また、４条予算、収益的収支におきましては、１
億５,３３５万４,０００円、前年比１億１,８４４万
３,０００円、３３９.３％、大きな増額の予算計上
とさせていただいたところでございます。 
 これにつきましては、耐久年数が大きく超えてい
ることによって、著しい劣化が見られる医療機器に
ついての更新整備をさせていただきたい。そんなこ
とから、所要の予算計上をさせていただいておると
ころでございます。 



 

 

 この３条、４条の予算総額に対しまして、町から
の繰入金の総額は２億４,８６４万９,０００円とな
ったところでございます。 
 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第９号平成１４年度上富良野町病院事業会計
予算。 
 総則。 
 第１条、平成１４年度上富良野町病院事業会計の
予算は、次に定めるところによる。 
 業務の予定量。 
 第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 
 １、業務量。 
 イ、病床数、一般病床４４床、療養型病床３６床。
うち医療型１６床、うち指定介護療養型２０床。 
 ロ、患者数、年間８万１,６６２人、１日平均３０
１人。入院患者、一般病床及び療養型病床のうち、
医療型病床年間１万６,０６０人、１日平均４４人。
療養型病床のうち、指定介護療養型、年間７,３００
人、１日平均２０人。外来患者年間５万８,３０２人、
１日平均２３７人。 
 収益的収入及び支出。 
 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のと
おりとする。 
 款のみ申し上げます。 
 収入。 
 第１款病院事業収益１０億１,４５７万６,０００
円。 
 支出。 
 第１款病院事業費用１０億１,４５７万６,０００
円。 
 資本的収入及び支出。 
 第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のと
おりと定める。 
 収入。 
 第１款資本的収入１億５,３３５万４,０００円。 
 支出。 
 第１款資本的支出１億５,３３５万４,０００円。 
 債務負担行為。 
 第５条、債務負担行為をすることができる事項、
期間及び限度額は、次のとおりと定める。 
 事項、電子複写機リース、期間、平成１４年から
平成１９年、限度額１１３万４,０００円。 
 次に、企業債でございます。 
 第６条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率
及び償還の方法は、次のとおり定める。 
 起債の目的、医療機械等整備事業。限度額、１億
１,８５０万円。起債の方法、普通貸借または証券発
行。利率、５％以内。償還の方法、政府資金につい

ては、その融資条件による。銀行その他の場合は、
その債権者と協定するものとする。ただし、企業財
政その他都合により据え置き期間及び償還期限が短
縮し、もしくは低利に借りかえすることができる。 
 一時借入金。 
 第７条、一時借入金の限度額は７億円と定める。 
 予定支出の各項の経費の金額の流用。 
 第８条、予定支出の各項の経費の金額を流用する
ことができる場合は、次のとおり定める。 
 １、医業費用と医業外費用との間。 
 議会の議決を経なければ流用することのできない
経費。 
 第９条、次に掲げる経費については、その経費の
金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ
以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議
会の議決を経なければならない。 
 １、職員給与費６億４,１４５万５,０００円。 
 ２、交際費１７０万円。 
 他会計からの補助金。 
 第１０条、一時借入金利子及び特殊経費に充てる
ため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は
６,２３３万７,０００円である。 
 たな卸資産購入限度額。 
 第１１条、たな卸資産の購入限度額は、２億１,
７１７万５,０００円と定める。 
 次に、１ページの実施計画から９ページにおきま
すところの予定貸借対照表の説明は、省略させてい
ただきます。 
 １０ページをお開きいただきたいと思います。 
 平成１４年度上富良野町病院事業会計予算説明書
でございますが、収入につきましては、１０億１,
４５７万６,０００円ということで、前年比１億４１
１万３,０００円と大きな減となってございますが、
これにつきましては、患者の減に伴う収益の減と一
般会計からの補助金の減によるものでございます。 
 医業収益におきましては、一般病床また療養型病
床の入院患者の収益、外来患者の収益を計上いたし
てございます。 
 そのほか、予防接種業務、公衆衛生活動収益と、
また一般会計からの負担金等も計上いたしておると
ころでございます。 
 この一般会計からの負担金につきましては、救急
医療の確保に関して、町からの繰り入れをいただい
ているところでございます。 
 また、医業外収益につきましては、一時借入金の
利子、企業債の償還利子、不良債務の改善対策など
のほか、事業費に係る町からの補助金、負担金等の
繰り入れの計上でございます。 
 １２ページから１７ページの支出でございます



 

 

が、この支出につきましては、職員５２名の給料、
手当、準職員１名、臨時職員３２名の賃金、出張医
師の報酬、また嘱託職員にかかわる報酬等の計上で
ございます。 
 また、材料費としての薬品費、そして給食材料費
等計上いたしてございます。 
 ま た、１６ページにかけての経費につきましては、
病院事業等業務執行にかかわる諸経費を計上いたし
ておるところでございます。 
 次に、１６ページの医業外費用につきましては、
企業債一時借入金の支払い利息でございます。 
 以上が３条予算の収益的収入及び支出でございま
す。 
 次に、１８ページの資本的収入及び支出でござい
ますが、この予算計上につきましては、１億５,３３
５万４,０００円、前年比で１億１,８４４万３,００
０円、３３９.３％、大きな増額の予算計上となった
ところでございます。 
 出資金につきましては、一般会計から企業債元金
の償還にかかわる部分、また建設改良事業に対して、
町からの繰り入れ等をいただいておるところでござ
います。 
 企業債１億１,８５０万円につきましては、医療機
械、医療事務機等６点の更新と整備事業の財源措置
として企業債を計上させていただいたところでござ
います。 
 次に、支出でございますが、資本的支出といたし
まして、企業債償還金で２,６９７万４,０００円の
計上、建設改良費に１億２,６３８万円を計上し、総
体で前年比で１億１,８４４万３,０００円の増とな
ってございます。 
 この建設改良費の内訳でございますが、資産購入
費で１億１,８５０万円計上いたしてございます。現
在使用しております医療機械が資産の耐久年数を大
きく超えたことにより、機械の本来有する精度等に
劣化が見られること、また現有のＣＴにつきまして
は、近年のＣＴが有する機能、精密度等に大きな差
異があることから、迅速で高度な検査等の業務を行
うに当たっても支障があるということから、より適
切な医療を提供するために必要であると考えており
まして、これら医療機械の更新整備を図るものでご
ざいます。 
 また、医療事務システムにつきましても、現有機
械の処理能力が限界となっているといったことか
ら、現在システム化されていない医療請求事務と財
務会計と連携を図ることによる業務間の事務処理の
効率化を図りたいといったことから、これら事務機
器のシステムの導入を図りたいと考えてございま
す。 

 次に、また工事請負費で７８８万円計上させてい
ただいておりますが、これらにつきましては、病院
玄関前の前庭の整備といたしまして、救急車の旋回
を行うための前庭の整備、玄関前通路に凹凸がある
といったことから、これら解消のための整備、さら
に給湯管取りかえ補修工事につきましては、施設設
置時に設置したものということで、２２年が経過す
る中において、給湯管の劣化が見られるということ
で取りかえをしなければならないということで、そ
の所要の工事でございます。 
 また、冷暖房設備工事につきましては、調理と給
食配膳に安全な環境を保持するために、厨房の一定
の温度を保つといったことで、冷房装置等の設置す
るものでございます。 
 以上が４条予算の資本的収入及び支出でございま
す。 
 次の２０ページから２３ページにおきます給与明
細書については、説明を省略させていただきます。 
 さらに、２４ページの債務負担行為にかかわる調
書についても、説明を省略させていただきたいと思
います。 
 以上で説明を終わります。御審議賜りまして、お
認めくださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） 以上で議案の説明を終わり
ます。 
 昼食休憩の時間に入っておりますが、若干お時間
をいただきまして審議を続行させていただきたいと
思います。 
 これから、質疑に入ります。 
 なお、先ほど前段で説明されました町長並びに教
育長の行政執行方針に基づいて、各案件が今議会に
提出されております。この質疑は、先ほど町長並び
に教育長の行政執行方針の概要についてのみの質疑
といたしたいと思います。 
 また、質疑の回数は、上富良野町議会議会運営に
関する先例によりまして、１人１回限りといたしま
す。 
 これより、質疑をお受けしたいと思います。 
 １５番村上議員。 
○１５番（村上和子君） ただいま町長の１４年度
の町の執行方針並びに教育長の教育方針が述べられ
ましたですけれども、その中で子育て環境づくりへ
の支援など、福祉と健康のまちづくりを積極的に推
進していまいりますとありますけれども、１４年度
の予算等のどこを見ましてもそのような盛り込み
が、子育て環境づくりの支援に対する積極的なとい
うところが見えないのですけれども、この説明の１
４年度の予算の説明を見ましても、相変わらず同じ
ような新しい取り組みというのがありませんで、何



 

 

か保健福祉センター施設づくりの方に目が向いてい
るのではないかと、子育て支援が取り残されている
ような感じがいたしますのですけれども、もっと優
先順位としましては、私はやっぱり将来を担う子供
たち、この子育て環境支援こそが、もっともっと積
極的に取り組んでいただきたいと思うのですけれど
も、町長の積極的に取り組むとありますけれども、
どうなのかと思いますので、ちょっとお尋ねしたい
と思います。 
 それと、地域の医療の中核となるべきというふう
にこれから位置づけてとおっしゃっておられますけ
れども、今上富良野町が小野沢病院とベッド提携を
いたしまして、上富良野町立病院と非常にうまくい
っていると思うのですけれども、例えば今協会病院
が建て直しをするとか、それから中富良野町立病院、
上富良野町立病院ともに赤字経営と申しましょう
か、同じような事情を抱えていると思うのですけれ
ども、地域の医療の中核をなすとするならば、富良
野広域といいましょうか、そういう連携あるいは総
合病院的などんどん連携をとっていくとか、そうい
う将来の病院のあり方をお考えになられてはどうか
と思うのですが、いかがでございましょうか。 
 それと、９ページのところで富良野地域人材開発
センターに対する費用負担を行うとありまして、こ
れは本当に力を入れていただきたい。といいますの
も、今農業も商工業も、それから新規卒業者も雇用
の状況が大変厳しい中にありまして、それこそ雇用
拡大に一層の力を入れるべきではないかと、もっと
もっとそれこそ緊急雇用対策を考えてはいいのでは
ないかと思うのですけれども、そういうのを盛り込
んでいかれたらいかがかと思いますが、いかがでし
ょうか。 
 それと、教育の方針につきましては、４月から完
全週休２日制になりまして、これはゆとりの学習と
か３割教育内容削減とありまして、教育の方が少し
低下するのでないかという話も出ておりますけれど
も、今度総合学習というのが取り入れられまして、
これがやっぱり行われるとなれば、新しい取り組み
ですし、それこそ先生の能力といいましょうか、一
応総合学習の取り組みというのが、先生の資質が問
われることになるのではないかと思うのですけれど
も、それに加えて、そういうゆとり学習をしようと
いう半面、何かきょうの記事に出ておりました１年
を２学期にするという、何かそういう１学期、２学
期、３学期とありますのを、全部の学校ではありま
せんけれども、一部の学校を、その１年を２学期制
を取り入りれるというようなことが出ておりました
けれども、それらからしますと、ちょっと何か完全
週休２日制との絡みが、逆にどうなるのかなという

気がいたしておりますけれども、教育長にその点を
お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １５番村上議員の御質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、第１点目の子育て支援センターの件であり
ますけれども、私の方から申し上げておりますよう
に、この対応につきましては、町部局、教育委員会
部局でそれぞれに行政として、現状では最大限の支
援体制を組んでいるというふうに認識いたしており
ます。まだまだ不足だわということにつきましては、
理解できるわけでありますが、現状の中で町が対応
しているこの支援体制につきましては、十二分に機
能しているというふうに認識いたしております。 
 その細部につきましては、もう既に皆さん方のお
手元の方にお渡ししております平成１４年度一般会
計予算の説明資料の中で、それぞれ子育て支援事業
については、保健婦や栄養士による家庭訪問、離乳
食教室、乳幼児相談、１歳６カ月検診時の保育士の
活用、また保育所における児童テレホン相談や地域
活動事業を行うほか、教育委員会との連携により育
児サークルへの支援に積極的に取り組んでいく事業
を展開するということで予算措置させていただいて
おりますので、御理解を賜りたいと思います。 
 また、町立病院の将来的な部分でありますが、今
現在町は、町立病院に多額の赤字状況の中で繰出金
を対応しながら、町民の健康管理のために病院経営
を存続いたしているところでありますが、これらに
つきましては、いつも申し上げておりますように、
町立病院が中核となす、従前のように地域住民の健
康を維持するために、民間医療施設との供用を図り
ながら、その不足する部分を町立病院として補完し
ていく、そういうような手法を考えながら病院経営
を進めていきたいというふうに思っております。 
 そういう中にありまして、町立病院が今後どのよ
うな形の中で運営していくべきなのか、そういった
部分につきましては、議員御質問にありましたよう
に、今後の大きな課題として検討を加えていかなけ
ればならないというふうに思っております。 
 平成１５年の１０月までには、一般病棟等々の部
分を含めた中での大幅な改正を必要とする状況下に
ありますので、それまでの間、町としてはその方向
を定めながら、療養型病床群の取り入れ等々も含め
て町立病院の将来像を定めながら対処していかなけ
ればならないというふうに思っております。 
 かといって、富良野圏域二次医療圏域の中に主幹
病院としての富良野協会病院等々があるわけであり
ますが、町立病院をなくして広域圏の中での対応を
図れるかということになりますと、やはり町民の健



 

 

康管理上、主課題も生ずるのではないかなというよ
うなことを認識すると、町立病院というものの位置
づけを十分配慮した中での病院経営の継続を図って
いかなければいかんというふうに思っておりますの
で、御理解をいただきたいと思います。 
 また、人材開発センターにつきましては、議員御
質問にありましたように、私もそういう観点に立ち
ながら、人材開発センターへの負担金の対応を図り
ながら、我が町からのそういった資格者取得のため
に対処しているところでありますが、現在人材開発
センターでも、我が町からの利用者が非常に多いと
いうことにつきましては、それなりの負担をしなが
らも、町民の皆さん方の利用が大いに促進されて、
そしてそれぞれの中で資格を習得し、再就職に寄与
しているというようなことを考えますと有効である
というふうに思っておりますし、雇用対策につなが
っていくものというふうに認識いたしております。 
 我が町も雇用対策を進めてはということでありま
すが、町としても緊急雇用対策、国の対応の中で雇
用対策を進めながら取り進めているところでありま
すし、今年度は、公園整備等々におきます国の緊急
雇用対策の助成をいただいて対処していきたいとい
うふうに思っているところでありますので、御理解
をいただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １５番村上議員の御質問
なのですけれども、ことしからいよいよ５日制の問
題が始まりますし、新学習指導要領が始まります。
それで、きょうも新聞に載っておりましたけれども、
私の執行方針の中でも、創意工夫を凝らして地域に
合った学校経営をというようなことで、何か西小学
校の２学期制がマイナス要因ということには、全然
中身的にはならないのです。むしろ、このことによ
って先生のリスクというのか、子供たちの目線に立
って、父兄が子供たちの学校の評価に対してという
部分で一生懸命汗を流していただいておりますの
で、これについては、詳細にはまた後ほどこういう
メリットがありますという資料がありますので、お
渡ししたいと思いますけれども、そんなことで、地
域に根ざした特色ある教育ということで、過去踏襲、
現状維持ではなくて、これから教育という面では、
私たちも学校現場も一緒に力をあわせて頑張ってい
きたいと思っておりますので、そういうことで御理
解いただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 １１番梨澤議員。 
○１１番（梨澤節三君） 町長に１点と、それから
教育長に２点お尋ねします。 
 まず、町長にですが、これは一般質問でもお尋ね

いたしますけれども、１点お尋ねします。 
 国は、自主的な市町村合併を今進めています。道
も、道の予算案を見てわかるように、積極的に合併
推進策を進めています。国の言う自主的合併という
のは、よく話し合いをしなさいということではない
かと思います。そして、合併には約２年間の準備期
間が必要であるということも言っています。この期
間は、平成１７年の３月まで、優遇策というのはそ
こまでですよと、その後合併する気になったらでき
ます。しかし、優遇策はなくなるということです。
そうすると、ことしの秋ころまでに、単独の話し合
いというのは仕上げておかなければならないのでは
ないかというように思います。広域連合の話を幾ら
しても、これは流れに逆らった話となります。これ
は、合併をしないということの前提になることにも
つながります。そういうことでは、これはちょっと
住民の方には話は通じないと思います。 
 それで、この執行方針になぜ町民の皆さんに市町
村合併の論議を深めましょうという１行を入れられ
なかったのか、お尋ねをいたします。 
 これは私が言っているのであません。国、道が言
っていることを私がただここで言っているだけにし
かすぎないことです。よくおわかりだと思いますが、
これについてお尋ねをします。 
 次、教育長ですが、主要施策の概要のトップに、
生涯学習のまちづくり、すばらしいのがぽんと出て
いるのです。それで、ふだん教育長とお話をしてお
りまして、教育長の教育にかける熱い思いというの
は、よく受けとめております。それで、この学校５
日制、それから定年後の学習習得、それから生涯学
習、これがつながっていきますが、生涯学習という
ことについて、生涯学習センターというのがなけれ
ば、幾ら熱い思いを持っていても、教育長の考えを
実現することはできないのでないかと。であるなら
ば、これは今町長に質問したのにも関係ありますが、
合併するしないに関係なく、米１００俵の精神です
よ。この生涯学習センターをつくることが、この町
をつくっていくことなのです。ですから、教育長は
自分の身を投げて町長と刺し違えるぐらいの気持ち
でなぜこれをやってくれないのだということ、上程
をしなかったのか、この件についてまず１点お尋ね
をします。 
 それから、次に国際化しております、今いろいろ
とですね。国際化している中で一番大切なことは、
日本人であるということが大切なのです。地球人な
んて言ったら、世界の人間から相手にされなくなり
ます。そこで、そういうことに関する教育はどこで
やっているのか、どこで示しているのか、どのよう
なお考えなのかということについて２点お尋ねしま



 

 

す。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １１番梨澤議員の御質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、市町村合併について、なぜ執行方針の中で
述べなかったかという御質問でありますが、私とい
たしましては、市町村合併というのは、議員がいつ
もおっしゃるように、国や道の指導のもとで合併す
べきものではないと。 
 また、優遇政策が１７年度まであるから、その優
遇施策に間に合うように合併を計画して進めなけれ
ばならないという考え方を持って市町村合併という
ことについての頭の中にはございません。今広域の
中で、広域連合で最大限それぞれの自治体の経費を
節減しながら、広域連合の中で、その対応を図って
いけるものは広域連合で取り進めていくと。そして、
将来的に合併ありきの広域連合はつくらないという
ことを基本としながら、現在広域の中では取り進め
させていただいておりますが、私としては、ことし
１年かけまして、いつも申し上げておりますように、
町民との町村合併に対する懇談会、話し合い、トー
ク等の会合を持ちながら、町民との町村合併につい
てのプラス・マイナス面、いろいろなものを語り合
って、ことし１年はいきたいなというふうに思って
おりますが、基本的に今町民が願うのは、町村合併
という道を願っているのか、それとも小さく厳しい
自治体であっても、上富良野町として、富良野盆地
の母村としての上富良野町の継続を願っているの
か、そういうふうなことを十分町民の意思を確認し
ながら今後の課題として取り進めていきたいものだ
なというふうに思っております。 
 国が言う優遇措置につきましても、永劫末代に優
遇措置していただくわけでありません。ある一定期
間だけの措置をしていただくわけでありますから、
そのことを念頭に置いての町村合併ということを進
めていくという考え方は、私は持ち合わせておりま
せん。あくまでも合併の基本的な考え方の結論は町
民の意思である。その町民の意思をことし１年かけ
ていろいろとお聞きしながら、今後の町村合併に対
する町としての考え方を方向づけていきたいという
ふうに思っておりますので、ひとつ御理解を賜りた
いと思います。 
○議長（平田喜臣君） 教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） 梨澤議員からの２点の御
質問にお答えしたいと思いますけれども、１点につ
いては、私たちに叱咤激励してもらっているのかな
というようなことでちょっと感じているのですけれ
ども、生涯学習、これ本当にこれから大事になると

思います。そういう意味では、図書館の問題、それ
から子供から高齢者までの生涯学習の拠点づくり、
これはたくさんの分野にありますけれども、そうい
う意味では、私も事あるごとに町民の皆さんの熱い
心、また議会からのいろいろな御意見をいただきな
がら、町長に１年でも早く実行していただくように、
さらなる努力をしてまいりたいと思っておりますの
で、御理解いただきたいと思います。 
 それから、もう１点の国際化に伴う国旗・国歌の
問題については、これ当然法治国家ですから法制化
されて、当然日本人の誇りとして式やなんかの一つ
の伝統だとか、これまで培ったいろいろな習慣だと
かは、これきちっと履行しないいとならんというの
は、もう認識同じです。 
 今学校現場やなんかも、この国旗・国歌に、歌う
歌わないは別といたしまして、特にこのことに対し
て、私たちに対して抵抗を示して反旗を翻すような
ことの行動は一切ありません。私は、これからも学
校では指導要領の中にもきちっとうたわれているわ
けですから、その中でそのことを履行できるかどう
かのさらなる努力をしていくことの認識には立って
おりますので、そういうことで御理解いただきたい
と思います。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 ５番吉武議員。 
○５番（吉武敏彦君） 町政執行方針で１点、教育
行政で１点質問させていただきます。 
 農業の家族経営形態を確立するため、家族経営協
定の締結とありますけれども、私の認識不足かもし
れませんけれども、家族経営協定というものはいか
なるものかお伺いをいたします。 
 また、もう１点は、給食業務についての委託につ
いてでありますけれども、米飯の炊事、それから配
食、回収、また施設管理を含めてお任せできるよう
な業者は町内に何戸ぐらいあるのかお伺いしたいと
思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 農業委員会事務局長、答弁。 
○農業委員会事務局長（谷口昭夫君） ５番吉武議
員の御質問にお答えいたします。 
 家族経営協定でございますけれども、これは家庭
においていわゆる休日を定めたりだとか、あるいは
お年寄りの給料を定めたりとか、家族の中でそれぞ
れ仕事の分担の役割だとか、そういう部分の第三者
を入れた協定をするという意味でございます。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長答弁。 
○教育長（高橋英勝君） ５番吉武議員の執行方針
も申し上げておりますように、給食センターの合理



 

 

化をこれから民間活力で図っていくということでご
ざいます。これについては、米飯の炊き出しの問題、
回送、それから搬送の問題、それから施設の管理業
務の問題がございます。それで、炊飯については町
の業者、１,３００食以上の対応できる業者は１件ご
ざいます。ただ、私たちは直接米の問題だとかいろ
いろありますので、直接町の業者と私たち行政と教
育委員会と契約するのでなくて、道の給食会を通じ
て契約をして、そこで地元業者に発注するという形
になるかと思います。 
○議長（平田喜臣君） １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） 教育方針についてお伺い
いたしますが、いわゆる学校週５日制に向けての諸
課題という形でうたわれています。各種先生等の研
修等も含め、あるいは子育て支援もしていきたいと
いうふうな表現にはなっておりますが、具体的に今
年度におけるこの学習完全週５日制に向けた重点項
目は、この点を柱として、子供たちの教育あるいは
発達を、そういうものを願うために、先生たちの研
修はここをもっと伸ばしていきたい、そういう重点
項目があればお伺いしたい。 
 これを見てますと、そういった重点項目は何かと
いうことが一向にわからないという状況に今なって
います。 
 それと、西小と東中における、いわゆる２学期制
を方針にするということでありますが、今回この教
育方針の中には、一向にその表現すら述べられてい
ない。本来であれば、そういうものを基本として推
進していくのであれば、きちっとこの教育行政方針
の中にうたって、こういう方針でやりますという形
の表現が載ってしかるべきだと思いますが、なぜこ
ういう表現がなされていないのか、この点をさらに
伺いたいというふうに思います。 
 子育て支援でもう一つお伺いしたいのは、それぞ
れ幼稚園、保育、学校、社会教育、児童福祉関係に
わたって、いわゆる子育てを支援するネットワーク
という体制をもっととる必要があるのではないか
と。上富良野の場合見てますと、この点における統
一したやはりものがない。それぞれ連絡はとってい
るけれども、やっぱり拠点がないものですから、そ
れぞれがやはり弱いという状況になっているのでは
ないかというふうに思います。この点をどういうふ
うに今後されるのか、お伺いいたします。 
 それと、雇用の問題でありますが、町の方で確か
に雇用創出の予算で組んで、公園整備等がうたわれ
ています。しかし、今上富良野町の職を求めている
人等の話を聞きましたら、もっと行政でも、やはり
雇用における対策をとってくれないかという話が聞
かれます。 

 上富良野町における雇用創出ということで、翁公
園の整備という形になっておりますが、翁公園の整
備が本当に雇用創出につながるのかどうなのか、活
用されてないという問題もありますが、しかし今や
はり大幅に１０人単位、せめて上富良野町で言えば
１０人、２０人ぐらいのやはり雇用を生む、やはり
そういう政策というものをきちっと打ち出すべきで
はないかというふうに思います。そういった点では、
何か平均的にはやっているけれども、しかし目玉と
して、予算全般に言えることですが、なかなかそう
いったものが出てきてないという点では、残念だと
いうふうに思いますが、町長はこの点についてどう
いう見解をお持ちなのか、お伺いします。 
○議長（平田喜臣君） 教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） 米沢議員の２点の質問に
お答えしたいと思いますけれども、１点は週休５日
制に伴いまして、子供たちにどういう施策で具体的
な課題を予算の中に位置づけされているのかという
ことだと思います。 
 また、現場にあずかる先生方がどういう対応をす
るのだということでございますけれども、私たちも
ソフトとハード両面ございますし、私たちも教育委
員会内で、職員ができる範疇のことについては、例
えばいろいろな子供たちの活動に対して一生懸命や
ろうと。要するに、行政がその切り口を開いていこ
うというようなことで一生懸命やっておりますし、
また先生方も５日制に伴って、今学社融合という部
分で、総合学習のことも視野に入れながら、今教育
委員会と学校現場で子供たちのためにということで
いろいろな課題を出し合って今検討しておりますの
で、その中でも、具体的にこれはやりましょうとい
うことについては、本年度予算の中でも、額につい
ては大きな額ではありませんけれども、一応配慮し
てありますので、また予算委員会等の中でも具体的
にお示しをしていきたいと思っております。 
 それから、２学期制の問題については、これ１年
前から取り組んでいる課題でございまして、たまた
まいろいろな、私たちも初めてな経験なものですか
ら、議員の皆さんが心配しているようなことのいろ
いろな課題を抽出しながら検討を重ねまして、最終
的には、２月２６日の教育委員会で最終的決定をし
たというようなことで、決定しないうちに、管理規
則を直さないうちに執行方針で出すということにつ
いては、ちょっと先走るというようなことで、執行
方針の中には出しておりませんけれども、ただ言葉
としては、そういう言葉を入れてあると思います。
濁ってよくわからないと思いますけれども、そんな
ことで御理解いただきたいと思いますし、先ほど村
上議員の言いましたように、２学期になって、より



 

 

子供たち、父兄がわかりやすい、そしてより進展す
るというようなことで意を尽くしていきたいと思っ
ておりますので、御理解いただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 次に、町長答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） 米沢議員の雇用促進につい
ての御質問にお答えさせていただきます。 
 先ほどもお答えさせていただきましたように、国
の緊急雇用対策事業の一環として、公園整備等々に
おける対応を図っていくということで申し上げてい
るところでありますが、そのほかにも今農業振興課
並びに商工観光まちづくり課に指示しておりますの
は、それぞれの事業部の中で、事業担当の中でそう
いった促進を図れる、雇用を図れる、これは短期的
なもので長期的なものにはつながっていかないであ
りましょうけれども、そういうようなものを対応で
きるその手法を検討しなさいということで指示させ
ていただいております。 
 特に、今年度農業離農者が、働き盛りの方々が離
農しているということに対するその対応を進めるよ
うにということで指示しているところであります
が、今現在農業労働力も不足しているという、ある
面ではそういう部分等々も対応した中で、その対処、
離農者等々の対応を図っていくような連携を、農協
並びに農業委員会等々との関係農業機関との連携を
図っていきたいなというように思っておりますし、
また他の部分につきましては、商業振興条例並びに
企業振興措置条例等々でそれぞれの起業家、商店、
そういった方々の皆さん方の持続ある活性化を図っ
て、その中で一人でも雇用を促進していただける、
そういうような体制整備が整うようにというような
ことから、商業振興条例並びに企業振興措置条例の
改正等々もさせていただきながら取り進めておりま
すので、そういった地域活力が芽生えてくるような
助成策を通じながら、雇用につながっていく道筋を
対処していきたいというふうに思っておりますの
で、御理解をいただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、質疑を終了
したいと思います。 

──────────────────                

◎予算特別委員会の設置について 

○議長（平田喜臣君） お諮りいたします。 
 ただいま議案となっている議案第１号から議案第
９号は、なお十分な審議を要するものと思われます
ので、この際、議長を除く１９名の委員をもって構
成する予算特別委員会を設置し、これに付託の上審
査することにいたしたいと思います。これに御異議
ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号から議案第９号については、
議長を除く１９名の委員をもって構成する予算特別
委員会を設置し、これに付託の上審査することに決
しました。 

──────────────────                

◎休 会 の 議 決           

○議長（平田喜臣君） お諮りいたします。 
 議事の都合により、３月６日から３月１１日まで
の６日間を休会したいと思います。これに御異議あ
りませんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、３月６日から３月１１日までの６日間休
会することに決しました。 

──────────────────                

◎散 会 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 以上で、本日の日程は、全
部終了いたしました。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 休会中及び再開後の予定について、事務局長から
報告いたさせます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 ただいま御決定いただきましたとおり、明６日か
ら３月１１日までの６日間は、休会といたします。 
 ３月１２日は、本定例会の３日目で、開会は９時
でございます。定刻までに御参集賜りますようお願
い申し上げます。 
 以上であります。 

午後０時３８分 散会  
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午前 ９時００分 開議  
（出席議員 １９名） 

──────────────────                

◎開 議 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 御出席、まことに御苦労に
存じます。 
 ただいまの出席議員は１８名であります。 
 これより、平成１４年第１回上富良野町議会定例
会３日目を開会いたします。 
 直ちに本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した
とおりであります。 

──────────────────                

◎諸 般 の 報 告           

○議長（平田喜臣君） 日程に入るに先立ち、議会
運営等諸般の報告をいたさせます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 町の一般行政について、村上和子議員外７名の議
員から一般質問の通告があり、その要旨はお手元に
お配りしたとおりでございます。 
 なお、あらかじめ執行機関に質問の要旨を通告し
てございます。 
 質問の順序は、通告を受理した順序となっており
ます。 
 また、質問の日割りについては、さきに御案内の
とおりでございます。御了承賜りたいと存じます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもって、諸般の報告
を終わります。 

──────────────────                

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第１ 会議録署名議員
の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に
より、議長において、 
   １ ９番 久 保田 英  市  君  
    １番 中  村  有  秀  君  
を指名いたします。 

──────────────────                

◎日程第２ 町の一般行政についての質問 

○議長（平田喜臣君） 日程第２ 町の一般行政に
ついて質問を行います。 
 質問の通告がありますので、順次発言を許します。 
 初めに、１５番村上和子君。 
○１５番（村上和子君） 私は、さきに通告してあ
ります１項目７点について質問いたします。 
 平成１４年度町長の執行方針の中に、まちづくり
４本柱として、共につくる町とあるわけですが、協

働型社会の推進についてお尋ねいたします。 
 町民だけでなく、また企業だけでも、行政だけで
も上富良野町のまちづくりは難しい。行政ばかりが
こうするでは、まちづくりはできないと町長はよく
おっしゃいますが、新しい手法、新しい発想で協働
型社会を実現してはどうかと考えますが、町長のお
考えをお願いいたします。 
 まず、１点目はごみの減量化を競ってはどうか。
町民としては、住民会、町内にクリーン推進委員が
配置されていますけれども、これらの人にどこの町
内が一番減量化が進んでいるか調査をしてもらって
はどうか。企業の中でも、クリーン推進委員のよう
な係を配置して産業ごみの減量を図ってもらっては
どうか。行政では、役場の庁舎内のごみ箱を廃止す
るとかしてはどうか、お尋ねいたします。 
 ２点目は、労働の分配、ワークシェアリングを考
えてはどうか。リストラや離農者、地元高校の新卒
者等雇用の厳しき折、まず役所での時間外労働を短
縮して、もっと多くの町民に雇用の機会を与えては
どうか。例えば、新卒者を年数を区切って臨時等で
採用の道をつけてはどうか。 
 ちなみに、今年の上富良野卒業者は５８名で、１
６名が進学希望、３７名が就職を希望しております
が、１７名が内定、自営業の方は５名ということで
約４０％、１５名がまだ決まっていない状態であり
ます。 
 ３点目は、上富良野高校の普通科高校から１クラ
ス職業等の実技を伴うＩＴ等専門技術コースをつく
って道に要望してはどうでしょうか。これは教育長
にお尋ねいたします。 
 ４点目は、地方分権を進める中、職員の方もいっ
ぱいアイデア、発想を持っていらっしゃると思いま
すので、職員の方の能力を引き出すためにも、提案
制度を取り入れてはどうでしょうか。 
 ５点目は、役場庁舎の玄関ロビーの壁を町民の希
望する人に展示場所に提供してはどうか。展示物は
ほかの公共施設というお考えだと思います。このよ
うな発想はないかと考えまして、例えば庁舎が時に
は町民の展示の発表の場になれば、町民にとっても
身近な存在になるのでないかと思いますが、いかが
お考えでしょうか。現在、ロビーの壁にずっと同じ
展示物が飾られたままになっておりますので、こう
いうお考えもいかがでしょうか、お尋ねいたします。 
 ６点目は、各住民会に職員、何々地区担当という
ふうに割り当てを振ってはいかがでしょうか、お尋
ねいたします。 
 ７点目は、先例、前例にとらわれない新しい手法、
民営化でもない、外部委託でもない、第三セクター
とも違う、プライベート・ファイナンス・イニシア



 

 

ティブの手法を考えてはと思いますが、いかがでし
ょうか。 
 以上、７点質問いたします。よろしくお願いいた
します。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １５番村上議員の御質問に
お答えさせていただきたいと思います。 
 まず、御質問の１番目の協働型社会の推進につい
てお答えさせていただきます。 
 まず、１点目の町内会等によりますごみの減量コ
ンクール的な発想につきましては、大変ユニークな
御提言と受けてとめております。循環型社会を形成
していく上で、示唆をいただいたものと考えている
ところであります。 
 町におきましても、資源化、減量化は今後一層の
創意工夫が必要であり、住民の皆さんの特段の御協
力をいただきながら推進すべき課題であると考えて
おります。ただ、御提言内容を具現化するためには、
基盤となる排出量調査やら、日常の排出量の調査な
ど、基礎データ収集に相当の労力と費用を要するな
ど、解決すべき課題が多いことが予測されるわけで
あります。したがいまして、当面は分別排出の徹底
を推進することを柱に、各クリーン推進委員の皆様
の研修会やクリーン推進員の協力をいただきなが
ら、可能な限り小さい単位での地域説明会などを開
催し、分別、減量化について町民各位の御協力をい
ただくよう、意識の高揚に努めてまいりたいと考え
ております。 
 また、企業内での減量化、資源化の推進のために、
担当を置いていただくことにつきましては、基本的
に分別、減量化推進の理解を求めつつ、企業として
の自主的対応をお願いしていきたいと考えておりま
す。 
 また、役場庁舎内につきましては、率先して減量
化に努めることは言うまでもありませんが、現在用
紙類のリサイクルを中心に、事務物品の節減とも相
まって排出ごみの減量に取り組んでおり、ごみ箱類
につきましては、基本的に分別を目的としておりま
すことから、継続して設置はいたしますが、検証を
進めつつ、なお一層の分別と減量化に努めてまいり
たいと考えております。 
 次に、２点目の労働の分配についての御質問にお
答えいたします。 
 我が国の経済は、輸出や生産部門では大幅に減収
し、企業収益、設備投資も減収している状況にあっ
て、雇用情勢は極めて厳しい状況であると認識して
おります。 
 本町においても、地元上富良野高校の新卒者の就
職内定の実態や、離農者などの新たな勤め先の問題

が地域の大きな課題ととらえておりますが、これは
国内的、構造的な問題でもあり、一自治体で解決で
きるような簡単なものではない重い課題でありま
す。 
 しかしながら、一部の自治体においては既定経費
を削減し、その財源を新たな雇用に充てるなどの方
法のワークシェアリングに取り組む自治体があるこ
とも十分承知しておりますが、本町では特別な予算
の措置はしておりません。 
 この問題の解決策として、一時的な雇用創出とと
らえて対処するのか、雇用関係を継続的に対処して
いくかなど、他の自治体の今後の推移を見きわめな
がら慎重に考えていきたいと思っているところであ
ります。 
 ３点目の上富良野高校に関するご質問につきまし
ては、後ほど教育長の方からお答えさせます。 
 次に、４点目についてお答えします。 
 役場の職員は、日常的に行政施策の企画立案にか
かわっており、その実施する施策内容により行政水
準を左右するとも言われております。特に研修など
重要であると認識いたしております。御意見をいた
だきました職員の提案制度については、私といたし
ましても職員個々の企画能力を高めていく上でも必
要であると考えておりますので、どのような内容に
したらよいのか、種々制度化に向けて取り組みをし
てまいりたいと思っております。 
 次に、５点目の質問ですが、この種の御意見は特
に耳にすることはないわけでありますが、役場庁舎
にかかわらず、公共施設の利用可能な場所に、室内
装飾の観点や個人技能の丹誠込めた作品発表の場と
して、展示行為をすることは非常によいことと考え
ておりますので、希望する人に対して受け入れする
よう検討させていただきたいと思います。 
 次に、６点目の地区担当制についての御質問にお
答えいたします。 
 組織的な地域担当制については、行政推進の一つ
の方法として、他の自治体で取り入れているところ
もありますが、どのような効果、メリットがあるの
かを承知いたしておりませんので、先進地の事例な
どをお聞きし、研究してまいたいと存じます。 
 なお、現在地域からの意見、要望等を行政がどの
ような方法で受け入れ、どう行政に反映していくか
の手法として取り進めてまいっております電子メー
ルやファクシミリ、町民ポストあるいは住民会を通
じた方法や小グループでの意見交換など、幅広い方
法で対応していることでもありますので、その方法
をさらに充実してまいりたいと考えておりますの
で、御理解を賜りたいと思います。 
 次に、７点目のＰＦＩの導入を考えてはどうかと



 

 

の御質問でありますが、最近全国各地でこのＰＦＩ
の方式により、公共施設の建設や廃棄物処理施設な
どの整備が進められてきております。町におきまし
ては、厳しい財政状況に対処するため、平成１３年
３月に行財政改革実施計画を策定いたしました。こ
の計画の中で、民間活力導入の実施項目の一つとし
て、御質問にありますＰＦＩの活用に関する調査研
究を行うよう計画をいたしているところでありま
す。厳しい財政下の中で民間の資金、経営能力を活
用するＰＦＩは非常に有益な手法との認識から、総
合計画の実施計画で後年度に予定されている事業の
中で、ＰＦＩに適合するような事業があるのか見き
わめを行うとともに、ＰＦＩについてのメリット・
デメリット、そして制度の内容など調査研究を進め
ていきたいと考えているところでございます。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １５番村上議員の協働型
社会の推進についての３点目の御質問にお答えさせ
ていただきます。 
 北海道におきましては、高等学校教育の一層の充
実を図るため、各学区における中学校卒業者数の状
況を踏まえ、地域の実情に配慮しながら学級数の調
整や学校、学科の再編などを検討し、学校規模の適
正化を進めているところであります。 
 上富良野高校の所在する上川第３学区におきまし
ても、富良野工業高校と富良野農業高校、また富良
野高校の商業科が統合され、職業学科として新たに
富良野緑峰高校が平成１１年４月に開校していると
ころであります。 
 今後の見通しといたしましても、中学校卒業者の
減少により、平成１６年から平成１９年までの４年
間で、第３学区内では１間口から２間口の減が予想
されるところであります。 
 上富良野高校におきましては、平成１４年度より
現状の普通科２間口規模の新校舎改築が着工されま
すが、これまでも改築にあわせ職業学科新設の要望
を行ってまいりました。しかし、緑峰高校との関係
もありまして、上富良野高校の職業学科の設置は、
現段階では不可能であるとの道の見解をいただいて
いるところでございます。 
 上富良野高校は、普通科でありますが、教育課程
の編成において、社会に出て役に立つ商業系、福祉
系、文化系と各自が選択できる教科を取り入れ、進
路希望に合わせた学科ができるよう取り組んでいた
だいているところでございます。 
 また、地域と密着した学校開放事業として、これ
までもＩＴ講習、料理、囲碁等の講座を開いていた
だいており、今後町といたしましても、高等学校振

興などの一環として、積極的に地域に開かれた学校
づくりの推進を図っていただくよう、町といたしま
してもこれまで同様継続し、側面的に支援してまい
りたいと考えておりますので、御理解をいただきた
いと思います。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 １５番村上議員。 
○１５番（村上和子君） 再質問させていただきま
す。 
 １点目のごみの減量化を競ってはどうかの件で、
大変ユニークな提言と受けとめていただいたようで
すけれども、町の方としても、減量化については推
進すべき課題ととらえておられるのでしたら、町も
企業も行政も一丸となって、共につくるまちづくり
とおっしゃるならば、今何事ももうばらばらで行わ
れているような感じがいたしますので、町民一つに
なって取り組むことの主導を、行政の方でもいま一
度減量化の主導をすべきではないかと考えるのです
けれども、いかがでしょうか。 
 それから、２点目のワークシェアリングの件でご
ざいますけれども、ことしは特別な予算の措置をと
っていないと、こうおっしゃっておられますけれど
も、これから現状を見きわめてというような、そう
いう悠長な現況ではないと思うのです。一時的に対
処して、継続的に雇用を起こすか一時的かと、そう
いう御答弁でございますけれども、時間外労働の短
縮をしていただきますならば、平成１４年度の行革
の効果見込み額が大体６,３５８万円ですか、これの
約５.２％、３００万円ぐらいこの効果を見込むと。
時間外労働の短縮の費用を３００万円ぐらいを見込
んでいらっしゃるわけですけれども、ここのところ
をもう少し短縮を図って１０％ぐらいにしていただ
きましたならば、１０人ぐらいの雇用が生まれるの
でないかと考えるのですけれども、いかがでござい
ましょうか。 
 それから、３点目の上高の普通科高校から専門技
術コースをつくってはということで、ただいま教育
長から御答弁でちょっと難しいというお話でござい
ますが、富良野高校は普通科だと、緑峰高校は商業
科、工業科、農業科でしょうか。上富良野高校も普
通科ですので、福祉関係など、ほかの高校にないも
のを総合学科として特色を持った観光文化のカリキ
ュラムなんかを入れてみては、もしそういう１クラ
ス無理だとおっしゃいますならば、そういうカリキ
ュラムを取り込むということはかがでございましょ
うか、お尋ねしたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １５番村上議員の再質問に
お答えさせていただきます。 



 

 

 まず、ごみの減量化を競うということであります
が、もう減量化施策につきましては、行政として町
民の皆さん方の御理解をいただきながら、最大限減
量化に推進していかなければならない。職員挙げて、
町挙げて対処しなければならない課題であるという
ふうに認識しております。ただ、それぞれの町内会
ごと、あるいはごみステーションごとの排出するご
みの量を減量化を競うということは、先ほど申し上
げました基礎データをつくらなけれければいけない
わと。クリーン推進委員の皆さん方は、町内に１名
選任されているわけでありますけれども、ごみステ
ーションは、町内に一つではなくて数カ所設置され
ていると。そういう中にあって、毎日ごみの量をこ
のクリーン推進委員の皆さん方にボランティアで測
定をしていただけるのか、そういった労力的な部分
の対応ということを考えますと、非常に労力的には
大きな課題であるなと。しかし、そうした手法もと
りながら、ある面では減量化の促進を図っていかな
けばいけないという課題であるというふうには認識
しておりますけれども、今これらの対処をするため
には、クリーン推進委員組織というものをもう少し
考え直しながら、見直しながらクリーン推進委員の
皆さん方の御理解がどの程度得られるのか、そうい
ったことも十分考えて配慮しないとならない課題で
あるなというふうに思っておりますので、ひとつこ
れらにつきましては、まだまだ労力的な、あるいは
費用的なそういった部分の課題が大きく残っている
ということで御理解を賜りたいと思います。 
 また、企業等々につきましては、当然企業は出て
くる部分につきましては、それぞれの費用を節減す
るために、企業の皆さん方は非常にその対応を綿密
にしていただいているというのが現状であります
が、より一層企業排出につきましても、減量化の促
進に協力をいただくように促進を図っていきたいと
いうふうに思います。 
 また行政も、先ほど申し上げましたように常に減
量化、再利用化、これを基本としながら分別収集の
徹底を図って対処していかなければならいなという
ふうに思っておりますので、御理解を賜りたいと思
います。 
 議員おっしゃるとおり、この種の課題につきまし
ては、すべての課題がそうでありますが、特に町民
の皆さん方とともに協働をして対処していかなけれ
ばならない。分別につきましても、減量化につきま
しても、協働して対処してかなければならない課題
と押さえておりますので、今後も町民の皆さん方の
御理解をいただきながら取り組んでまいりたいとい
うふうに思っております。 
 次に、ワークシェアリングの件でありますけれど

も、町といたしましては、先ほどもお答えさせてい
ただきました。短期的な雇用を重点として考えるの
か、長期的な雇用の対策を講じていくように考える
のか、そういったことを十分認識しながら、御案内
のとおり、町費をもって高等学校の就職あっせんの
ための職員を１名派遣し、就職あっせんのために対
応を重ねているところでございまして、そういった
ことから、議員も御心配のようでありますけれども、
我々も心配しているわけでありますが、就職率も現
状のところで７９％近くの方々が就職内定あるいは
決定しているというような報告を聞いているところ
でありまして、今なお９名の方が職を探しておられ
るというようなお話も聞いております。そういった
ことで、基本的にそういった部分で町は新卒者に対
する支援策を講じているわけであります。 
 ただ、ワークシェアリングによって、町は時間外
労働の短縮につきましては、財政的な見地から行財
政改革実施計画に基づいた計画にのっとった超過勤
務手当の削減、これを実施してきているところであ
りますが、どうしても超勤が生ずる部署、そういう
部署が多々あるわけであります。このワークシェア
リングで新卒者を短期的に雇用するということにな
りますと、単純な労働については対応が図れるかと
思いますが、専門職的な対応の中では、なかなか短
期労働、臨時で雇用するというとになると、最大限
で１０カ月、この間にその業務に専念することによ
って、本人の再就職活動が停滞するようなことがあ
れば、また逆にマイナス面にもつながるのではない
かなというようなことも考えますので、今後その状
況を見きわめながら町としては検討してまいりたい
と。 
 町は、先ほど議員から御質問ありましたように、
ただ放置しているのではなくて、職員を１名派遣し
て就職あっせんの対応を図っているということで、
ひとつ御理解を賜りたいなというふうに思います。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １５番村上議員の再質問
にお答えしたいと思いますけれども、１点は職業学
科の設置については、緑峰高校との関係もありまし
て、まず不可能でございます。 
 ただ、私も答弁させていただきましたとおり、富
良野高校と上高普通科なのですけれども、上高、富
良野高校に負けないような特色ある、また魅力ある
学校づくりのためにということで、今までは普通学
科の知識だけでなくて、社会に出てすぐ役に立つよ
うな、その生徒個々の進路に合わせた教育課程の編
成というようなことで、いま福祉系、文化系、それ
から技術の習得やなんかで一生懸命学校現場で取り
組んでいただいておりますので、そういう面では、



 

 

より一層進展するように私たちも上富高校に対して
思いを込めて、また子供たちが本当に上富良野高校
に入ってよかったなというような学校にするように
さらなる努力をしてまいりたいと思っておりますの
で、御理解いただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜ります。 
 １５番村上議員。 
○１５番（村上和子君） １点目のごみの減量化を
競ってはどうかの件でございますけれども、ごみの
減量化のことにつきましては、町としても問題意識
を持っていらっしゃるとおっしゃいながら、町内の
減量化の調査ですとか、収集に相当の費用、労力を
要するということで、やってもみないで、もう面倒
くさいことは何かおやりになろうとしない。やっぱ
りこれ役所的発想ではないでしょうか。もしこうい
うことが大変労力はかかるとおっしゃるならば、違
う発想でもって、まず町民が一丸となって取り組む
姿勢というのをやっぱり行政が主導するべきではな
いかということを申し上げているのですけれども、
それは常に町長がおっしゃるともにつくるまちづく
り、もう何でも町民に減量化について御協力、御理
解を賜りたいと、こういうふうにおっしゃるわけで
ございますが、行政の方もひとつ、面倒くさい、費
用もかかるかもしれませんけれども、ひとつ率先し
て減量化、毎日ごみは出るわけでございまして、た
まる一方でございまして、やはり問題意識を持って
いらっしゃるならば、この方法がだめでございまし
たら、ひとつまた違う方法で、発想でぜひ取り組ん
でいただきたいと思うのですけれども、最後にもう
一度町長いかがでございましょうか、よろしくお願
いいたします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １５番村上議員の再々質問
にお答えさせていただきます。 
 先ほどお答えした部分を聞いていただいていない
のかなと、町は何もしないよということを言ってい
るのでありません。町は減量化ということは重要な
ことで、町民との協働で対応しなければいけないの
だ。だけれども、いま村上議員の御提案いただいて
おります減量化の競うということについては、いろ
いろな課題があるから研究しなければいけないわ。
この課題を対応していかなければならないというこ
とでお答えさせていただいておりますが、その他の
こと一切しないということを申し上げているのでな
くて、さきにもお答えさせていただきましたように、
クリーン推進委員の皆さんとの研修会だとか、ある
いは可能な限りの小さな小単位で地域ごとの説明会
だとか、あるいは分別、減量化に対する町民との話
し合いの場だとか、意識高揚の対応に町としては、

行政としては進めてまいりますよということを先に
冒頭にお答えさせていただいておりますので、この
減量化策をただ町民に御協力ください御協力くださ
いと言って行政は何もしていないということではな
くて、この競うということについては、労力的ない
ろいろな課題がある。クリーン推進委員の皆さん方
に一々毎朝何カ所もあるところに行って測量しては
かって、はい何ぼでしたよというようなことがクリ
ーン推進委員の皆さん方にそういうことをお願いで
き得るのかどうか、そういうことを考えたときに、
ちょっとこのユニークな形ではありますけれども、
実践するとなるといろいろな課題が残っているな、
だから研究しなければいけないということを申し上
げている。だけれども、そのほかにやはり減量化、
分別、これに対する研究会だとか、あるいは啓蒙活
動というものは、十分行政としての責任の中で対処
していかなければならないというお答えをさせてい
ただいておりますので、ひとつ御理解を賜りたいと
思います。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１５番
村上和子君の一般質問を終了いたします。 
 次に、１７番小野忠君。 
○１７番（小野忠君） 私は、さきに通告いたしま
した２項目について町長にお伺いをいたします。 
 まず、第１点目は、男女共同参画社会の推進にし
て質問をいたします。 
 平成１１年６月、男女共同参画社会基本法が制定
されております。少子化、高齢化、経済活動の成熟
化など、急速な社会の変化を対応していくためにも、
この法律の理念の実現を必要だと私は考えますが、
町長はどのようにお考えでしょうか。 
 また、我が町の施策に積極的に女性の声を反映さ
せることが必要ではないかと考えますが、各種委員
会や審議会の女性の登用を進めるため、クォーター
制の、つまり女性に一定以上の割り当てをすること
を条例化するようなお考えはないか、お伺いをいた
したいと思います。 
 ２点目は、役場職員の町内居住対策について質問
をいたします。 
 町が定住化対策について、種々の政策を実施して
いる中で、我が町の職員でありながら、町内に居住
していない職員がおり、町民税はもちろん、消費な
どに大きな影響を与えていると思います。 
 １点目として、町外居住の職員は何人いるのかお
伺いをいたします。 
 ２点目として、大きな災害が発生した場合、職員
の招集のおくれなど業務に支障が出るのではないか
と心配しておりますが、そのような問題についてど
のようにお考えかお伺いをいたします。 



 

 

 ３点目は、居住の自由については憲法に保障され
ているので、町内居住に義務づけることはできない
のは承知しておりますが、町内居住についての何ら
かの対策を行っているのかをお伺いをいたしたいと
思います。 
 以上で終わります。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １７番小野議員の御質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、男女共同参画型社会の推進についての御質
問にお答えさせていただきます。 
 平成１１年６月、男女共同参画社会基本法が制定
され、先進的な事例も耳にするところであります。
北海道においては、平成１３年４月に北海道男女平
等参画推進条例が施行され、道内の市町村において
は２町で条例制定、１１市２町で男女共同参画プラ
ンがこれまで制定されております。男女が互いにそ
の人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性
別にとらわれることなく、その個性と能力を十分に
発揮できる豊かな社会実現をしていくことは、本町
にとりましても極めて重要な課題であり、議員と意
をともにするものであります。 
 男女共同参画型社会を形成していくためには、そ
の視点に立ったこれまでの制度の慣行の見直し、意
識の改革をベースとして、雇用等における均等な機
会や待遇、男女職業生活の過程、地域生活の両立の
支援、女性に対するあらゆる暴力の根絶、生涯的な
取り組みが必要と考えるところであり、本町におけ
る条例制定もしくは推進プランの策定に向けては、
調査研究、また町民合意の形成等のための期間が今
しばらく必要な状況と認識いたしているところであ
ります。 
 議員御指摘のように、附属機関等への女性登用は、
町政に女性の声を反映させていく上において重要な
課題であり、昨年１０月に附属機関等の設置及び運
営に関する規定を制定し、この中において２０％以
上を目標値とする女性委員の積極的な登用を規定し
たところでありますので、御理解を賜りたいと存じ
ます。 
 次に、２点目の役場職員の町内居住対策の３項目
について御質問にお答えさせていただきます。 
 まず最初の町外居住職員の数の御質問であります
が、現在旭川から２名、富良野方面から３人、合わ
せて５人となっております。 
 次に、災害時の招集対応についてですが、連絡体
制については、連絡網により電話で行うこととして
おりますので、当然にして町外居住者には距離的な
ことが問題となりますが、突発的なときは町内居住
者におきましてもなかなか連絡が取れ切れない実態

もあります。災害対応の方法は、その実態に応じて
全体の組織力が発揮されるなど、臨機応変な対応が
求められることと考えているところであります。現
状では、大きな問題が生じないものと考えておりま
す。 
 次の町内居住奨励策の御質問にお答えいたしま
す。 
 新規採用時には、町内居住を基本としております
が、採用後の長い勤務期間において、家庭の事情か
らやむを得なく町外での生活となっている経過にあ
ります。 
 町が基本としていることは、町において職員住宅
を設けるなどの方法ではなく、職員みずから町内に
住宅を持っていただく意味を持ち、持ち家手当額を
国よりも高い水準としているところでありますの
で、御理解をいただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 １７番小野忠君。 
○１７番（小野忠君） 今町長の御答弁を賜りまし
た。これは、今回町政執行方針の中にもうたわれて
おりますが、これ男女共同参画基本というものは、
もう全く急がなければならない。そして、本町にお
いても、全く今までの各種委員会、また審議会等に
おいて、男女が本当に見えない部分がございます。
この中にも、例えば児童委員会、これは清水議員さ
んが頭になっていると思いますが、これらが１０名
がなっておりますけれども、１名しか女性はいませ
ん。こういうことが一つの基本になってきているの
だと思いますが、今後この点につきまして、今町で
は条例を、プランを策定していくのだと、このよう
に報告がなされておりますが、ここにおきまして町
長にまずお聞きしたいのは、クォーター制、例えば
このクォーター制というのは、差別のない女性の登
用ということになるかと思います。これは２５％ぐ
らいは女性を登用しなさいと、このようにうたわれ
ておりますが、この今お考えになっている２０％以
上と目標値が出ておりますけれども、これらを、２
０％以上ですから２５％ぐらにいになるのでしょう
ね。ですから、これらに制定しておりますので、ひ
とつクォーター制の推進に係って、一応条例を制定
されるかされないのか、前向きに御答弁をいただき
たいなと思います。 
 次に、役場職員の町内居住対策についてお伺いい
たしたい。 
 町外から５名の方がおられると、このように今答
弁がありました。全くこれは町内というのは、全く
これ私たち言いたいのは、税金はもちろん、消費な
どにはかなり大きな影響を与えているのではなかろ
うかと私は思います。これは、この５名の中にも、



 

 

やっぱり最高トップでおる方もおられるのでなかろ
うかと思います。この方たちが町外からおるという
ことは、やっぱり上富良野町の何かが出たというと
きは対応はできるのだと、このよう御答弁がござい
ますが、やっぱり一番先になってこの対応を図って
いただかなければならないのでありますから、そう
いう点は今後町長はどのように対応されていくの
か。これ新規採用にも町内居住を基本とするのだと、
このように御答弁がございますが、これは当然新規
採用にときにはそういう意見もございましょう。そ
れは家庭の事情で行くこともありますが、これはも
う職員の手当というものは、国より高い水準を支払
っていると、これは住宅料でないかと思います。そ
れであるならば、やっぱり頭に、トップにおる方は
上富良野に居住されて、そして上富良野町のお考え
に、私たちの意見に尊重できるような職に努めてい
ただきたいなと思います。この点をもう一度、町長
の御答弁を賜りたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） ちょっとお待ちください。
小野議員にお聞きしますが、再質問の中での男女共
同参画社会の推進ということで、１０名中の中、１
名が女性だということだと思うのですが、その審議
会名はおわかりになりましたですか。 
○１７番（小野忠君） 審議会はここに出ているの
ですけれども、青少年問題協議会。これを見ました
ら、１名に。 
○議長（平田喜臣君） わかりました。青少年問題
協議会。 
○１７番（小野忠君） それは一応参考のためなの
ですけれども。 
○議長（平田喜臣君） 踏まえて答弁をいただきま
す。 
 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １７番小野議員の再質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、男女共同参画型社会の形成のための女性の
各行政附属機関等々への任用でありますが、これは
私自身も、この必要性を十分に感じながら、先ほど
も申し上げましたように規則を制定し、それぞれの
組織の中において、２０％以上の女性の登用を図る
ように、そしてまた一部または全部について公募制
をとるようにというような規則を制定させていただ
きました。ただ、今議員から御質問のありました部
分については、教育委員会所管の青少年問題協議会、
あるいは各機関の中で当て職で組織を形成している
部分もございます。そのようなことで、当て職の関
係から女性委員の登用が難しいという部分もありま
すので、そういった部分については、十分今後その
基本たる条例あるいは規則等々の見直しを図りなが

ら、附属機関等の設置及び運営に関する規定が有効
に対応できるように取り進めていきたいなというふ
うに思っております。 
 た だ、これも町民の皆さん方の意識改革というか、
意識を持っていただきたいのですが、行政はこうい
った組織に一般公募をいたします。しかし、一般公
募をしても応募者が出てこない。仕方なし、どなた
かおりませんかということで、また言うなれば指名
のような形をせざるを得ない。中にはそういう場合
もありますし、また一般公募すると、名前を挙げて
いただく方は、言いますと同じ方。新たな方が応募
していただけない。この組織中にもこの方応募して
くれ、この組織の中にもこの方が応募してくれとい
う、来てというような、そういうような状況で人選
等々も配慮させていただいておりますが、やはりこ
ういった部分につきましても、女性の皆さん方のひ
とつ意識改革をもって、関心を持って公募するとき
に大勢の方が応募していただき、抽選で対応させて
いただけるような、そういう形が整えるような環境
づくりを目指したいなというふうに思っておりすま
すので、この考え方は議員のお考えと全く同じ考え
を持っておりますので、ひとつ御協力を賜りたいも
のだなというふうに思うところであります。 
 また、２点目の職員の町外居住者の件であります
けれども、採用時点におきましては、職員に対しま
しては町内在住を前提とした中で採用いたします。
しかし、２０年、３０年という長い年月の中にあり
まして、いろいろと家庭的な状況で万やむを得ず町
外に居住せざるを得ないという職員が生じてくる。
このことにつきましては、基本的に議員と私は考え
方を同じにするものでありますが、かといって、そ
の家庭的な事情を考慮するときに、町外居住を認め
ないというわけには相ならん。そのようなことを考
えながら、最大限町内に居住していただけるような
ことを前提として指導していきたいというふうに思
いますが、どうしても万やむを得ない家庭的な事情
の中にあっては、それを認めざるを得ないという部
分も御理解を賜り、そういった部分におきましては、
職員全体がともにそれらの不足する部分と申します
か、支障たる部分を職員全員で補っていくというよ
うな協調体制、共同体制を組んでいかなければなら
ないというふうに思っておりますので、御理解を賜
りたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜ります。 
 １７番小野忠君。 
○１７番（小野忠君） 今女性参画社会推進につい
て、町長は今申されました答弁の中で、確かに女性
の方の登用がなかなか難しいということはよくわか
るのですけれども、そのためにも、この男女共同参



 

 

画推進という一つの基本法ができたのでありますか
ら、この基本法に基づいて直ちに条例を結び、その
意識改革の問題だと思います。これが条例化されま
すと、女の方々も真剣になって、とかく出なければ
ならないのだという気持ちになってくるのでないか
と思います。 
 また、今後こういうことが形成されましたら、１
人１役というような形もお考えになっていただきた
い。今は何か１人で３役を持っているというような
形もたくさんあるようでもありますので、こういう
点をお考えをいただいて制定していただきたい。 
 これいつごろまでに町長は、ここまで御答弁が出
ているのですから、いつごろまでに制定をお考えに
なってるのか、前向きに御答弁を最後ですからいた
だきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １７番小野議員の再々質問
にお答えさせていただきます。 
 共同参画型社会形成のための各組織等々に対する
この条例制定でありますが、まだ十分研究しなけれ
ばならないし、また先ほど申し上げました附属機関
等々の設置に伴う規定につきましても、これはあく
までも規定として対応し、これを推進していく中で、
これらのことが達成でき得る状況、一つには、今目
標と定めている２０％以上女性を登用できると、そ
してまた基本として定めております１名の方が重複
した組織の中に、機関の中に重複した委嘱をしない
と、また何年間かの期間を置いて、それ以上延長し
ての再任は差し控えるというようないろいろな規定
をつくってございますが、それらの中のものが対応
でき得るような状況を見きわめた中で、条例制定に
取り組んでいかなければならないのかなと。条例で
制定しますと、その枠の中に対応ができ得ない場合
においては、その組織が機能しなくなるという厳し
い問題もございますので、そういったことを含み置
きながら、今後共同参画型社会のまちづくりのため
に、他の自治体で形成しております推進条例等々も
あわせて研究も進めていきたいというふうに思って
おります。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１７番
小野忠君の一般質問を終了いたします。 
 次に、１１番梨澤節三君。 
○１１番（梨澤節三君） 私は、通告に従い質問い
たします。 
 初めに、市町村合併についてですが、２月２１日
富良野青年会議所主催、上富良野町商工青年部協力
で市町村合併の説明会が開催されました。富良野Ｊ
Ｃは、完全な全国規模の民間組織ですが、会場正面
には国旗を掲げ、例会、開会とともに起立をして国

旗に静態をし、国歌斉唱を実施していましたが、民
間の、そして青年の集団であるだけに、すがすがし
さを感じたところです。 
 ま た、こういう組織がまちづくりの勉強をすると、
若いだけに首長とか議会を継続的に監視することが
でき、住民にとってはまことに心強い限りではない
かと考えられます。 
 国旗・国歌を尊重する人、組織は、信頼するに足
るものであると私は受けとめています。 
 当日の講師は、道市町村課の主査の方でしたが、
きょうこの報道されております。ここにありますが、
ここ細部出ておりまして、ちょっとこれを読んだ方
には重複するかと思いますが、内容について要約を
しますと、少子化のために、２０２５年ごろまでに
は、富良野市は人口１万８,０００人台、現在２万５,
０００はいるかと思います。上富良野町は９,０００
人台、中富は３,０００人台、南富は１,７００人台、
占冠は７００人台となる。人口減に伴う交付税の削
減、財政難の中、行政サービスを維持できるのか、
そして合併は目的ではなく、必要に迫られるもの。
私流に言えば、地方の構造改革ではないかというよ
うに受けとめています。 
 また、講師は一方で、私的意見ですがとことわり
ながら、市町村合併については、勝ち組、負け組と
いうことになる。さらに役場を残すのか、地域を残
すのかということも言っておられました。 
 また、合併の延期はあっても、特例、優遇策の延
期はないということも言っておりました。 
 そこでお聞きいたします。 
 平成１３年８月３０日付、このときにいただいた
資料なのですが、市町村合併支援本部決定の市町村
合併支援プランの概要、支援項目、支援策７７項目
について承知しておられますか、お聞きします。 
 二つ目は、上記支援項目に基づく建設計画等の研
究、検討、組織、例えば商工青年部を基幹とした民
間組織を設置してはいかがでしょうか。この内容に
は、優先重点項目として３３項目があります。道路、
市街地、住環境、それから廃棄物、消防防災、情報
通信、農林業の振興整備等となっています。そのほ
かに、今言ったのは最重点のものですね。そのほか
に拡充、新規、継続等の項目があり、これらについ
て一つ一つ研究、検討が必要ではないかと思います。 
 三つ目に、町として正規に国または道から担当講
師を招き、説明会を開いてはいかがですか。新たな
段階に入った情報とか資料等も来るのではないかと
思います。 
 四つ目に、さきの１２月定例議会で、市町村合併
を担当する課を指定してはいかがかとお聞きしたと
ころ、そのような考えはないということでございま



 

 

したが、もう既に予算を見ても、市町村合併という
項目が入ってきております。この件については、い
かがでしょうか。 
 五つ目に、富良野管内には、合併によって２００
億円を超える合併特例債が入ってきます。 
 また、減額はされても、１５０億円を超える地方
交付金が１０年間保証されるということになります
が、このことについては何ら話し合いはしないのか、
どのようにされるのか、お考えをお聞きします。 
 次に、自治労問題についてお聞きします。 
 さきの道議会で、自民党の東道議の一般質問です
が、法令に違反して職員給与から組合費の天引きし
ていることを指摘され、堀達也知事は、これを是正
する考えを示したとあります。道は、職員の利便を
図る目的で、個々の同意を得て実施していたと背景
を説明しましたが、東道議は、労使なれ合い体質に
よるものと是正を求めたのに対し、知事は法令の趣
旨に反する面もあり、今後厳正に対処したいと、し
たとあります。それで職員給与から組合費の天引き
について、改善する考えはないかお聞きいたします。 
 二つ目、以前から自治労壁新聞と称して役場内に
選挙ポスターを張ったり、選挙運動、政治活動をし
ているのを苦々しく思い、再三質問もしていますが、
自治労の選挙活動等をどのようにお考えになるかお
聞きします。 
 三つ目、さきの１２月定例議会前後は、自治労不
正疑惑の報道のない日がない状況でしたが、議会終
了後から自治労の赤腕章をして勤務する職員、看護
婦がおる。あれは何のためにしているのかと私に聞
く町民の方が何人かおりました。それで病院に行き
ますと、職員、看護婦が自治労の赤腕章をつけてい
る。役場に行くと、職員がやはり赤腕章をつけてい
る。そこで、ある課長のところに行き、どういうこ
とでこの腕章をつけているのかと聞いたところ、ど
うも説明がわからないのです。何言っているのかわ
からない。それで、前の席にいた係長に聞いたとこ
ろ、答えることはできない、このように言われまし
た。管理職の課長の前ではっきりと言われました。
勤務時間中に、みずからのしていることを町民に聞
かれ、答えない、答えられないということは、地方
公務員違反とはならないか。 
 また、住民が自治労、すなわち役場職員が恐ろし
くて聞けない。なぜ今この時期、新聞で騒がれてい
るこの時期に、自治労の赤腕章なのかという住民の
声は聞こえていないのかと思います。勤務時間中の
組合活動は、明瞭な法令違反ではないか、お聞きい
たします。 
 四つ目に、町民は脱税、裏金づくりをする自治労
に使われる職員を採用はしていないと思います。中

立、公正、信頼できる職員を求めていると思います
が、町長のお考えをお尋ねいたします。 
 五つ目に、職員教育で、地方公務員法第３５条の
職務専念義務、職員は法律または条例に特別の定め
がある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の
注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該
地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従
事しなければならないとあります。注意力のすべて、
そして役場の仕事以外はしてはいけませんよと法律
で言っているのです。 
 それと、３６条の政治的行為の制限では、要する
に庁内では政治的行為は一切できないこととなって
いるということなのです。これをしっかり教育して
いるかどうか、お尋ねをいたします。 
 そこで、最後にですが、北教組には教育委員会が
ついております。これは新聞の切り抜きですが、勤
務中に組合活動、９７４人が処分対象、道教委とな
っております。きっちり監督しております。 
 郵便局は、これは民営化ということと、自助努力
でもって真剣に今取り組んでいるのではないかと思
います。 
 では、自治労はというと、町長は前の議会でも答
弁しているように、手も足も出ないというような状
況ではないかと思います。では、だれが監視・監督
をするのかというと、だれもいないのが実態であり
ます。移動もなく、この町で終生最も恵まれた、さ
っきの質問では、この町におられない方もおります
が、終生最も恵まれた身分、給与を保証される役場
職員への町民の目は厳しい。でも赤腕章、選挙運動
をする自治労は、住民は憂慮しているのです。これ
を自覚しなければならないと思います。 
 そこで、町長から自治労など脱退をしてはいかが
かとお勧めしてはいかがかとお尋ねをいたします。 
 以上で終わります。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １１番、梨澤議員の１番目、
市町村合併に関する５点の御質問でありますが、ま
ず１点目の合併支援プランについてのお答えをさせ
ていただきます。 
 平成１３年８月３０日決定の市町村合併支援プラ
ンが国の市町村合併支援本部から北海道、そして上
川支庁を通じて、本町に昨年の９月１３日に文書に
より通知があったことから、合併支援プランの存在
については承知をいたしているところであります。 
 この支援プランの内容につきましては、自主的な
市町村の合併を強力に推進するための支援策などを
定めたものでありまして、これまで示されていた支
援項目のほかに、町長間の連携による新規事項、ま
た拡充による支援項目が策定されたことにより、市



 

 

町村合併に対する優遇支援策は、全体で７７項目が
示されているところであります。 
 次に、２点目の研究会の設置についてであります
が、私といたしましては、市町村合併は地域の実情
に応じ、関係市町村や住民の意思が尊重されること
が重要であるとの考え方から、住民の皆さんが自主
的に将来の上富良野町のあるべき姿、とりわけ市町
村合併などについて大いに議論をし、研究されるこ
とについて期待をするところであります。 
 今後町といたしましても、町民の方々がみずから
合併について考える場の研究会等に対しまして、情
報の提供などを積極的に協力していく考えでおりま
すので、御理解を賜りたいと思います。 
 ３点目の合併説明会の講師についてのお尋ねであ
りますが、さきの御質問にもお答えさせていただき
ましたが、住民の皆様方がみずから市町村合併につ
いて大いに議論されることは、大変喜ばしいことと
考えております。平成１４年度においては、町の広
聴活動の一つであります「夢、未来を語ろうまちづ
くりトーク」において、テーマに市町村合併を設定
するなどして、住民の方々の御意見等を伺ってまい
りたいと考えております。 
 また、このほかにも町民の皆さんに合併を考える
機会を設け、講師などが必要とする場合においては、
合併に関して幅広い意見が伺えるよう配慮してまい
りたいと考えております。 
 ４点目についてでありますが、市町村合併の担当
課の設置については、現在市町村合併にかかわる事
務は企画調整課といたしておりますことから、今後
も企画調整課を担当部署として事務執行を行ってま
いりたいと考えております。 
 市町村合併にかかわる最後の質問の優遇策につい
てでありますが、市町村合併は町の将来にかかわる
大きな課題であることから、優遇策があるから合併
をするような考え方ではなくて、将来の上富良野町
のあるべき姿について研究を重ねるとともに、議会
及び住民の意見等を十分にお伺いし、今後の方向性
を定めてまいりたいと私は考えておりますので、御
理解を賜りたいと思います。 
 ２番目の自治体労働組合に関する御質問にお答え
いたします。 
 上富良野町職員の労働組合として、上富良野町職
員組合が組織されており、全国自治体労働者組織と
しての全日本自治体労働組合、いわゆる自治労に加
入していると承知しております。 
 また、自治労が全日本労働組合総連合、いわゆる
連合に加盟していることから、全国労働者組合の一
員ともなっているわけであります。 
 一つ目の御質問についてですが、労使なれ合いと

御指摘の件については、地方公務員法及び労働三法
に基づき、労使の審議のもとで適正に処理している
ものと考えており、腐敗の根源との御発言について
は、いささか残念に思うところであります。 
 組合費の天引きについては、労働基準法で法令に
特段の定めのある場合、または労働組合との書面に
よる協定がある場合においては、賃金の一部を控除
して支払うことができるとの規定に基づくものであ
り、昭和４１年の職員組合設立時の協定により、預
貯金や各種保険料などと同じく法定外控除として給
与からの組合費控除を行っております。 
 ただ、梨澤議員の質問通告を受けて調査を行った
ところ、組合、町の双方で当時の協定を称する書類
が探し出せなかったため、再度調査を進めて適切な
処理をしたいと考えております。 
 次に、政治活動についてでありますが、一般的に
政治上の主義、施策を推進し、支持し、もしくはこ
れに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し、
もしくはこれに反対することを目的として行う直
接・間接の一切の行為とされております。直接参政
権の行使である選挙投票を含め、大いに参加すべき
ものと考えております。 
 しかし、一つに、政治上の主義もしくは施策を推
進し、支持し、またはこれに反対することを本来の
目的とする団体、二つ目に、特定の公職の候補者を
推薦し、支持し、またはこれに反対することを本来
の目的とする団体、一つ目と二つ目のことを組織的、
継続的に行う団体、いわゆる政治団体が行う政治活
動については、法令で制約されているところであり
ます。 
 このようなことから、労働者団体である職員組合
は、政治団体ではありませんので、法令に違反する
行為とはとらえておりません。 
 次に、執務期間中に着用する赤腕章については、
役場庁舎内には不特定多数の来庁者があることから
も、好ましくないものと考えておりますが、今まで
のところ町民からの苦情は、私の耳には届いており
ません。 
 二つ目の職員採用に関してでありますが、憲法第
１４条に示されている人権、心情、性別、社会的身
分または門地により政治的、経済的、または社会的
関係において差別されないことを趣旨として、平等
主義に基づいて取り進めているところであります。 
 さらに、憲法第１９条に規定される思想及び良心
の自由を侵害することは、あってはならないものと
考えております。しかし、地方公務員としての資質
と適正については、人物を見きわめる必要があるた
め、面接による考査を加えているのが実情でありま
す。 



 

 

 なお、労働組合の組織や管理については、特定の
法律で制限されているものを除き、労働組合法の規
定により保証されているものでありますので、御理
解賜りたいと思います。 
 三つ目の職員の職務専念義務と政治的行為の制限
についての御質問にお答えいたしますが、職務時間
中の職員においては、職務に専念する義務を課して
おり、職務以外の行為については、法令または町例
規に基づく休暇時間、休日、年次有給休暇、育児時
間及び産前産後休暇などの時間に行っているものと
解しております。 
 また、地方公務員法で職員が政治活動、政治的行
為を行うことについては禁止されておりますが、職
員団体が政治活動、政治的行為を行うことについて
は、地方公務員法上は禁止されておりません。しか
し、職員団体の政治活動または政治的行為と職員
個々の政治活動または政治的行為との区分の境界線
が極めて微妙な部分も多く、また個人のプライバシ
ーの領域とも重複するため、難しい問題と判断いた
しておりますが、職員として違反する行為がある場
合においては、厳正に対処してまいる所存でありま
す。 
 次に、４点目の自治労の脱退に関する質問につい
ては、職員組合独自の判断することでありまして、
私が関与する問題でないと考えております。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 １１番梨澤議員。 
○１１番（梨澤節三君） 最初に、市町村合併につ
いて。これちょっとお互い非常に頭の痛い話ですが、
真剣にお話をしていきましょう。 
 ま ず、９月１３日に受けたと答弁されております。
その間に９月定例議会があり、１２月定例議会があ
る。私が言わなければ、今３月定例議会にも、この
ことは全然明るみに出ない。それで情報公開の場に
行って確認もしております、この議会開会前に。こ
れは収入役に立ち会っていただきました。で、やは
り出ていない。 
 それで、委員会、情報公開の条例制定のときに、
作為してはいけませんよということを私は企画課長
に言いました。そのときに、委員長もさらに念を押
しています。 
 そこで、半年以上こういう重要な情報を放ってお
くということは、情報公開しないということは、こ
れは議会を軽視しているのではないか。こういうこ
とが、要するになれ合いの根元になるのです。上が
あれなんだから、おれたちもここでやるよと、そう
いうものにつながる。 
 これは、もう少しすると罰則にかかります。市町

村合併の罰則がありますが、これは議員協議会とい
う限定しておりますけれども、これがおくれるとい
うことで、広いことにいくと、その罰則にもかかわ
るのではないかともとられます。 
 この資料について、これは議員全員に、予算委員
会もあることですから、議員全員に配付をしていた
だきたいというように思います。重要な項目がいっ
ぱい入っております。それが１点ですね。 
 それから、次にこういう財政のことに入りますが、
市町村合併というのは、まことに即効の話から、こ
の自治体がなくなるかというような全部含みます。
この話は後にしましょうか。 
 私は、２年前に町長に合併が来ますよと、それで
よい子悪い子普通の子に例えて、基金、貯金を持っ
て合併に向かうのですかと、それよりも町民の皆様
が喜ぶ悪い子になっていろいろなこと然でやっては
どうですかというような質問をしたことを覚えてお
られると思います。 
 ここに富良野市の予算が出ています。継続の大型
事業がメジロ押しです。この中には生涯学習施設、
生涯学習センター、これ７億円ですね。そのほかい
っぱい出ております。 
 それから中富良野町です。中富良野町、大型事業
が相次いで完了、しかし新規事業は盛りだくさん。 
 上富良野町、作文がずっと載っております。目玉
がないのです。やるべきことがない。健全財政とい
うことではないかと思いますが。 
 そこで、これを見て、この富良野と中富良野を見
てわかるように、もう合併の準備に入っていってい
るのです。やれということなのです。やっていって
いるのです。やっていって、そして地方債現在高ふ
えていくのです、やっていけば。そして、合併のと
き、それは合併の町全部みんなで払ってください。
はっきりしてます、これは。そして貯金を持ってき
たところは、ああこれは使わせていただきますと、
こういうことになるのでしょうね。 
 それで、そこでただしですよ、ただし合併になっ
た場合の一歩進みます。合併になった場合に、先ほ
ど言ったように２００億円の優遇策来ますけれど
も、借金があるからおれのところ少なくとは言わな
いのです。人口割でもらいますよ。２００億円来る
なら富良野市、ああ私半分以上なのですから１００
億円以上もらいますよと、必ずこういうことになっ
ていくと思うのです。そして、そのようになってい
っているのですね、こういうように。そして、その
合併の暁には、まだまだはっきりしているのは、富
良野市は市役所建てますと言うのです、富良野の町
の真ん中に。文化会館もこんなのでは小さいからも
っとでっかいのということは、もう目に見えており



 

 

ます。 
 そこで、これから大きなものといっても、なかな
か大変なことかと思いますので、私は町長に合併前
にきめの細かい行政をしていただきたい。 
 私の掌握している最も身近な話をします。五つ、
六つですね。南町３丁目の集会施設、江花の講堂つ
きの集会所、それから総合グラウンドのスロープ化、
そして排水の措置、それから宮町２丁目、これはあ
の辺伊東さん宅ひん曲がっているのですけれども、
それと同じく３丁目のきくや裏のこれの舗装、それ
から若い人はよく言います。ふれあい通りを雪のな
いようにしてもらえないか、ロードヒーティング化
です。それから、旭町４丁目の瀬田さんの横に道路
がないために、回覧板を持つのに観光道まで出なけ
ればならないという話も出ています。あれに道路を
新設して、職員住宅前につなぐと。 
 そのほか、要望たしか上がってきているはずです、
いろいろなものが上がってきていると思います。私
にはわかりませんけれども。そういうようなの全部
やってあげてはいかがですか。大きなものをやらな
くていいですよ。きめの細かいのだっとやったらい
かがですか。福祉施設はやるべきですよ。福祉施設
はもうがっちりやるべきだと思います。 
 合併が来ると、こういう小さい話にはならなくな
るのですよ。この合併に当たって、執行者と議会は
車の両輪です。後で議員は何やっていたと必ず言わ
れます。町長も言われます。これは講師の先生も言
っておりましたね。言われますよ言われますよとい
うことを言っておりました。 
 そして、これやっぱり論議もする。話しもするが、
やることもやっていった方が私はいいと思います。
時間的にはもう今しかないというように思います
が、今言ったことについて、町長いかがお考えにな
りますか。 
 次に、自治労関連についてですが、相変わらず町
長は自治労に手も足も出ないということを言ってお
られます。 
 また、今の答弁の説明、何かわかりません、聞い
ていて。だめだと言ったかと思ったらいい、どうな
んだ、結論がさっぱりわからないのです。 
 それで、富良野市議会がきのうありました。同じ
質問がありました。今、富良野市は選挙の真っ最中
です。同じ質問がありましたので私行って、傍聴に
行きました。そうすると、市長は当事者ですから、
助役が答弁に立ちまして、職員の選挙活動は地方公
務員法第３６条に違反する。違反行為のないように
厳重に指導する、この一言で終わりです。この一言
でいいのです。何ぼ何かわからないことを１時間言
われてもわからないです。 

 それでお聞きしますが、この議会が終わったら春
闘と称して、すぐまた赤腕章が出てくると思います。
これを町長は許可をされるのか。議員も含め、住民
の質問に職員は答えられるのか、どのように対処す
るのか。赤腕章何でしているのかと聞かれて説明を
したそのときには、即職務専念義務違反になります。
質問に答えない場合も、町民の質問に答えない、こ
れも義務違反になります。こういうつらい立場に置
かれるのです。いじめて言っているのではないので
すから、私は。どちらも地方公務員法違反で、これ
は処罰の対象ともなります。赤腕章ということを聞
いたら、私はこれ聞きに行きます。しかも、管理職
をそばに置いて聞きたいと思いますが、いかがお考
えになりますか。 
 今の質問、最初の資料を９月１３日に受けており
ながら、７カ月、下手すると１０カ月ですよ、６月
まで。なぜこういうことになったのか。議会軽視を
したのですかということを聞いているのです。この
議会軽視をしたのですかということについては、同
僚議員もいろいろなところで言っているのです、い
ろいろなところで。車の件であるとか、しかしなか
なか核心に入れない。これは議会軽視につながると
いうことが、これが１点と、あと自治労の件ですね。
お尋ねをいたします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １１番梨澤議員の再質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、市町村合併についてでありますが、どうも
議員と市町村合併は歯車合わないのかなと。私とい
たしましては、市町村合併は反対でもなければ、賛
成でもない。これは町民の皆さん方が最終的に決断
をするものという認識におります。 
 市町村合併支援プランが９月１３日に町の方に来
ていたのが、議員に提供されていない、これは議会
軽視でないかということでありますが、行政情報と
いうのは、我々自治体に国から道から、それから上
川支庁を通じて、あるいは開発建設部だとかいろい
ろな部分から行政情報というのは自治体に入ってま
いります。これらの情報をすべて議会の皆さん方に
情報を提供するということにつきましては、それぞ
れ皆さん方が必要な希望する情報については、決し
て隠しはしません。要望に対しましては、その配付
はさせていただきますが、自治体に入りましたこれ
らのすべての膨大な情報をすべて逐一、申しわけご
ざいませんが、議員の皆さん方にすべてを提供する
ということにつきましては、なかなか難しい部分も
あるなというふうに思いますので、必要な情報につ
いて、ひとつ要求をしていただきたいというふうに
思うところでありまして、決してそうなかったから



 

 

議会軽視である、国から自治体に入ってきた情報を
議会に提出しなかったから議会軽視であるという判
断には、ひとつ立たないでいただきたいと。我々は、
情報提供は決してしないということを申し上げてい
るわけではないということで御理解をいただきたい
と思います。 
 また、この市町村合併支援プランの今情報公開を
しております部署に、市町村合併のコーナーをつく
ってございます。そこに議員が御指摘のように対応
されていなかったということにつきましては、これ
はまことに申しわけなかったと。即担当部署に指示
をいたしまして、市町村合併に関係するそのものに
ついて、開示の場所に対応させるよう指示をいたし
たいと思います。 
 それから、市町村合併につきましては、先ほど来
申し上げておりますように、ことしは町民の皆さん
方の声を聞きながら、その方向を定めていきたいな
と、町民の皆さん方の御意見を聞きたいなというふ
うに思っております。ただ、私の耳に入ってくるす
べては、町村合併については、ノーという町民の声
がすべて私の耳に入ってきております。ただ、そう
でないイエスの人も多々いるであろう。中にはいる
であろうというふうに思っておりますが、ただ私と
しては、さきにも申し上げましたように、安易にあ
めにぶら下がって町村合併の道を選ぶのか、今厳し
い財政状況の中で、むちを打たれているのが現実で
ありますが、それに耐えていくのか、将来的に我が
町を町村合併をしてどういう将来像を描いていくの
か、このままの状態で富良野盆地母村の上富良野町
として、小さくとも、ささやかでも、町民とともに
できるまちづくりを目指していくのか。私は、決し
て財政的には厳しいむちが今打たれてきております
から、厳しい過渡期があると。これに耐え得るため
には、先ほど来言っている健全財政維持方針に基づ
いた、あるいは行財政自治改革を十分に見きわめな
がら、財政の運営に過ちのない対応をとり進めなが
らまちづくりを目指していかなければならない。合
併すれば、議員おっしゃるように１０年間という期
間はありますけれども、優遇措置されます。しかし、
昭和の大合併で合併した各地域が、やはりどういう
まちづくりの結果を生んでいるかというようなこと
も含めながら、十分に北の端におる上富良野町が、
合併によってどうなるのかということを将来像を十
分描いた上で判断をしなければならないし、町民の
皆さん方がその道を選んでいただきたい。 
 今、若い青年部の皆さん方が、この問題について
始終研究会を開いているということは、大変いいこ
とだなと。そういう盛り上がりが町民の中から出て
くることによって、町はそういったものに支援をし

ながら、協力をしながら、情報提供しながら、町民
の皆さん方が最終的な我が町の将来像を描いてくれ
るものと。それに対して、行政が判断するべきもの
というふうに考えておりますので、ひとつ御理解を
賜りたいなというふうに思います。 
 それから、次の自治労問題でありますが、町長は
まるっきり何も自治労には歯が立たないのかという
ことでありますが、職員組合とは、もう既に今定例
会にも職員定数の削減を、条例の改正を提案させて
いただいておりますが、あるいは特殊勤務手当、い
ろいろな部分について職員組合との話し合いの中で
取り進めさせていただいておりますし、昨年暮れの
寒冷地特別加算につきましても、我が町と南富良野
町は率先して廃止をするということで、職員組合の
理解は得ておりませんが、職員組合としては賛同は
していただいておりませんけれども、そういう対応
を進めてきているというようなことで、職員組合と
労使双方の関係というのは、これは労働組合法で認
められた運動展開、団体交渉権を持っているわけで
ありますから、労使双方の関係というのは、円満に
うまく仲良く対応していける関係を維持していきた
いというふうに思っております。 
 ただし、地方公務員法、我が町の例規集すべて規
定条例等々の中で、違反する行為がある部分につき
ましては、厳選な処分をしなければならない。処分
をもって対処していくべきものというふうに認識し
ております。 
 また、赤腕章の問題につきましても、決して多く
の町民が来庁するこの施設で、赤腕章というものは
認められるものでありません。私としては、承認を
いたしているわけではありませんが、組合運動の一
環として、職員が対応するそれぞれの機関における
赤腕章の設置につきましては、私としてはそれを承
認いたしてはいないということで御理解を賜りたい
なというふうに思います。 
 職員もまた、そういった認識でもって、組合活動
においても常識ある活動をしてくれるものと、常識
ある職員であるということを私は信じてやまないと
いうふうなことで御理解をいただきたいと思いま
す。 
 ちょっと１点、先に戻ります。道庁の職員が合併
したのが勝ち組みで、合併しないのが負け組みだと
いう発言をしたわという議員の御質問状をちょうだ
いいたしました。私は、上川支庁あるいは道に対し、
道職員が自治体合併をそのように見ているのか、そ
ういうふうに指導しているのかにつきましては、今
道が自治体合併の推進要綱を定めて、各自治体の自
主的な判断でもって市町村合併の推進を図るという
ことを基本に設けた道は推進を図っているわけであ



 

 

りますから、その中で、合併したのは勝ち組で合併
しないのは負け組だぞと一職員が、道職員が言った
ということにつきましては、私は近々札幌へ出たと
きには、厳重にこのことにつきましては担当者、上
司に対して、総合企画部の地域振興室長に対して厳
重に申し入れていきたいというふうに思っておりま
す。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜ります。 
 １１番梨澤議員。 
○１１番（梨澤節三君） ここに町長、ただいま件
はここに、きょうのこれに載っておりますから証拠
もあるわけですね。町長が言うと反対するような、
合併反対と聞こえますよ。 
 それで、この中にありますけれども、昭和の合併
は失敗だったと。何でだと言ったら、住民の声を無
視した官主導の体質が指摘されているのです。住民
の声を、住民の声なんか出っこないじゃないですか、
資料も何も出さなかったら。町長の言うあめという
のはどこにあるのですか、あめどこにもないんじゃ
ないですか。話も何もできないのです。 
 それで、こういう口振りになっても一生懸命だと
いうことでもって。 
 それで、ちょっと先一緒に考えましょう。さきの
議員協議会で、同僚議員の質問の中に、町財政の中
期試算について、なぜ平成２０年まで試算をしない
かということで、けんけんがくがく白熱した議論が
展開されたのですね。私も大変関心を持って聞いて
いました。ところが、議長が質問議員の質問をとめ
に入られたり、いつの間にか休憩になったりという
ことで、お聞きしたかったのですが、今お聞きした
いと思います。同僚議員もここで質問やっておりま
すね。それで、私聞いてみたいと思います。 
 その前に、ずっと考えていきますよ。平成１５年、
来年です。統一地方選挙があるのです。我々議員の
選挙です。翌１６年１２月に町長選挙があります。
その３カ月後に、平成１７年３月ですよ。合併特例
法がなくなるのです。だからやるかやらないか、そ
こまでなのです。やらなかったら、ああいいですよ
といって、国はもうお金やらないで済むから喜んで、
ああいいですよといって、その後何ぼやったって知
ったことではないですよということなのです。だか
らといって、町長ここで私がやるぞということを言
っているのでないように聞いてください。ちょっと
も反対ではないのですよね。私も推進ではないので
すよ。 
 それで、合併となったら、平成１７年に町長はい
なくなり、議員は激変緩和策で設置選挙が行われる
のです、平成１７年。そうすると、国、道の中期予
算は激変緩和ということで、平成１８年度までは合

併前の予算が示されるのかと思います。平成１９年
３月に、１５年、１６年、１７年選挙です。１９年
は正規の選挙があって、正規の市長、市議会選挙が
行われて、完全に上富良野町という自治体が消滅し
ます、１９年に。１９年４月以降。そうするとどう
です、恐ろしいでしょう、消滅するのですよ。そし
て、平成１４年度の、いいですか、これは情報です
よ。平成１４年度の富良野市の特別交付税も４億円
削減されてきています。 
 また、同僚議員が前に質問しておりました、予算
委員会ですね。議員協議会ですか。中富良野、上富
良野の町立病院はどうするのだということを言って
おりましたけれども、これは前にちょっと言いまし
たけれども、上富良野には厚生病院が新築されて、
これは壊されます。中富良野は新しいから療養型病
床群になっていくという、こういう話も出ているの
です。こういうことで、この自治体が１９年になく
なっているわ、病院はこうなるわという話が進んで
いっていると思わなければなりません。真剣に我々、
だから取り組まなければならないと思うのです。 
 国益という言葉がありますが、我々はこの地域の
地域益ですよ。住民に決して損をさせないように、
早目早目に情報を出して、真剣に住民の皆さんに考
えていただかなければならないように、町長も議会
も取り組まなければならないのです。 
 町長にお尋ねしますけれども、平成１９年、いや
１７年ですかね、上富良野町という自治体は存在し
ているかどうか、どのようにお考えになるかお聞き
いたします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １１番梨澤議員の御質問に
お答えさせていただきますが、合併は、私はもう私
の立場で現在反対でもなければ賛成でもないと。た
だ、個人的な考えはあると。しかし申し上げるわけ
にはいかないと。町民の皆さん方が基本的に判断し
ていただけるものと、私はそのためにことし１年町
民の皆さん方と、この合併をテーマに語り合ってい
きたいと、そういう広聴活動をしたいということで
考えております。 
 今、議員町長よと、平成１９年になったら上富良
野町なくなるのだぞと、上富良野町の町立病院もな
くなって厚生病院ができるのだぞと、もう厚生病院
ができるのはありがたいことだなと思いますが、ま
だそんな話は全くありません。町民が知らないうち
に、議会が知らないうちに、言うならば町長である
私も知らないうちに、いつの間にか上富良野町がな
くなって、どこかへ行ってしまったわということに
は、これはまるきり国の施策と言えども、１００％
生ずることではないと、私はそう思っております。 



 

 

 国は、１７年までの、この優遇措置期間中に合併
推進を図っていけば、そのスケジュールの中で、１
９年には最終的なその合併した自治体の選挙を開始
して、新しい首長を決め、新しい議会議員を設定す
る、その最終の年月が１９年であるというふうには
私は認識しておりますが、そのときに上富良野町が
なくなるということは、１００％考えておりません。 
 そういうようなことで、この合併につきましては、
あくまでも今後町民の皆さん方と十分に語り合いな
がら、そして今後の上富良野町の将来像をどのよう
にして描いていくのか、今我が町が描いている第４
次総合計画をどのように実現、具現化していける対
応ができるのか、そういうことも十分考えながら合
併の道を選ぶのか、独自の自治体形成で、富良野盆
地の母村としてこのまま上富良野町として自治体形
成をしていくのか、これらは地域住民の大きな判断
であるというふうに思っておりますので、御理解い
ただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１１番
梨澤節三君の一般質問を終了いたします。 
 この際、暫時休憩いたします。 

──────────────────                

午前１０時４５分 休憩 
午前１１時０４分 再開 

──────────────────                

○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を
開きます。 
 一般質問を続けます。 
 次に、１番中村有秀君。 
○１番（中村有秀君） 私は、さきに通告をいたし
ております３項目８点につきまして一般質問を行い
たいと思います。 
 まず、第１点目は、地域高規格道路旭川十勝道路
についてでございます。 
 昨年の秋ごろから、富良野市中心におきまして、
この旭川十勝道路の中の富良野道路の関係につい
て、いろいろ議論が市民の中で展開をされておりま
す。そういうことで、早晩何年後になるかわかりま
せんけれども、旭川から占冠、そして十勝にこの道
路がつながるように承っております。したがいまし
て、それらの関係についてお尋ねをいたしたいと思
います。 
 まず、第１点は、旭川十勝道路整備促進期成会が
平成６年１２月１５日に、我が上富良野を含めて９
市町村にて設立総会が行われました。このらの設立
目的と経過及び当町の期成会の参加姿勢についてお
伺いをいたしたいと思います。 
 次に、第２点は、旭川十勝道路の計画路線の指定、
それから調査区間の指定、整備区間の指定というこ

とで、平成６年から順次本年までそれぞれ進んでお
ります。したがいまして、それらの視点についての
経過はどのように進んでいるのか、これらをお尋ね
いたしたいと思います。 
 続きまして、第３点は、当町の関係では十勝岳噴
火に備える防災面での必要性が強調されておりま
す。しかし、半面観光面で危惧されているのが非常
に大きいので、それらを含めた方針についてお伺い
をいたしたいと思います。 
 次に、第２点目、町民証の発行についてでござい
ます。 
 町内外のさまざまな分野で氏名、住所、生年月日、
年齢等の本人を証明する機会がふえてきています。
実際証明を要するときには、保険証や運転免許証等
を持参し、その証明の求めに応じております。しか
し、高齢者になれば、運転免許証等の持たない方も
いらっしゃいます。 
 また、施設等の利用のたびたびに保険証や運転免
許証を持参するのも大変であり、特に亡失等も考え
られます。 
 また、今定例町議会で町内の各施設利用に、６５
歳以上は無料化への条例改正が提案されています。
各施設の利用の際の確認とともに、事故や災害の発
生時に氏名、住所、連絡先等が速やかに確認ができ
ます。 
 以上の観点から、写真入りの町民証の発行を行う
べきと考えるが、それらについてお尋ねをいたした
いと思います。 
 次に、第３点目、町立病院の運営でございます。 
 町立病院の運営については、非常に厳しい意見が
町民等にもあります。したがいまして、当面４点に
ついてお伺いをいたしたいと思います。 
 第１点目は、平成１３年２月から院外処方箋が発
行されている。過去１年間の発行状況を院内、院外
別どのような状況になっているかお尋ねいたしま
す。 
 それから、第２点目は、院外処方箋移行前と現行
実施での必要薬剤師の算出基礎数についてお尋ねい
たします。 
 次に、第３点は、処方箋の発行に伴う応需薬局へ
のファックスの利用状況はどのようになっている
か。昨年の１２月設置をされておりますけれども、
それらを含めて御答弁をお願いたいしたいと思いま
す。 
 それから、第４点目は、薬剤管理指導業務の取り
組みについてでございます。 
 平成６年の薬剤の関係の法律改正によって、薬剤
管理指導業務が新たに出ております。それらの関係
で、当町立病院でのこの取り組み状況はどうなって



 

 

いるかということでお尋ねいたします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １番中村議員の御質問にお
答えさせていただきたいと思います。 
 まず、１点目の御質問の地域高規格道路、旭川十
勝道路に関する１点目、旭川十勝道路整備促進期成
会の設立目的、経過等についてでありますが、平成
６年１２月に旭川市、東川町、東神楽町、美瑛町と
富良野圏域５市町村の２市６町１村の九つの自治体
の構成により、旭川十勝道路促進期成会が発足を見
たところであります。 
 この会は、上川中部、南部圏域と十勝圏域を高速
で連絡する旭川十勝道路の早期実現を目的に結成さ
れたものであります。本町にとりましても旭川十勝
道路は、活火山十勝岳を抱えていることから、有事
の際の避難経路、緊急医療の搬送ルート、農畜産物
等の物流経路の確保、また観光振興の面からもスム
ーズな移動による観光客の増加等が期待できるなど
の点から、設立当初より期成会に参加し、要望活動
を行ってきているところであります。 
 ２点目でありますが、平成６年１２月に旭川市か
ら占冠村までの間約１２０キロが計画路線の指定を
受けて以降、調査区間といたしましては、平成７年
に中富良野町と富良野市の間２０キロが指定を受
け、平成８年に旭川市から東神楽町の２３キロ、平
成１２年には東神楽町から美瑛町の１６キロが指定
されてきております。 
 また、平成１０年には、富良野市学田から富良野
市上五区の８キロが整備区間の指定を受け、環境ア
セスメントの手続を経て、平成１３年に該当市町村
における説明会が行われてきております。 
 ３点目についてでありますが、本町の観光の主体
をなす観光資源は、十勝岳、ラベンダー、温泉、ま
た、なだらかな丘が続く景観であると考えておりま
す。現在のところ、国の方からルート設定の協議は
一切ございませんが、議員から御意見がありました
ように、景観保全等の観点から危惧される点も考え
られますので、これらの観光資源に配慮し、自然と
調和した道づくりを強く要望してまいりたいと考え
ております。 
 次に、御質問２番目の町民証の発行につきまして
は、既に市町村において実施されているところもあ
りますが、御質問いただきましたとおり、各地の施
設利用などに関しましては、年齢要件等の区分も必
要になってきており、本人確認に対応するものにつ
いては、運転免許証などが一般的に提示さているの
が現状であろうかと思います。しかし、より簡易な
方法で本人確認のため町民証のようなものについて
検討することは、町民の皆様方の利便性にも対応し

得るものではないかと存じます。 
 一方で、個人情報などプライバシーについては、
より高い制度で守らなければならない社会でもあり
ますので、今後もこれら本人確認手法の一つとして
の御提案の町民証発行につきまして、他市町村事例
等を参考にしながら可能な方法を模索し、実現に向
けて研究を進めてまいりたいと考えます。 
 次に、３番目の町立病院の運営に関しての御質問
の、１点目の過去１年間の処方箋発行状況でありま
すが、時期によって若干の変動はありますが、昨年
２月から本年１月までの平均は、１日１１８件で、
うち院内処方が６０件、院外処方が５８件と、ほぼ
半数が院外処方となっておる現状であります。 
 次に、２点目の院外処方箋発行前と発行後の必要
薬剤師の算出基礎数についてでありますが、薬剤師
の配置は医療法に定められており、算出に当たって
は、療養型病床群にかかわる病室に収容されている
入院患者の数を１５０をもって除した数と、療養型
以外の病床群以外の病室に収容されている入院患者
の数を７０をもって除した数、及び外来患者にかか
わる取り扱い処方箋の数を７５をもって除した数を
加えた数が必要な薬剤師になっております。 
 この算出から、院外処方箋移行前には２.９３人必
要とされ、薬剤師１名が不足でありましたが、移行
後１年が経過した現在は、１.６７人でよいことか
ら、現行の２人体制により薬剤業務等を行っており
ます。 
 次に、３点目の院外処方箋発行に伴う応需薬局へ
のファックス利用状況でありますが、昨年２月の院
外処方箋発行時に、院外処方の促進及び定着のため
の患者サービスとして、病院側から患者の希望する
応需薬局へのファックス送信を開始いたしました。 
 病院側での取り扱いは一定期間とし、引き続き応
需薬局が業務を行うということで、応需薬局みずか
らファックスの設置など諸準備を進めてまいりまし
たが、稼働に当たっての課題処理のため、現在まだ
患者さんの皆さんには御利用いただけない状況下に
ございます。 
 このファックスの取り扱いについては、引き続き
応需薬局と協議をしてまいりたいと考えております
ので、御理解を賜りたいと存じます。 
 次に、４点目の薬剤管理指導業務の取り組みの状
況でありますが、入院患者に対する投薬、注射に関
しての指導の実施に向けて、薬剤師と医師などの協
議において、薬局薬剤業務の見直し及び指導のマニ
ュアル化等体制の整備を進めております。 
 この業務処理を新年度予算に計上いたしておりま
す医療事務システムの中に取り組んで計画をしてい
ることから、これら機器の整備後において業務に着



 

 

手し、２カ月程度の試行後、北海道への提出を行い、
本格的には下期から業務を開始するよう進めてまい
りますので、御理解を賜りたいと存じます。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 １番中村議員。 
○１番（中村有秀君） まず、十勝道路の関係で、
期成会の関係でまずお尋ねをいたしたいと思いま
す。 
 成立当初より期成会に参加をされてということ
で、今町長の答弁がありました。その中で、参加を
して要望活動を行ってきたところですという答弁だ
った。したがいまして、私たち一番心配するのは、
どこのルートに行くのか、それからインターがどこ
に設置をされるのか、それからもう一つは、国がや
るとは言っても、やはりいろいろな要望をしていか
なければだめでないかという関係もございます。そ
ういうことで、町長としてどのような要望を行って
きたのか、その内容について確認をいたしたいと思
います。 
 それから、第２点は、平成１４年１月２１日に、
上川地域連携会議の南部ブロック会議が開催されま
した。これは国、道からも来ております。その中で、
議題として地域高規格道路旭川十勝道路について、
ある面では新聞記事によりますと、早期完成を求め
るという首長もいたし、それからもう一つは、既存
の国道の道路改良を優先すべきだという意見もあっ
たということでございます。そういうことで、その
会議の場で、上富良野町長としてどのように発言を
されたかお伺いをいたしたいと思います。 
 それから、第２点目の路線の指定、調査区間、整
備区間の指定でございます。先般、旭川開発建設部
主催で、３月１日に第１回景観検討委員会が開催を
されたという新聞記事があります。その中で、旭川
十勝道路の一部、いわゆる富良野道路、富良野山部
から中富良野福原間の２０キロメートルの関係で記
事が掲載をされておりました。この経過の中で、今
町長の方から答弁のあった富良野、中富良野２０キ
ロは平成７年８月２３日、それから旭川東神楽、こ
れ旭川空港までということで、これは平成８年８月
３０日、これが２３キロありますよと。そうすると、
東神楽から美瑛間、美瑛町美馬牛まで、これが平成
１２年１２月２０日に、これ１６キロメートルが調
査区間になっている。そうすると、完全に中富良野
と上富を通って美馬牛の間がどうなっているかとい
うのが、一番町民が関心の持っているところなので
す。ところが、旭川開発建設部の図面を見ますと、
このように全部工事区間Ａ、区間Ｂ、区間Ｃ、区間
Ｄということで明らかになっているのですね。です
から町長の言う共に町をつくるということであれ

ば、これらのことを町民に知らしめたり、もしくは
商工会だとか観光業者だとか、そういうものを含め
ていろいろな意見を聴取すべき立場であろうし、ま
た議会にもそういうことで知らせるべきでないかと
いう感じがいたします。そういうことで、これらの
関係について、町長はどう考えているかということ
でお尋ねを申し上げたいと思います。 
 それから、第３点目、十勝岳噴火ということで非
常に上富良野町民としては、有事の際の避難道路の
確保、もしくは旭川から富良野に向ける人たちの避
難道路の確保ということで、非常に心配をされてい
る面があります。しかし、現実にバイパスができた
ときに、上富良野の町内の商工業者が自動販売機は
大幅減だ、それからガソリンスタンドもそうだわ、
それから車が通る回数が少なくなって町への活気が
なくなったと、いろいろな心配をされております。
当然今町長が答弁された上富良野町の景観をどう保
持していくかということで、いろいろトンネルを掘
るだとか、いろいろな関係が今言われておりますし、
それから今回山部から中富良野福原につきまして
は、基本的にこういう景観保持等、それからやって
いくということで今出されております。それで、ま
ちの中ではいろいろな意見があります。当初この道
路をつくるときに、東回り、それから西回り、それ
からもう一つは、市街地の現在の国道に高架でやる
という三つのルートがあったのだけれども、最終的
に西回りということで、今のルートが確定をしてお
ります。そんな関係で、僕はやっぱり観光面ばかり
でなくて、いろいろな面を含めて、やはり町として
関係団体に意見を聞き、そして要望するところは要
望すると。言うなれば、もう現国道からどんどんど
んどん離れていって、山の中を通るということにな
ると、今の富良野の言うなれば宣伝力を対抗してい
くと、やはり上富良野には、今の段階で思い出の富
良野、それから松尾ジンギスカンのところを通って、
そのままもう富田ファームへ行くという通路になり
つつあります。そうすると、いよいよ上富に通過す
る観光客等が激減することが予想されます。そんな
関係で、町としてそれらの関係をどのように考えて
いるかということでお尋ねいたしたいと思います。 
 それから、２項目めの町民証の発行でございます。
現実に、私も何カ町村に、東川にお邪魔をしたり、
それから今実施されている東川町、それから留萌、
それから６月から実施されようとしている千歳等に
も電話等で確認をいたしました。すると意外な経費
で、安い経費でできているということなのです。例
えば、東川のことを申し上げますと、平成１３年４
月１日から実施をしております。顔写真はデジカメ
で町で撮影をすると。それから、表面の表紙、言う



 

 

なれば名刺よりちょっと大きいような形でつくられ
ているということで、大雪山だとかいろいろなあそ
この東川町の写真の町も含めて、そういうようなも
のの表紙を１０パターンを用意をしていると。今、
観光協会で名刺の販売をやってますけれども、あれ
と似たような形で１０パターン。留萌ではこれを１
２パターンをつくってますね。 
 それから、ラミネート仕上げで、東川の場合発行
手数料１枚５００円と、それから留萌の場合は諸証
明料ということで２００円でやっております。そう
いうことで、留萌の場合、自衛隊の方もおられます
けれども、記念でそれを、留萌に住んでたというこ
とで、記念でそのまま持ち帰っている方もいらっし
ゃるのですね。そんな関係で、有効期間は５年で、
それぞれの自治体の中でしか有効できないとうよう
なことで取り決めをしながらやっているということ
でございます。 
 そういうことで、今町長の答弁では、他の市町村
の事例等も研究してということでございますので、
できればいつごろ実施をするかということでお尋ね
を申し上げたいと思います。 
 次に、第３点目の町立病院の関係でございます。
平成１２年１２月に、翌年の２月、言うなれば１３
年２月から院外処方箋をやりますよ、それから１３
年１２月の議会で同僚議員の質問に対しても答えて
ますけれども、院外処方箋の発行に関する病院の基
本的な考え方は、原則院外ということで考えていま
すということでございます。それで、資料を見ます
と、院外処方箋の最高が５４.９％なのですよね。最
低が４５.１％、ということで、非常に低率なのです
ね。 
 ちなみに、美瑛町で聞きました。美瑛町は医事課
の人に聞きましたら９８％院外に出していると言う
のですね。そういうことで、非常に基本的に院外を
するという感覚から言うと、ずっと月別のデータを
見ましても、大体最高は５４、最低が４５だといっ
たら、おのずから５０％前後というような状況が確
認をされます。したがって、私はできるならば院外
へ、できるだけそれらの高齢者、それから今までの
流れからの事情があろうかと思いますけれど、何と
かそれをクリアしながら、この原則院外という方法
で何とかこのパーセントを上げていって、そして必
要薬剤師等の今後の、言うなれば利益を上げるため
の方法ということを具体的に考えていかなければな
らないのでないかと、そういうことで今後の院外処
方箋の発行の姿勢ということでお尋ねをいたしたい
といと思います。 
 それから２点目は、院外処方箋以前と薬剤師の算
出根拠でございますけれども、今の答弁によります

と、今までは非常に多かったと。２.９３人のところ
を薬剤師２人でやっていたと。今回の移行後は、試
算資料では１.６７人ということで、２人でよいとい
うことで、０.３３が浮く形になります。人の関係だ
から、それはもう１.６７というわけにいきませんの
で、２人ということで、現行の薬剤師体制で行くと
いうことは、私は結構だろうと思いますけれども、
ただ薬剤師２名、それから正職員１名、臨時職員２
名の体制で今まで来ておりました。しかし、それら
の薬剤師以外の職員の、臨時職員の関係等も含めて、
やはり院外処方箋が５０％前後になっている、これ
からまた上がっていくということになると、これら
の関係について十分検討すべき事項ではないかとい
うことを考えます。それらについて、確認をいたし
たいと思います。 
 それから３番目、院外処方箋発行のための応需薬
局のファックスの利用なのですが、平成１３年１２
月にファックスが設置をされているのですね。そし
て使用方法も、①はどこどこ、②はどこどこ、③は
どこどこの薬局というようことで、使用方法があそ
こに掲示されているのを私も何回か見たのですけれ
ども、その後これらが進んでいないと。それで、こ
の応需薬局の窓口である若林さんにちょっとお聞き
したのですね。そうすると、そういうことで応需薬
局として体制をつくってほしいということで、電話
債券７万円を買った。電話の工事料もかかった。そ
して電話番号も４５の９８０１ということにもなっ
た。しかし、使ってはならないと。この使ってはな
らないというのは、特に利用される方が高齢者であ
り、そういうことで、今の状況では２週間に１回の
薬ということであれば、なかなか１回だれかに教え
られても、なかなか覚え切らないという現状も僕は
理解をできます。 
 そういうことで、これらの関係について、設置さ
れたのに、まだこれらが稼働ができなかったという
理由、稼働に当たっては課題処理のためということ
で、現在まだ皆さんに利用いただけない状況という
ことでありますけれども、これは１２月、１月、２
月、３月、それらの期間の中で、この課題処理がな
ぜできなかったのかという点をお尋ねしたいと思い
ます。 
 それで、若林さんに聞きましたら、あそこの町立
病院の中に一応ファックスは置くと。そういうこと
で、１４年の３月１日付で目的外使用の書類を出し
てくれと言われていると。そうすると、もう具体的
に煮詰まっているのかなという気がいたします。で
すから、申請を出してくれと言った段階では、これ
らが進められているのかなという気がしますので、
その点、応需薬局の窓口である若林さんとどういう



 

 

話でそのことが言っているかということでお尋ねい
たしたいと思います。 
 それから、第４点目の薬剤管理業務の指導の取り
組み状況です。昨年１２月の定例議会で、町長はこ
ういう答弁をしているのですね。平成１３年２月に
院外処方を実施した段階で、新年度からということ
は、平成１４年度から、薬剤管理業務を行い、年度
からすれば平成１３年度になりますね。新年度から
薬剤管理指導を行い、入院患者に対する指導を行う
よう指示しておりましたが、病院内の調整が十分進
まないままということで、私といたしましては、早
急に実現するよう指示しているということでござい
ます。そういうことで、本来ならば１３年２月から
実施した段階で、もう１３年の新年度から、これは
もう取り組んでいく姿勢があるべきだなという気が
いたします。 
 ところが、きょうの答弁を見ますと、業務処理を
新年度予算に計上しております。医療事務システム
の中に組み込みを計画され、これらの機器の整備後
において業務に着手ということで、言うなれば薬剤
師の時間的なものが非常に多くなってきている。そ
のためには、この薬剤管理指導料というもので十分
収入をつくるべきだと、そういう姿勢がこの取り組
み状況から言うと、非常に希薄だという感じがいた
します。町民の各分野で補助金の削減だとか、いろ
いろな面で負担を強いております。そうすると、こ
ういう部面で、まあ１回指導すれば３５０点、１点
１０円ですから３,５００円が入る。機械的に８０床
があるからということにはならないと思いますけれ
ども、あくまで１週間、１カ月に４回できるという
ことであれば、それらについて努力をすべきだし、
それらの機器の整備ということでなっておりますけ
れども、それであれば、これらの機器の整備が何が
必要であってできなかったのか、その機器の整備の
内容についてお伺いをいたしたいと思います。 
 ある面では、薬剤管理指導業務は平成６年の診療
報酬改定で行われてきております。そうすると、そ
の内容をずっと私見ますと、言うなればここで必要
なものは、医薬品の情報管理室というものですか、
そういうものが必要なのか、あとファックス等もい
ろいろある。コピーのあれ等もあるようですけれど
も、それらについて何も設備ができなくてこれまで
おくれていたのか、それとも内部調整で薬剤師、医
師との協議で十分進まなかったか、それらの理由に
ついてお尋ねをいたしたいと思います。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １番中村議員の再質問にお
答えさせていただきます。 

 まず、第１点目の旭川十勝道路、ルート、インタ
ーチェンジがどこにできるのだ、私も全くわかって
おりません。ただ、旭川占冠間１２０キロの計画路
線はでき上がっていると言いますが、今議員が持っ
ているような、そんな地図も私は見たことございま
せん。旭川開建へ行っても、まだこの地域について
は全く東側へ行くのか西側へ行くのか全くわかって
おりません。ただ、うわさでは西側へ行くだろう、
西側へ行くだろうというような話は聞いておりま
す。今はっきり決まったのは、整備区間として決定
された部分については、これははっきりアセスも終
わってますから、この区間ははっきり決まっている
ということについては、私自身情報として受けとめ
ます。ただ、他の部分については、今調査区間の部
分についても、今どこをどう動くのかということに
ついては、私は旭建の方からも、その情報は聞いて
おりません。わかっておりません。 
 今、東神楽から美馬牛まで、美瑛町の要望として
は、東側を空港からの道路をつくりたいわという要
望等々についてのお話は聞いております。ところが、
国として、旭川開発建設部として、この十勝道路の
図面は、一切私どもも承知しておりません。ですか
ら、当然計画調査区間になっている部分についても
そういう状況ですから、調査区間の指定も受けてな
い上富良野美馬牛間、中富良野美馬牛間については、
全く私どもの承知していないと。そういった部分が
出てくれば、議員おっしゃるとおり住民の皆さん方
の意見も十分聞きながら、東側がいいのか西側がい
いのか、そういうようなことも含めて十分、先ほど
お答えさせていただきましたように、我が町の観光
の最も重要な資源であります景観を阻害させないよ
うな、そういうような対応を図っていくように調整
をさせていただきたいというふうに思っているとこ
ろであります。 
 それから、今日までの要望の中で、我々期成会の
中では、今計画路線が決定された。そして、その中
で調査区間が指定されていない調査区間を早急に調
査区間に指定してください。調査区間が指定されて
いるところにつきましては、早急に整備区間として
の昇格をしてくださいと。整備区間としての指定さ
れている区間については、早急に工事着工に取り組
んでくださいという今国に対する期成会としての要
望を展開しているという状況でございます。 
 それから、過般１月、上川南部のブロック会議が
ございましたが、その中で一部首長さんの御意見が、
あたかもこの十勝道路について、全面的に賛成でき
ないわというような御意見のような報道がされまし
たが、決して皆さん方賛成していないのというので
はなくて、この旭川十勝道路の建設に向かっては、



 

 

賛成はしているけれども、ただそれと同様に、現存
の既存の国道の整備、これも同時にやってもらわな
いと困るよと。この国道の整備を渋滞交通事故防止
策、いろいろな面でその対策を講じてもらわなけれ
ば困るということの強い要望であり、また一部につ
きましては、先ほど言ったように、我々は道路とし
ては空港から東側を通る道路が欲しいのだわという
要望であるということであって、決してこの旭川十
勝道路に対する意見ではないというふうに私は認識
しておりますし、私自身も当日御発言させていただ
きましたのは、国道２３７、花人街道として設定さ
れておりますが、今国土交通省で対応しております
景観道路の認定、これらを含めた中での２３７の対
応について、私なりの考えを述べさせていただいた
ということであります。 
 それから、３月に入ってからの富良野市で行われ
た景観検討委員会につきましては、これは富良野市
の主催でありまして、私細部掌握はいたしておりま
せんが、議員おっしゃるような報道は目を通させて
いただいておりますが、やはりどの地域も、この種
の事業に対しましては、地域の景観と環境の問題が
大きな課題になっているということを認識いたして
おりますので、我が町の計画区間としての認定を受
けた段階においては、そこらの部分も十分議員御心
配の対応を図っていきたい。 
 特に我が町は、議員おっしゃるように防災面の対
応も図らなければならない。そして、観光客が素通
りされては困る。国道バイパスで我が町は経験をい
たしておるわけでありますから、そういったことも
含めた中で、十分精査した要望をしていかなければ
いけないというふうに思っております。 
 次に、町民証発行の件でありますが、これにつき
ましては、内部会議におきましても私としては、今
定例議会に御提案させていただいております使用
料、手数料の改正等々も含めた中で、６５歳以上の
方々に対する減免措置だとかいろいろな対応が施設
利用の中で数多く出てくるというようなことを含め
て、この町民証の発行につきましては、先ほどお答
えさせていただいたように、前向きで対処していき
たいということで、各部署に検討するように、発行
に向かって検討するように指示いたしております。 
 ただ、これらの部分につきましては、先ほど申し
上げましたプライバシーの問題、いろいろな問題が
ございます。そういったことも、また議員からあり
ました有料か無料か、そういった部分等もございま
すので、そういったことも検討しながら、私として
は、できることならばパークゴルフ場の開始する来
年度、新年度に向かっては、この町民証の発行につ
いて、全町民にするのか、高齢者にするのか、そう

いったことも含めて検討していきたいというふうに
思っております。 
 それから、町立病院の件でありますが、院外処方
が、何度もお答えさせていただいておりますように
基本であります。今現在５０、５０の状況でありま
すが、これは患者さんの対応を見きわめた中で、院
外処方の率は上げるように努めていきたいというふ
うに思っているところでありますし、そのことによ
ります患者さんの不便をどう解消していくか、そし
て患者さんの要望を受けながら、どうしてもやはり
院内で対処しなければいけない高齢者の方もいるの
かなと。ただ、我が町の町立病院にも門前薬局がで
きました。そういうようなことも含めていくと、当
初の考え方よりも以上に院外処方箋の推進が可能に
なったというふうに私自身は認識しておりますの
で、患者さんの不便さをある程度解消でき得たとい
うふうにも考えておりますので、この推進方を取り
進めてまいりたいというふうに思っております。 
 それから、ファックスの利用でありますが、これ
につきましては、過般ある議員からの御質問にもあ
りましたように、職員が対応することになりますと、
ややもすると応需薬局の問題等々も含めていろいろ
な問題がありますので、私の方で指示しているのは、
職員の対応は差し控えるようにと。最初の指導と申
しますか、覚える段階については、その対応はある
程度はやむを得ないにしても、職員が常時患者さん
にかわって対応するということは、ややもすると応
需薬局とのいろいろな問題があるので、私としては
的確でないという判断をいたしておりますし、過般
も他の議員から御質問で御指摘を受けておりますの
で、そういうことのないように十分注意したいと。 
 なぜファックスが設置されたのに、これが利用で
き得ないのか。これは、私の方で簡単な報告を病院
事務長から受けておりますのは、応需薬局間の調整
がつかないという報告を聞いております。細部につ
きましては、病院事務長の方からこの件につきまし
ての現状を、ひとつ事務局長の方から説明させたい
と思います。 
 私の方の報告につきましては、病院の問題ではな
く、応需薬局間の調整というような話を聞いており
ます。これは事実かどうかにつきましても、事務長
の方からお答えさせます。 
 それから、次の薬剤管理指導業務、これはもう私
は何度も、前にも御質問他の議員からも何度もいた
だいております。この院外処方をやることによって、
従前３名の薬剤師を設置しなければならない薬局
に、今現在は院外処方をやった一つの大きな目的と
いうのは、現状では３名の薬剤師を置かなければい
けない。１名増員しなければいけない。今の町立病



 

 

院の経営状況で、薬剤師の増員ということは全く考
えられない。そういうようなことから、院外処方に
踏み切ったと。そして薬価が、差益も非常に減額さ
れてきた。病院経営に大きな影響を及ぼさなくなっ
てきている。そういう中に、増員は１００％不可能
であるということで、院外処方を対応いたしました。
そして、現在１.６何人の対応になってきております
ので、私は１３年度の当初から事務長を通じて病院
の方には、薬剤管理指導業務を進めて、少しでも収
入の上がる手法を取り組みなさい。今まで２人で３
人分の御苦労をいただいていたわけですから、今１.
６人でやっているわけですから、少々御苦労いただ
ければ、薬剤管理指導業務ができるはずだと。少し
でもこの厳しい病院経営の中で収入を上げるように
しなさいということで、事務長には何度も指示をい
たしてきているところでありますが、残念ながら病
院内部の意識改革が、職員の意識改革が十分でない
と私は判断しております。現在の危機感を十二分に
持っていないという認識をしております。 
 新年度に向かっては、薬局からの職員は何名か引
き揚げさせよと、人事異動を対処しようということ
で、従前の薬局職員、人員は必要ないと。人員は人
事異動で、４月１日では人員を減らそうという考え
方でおりますが、その細部に対応でき得ない根本的
な理由につきましては、この件につきましても病院
事務長の方から御説明をさせたいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 病院事務長、答弁。 
○町立病院事務長（三好稔君） １番中村議員の御
質問にお答えをいたしたいと思います。 
 まず、１点目のファックスの取り扱いに関するこ
とでございますが、先ほど御答弁の中で、課題処理
というようなことで御答弁させていただいておりま
す。このことにつきましては、移行時病院が院外処
方の促進、定着といったようなことを大きな目的と
いたしまして、みずからファックス送信を行ってお
りまし。このことにつきましては、公的病院が限ら
れた薬局とのかかわりというようなことで適当でな
いといったことから、二、三カ月の期間行うと。そ
の後につきましては、応需薬局みずからから行って
いただくというようなことで、応需薬局との話し合
いの中で進めてまいりました。 
 そんなことで、先ほど御意見がありましたように、
１２月にはファックスを設置を完了し、患者の皆さ
んに応需薬局が設置したファックスを利用して処方
箋を送っていただくということになってございまし
たが、その時点で、応需薬局と病院側との話し合い
の中に不十分なものがあるといったようなことで、
十分な話し合いをされたいというようなことでの議

会からも御意見からをいただいたところでございま
す。そんなことから、応需薬局とも話し合いを持ち
ました。その結果といたしまして、病院側が再度と、
いわゆる所管委員会等にかかわる事項というような
こと等の応需薬局の判断から、応需薬局と十分な話
し合いにもならなかったといったことで、あくまで
もそういった中において、病院としてはどうするか
といったようなことで検討してまいりました。現在、
１００％近くを病院側からファックス送信を行って
いるという状況でございますが、そういった中にお
いて、患者さんにいわゆるみずからどこどこの薬局
に送りたいといったこととの違いがあるといったよ
うなことでの苦情もありまして、そんなことから、
現行のシステムについてはやっぱり改めなければな
らないというふうなことで、病院としての一つのも
のの考えを整理いたしました。そのことについて応
じ薬局と話し合いをしたいといったようなことでし
ておりまして、応需薬局自身として、その薬局自身
のものの考えを整理したいといったようなことにな
っておりまして、その話し合いが、まだ応需薬局自
体において行われていないということで、予定とし
ては、あすその話し合いが行われるといったような
ことでございます。そういった話を整理していただ
いた中で、さらに病院側とこのファックス送信につ
いての話し合いをさせていただくということになっ
てございます。そんなことから、１２月には設置い
たしましたが、まだ稼働状況になってないというこ
とで、こういった状況を踏まえて応需薬局と十分な
話を進めてまいりたいと思っております。 
 あと、医療機関の内容は何かといったことでござ
いますが、これにつきましては、本年度、新年度予
算において医療義務のシステムというようなことを
導入を計画いたしてございます。そんな中に、この
薬剤管理指導の業務として処理しなければならない
指導記録の作成等プログラムをこの中に盛り込んで
ございます。そんなことから、こういった機械処理
をいたしたいと。そのことによって、業務の効率化
を図りたいというようなことで考えておりまして、
そのシステム化によって、積極的にあとは業務開始
するよう進めていきたいと思っております。 
 また、おくれの理由につきましても、町長から何
度かその指示を受けてございました。院内において
もそういったことで取り組みについて、積極的に取
り組もうといったことで話し合いをしてきました
が、実態として今回お答えしたようなことでの取り
組みといったようなことでございまして、このこと
については、今町長からも御指摘あったように、非
常に今速度遅い展開といったことで、大変申しわけ
ないと思っております。 



 

 

 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜ります。 
 １番中村議員。 
○１番（中村有秀君） まず、高規格道路の関係で
す。上富の地形的な問題から言えば、十勝岳、言う
なればＪＲから東側のルートというのは、ちょっと
考えられないだろうと。そうすると、当然今富良野
から中富良野の福原まで進めていれば西ルート、あ
れから延長されるだろう。当然美馬牛のところそう
だろう。そうすると、僕は美馬牛までは、旭川空港
から美馬牛までは調査区間になりましたよ。そうす
ると、片一方も富良野の山部から中富良野の十分福
原までも整備区間に入ってきます。そうすると、上
富を通るのは、おのずからどこの接点とどこの接点
になるだろうと思うのですね。まさか線路渡って、
また向こうへ行くということも考えられないし、そ
うすると、調査区間に設定された段階で、上富良野
町として関係団体や町民の皆さん方、議会の意見を
聞いてどこがいいのかということを開発局に僕は要
望としてきちっと出すべきでないか。 
 同僚議員であるし、商工会の会長であります中川
さんからお話聞きました。商工会としては、基本的
に反対ですということは、もうバイパスの例を見て
もわかるとおり、そういう憂いが十分あるというこ
となのですね。そうすると、いかに上富良野の近く
に持ってくるか、それからもう一つは、インターを
どこへ持ってくるかといういろいろな問題が僕は絡
んでくると思う。そうすると、調査区間に設定され
る前から中富良野のところまで決まっている、美馬
牛ところまで今調査でなるということになると、我
が町の意見、要望をきちっと国に対して出すべきだ
と思うのです。それが一つ。 
 それからもう一つは、国道の整備ということで、
今上富良野で渋滞になるのはどこかというような問
題もまず先に、富良野も当然そうですし、中富もそ
うだった、特に観光シーズンになってくると。それ
らの国道整備、拡幅等もこの視野に入れて、言うな
れば、この旭川十勝道路がいつになるかということ
は、非常に国の財政的な状況からいったら厳しいと
思うのです。そうすると、それらについても十分国
に意見反映をされるべきでないかという気がいたし
ます。 
 それから、町民証の発行については、前向きに実
施をするという方向で検討するということなので、
何とかこれらについては、早急に実現するように取
り計らいをお願いいたしたいと思います。 
 それから、町立病院の関係ですけれども、町長は
厳しく町立病院事務長等に指示をしているし、それ
からもう一つは危機感も持っていない、それから人

事管理も十分適さないというようなことでお話をし
ておりました。 
 僕は、本来的にはもう平成１３年の２月になった
のであれば、このシステム化も当然その前段で、や
はり議会等でも薬局の関係、それから婦人科の関係
等も当然出たのですから、これらについては、早急
にこれらを１年前にやるべきだったという気がいた
します。そういうことで、これらの取り組みのおく
れというのが、昨年の１２月で同僚議員からも意見
があったように、やはり十分ではないのでないかと
いう気がいたします。 
それから、ファックスの関係ですけれども、明日応
需薬局の打ち合わせ会議をやるというのは、私も聞
いております。ですから、僕はそういう方向で、応
需薬局の体制が整っていないという、町長は事務長
から聞いているということであれば、そういう体制
づくりにやはり助言をしていかなければならないの
ではないかという気がいたします。 
 ただ、町民のサービス、患者のサービスのために
やるというのと、ある面で必要だとは思うのですけ
れども、この件数から言えば、例えば昨年の２月、
院外が１,２２６、それから３月が１,３１３と、平
均的にこういう１,０００台の数字が出てきており
ます。そうすると、これらを全部今の事務所の中で
の町立病院のファックスでということは、まず不可
能のような気がいたします。そうすると、どうすべ
きかということでは、僕はある程度若林さんと話を
しましたが、例えばあそこに商協の売店があります。
そうすると、商協の売店に、この応需薬局と契約を
結びながらあそこでやっていただく。というのは、
今の状況であれば、職員がやるということで勝手に、
例えば押すボタンを１を２に間違えたら違う薬局に
行くわけですね。そういうことがならないように。 
 それからもう一つは、応需薬局でも職員やなんを
あそこへ置いて指導、案内は物理的に不可能だとい
うことであれば、何かお互いに知恵を出し合いなが
ら、何とかこれらの院外処方箋がある面で率を上げ
ていく、そのためにはこういう方法で進めていくと
いうことで、ある程度応需薬局との十分な検討が必
要ではないかという気がいたします。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
 １番中村議員の再々質問にお答えさせていただき
ます。 
 まず、旭川十勝道路、今の段階で、もう既に国に
対して町はどの地点にどうあるべきだという要望を
出すべきでないかという御意見でありますが、私は
計画区間が定まって、そして路線が対応できる状況、
路線が決定する中で町民の皆さん方の御意見等々聞



 

 

きながら対処していきたいと。御心配されておりま
すのは、町民の皆さん方や町の意見を聞かないうち
に着工されたら大変だという御心配だと思います
が、その心配はまずない。今現在、８キロの区間の
整備区間がまだ工事着工区間になっていない。我々
は一生懸命要望しておりますが、なかなか難しいと。
今我々がどこの路線にどうあるべきだろうなんてい
うようなことを言いますと、やはりそこの用地の問
題、いろいろな問題が絡んでまいります。ですから、
簡単にここを通してくださいということには相なら
んと。私は、国が対応する部分について、地域とし
ての要望を十分受け入れてもらえるような形の中で
今後取り進めていきたいというふうに思っていま
す。 
 それから、病院につきましては、端的に言って院
内の意識が十分であれば取り組める課題もたくさん
ある。医療事務システムにつきましては、これを昨
年に購入して対応したらいかがだったかということ
でありますが、これはたまたま今年がちょうどこの
システムのリースが終了する。昨年におきましては、
まだこのリースの継続期間中でありますから、今回
このリースが今年度で、１４年度で中途で契約期間
が、リース期間が終了する。それで、新しい医療事
務システムに変えていくと。その中でいろいろなも
のを含めた、現在のシステム以上にいろいろな業務
も総括できる、対応できるシステムに変えていきた
いということで、今回予算お願いをいたしていると
いうことで御理解いただきたいと思います。 
 それから、もう一つファックスの問題、これにつ
きましては冒頭から言っているように、職員が対応
することは、ややもすれば、さきの議会で御質問い
ただいたように誤解を生む。応需薬局との関係で誤
解を生む問題であります。これは、あくまでも応需
薬局の皆さん方が営業としてどう町立病院を見きわ
めていただけるのか、そういう観点から応需薬局の
皆さん方の御理解をいただいていかなければならな
いなと。 
 応需薬局の中では、これまでします、あれまでし
ますという薬局もあるわけでありますから、しかし
私としては、地域内にある各薬局が患者さんの平等
な中で対応、営業が展開できる手法をということで、
応需薬局間の調整を期待いたしているわけでありま
す。ただ、応需薬局の中で、町立病院は大したこと
ないから、そんなところからもらわんでもいいんだ
わということであれば、またこれは別だ。しかし、
やはり応需薬局の皆さん方も営業として理解をして
ほしいなというふうに思っております。これにつき
ましては、早急に患者さんに御迷惑のかからないよ
うに対処していくよう進めたいと思います。 

 あと、また御提言ありました売店のところに云々
とかという部分については、これは応需薬局の皆さ
ん方が手法を考えていただく課題というふうに思い
ます。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１番中
村有秀君の一般質問を終了いたします。 
 この際、昼食休憩といたします。 

──────────────────                

午後 ０時０７分 休憩 
午後 １時００分 再開 

──────────────────                

○議長（平田喜臣君） 昼食休憩前に引き続き、会
議を開きます。 
 一般質問を続けます。 
 次に、１８番向山富夫君。 
○１８番（向山富夫君） 私は、先日、世界がもし
１００人の村だったらという１冊の本を目にいたし
ました。既に読まれた方もおられるかと思いますが、
地球上が１００人の村だったらと仮定をして、こう
問いかけております。私たちの中に、もし冷蔵庫に
食料があり、着る服があり、頭の上に屋根があり、
寝る場所があるなら、その人はこの世界の７５％の
人々より裕福ですと。 
 また、もし銀行に預金があり、財布にもお金があ
り、家のどこかに小銭の入った入れ物があるなら、
その人は、この世界で最も裕福な上位８％のうちの
１人ですと、こう書かれておりました。非常に多く
のことを考えさせられる１冊でありました。 
 既に御案内のように、昨年から国の内外を問わず
世界を震撼させるような大きな事件が続発し、身近
なことでも、バブル崩壊により相次ぐ銀行の破綻に
起因するデフレスパイラル、ボーダレスの景気の低
迷、加えてＢＳＥ問題に端を発する雪印食品問題な
ど、これらの結果、お互いが人間不信に陥っている
ような印象を受けるのであります。いずれの問題も、
過度な利益の追求に走った当然の帰結であると思い
ます。多くの教訓を残すことになったのであります。
今その後始末で、国の経済も大きく揺るがし、激し
い荒波が力の弱い地方へ地方へと押し寄せてきてい
るのではないかと思います。 
 挙げ句の果てに国は、この難局に対応するため、
窮余の策として、市町村に合併を推し進め、苦境を
しのごうとしているような印象をも持たざるを得な
いのであります。 
 私は、こんなときこそ、しっかりと自立できるま
ちづくりのために、町民一人一人が真剣にまちづく
りに取り組むべきで、しかも一刻の猶予もないと思
います。そのことが、今日の基礎を築いてくれた先



 

 

人に対する義務でもあり、次の世代に対する責任で
はないかと思います。 
 このような観点から、私は我が町を支える基本は、
何といっても産業が活性化することであると確信
し、この際町長に５点について御質問させていただ
きたいと思います。 
 まず、１点目ですが、今日の我が町の農業、商工
業は大変深刻な状況に直面しており、これらの状況
に、町として早急に対策を講ずるべきと思いますが、
健全財政維持方針のもとで財政運営が行われている
のでありますが、町長の現状の認識と、財政運営上
の基本的な対応のお考えをお伺いいたします。 
 ２点目ですが、産業全般にわたる低迷から、我が
町においても雇用環境は一段と厳しさを増してきて
おりますが、かねてより町長は、雇用の促進には起
業家の促進や地元企業者による事業拡大、観光事業
の振興を図り雇用を創出すると言われてきておりま
ずか、現在どのような状況なのか、まずお尋ねいた
します。 
 私は、今こそ我が町の農畜産業者や商工業者の
方々が一体となって地元の生産物を生かした地産地
消や高付加価値化に積極的に取り組むべきだと考え
るのであります。こういう取り組みから新たな仕事
が生まれ、雇用の創出につながるものだと思います
が、この点は町長と考えを一つにするものでありま
す。しかし、残念ながら、現状を見ますと、意欲を
持ちながらも、それぞれが自分の本業を守るだけで
精いっぱいなのが実態ではないかと思います。その
ため、ここでお互いがもう一歩踏み出せる牽引役を
町が多様な主導力を発揮して推進するべきではない
でしょうか。まして、こんなときだからこそ、すぐ
れた人材を求められるチャンスでもあるのではない
かと思います。 
 もちろん、各自が自主的に取り組むことが基本で
あることは申すまでもありませんが、今はその余力
さえも失っており、当面行政がリードするべきでは
ないでしょうか、町長のお考えをお伺いいたします。 
 ３点目ですが、商工業の活性を図る上において、
町が進める都市計画事業と民間事業とは、一体不可
分でなければならないと思います。そのような観点
から、昨年都市計画マスタープランが示されたもの
だと思います。ぜひこの具体化を期待するものであ
ります。 
 そこでお尋ねいたしますが、富良野農協の平成１
４年度の事業計画を聞きますと、本年中に旧上富農
協食品工場跡地に大型スーパーの出店を行うと言わ
れておりますが、これは先ほど申し上げました都市
マスプランの中で、きちっと位置づけがなされてお
ります中心商業業務地計画などと整合性は図られて

いるのか、お伺いいたします。 
 次に、異常とも言える離農者の激増は、お聞きい
たしますと３０戸にも達するという状況であり、本
町の農業基盤を根底から揺るがす緊急事態でありま
す。 
 私事になりますが、昨年いただいた同世代の方か
らの年賀状の一通に、こんな添え書きがありました。
何十年も続けてきた農業経営を去年でやめる決心を
しました。本当に残念でなりませんと力なく書かれ
てありました。仲間の一人として、こみ上げてくる
ものがあったのであります。 
 このような離農者急増に至った要因として、私は
農地の条件整備のおくれにより、生産性が極めて低
いという点があると強く感じております。この点に
対し、常に町長は、基盤整備などは農家の自主性に
負うと言われておりますが、私はこのような農業情
勢にあっては、農家個々に余りにも価値観の違いが
あり、地域内での合意形成を図ることは、極めて難
しい実態であります。 
 半面、条件整備が進まない限り、抜本的な農業の
再建は図れないと思います。一刻も早く行政主体で
強力に推進するべきと思いますが、町長のお考えを
お尋ねします。 
 最後に、以前にもお聞きし、私には前向きなお答
えとは理解ができませんでした農業施策の拠点づく
りに関する点であります。前段までの御質問で申し
上げましたように、我が町の産業の低迷は、本当に
深刻であり、特に農業においては離農者数や売却あ
っせん希望面積の増大などからも、その対策に一刻
の猶予もありません。そのため、今こそ時代の変化
に素早く適切に対策が講じられるよう、農業関係諸
機関の拠点づくりを行い、一体的に仕事ができる仕
組みづくりがぜひとも必要と感じるわけであります
が、改めて町長のお考えをお聞かせ願いたいと思い
ます。 
 加えて、進まない農地の流動化、将来に本当に不
安を感ずる後継者不足など、実行ある対策の手法と
して、この際庁内に農地保有合理化法人を設立し、
農地の流動化や後継者育成の核とするよう具体化を
検討していただきたいと切望いたしますが、お考え
をお伺いいたします。 
 以上、５点についてお尋ねいたしましたが、町長
は保健福祉センターに関する審議の中で、常に力説
されておりますが、この計画は介護が必要となる前
に少しでも健康に過ごせる期間を伸ばさなければな
らず、そのためにどうしても必要な施設だと申され
ております。この点に、私も全く共感するものであ
ります。 
 では、一方、町の産業もまさに人と同じように生



 

 

き物と言えるのではないでしょうか。むしろこちら
の健康は、永久に介護が必要な体にはできないので
あります。苦境に陥ってからの対処療法では、本当
の活性化を図ることはできません。町民があすに希
望を持って暮らすことができるまちづくりのため、
力強いお答えをお願い申し上げ、質問とさせていた
だきます。よろしくお願いいたします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １８番向山議員の御質問に
お答えさせていただきたいと思います。 
 まず、第１点目の農業、商工業における現状認識
と対応につきましは、町の三本柱であります農業と
商業ともに、かつて経験したことのない長い経済不
況が続く中、一刻も早く経済の再生がなされるよう、
国の対策をも含めて望んでいるところであります。 
 農業においては、野菜を初めとする農畜産物の輸
入拡大、農畜産物価格の低迷などによって農業経営
も厳しさを増してきております。離農を余儀なくさ
れておりますし、これらの現状を十分認識し、第４
次農業振興計画に基づく諸施策の展開を関係機関の
協力のもとに推進し、生産性の向上と経営の安定が
図られるよう努めているところであります。 
 商工業においても、大型店の進出、後継者不足等
による閉店、廃業などがありますし、またペイオフ
解禁を受けて、金融機関の再編に向けた動きがここ
数年で進行することが予想されており、経営資金の
融資が厳しい状況下にあります。このような中、町
といたしましても中小企業に対する利子の補給助
成、信用保証協会保証料補てん補助による緩和策を
企業振興措置条例、商業振興条例に基づいて、意欲
のある者に対する補助を行っているところでありま
す。 
 今後も、支援が可能な事業について、関係期間と
も十分協議、調整をしてまいりたいと考えておりま
すので、御理解を賜りたいと存じます。 
 次に、２番目の地元産業振興についての御質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、企業振興措置条例による雇用につきまして
は、平成１０年度から実績では、６３人の雇用とな
っております。 
 また、観光シーズンにおける短期雇用者を含めま
すと、雇用人数は昨年約３１０人となっているとこ
ろであります。 
 町の異業種の集まりであります観光産業懇話会で
は、観光事業者と農畜産物生産者が観光と地元で生
産される農畜産物を結びつけた付加価値のある商品
を開発し、また事業化するような話題の提供など、
論議がなされているところであります。ここでは、
より具体的な検討を観光協会などともに進め、積極

的に取り組んでいただける人材が育ち、その役割を
果たしていただけるよう、町としても支援対応して
まいりたいと考えておりますので、御理解を願いた
いと存じます。 
 ３番目の大型スーパーに関する御質問であります
が、旧上富良野農協工場跡地には、Ａコープふらの
の上富良野店が本年度建設される予定となってお
り、開発行為申請等の手続が現在行われている状況
にあります。 
 議員御質問のＡコープ店舗出店計画と都市計画マ
スタープランとの整合性についてでありますが、都
市計画マスタープランに示す中心市街地の整備方針
では、駅周辺を含む商業地域を町の中心として重点
的に整備を進める内容となっております。この中に
おいて、現Ａコープ店舗も、その大きな役割を担う
ものと予定していたところから、今後の駅周辺を含
む商業地域への影響は大きなものと思っており、あ
わせて当面の問題としては、現Ａコープ店舗を利用
している消費者への利便性が創出されるものと懸念
をいたしているところであります。 
 今後、中心市街地への整備方針への配慮とあわせ
て、商業振興の観点からも、商工会とも協議をし、
対処していかなければならないと思っているところ
であります。 
 また、都市計画マスタープランの今後の市街地整
備方針についても、駅北側の農協倉庫等跡地を含む
周辺地域の土地利用については、将来において住宅
地域とすることが望ましいとしており、周辺地域道
路網の整備方針についても、生活関連の新たな店舗
進出もできるよう、これらの見直しが必要になるも
のと考えております。 
 先般、町におきましては、店舗建設周辺地域の道
路網整備に影響を及ぼすことをも理由に、Ａコープ
ふらのに対しまして、店舗建設位置の計画見直しに
ついて要請を行ったところであります。しかしなが
ら、当町の道路網整備方針に理解を示しつつも、昨
今の経済不況の中、Ａコープふらのの運営存続の基
盤事業と位置づけた計画であるために、他に選択肢
がないとの返答があり、町といたしましては、民間
企業が行う経済行為に対し、法的にも規制できるも
のがないことから、必要以上の指導や権限の行使は
適切ではなく、今回のＡコープ店舗出店計画は、認
めざるを得ないものとして、その取り扱いを行った
ところでありますので、御理解を賜りたいと存じま
す。 
 次に、４点目の農地基盤整備の推進についてお答
えさせていただきます。 
 農地の基盤整備については、従来より国営事業、
道営事業などを積極的に取り入れ、推進してきてい



 

 

るところでありますが、事業実施により排水不良の
改善、土壌改良、圃場の効率性など、農業生産の向
上、安定的な農業経営を確立するためには、欠かせ
ない事業であると認識しております。しかし、事業
を行っていく上で、実施地区の取りまとめや受益者
負担などの課題も多数ありますが、町といたしまし
ても、今後も計画段階から農業者の意向を十分踏ま
えながら事業を推進するよう努めてまいりたいと考
えております。 
 ５点目の農業施策拠点づくりの必要性と農地の流
動化、深刻化する後継者不足に対する方策について
お答えさせていただきます。 
 最初に、農業施策の拠点づくりについては、議員
御承知のとおり、従前は庁舎内に各農業関係機関が
置かれておりましたが、時代の変化とともに組織の
効率化や事業の執行の効率化の観点から、広域化や
合併が進められ、今日に至っているところでありま
す。 
 クリーン農業の推進、農地整備などの営農指導、
技術指導などの重要性は十分認識しておりますが、
現行体制の中で農業委員会、農協、農業改良普及セ
ンターなどの関係機関とより一層綿密な連携を図り
ながら、適切な指導ができるよう取り進めてまいり
ますので、御理解を賜りたいと思います。 
 農地の流動化、後継者不足などの方策については、
離農とともに農地の処理も課題として出され、さら
に農業の担い手も減少する状況で、今後も同様なこ
とが見込まれることで、大変懸念をいたしていると
ころであります。これらを解消していく一つの方策
としては、例えば公社的な農業法人の設立により、
農地の集約化や農作業の受委託、また農作業従事者
として、これらの法人に就職するなどの方法が考え
られます。私といたしましては、このようなことを
も視野に入れ、関係機関と十分協議し、公的農業法
人の設立が可能かどうか模索し、可能な場合には、
行政として必要な支援をしてまいりたいと考えてお
りますので、御理解を賜りたいと存じます。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 １８番向山議員。 
○１８番（向山富夫君） 再質問をさせていただき
ます。 
 まず、全般的にわたりまして、町長の非常に真剣
に前向きに取り組んでいただける姿が見えてきてお
りますことを、私として評価するものであります。 
 まず、１点目でございますが、財政運営の基本的
な考えにつきまして、町長は認識におきましては私
と同様だと思いますが、その中で、かつて経験した
ことのない長い経済不況が続いているという認識を
示されているわけでございますが、もしそのような

認識をお持ちであるなら、当然予算措置の上でも、
そのような配慮がなされてしかるべきでないかとい
うふうに思いますが、私が見る限り、平成１２年度、
平成１３年度と本年度比較たいしましても、特に産
業の活性化を意識したような予算編成だというよう
な感じは持てないわけでございます。もし町長がそ
ういうような配慮もしてあるのだぞというような部
分がもしあるのだとすれば、それもあわせてお聞か
せ願いたいと思います。 
 ２番目の新規の起業家と雇用の問題でございます
が、観光産業懇話会というのでしょうか、それらの
活動や幾つかの朝市のグループもありまして、それ
らの活動についても見聞きさせていただいておりま
すが、さらにそれらが実際の行動や一段の広がりに
まで至っていないというような感じを受けているの
であります。そういう懇話会などを通じまして、あ
るいは小さなグループなどがすばらしいアイデアや
意欲を持っておられるのですが、さきの質問の中で
も申し上げましたように、もう一歩踏み出す余力が
ないということでございまして、都市計画プランに
も掲げられておりますが、それらをさらに一歩進め
るために、実験店などを設けてみてはというような
プランも示されておりますので、ぜひ実験店などを
設置していただきまして、町民の融合の促進と活性
化の起爆剤となるように活用されてはどうかと思い
ますが、そういうお考えについてお尋ね申し上げま
す。 
 ３点目の中心商業業務地計画についてでございま
すが、この多くの町民が真剣に取り組んで策定され
た都市計画マスタープランにもかかわらず、先ほど
町長の答弁の中にありますように、わずか２年もた
たないうちに、その根幹部分が揺らいで見直しが必
要になっくるということは、この計画そのものがど
うだったのかということが問われている一面もある
のではないかと思うのです。 
 この計画書を見させていただいておりますけれど
も、この計画策定には、それぞれの団体を代表いた
しまして、農協や商工会の方も参画されております。
特に私は、これらの団体は町内においては非常に広
域性が高いと思い、いわばまちづくりに対しまして
は、行政と両輪という形で位置づけられる存在では
ないかというふうに認識しております。そういうよ
うなことでありますので、さらに農協に対しまして、
町が策定しております都市計画に基づきます計画に
理解をいただけないかどうか、さらに粘り強く協議
を行うつもりがあるかないか、ぜひこの点をお聞か
せ願いたいと思います。 
 まさしく、こういうことにこそ町長としてのリー
ダーシップを発揮する仕事ではないかというふうに



 

 

考えております。 
 ４点目にお尋ねいたしました農地の条件整備につ
いては、特にそれぞれ御案内のように、当町におき
ましては、水田においてそのおくれが顕著でありま
す。例えば、水田の１枚の圃場の大きさなどで見ま
すと、隣の中富良野町と比較して見ますと、３０ア
ール以下の圃場がどのぐらい水田の中で占められて
いるかという比率で見ますと、中富良野町ではおお
むね２８％でございます。それに対しまして、上富
良野町では５１％、ほぼ倍でございます。半分以上
が小さな区画でありまして、当然これらと比例いた
しまして、用排水や農道の整備も大きくおくれてい
るは実態であります。このような状況でありますか
ら、特に転作作物の栽培に当たりましては、ちょっ
とした雨でも致命的な打撃を受けまして、大きく生
産性を低下させている実態でございます。 
 さらに、このような圃場条件のもとでは、農地の
流動化もせず、農地の価格も著しく低下しておりま
して、これがさらに担保力の低下を招き、やがては
離農に至る大きな要因になっている側面も否定でき
ないのであります。一刻も早い整備の推進をぜひお
願い申し上げるとともに、特に私は町長にお願い申
し上げたいのは、地域の合意形成には非常に苦労が
伴うと。質問の中でも申し上げましたけれども、そ
れぞれ前向きに営農をされている方もあれば、離農
の時期をいつにしようかというようなスタンスで営
農されている農家があることも事実でございます。
それらのいろいろな価値観の中で、そういう面的な
整備を進めるというために、合意形成を図るという
ことは、地域のそれぞれ農業者間で調整をするとい
うことは非常に無理がございます。ぜひこういう点
におきしまして、町が積極的にかかわっていただき
まして、合意形成を図れるような指導をお願いした
いものでございます。 
 最後にお尋ねいたしました農業施策に係ります拠
点づくりでございますが、これで２回お尋ねさせて
いただいたわけでございますが、いずれも多少認識
のずれがあるのかなというふうな感を再認識させら
れたわけでございます。 
 お答えの中にもありましたように、組織の効率化
や事業執行の効率化を図るために、今日まで合併だ
とか統合がなされてきていると言われておりました
が、その結果どういうことが起きたかと申しますと、
徐々に執行者側と農業者との距離ができまして、本
当の農家の考えや悩みなど、農家の体温をじかにく
み取りにくくなっていったのではないかなというふ
うに感じているわけでございます。 
 私思いますに、行政の基本は、常に軸足を町民に
近いところに置いて、タイムリーな施策を講じるこ

とだと思っております。こういう意味におきまして
も、ぜひ農業の施策の拠点づくりが必要だと強く感
じておりますので、ぜひ町長にもそのような認識を
持っていただけるようお願いしたいと思います。も
う一度この点も確認させていただきたいと思いま
す。 
 それから、農業の法人化でございますが、公社的
法人の必要性は御認識いただけましたこと、まこと
にありがたく感じております。国におきましても、
平城１４年度では重要な施策として位置づけがなさ
れております。これを核といたしまして、加工や流
通、作業受託などによりまして、雇用機会の提供な
ど多様な展開が期待できるものでございます。現在
取り組まれております新規就農事業も、こういう経
営体を活用して行うことが有効ではなかろうかとい
うふうに思っております。 
 そういう意味におきまして、ぜひ検討をさらに一
歩前進させていただきまして、何としても具体化し
ていただけるように、いま一度町長の強い意気込み
をお聞かせ願いたいというふうに考えております。 
 以上、５点についてお答え願いたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １８番向山議員の再質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、財政運営面から見た今の農業振興計画、商
工振興計画等々の中で、予算措置がどうなされてき
ているのかということについてでありますが、御案
内のとおり、第４次農業振興計画を農家の皆さん方
が中心となって農業協同組合でつくっていただきま
した。これが平成１５年までの期間の推進計画であ
りまして、この農業振興計画をもとにした５カ年間
の財政措置を講じているわけでありまして、これを
単年度で終了させてしまうというのではなくて、こ
れを長期的に対応することによって、例えば地力の
増進等々の対応につきましては、単年度単年度でや
るのでなくて、長期的に対応するとによって、その
成果がまたあらわれてくるというようなことも含め
ながら、今農協さんが合併いたしましたけれども、
上富良野町としては、第４次農業振興計画の期間は、
この計画をもって推進するということを基本として
財政予算措置をさせていただきながら事業の推進を
図っているということで御理解をいだきたいなとい
うふうに思います。 
 それからまた、商工業関係につきましては、新た
に商業振興条例の設置、また企業振興措置条例の改
正等々で意欲的に対応する商工業者に対する支援策
を講じておりますし、これらにつきましても、今年
度も１３年度に引き続き１４年度も予算措置をさせ
ていただいているということで、その対応を図って



 

 

いるということで御理解を賜りたいなというふうに
思っております。 
 それからまた、いろいろな農業と商業、観光、こ
れらの異業種間の連携ということは、これからのま
ちづくりの中で非常に重要な課題の一つであるとい
うよなうことから、先ほど申し上げました観光産業
懇話会等々でも対応していただいておりますが、町
長と語ろうというようなことで、昨年も実施させて
いただきました。それぞれの異業種間の皆さん方に
お集まりいただいて、それぞれの御意見を承りなが
ら、それらの対応を観光協会中心とした中で、その
推進を図るべく会合を重ねてきているところであり
まして、この中で議員からも御質問のありました農
家の皆さん方の売店を経営する方々、そして地域の
商業者の方々、観光業の方々、そういう方々との会
合の場を設けながら、一歩一歩その異業種間の連携
について取り進めてきているところでありますの
で、ひとつこの成果を期待いたしたいなというふう
に思っておりますし、そういう中で出てくる課題に
ついて、出てくる対応について、行政としても最大
限の支援をしていきたいというふうに思っておりま
すので、それらの異業種間の会合の中から出てくる
課題に支援をしていくことを考えていきたいという
ふうに思っておりますので、御理解を賜りたいと思
います。 
 それから、都市計画マスタープラン、これにつき
ましては、議員御指摘のように作成して間もなくこ
のようなことに相なったわけでありますが、考えて
みますれば、農業協同組合の広域合併がこういう結
果になったのかなというふうに考えているところで
ありますが、これらにつきましては、ＪＡさんにも
お願いを申し上げ、いろいろと話をしましたけれど
も、その対処はしていただけそうにもないというこ
とでありますので、議員もう少し根気よく調整をし
たらということでありますが、もう既に開発行為の
申請も出され、対応しているというような結果にな
っておりますので、私としては、これからＪＡさん
と話し合っても解決めどは立たないというふうに認
識いたしておりますので、次の段階として、駅周辺
整備、中心市街地整備を含めた中で、その周辺の整
備をどのように今検討を今年度で、最終年度で今計
画構想を策定中でありますが、策定する委員の皆さ
ん方がどのような構想をつくってきていただけるの
か、そういうものを期待しながら、今後の行政とし
て対応を図っていきたいなと。 
 それともう１点は、今Ａコープ店を利用している
地域の皆さん方の対応を、今後商工会の皆さん方と
御相談申し上げながら、その対応をも含めて今後の
課題として検討を加えていかなければならないとい

うふうに思っているところでありますので、御理解
をいただきたいと思います。 
 また、次の基盤整備、水田地等々の基盤整備であ
りますが、これにつきましては、議員おっしゃると
おり、合意形成を図ることが非常に難しいというこ
とはよく承知しておりますが、行政指導をしながら
対応をしていくということは、当然行政としても地
域の皆さん方の中に入って対応しているころであり
ますけれども、やはり何としても個々の負担が伴う
ものということでありますから、行政が強制的に対
応するということには相ならんという部分もありま
すので、ただこの基盤整備がいかに必要なのかとい
うことを十分理解していただける説明は、十二分に
図りながら対処していきたいというふうに思ってお
ります。 
 今回は、残念ながら１地区で合意形成が図られま
せんでしたけれども、次の地区の整備については、
何としても推進を図っていくように地域の農業者の
皆さん方の御理解を賜らなければならないなという
ふうに考えておりますので、御理解願いたいと思い
ます。 
 次に、農業施策の拠点づくりでありますが、これ
につきましては、何度もお答えさせていただいてお
りますように、それぞれに残念ながら行政組織機構
が別々であるというような部分もございまして、町
の行政がどう対応でき得るのかという部分につきま
しては、町の農業振興課の中で対応できるものは、
最大限その対応を図っていかなければならない。町
の農業者に軸足を持った行政推進を図っていくのは
当然でありますし、私自身もそういう認識のもとで
農業振興策を講じているつもりでありますが、ただ
単にその実行は、実践母体は行政が対応するという
ことには相ならん。やはり行政は、そういう指導機
関で指導しながら、行政指導を図りながら、また応
分の助成策を講じて対処していく。今の行政人員の
中で、行政が実施母体となって対応していくという
ことにはなかなか難しいので、それぞれの組織、農
業協同組合さんあるいは農業委員会さん、それぞれ
の組織の中で、ひとつそれらの部分を行政と調整を
させていただきながら、行政が支援をしながら助長
していきたいものだというふうに思っております。 
 また、最後の農業法人化、これにつきましては、
今農業協同組合の方で動いている中で、二、三の法
人化が設立される方向に進んできているというよう
な情報をお聞きいたしておりますが、何としてもこ
の農業法人化の設立を図って、農地の流動化対応も
含めながら、また先ほども申し上げました離農され
た農家の皆さん方の労働力の働く場の確保をも含め
ながら、この農業法人化を促進していくために、行



 

 

政としても支援を惜しみなく対応していきたいなと
いうふうに思っているところであります。 
 また、農地の流動化対応につきましては、今後相
当の農地が滞る、そういう実態が出てくることは十
二分に予測されるところでありまして、現状の中で
の農地の流動化が思うようにはかどらないという状
況下にあっては、公社的な対応をも含めて、今後農
協さん、あるいは農業委員会とも十分協議をしなが
ら、その手法をも含めた中で検討していかなければ
ならない課題であるというふうに思っておりますの
で、御理解をいただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜ります。 
 １８番向山議員。 
○１８番（向山富夫君） 何点か御質問させていた
だきます。 
 まず、財政運営についてお尋ねいたしますが、ど
うも私の感じ取る気持ちといたしましては、そうい
う現在町の経済が疲弊しているというような部分に
配慮した予算編成ということは、町長の答弁からも、
これだという御答弁もなかったように印象を持った
わけでございます。 
 この健全財政維持方針の中でも、きちっと位置づ
けなされておりますが、特に優先順位をつけて事業
の推進をするというようなことも一考ありますが、
私は考え方によっては、むしろこういうときだから
こそ既定の計画を後年度に延ばしてでも、例えば経
済の活性化を図るのであれば、そういったことの対
応の方がむしろ優先だという解釈もできるのではな
いかというふうに理解しております。ぜひそういう
ような配慮が強くにじみ出るような予算編成に意を
注いでいただけるようお願い申し上げる次第でござ
います。 
 それから、次に中心商業業務地の計画についてで
ございますが、町長のお答えによりますと、農協と
の話し合いは、一応区切りをつけたというようなお
答えでございますが、これは例えば日の出山の公園
の一層の充実だとか、あるいはそれを利用するため
のアクセスの方法だとかということ、非常に大きく
今後の町の観光政策にもかかわってくる私は重大な
問題だというふうに認識しております。なぜここで
協議を断念するのか、私は非常に残念でなりません。
何とか、その建設計画そのものが考え直していただ
けないとするものであれば、せめてそのマスタープ
ランにも示されております道路の計画等が実現でき
るような、そういう部分だけでも、ぜひ町に協力を
していただけるような話し合いを、私は町長として
これはまだまだ粘り強くしていただきたいというこ
とで、この点もう一度強くお願い申し上げ、御答弁
願いたいと思います。 

 それから、法人化の部分でございますが、これに
つきましては、私はまずとりあえず今こういう非常
に緊急の事態でございますので、何としても公共性
の公社的法人を立ち上げていただきまして、そして
これらによりまして農地の流動化や後継者対策を解
決が図られるように、まず前向きに取り組んでいた
だきたいと。 
 それから、一言私の考えと申しますか、私なりに
理解している部分申し上げますと、こういう法人化
は、私といたしましてはあくまでも終局的には自立
できる経営体を育成するための手段でありまして、
これは目的ではないということだけ私は考えており
ますので、町長の御認識もお聞かせ願えればと思い
ます。 
 以上、３点よろしくお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １８番向山議員の再々質問
にお答えさせていただきます。 
 まず、財政運営でありますけれども、先ほども申
し上げておりますように、農業施策につきましては、
第４次農業振興計画を継続的に取り進めているのだ
ということでありますが、それ以外に、やはり農業
経営の状況に応じて貸付金の対応だとか、利子の補
てんだとか、それは臨機応変に対応してきているつ
もりでおります。予算措置も、また債務負担行為の
御議決も常にいただいておりますように、利子の補
助等々の対応を進めさせていただいているわけであ
りますから、そういうような点につきまして一切な
く、一同第４次農業振興のみを取り進めているとい
う感覚ではないということをひとつ御理解を賜って
おきたいな。 
 それから、商工業関係につきましても、先ほども
申し上げましたように、今まで従前の商工業の活性
化事業等々の対応を含めながら、今回はやはり商業
振興条例に基づく意欲ある商業者の皆さん方に対す
る助成策を講じていこうと。 
 また、企業振興措置条例の改正によって、小規模
な部分についても対処できるように、支援できるよ
うに取り進めていこうということで取り進めさせて
いただいているということで、ひとつその都度その
都度予算措置がされているという、年度年度で予算
措置がされているということで御理解を賜りたいと
思います。 
 それからもう１点、２点目の中心市街地の問題で
ありますが、非常に向山議員のお考えと同時に、私
自身も残念に思うところでありますが、今日まで文
書をもったり、いろいろな話し合いをしたりしてお
願いをしてまいってきております。しかし、今日ま
で来た結果、理解をしていただきつつも、こちらの



 

 

考え方に立ち向かっていただけないというようなこ
とで、もう開発行為の申請がなされ、その措置が進
められてきていると、もう最終段階に来ていると。
今まだ農協さんと交渉してみても、１００％時間の
浪費に終わってしまう。従前に、今までの間に対応
させてきていただいているというようなことも含め
て御理解をいただきたいと。議員御指摘のように、 
 今後の日の出公園のアクセスの問題、また市街地
開発の問題、大きな拠点となった店舗がなくなって
しまうということについては、大いにまちづくりの
中で方向を、計画を十分煮詰め直さなければならな
いということにつきましては、残念ではありますが、
相手方の御理解をいただけないということで御承知
いただかなければならないというふうに思っており
ます。 
 それから、最後の農業法人化でありますが、私も
議員と同じように、一時的な過程で対応するのでは
なく、やはり将来的な基礎づくりをなされたい、永
久的に営農が通じていけるような対応のもとで農業
の法人化が進んでいくことでなければいけないとい
うふうに思いますし、そのためには行政として農業
の法人化設立に向かっては、できる限りの支援を講
じながら育て上げると言うと語弊ありますが、育っ
ていただけるように支援をしていきたいというふう
に思っておりますので、御理解を賜りたいと思いま
す。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１８番
向山富夫君の一般質問を終了いたします。 
 次に、８番仲島康行君。 
○８番（仲島康行君） 私は、２点についてお伺い
いたしたいと思いますが、私より先に質問している
同じ項目あろうかなというふうには思いますけれど
も、一応誠意のあるお答えをいただければありがた
いなと思っております。 
 雇用対策ということなのですが、町長のお考えも
お聞きはいたしましたけれども、現在上高の卒業予
定者、それらも聞いております。一応富良野市では、
就職先が決まらない高校生を対象にいたして、短期
雇用をするトライアル雇用対策事業というものを行
っているそうです。人数は大体１０人ぐらい、期間
中に働きながら就職を探しなさいということだそう
でございます。市の観光課としても、若い人材が逃
げていくということに対して非常に危惧しておりま
して、何とか地元で仕事をしていただけるようにと
いうふうに頑張っているわけであります。 
 我が町も高卒の卒業者、また今話ありましたよう
に離農者等が非常に多くなって、初め２４、５件と
いう話だったのですが、現在においては約３０件ぐ
らいの離農者が出るよという話も聞いております。

それと農協の合併により、３月いっぱいに４５歳以
上の人たちがとりあえず残るかやめるか決定しなさ
いという話までも聞いているわけであります。二、
三日前に聞いた話によりますと、おおむね１０人ぐ
らい退職をするということになっているそうです。
こういう非常に厳しい状況にあるわけですが、自衛
隊に対しては、こないだの雇用協では３７名だか８
名退職と、それも来年度から引き続き同じような人
員が退職になってくるというようなことになってい
ると思います。 
 今いろいろな話を町長から聞いておりますけれど
も、やはりもう少し抜本的に突っ込んで、どうする
のだということを少し煮詰めたところでお話をいた
だければありがたいかなというふうに私は思ってお
ります。 
 次に、時間外手当ということで、これは前に同僚
議員が質問したとは思いますが、うちの町も努力は
していると思うのですが、管理職手当の削減と、こ
ういうことで、これは雇用にもつながっていく問題
であろうかなというふうに考えております。財政調
整基金の取り崩しということで、一生懸命頑張って
いる状況であるわけですから、何とか時間外の手当
というところも、もう少し思い切り踏み込んだとこ
ろがないとだめでないかなというふうに私は思うの
です。 
 新聞によく出ておりますけれども、礼文町では、
全職員の３％から４％の本給の削減だというところ
まで踏み込んでいるわけです。これには期限を設け
ないという厳しい状況にあると思います。函館にし
ても、釧路にしても、どこでもみんな同じだと思う
のですが、もう少しうちの町も、目に見える対策と
いうのはつくっていく必要性があるのではないのか
なと。これだけやっぱり離農も出る、農協さん合併
になってきていると。今までの自衛隊退職者だけの
対応というのは、もう全然中身が違ってきているの
だと思うのですよ。そこら辺をもう少し深く追究し
て、今回の予算にも出てくるべきであろうと私は思
うのですが、その辺を町長どのように考えているの
かなというふうに思いますので、この２点ひとつよ
ろしくお願いします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ８番仲島議員の御質問にお
答えさせていただきたいと存じます。 
 ま ず、町内の雇用状況及びその対策でありますが、
さきの議員にもお答えさせていただきましたが、上
富良野高校の就職状況は、現在のところ就職予定者
４２人中３３人の就職がほぼ決まっております。こ
の内訳は、内定者２４人、内定待ち５人、自己営業
などが４人となっております。全体で約７９％の内



 

 

定率ということであります。残りの９人につきまし
ては、就職あっせんに努めているところであります
が、本人の事情から、来年度の進学を目指す人やら、
就職を強く希望をしていない人も含まれているとい
うようなことで御理解をいただきたいと思います。 
 参考に、主な就職先といたしましは、自衛官とし
て５名、町内の民間企業に１０名、残りが町外とい
うような状況下にございます。特に、町独自に就職
活動の支援対策として、教育委員会内に嘱託職員を
配置しての就職支援を積極的に進めており、この活
動の成果も着実にあらわれておるものと思っている
ところであります。 
 また、町内にあります自衛隊募集事務所において
は、美瑛町から占冠村までの自衛隊就職希望者に対
する模擬試験の実施など積極的に行い、就職試験の
合格率向上につなげており、その取り組みには感謝
申し上げているところであります。 
 次に、自衛隊の退官者については、本年度は３７
人で、このうち就職希望者２９人中２８人が内定し
たと承知しております。 
 また、来年度以降の退官者数も、ほぼ同じ程度で
ありますので、引き続き自衛隊援護センター、自衛
隊退職者雇用協議会などとともに連携をとり、就職
支援に努めてまいりたいと思っております。 
 国においては、構造改革に伴う公共事業の縮減が
なされる中で、本町でも建設業に多くの人が従事し
ておりますが、農業の離農が進み、その影響が心配
されているところであります。加えて、農協の広域
合併による早期退職制度により、相当数の退職者が
今後もあると聞いております。このような厳しい雇
用環境の中にあって、町といたしましては、これま
でも町振興公社を通じてキャンプ場、スキー場、公
園の管理作業など雇用機会の確保に努めておりま
す。平成１４年度には翁公園、日の出公園パークゴ
ルフ場、日の出公園の管理委託業務にかかわって計
６名の新規雇用発生を予定しております。 
 また、町においても、臨時職員として上富良野高
校から１名の雇用を予定いたしているところであり
ます。 
 町内の民間企業においても、今年の春にオープン
予定の後藤純男美術館やかみふらの牧場の増設に伴
っても、新たな雇用が予定されております。しかし
ながら、依然として雇用環境が厳しいことから、雇
用推進の連絡会議等々を開催するなど、町内の関係
機関との連携を強め、できる限りの対応をしてまい
りたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと
思います。 
 次に、２点目の時間外勤務手当等の御質問にお答
えさせていただきます。 

 人件費の削減については、議員の発言にある礼文
町にかかわらず、厳しい財政事情等を反映して、多
くの自治体において対応を検討し、実施に向けた取
り組みを行っていることは十分に承知しておりま
す。その対応策も、常勤特別職から一般職あるいは
議員に至るなど、範囲や内容についても幅のある状
況となっております。 
 本町では、昨年取り組んだ特殊勤務手当の見直し
や行財政改革をより実効があるものとする観点か
ら、常勤特別職の給与の削減、あるいは幹部職員の
管理職手当の削減などにも既に着手したところであ
ります。 
 また、さきに示しておりますように、行財政改革
実施計画に基づき、職員の給与の見直しについても
実施する課題として位置づけをしておりますことか
ら、この具体方策として、全職員の給与を現行水準
から１２カ月間据え置くことについて職員組合に提
案を行っており、交渉中でありますので、現段階で
新たな対応は考えておりません。 
 さらに、以前から御指摘をいだいております時間
外勤務の解消につきましても、平成１４年度予算に
おいては、総体的に削減した措置を行っており、そ
の実効が上がるように組織的な行動をとってまいり
たいと決意を新たにしておりますので、ぜひ御理解
をいただきたいと思うところであります。 
 いずれにいたしましても、歳入での大きな役割を
占める地方交付税が前年度額を下回るなど、過去に
経験のない実態になっておりますので、財政健全維
持方針や行財政改革実施計画内容に沿って、その着
実な実行を優先する課題でありますので、御理解と
御協力を賜りたいとお願いを申し上げる次第であり
ます。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 ８番仲島議員。 
○８番（仲島康行君） おおむね話はわかったので
すが、国としても非常に大変な時代であると。今企
業もリストラも嵐のように吹き荒れているよと。今
まで４５歳以上の人が対応になってやめるなり、退
職するなりというような対象になっていると思うの
ですが、今現在ではどうなっているかというと、も
う３０歳から３５歳がリストラの対象になってい
る。非常に厳しい状態に今なっているわけですね。 
 函館においてもそうなのですが、ワークシェアリ
ングということで、一応仕事の分かち合いというよ
うなことも実施なさっていると。そういうことをも
う少しやっぱり考えていく必要性があるだろうとい
うふうに私は思うのですよ。 
 では、ここに一つ、これは残業手当の資料なので
すが、総体的にしますと５,０００万円、これが我が



 

 

町における１年間の総体的に６,３５８万４,０００
円と、これだけの残業手当が支払われているのです
よ。それには、どうしても部分がある。病院だとか、
それからラベンダーハイツと、こういうようなとこ
ろこはちょっと手当の削減とはならないだろうとい
うふうには思っておりますけれども、総務課、町民
課、保健、そこらもそうですが、おむねそういうと
ころが次々と残業が多いと、その残業の多いのは一
体何なのかという問題が出てくると思うのですね。
結局機構改革を町長はなさって、一生懸命町の中で、
役場の中で仕事を分かち合いをしながら、残業をな
るべくしないようにという改革をしたはずなのです
が、一向に減ってはいないと。ほとんど減っていな
いと言ってもいいぐらいかなと思うのですが、幾ら
かは減ってはおります。 
 それと給料の問題なのですが、この沿線、管内、
旭川から中川町までの資料によりますと、うちの町
は極めてトップクラスなのです、給料の高いのは。
１０２.０％、これは１３年、よそを見ると、もうど
んどんどんどんやっぱり減ってきていると、こうい
う状況にあるわけなのですよ。だから今町長おっし
ゃっている割には、やっぱり努力がまだまだ足りな
いだろうと。だから今までの雇用とは、もっと違う
面が出てくると思うのですね。だから今農協さんの
職員さんが１０名近くもやめていくということにな
ってくると、今現在役場でその残業手当の人の仕事
をやれないかと、即戦力になると私は思うのですよ。
だからそういうところをもう少し深く考えていかな
ければならないのでないのかなと。どうも今までや
ってきている延長線みたいな話ばかりで、本当に厳
しいと思ったら、もうとっくに給料に手つけてしま
うというところまで行かざるを得ない、こういう状
況だと私思っているのです。だからそこを見ると、
やっぱりちょっとのんびりし過ぎているのかなとい
う感じがしないわけではないです。 
 この問題というのは、残業手当にしても、給料の
問題にしても、前からも話があると思うのですが、
さほど大きな進展はないと。働く人が給料減るとい
うのは嫌なことはよくわかるのですが、今の経済状
況を考えたときに、やっぱり企業として３０以上が
定年、それがリストラというようなことになってく
ると、町職員だけが暗たんとして現在のままでいけ
るという状況では、もう全然ない状態になってしま
ったと私思います。だからやっぱりもう少し早く切
り込んで、ことしの場合はもう仕方ないとしても、
できればことしやってほしいぐらいなのですが、も
う少し前向きに検討をするような姿勢というのが町
長から見えてこないと、なかなか安心したものもで
きてこないと思うのですね。だから農家の人は、離

農になったときにどんなふうな方法がいいのか、農
業法人もいいのだろうとは思うのですが、農家の人
の働き手もあるだろうと思いますから、その辺も考
えてみる必要性もあるのかなというふうに思います
けれども、その件について、もう一度お答えをお願
いします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ８番仲島議員の再質問にお
答えさせていただきます。 
 まず、雇用問題でありますが、町としても雇用の
確保につきましては、十分その部署を臨時職であり
ますけれども、考えながら対応させていただいてお
りますし、また農業離農者につきましては、その農
業経験を生かした中で、現実には農業労働者が不足
しているわけでありますから、これらの対応を図れ
る組織づくりと申しますか、昔の何々組的な、そう
いった組織づくりというものも含めた中で農協協同
組合と調整させていただきながら、その離農後の働
ける農業者の対応を含めて考えていくように関係機
関と調整をさせていただきたいというふうに思って
おります。 
 次 に、残業手当等々の関係を含めてでありますが、
町も今年度定数条例の削減の条例提案をさせていた
だいておりますように、職員の削減を図ってきてお
ります。そういうようなことを含めながら、また議
員からその成果があらわれてないのでないかという
御指摘もありましたけれども、例えば平成８年の決
算と平成１２年の決算を比較してみますと、手当
等々、さきに議員の方からお話しありました寒冷地
手当だとか、あるいは時間外手当だとか管理職手当、
夜間勤務手当等々の手当等々を含めた中で、平成８
年度決算におきましては、５億１,３００万円の数字
の決算になっております。平成１２年度決算の人件
費に関する調書の中では、４億２,９００万円という
ことで、約８,４００万円の削減を図ってきてるとこ
ろであります。給与全体で言いますと１２億１,００
０万円、８年度の決算で人件費になっておりますが、
平成１２年度決算では１０億８,０００万円という
ことで、１億３,０００万円、１０％近くの削減をし
た人件費決算というような人件費に関する調書の中
で御報告させていただいているところでありまし
て、今年度に当たりましても、１４年度予算に当た
りましても、手当等々につきましては、平成１０年
度の予算では５億円の手当等の予算を計上させてい
ただいておりましたが、１４年度予算では、３億９,
０００万円の予算を組ませていただき、約２１％の
削減を目指して対応を進めていくように厳しい財政
状況の中で取り進めさせていただいておりますし、
そのほかにも職員の定数の削減等々に取り組まさせ



 

 

ていただいているところでありす。 
 た だ、今ラスパイレス等々の問題につきましては、
議員御指摘のような問題を抱えておりますので、給
与本体につきましては、今職員組合と先ほど報告さ
せていただきましたように交渉の最中でございま
す。これにつきましては、ある程度職員組合の理解
を得ることは難しい課題であるというふうには思っ
ておりますが、やはり労使双方の調整を図って、最
大限職員組合の理解を得ながら、得ることは難しい
とは思いますが、理解をしていただけるように努力
をして、その本俸に手をつけていかなければならな
いというふうに考えておりますので、ひとつ御理解
を賜りたいというふうに思うところであります。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば。 
 以上をもちまして、８番仲島康行君の一般質問を
終了いたします。 

──────────────────                

◎散 会 宣 告        
○議長（平田喜臣君） 以上で、本日の日程は全部
終了いたしました。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 明日の予定について、事務局長から報告いたさせ
ます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 明３月１３日は、本定例会の４日目で、開会は９
時でございます。定刻までに御参集賜りますようお
願い申し上げます。 
 以上であります。 

午後 ２時０９分 散会  
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午前 ９時００分 開議  
（出席議員 ２０名） 

───────────────────                

◎開 議 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 昨日に引き続き、御出席ま
ことに御苦労に存じます。 
 ただいまの出席議員は、２０名であります。 
 これより、平成１４年第１回上富良野町議会定例
会４日目を開会いたします。 
 直ちに、本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した
とおりであります。 

──────────────────                

◎諸 般 の 報 告           

○議長（平田喜臣君） 日程に入るに先立ち、議会
運営等、諸般の報告をいたさせます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 本日の一般質問は、さきに御案内の日割表のとお
りでございます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもって、諸般の報告
を終わります。 

──────────────────                

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第１ 会議録署名議員
の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に
より議長において、 

 ２ 番  中  川  一  男  君  
 ３ 番  福  塚  賢  一  君  

を指名いたします。 
──────────────────                

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（平田喜臣君） 日程第２ 昨日に引き続き、
町の一般行政について質問を行います。 
 初めに、１２番米沢義英君。 
○１２番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあ
りました点について、町長及び教育長の見解を求め
るものであります。 
 第１番目には、保健福祉センターの建設について
であります。 
 新年度から、保健センターの建設に向けた実施設
計費を含めた予算が計上されました。その理由とし
て、乳幼児を初めとした高齢化の進展に伴う寝たき
りや痴呆老人の予防対策の拠点としての位置づけか
ら、着工したいという理由であります。私は、一定
の高齢化社会の中で、また、乳幼児や住民健診の効
率的な予防対策を求めるという点では、一定の必要

性、理解はありますが、しかし、今改めて考えなけ
ればならないのは、国における交付税等の削減、補
助率等の見直しなどによって、町の将来における財
政の見通しが非常に不透明であるということであり
ます。 
 こういう状況の中で、国営の白金灌排事業の償還、
各種の事業の償還が重なり、また、老人医療費や国
保会計、その他の予算も年々ふえるということを考
えたときに、当然、これらの事業が財政を圧迫する
ということは明らかではないでしょうか。ですから、
町においても、行政改革という名のもとで、財政の
見直しを行い、ことしに至っては、保育所、学校給
食の一部民間委託、あるいは手数料、使用料の引き
上げを行うということになっているのではないでし
ょうか。 
 今、住民は、小泉政権のもとで、改革の名のもと
で、医療費の引き上げを初めとした新たな負担を求
められ、その生活におけるしわ寄せは大変なものに
なっています。農業者、商業者、勤労者始め、まさ
に逃げ道がないというところまで追い込まれ、失業
の不安、あるいは解雇という状況の中で、また、農
畜産物の低迷という状況の中で、商業者に至っては、
売上げが伸びない、あげくの果てに貸し渋りという
状況の中で、経営が困難なところにまで追い込まれ
ている。このことを考えたときに、町は今何をしな
ければならないのか、それは明らかであります。住
民の生活を守ることを第一にした政策をきっちり町
民の前に示す、これが本来の行政のあり方ではない
でしょうか。しかし、今年度の予算を見ますと、こ
ういった部分に対する政策の展開というのはまだま
だ不十分であり、手直ししなければならない点がた
くさんあるという状況になってきています。そうい
うことも考えるならば、当面、将来の住民に財政負
担が伴う保健福祉センターにおいては、建設を中止
すべきだと考えます。この点についての町長の見解
を求めます。 
 次に、保育所、学校給食の民間委託についてであ
ります。 
 今、民間委託があたかも時代の流れであるかのよ
うな風潮があります。町においても、経費の削減、
サービスの向上等にとって避けては通れないとし
て、今回、学校給食や保育所を民間に一部委託する
という方針を打ち出しました。しかし、よく考えて
みると、委託をする前に、まだまだ不十分な政策で
あるということが浮き彫りになっているのではない
でしょうか。各種の住民の要求に努力を重ね、努力
に努力を重ねても、それが住民になかなか受け入れ
られない、納得されないという状況であればまだし
も、民間委託したい、そういう方向での理解も得ら



 

 

れる状況がありますが、しかし、当町においては、
そういった部分の改善や努力というのが、部分的に
は行われていたとしても、全くといって多くはまだ
まだこれからだという状況ではないでしょうか。そ
ういう状況の中で民間委託を打ち出すというのは、
住民や関係者にとっても到底理解できるものではな
いということは明らかでないでしょうか。 
 それでは、学校給食ではどうでしょうか。委託の
理由として、経費の削減を全面に打ち出しています。
しかし、ここに欠けているのは何でしょうか。子供
にとって学校給食とは何かという中心問題について
何一つ触れられていない、また、触れようとしてい
ないという大きな問題点があり、関係する方々にも
十分な説明がなされていないという問題がありま
す。これでは教育の一環としての学校給食と呼べる
のでありましょうか。余りにもお粗末と言わざるを
得ません。 
 さらに、保育所の問題ではどうでしょうか。ここ
にも民間委託の意義と効果に、経費の軽減、保育所
サービスの向上が決まり文句のように出てきていま
す。民間でできて、公設の保育所では保護者の要望
にこたえられないということでしょうか。しかし、
決してそうではないと考えます。公設であっても民
間であっても、それぞれが努力して、立派にその使
命を、また役割を果たしている保育所というのがた
くさんあります。また、それぞれの保育所の特色が
あるのも当然であります。本当にこの間、保護者や
子供たちの要望にこたえる保育所、特色ある保育所、
こういうものを求めてきたのでありましょうか。こ
のことを考えたときに、やらなければならないこと、
まだまだ改善しなければならないこと、たくさんあ
ると私は考えます。その上での委託があるのなら、
一定の理解もできるでしょう。しかし、町において
は、保育所、学校給食に至っても、町の姿勢、町長
自身の方針というのが全く感じられないというのが
実情ではないでしょうか。私は、保護者の就業形態
の多様化の中で、比較的均一の保育を保障していく
ことができるのは公設保育所だと考えています。保
育サービスの提供者としての役割を担える部分、民
間であっても公設であってもたくさんあります。当
然、私立保育の役割というのも否定するものではあ
りません。行政として、当然、子育て支援という立
場から支援するというのは当然であります。 
 以上のことを申し上げ、町長にお伺いいたします
が、一つは、保育所、学校給食の民間委託の目的は
何か。 
 二つ目には、民間委託はやめ、行政の役割をしっ
かりと担うべきではないかと考えますが、この点に
ついての町長の明確な答弁を求めます。 

 次に、ごみ収集手数料の有料化の問題についてお
伺いいたします。 
 今、ごみの減量化をどのように進めるのかは社会
的な問題になっています。ごみ処理にかかわる費用
が自治体の財政にも大きな影響を及ぼすという状況
もあります。その背景には、遅々として進まない製
造元におけるごみ処理の責任や、あるいは焼却施設
にかかわった多大な建設費によって、地方自治体の
財政がどんどん圧迫されている。本来であれば、こ
の部分における国の財政支援というのをきっちりし
なければならないにもかかわらず、相変わらず補助
率においても負担率においても低いという状況の中
で、地方自治体の財政が種々の対策によってもなか
なか改善されない、こういうところにも財政負担を
住民に求めてくる、こういう要素も生まれてきてい
るのではないでしょうか。当然、自治体が消費者に
負担の処理費用の転嫁をするという、そういう一方
で矛盾も出てきています。当然、もちろん住民の協
力なくしてごみの減量化やリサイクルも進まないと
いうことは言うまでもありません。ここにはたゆま
ない行政の努力と住民の努力が重ね合ったときに、
住民のごみの減量化というのはきっちり進むもので
あります。こういったところにも努力を惜しまない
先進地におけるところを見ますと、こういった部分
における差が減量化につながっているかどうかの差
になっているような気もいたします。 
 ごみ処理費用を一部住民にも負担してもらうとい
う手法を取り入れれば、ごみの減量化にもつながる
としています。また、公平負担の原則にもかなうも
のだとして、有料化を進めたいとして、町において
も１０月からごみ収集手数料の有料化を打ち出しま
した。有料化浮上論の経緯というのは一体どういう
ものでありましょうか。私は二つに大別されるもの
と考えます。一つは、リサイクル、減量化できると
いう方針。二つには、排出間に漂う受益と負担の不
公平感が解消できる、この二つを達成する方法とし
て、重量制有料化が出てきているものと考えます。
そしてもう一方では、ごみ焼却施設の費用がかかる
として、財源確保の手段として有料化が用いられて
いるということではないでしょうか。それでは、果
たしてごみ有料化によってごみの減量化ができるの
かどうなのか、進むのかどうなのかということであ
ります。確かに有料化によって一時的には減量化と
いう形の現象面が見受けられますが、しかし、各自
治体の状況を見ますと、一時的な不法投棄がふえる、
あるいは一時的に減ったかと見受けられても、２年
後、３年後、５年後に、相変わらずごみが増大する、
こういう状況になってきているのではないでしょう
か。また、受益と負担の不公平感の解消ができるの



 

 

かという問題でも、いろいろな問題点があり、弱者
には重い負担、こういうことも当然考えられます。 
 そこで、町長にお伺いいたしますが、ごみ収集手
数料の有料化の目的は何なのか。 
 二つ目には、ごみ分別の効果はどのように得られ
ているのか。ごみの有料化は住民に新たな負担を求
めることになると考えるが、中止すべきだと考えま
す。この点についてお伺いいたします。 
 次に、入学時における算数セットの贈呈について
であります。 
 教育は無償を憲法では保障されておりますが、し
かしまだまだこの点の原点が貫かれていないという
のが実情であります。今、当町における小学校に入
学する準備にかかる費用、保護者にとっても大変な
負担になっています。当然だという声もあります。
しかし、今、いろいろな家計費の負担が重いという
状況の中で、一つ一つの負担が生活することに重く
のしかかってきている。新１年生が小学校に入学す
る際に、さまざまな教材費購入時に保護者の負担が
伴います。例えば算数セットは、勉強していく上で
は必要なものであります。授業には必ず使用しなけ
ればならないもの。父母負担の軽減につながる、そ
ういう方向での対策として、教育父母負担の軽減の
立場からも、贈呈してはいかがでしょうか。この点
についての教育長の答弁を求め、以上で、町長、教
育長の明確な答弁を求めるものであります。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢議員の御質問に
お答えさせていただきたいと思います。 
 まず、１点目の保健福祉施設についてであります
が、今、少子高齢化の問題は、国内的な問題となっ
ておりまして、一自治体では解決することが困難で
あります。本町では、その対策として、ソフト事業
を中心に対応してきておりますが、特に高齢化への
対策では、既存の施設機能での対応が可能なものと、
そうでないものとがございます。高齢化社会を迎え
た今、加齢とともに衰える身体機能現状をできる限
り維持して、さらに期間を延ばしていくことで、み
ずからに備わった身体機能をもって生きることを多
くの町民が切望しており、この保健福祉施設の建設
計画は、それに対応するための施設であると考えて
おりますし、健康を保持することでの将来の医療費
負担の抑制策にもつながるものと考えているところ
であります。私は、この意味でも、町には必要な施
設であり、将来に残さなければならない優先順位の
高いものと認識しております。 
 しかしながら、議員が述べられたように、現下の
経済情勢では、税を初め地方交付税など、主要な一
般財源の伸びが期待できないどころか、前年の額を

下回ってきているという状況にありますので、自治
体の財政運営が極めて厳しい状況にあるということ
は言うまでもありません。今後の投資的事業の財源
の確保においては、国における地方債の優遇制度と
なっている地域総合整備事業債が廃止されるなど、
大幅に下方修正することで見直しすることとなって
おります。 
 しかし、町民の福祉の向上に向けて、保健福祉施
設の整備計画が現に進行中であることから、従来の
地域総合整備事業債が適用される見通しがついたこ
と、今後は現行の補助制度以上のメニューが国から
出てくることは考えられない状況にあること、さら
に、仮に本計画を一時中断した場合は、今後におい
てこの種の大規模施設建設は、財源確保面からも不
可能であることなど、あらゆる要素を総合的に判断
した結果、私としては、現段階では建設計画を思い
切って実施していくべきものと考えておりますの
で、町民の皆さん初め議会の皆さんに特段の御理解
と御協力を賜りますよう、切にお願いを申し上げる
次第であります。 
 次に、２番目の保育所、学校給食の委託に関する
御質問にお答えさせていただきます。 
 １点目の、保育所、学校給食を外部委託する目的
でありますが、まずは保育所につきましては、少子
高齢化社会を迎えていく中で、核家族化の進展や女
性の職場進出の増加などにより、保育に欠ける家庭
の教育要望が高まってきております。特に０歳児、
１、２歳児の低年齢児の保育ニーズを初めとして、
障害児保育、一時保育、延長保育など、保護者のニ
ーズも多様化してまいっております。また、法制度
の改正により、民間企業による保育所運営も可能と
なったことから、特色ある保育サービスの提供や、
効率的な運営がより一層求められておるところであ
ります。このような状況下にあって、民間の持つ活
力と経営の柔軟性などを積極的に活用することによ
り、保育サービスの向上や財政負担の軽減効果など
も期待できるため、平成１５年度に向けて、西保育
所を委託してまいりたいと考えております。 
 学校給食につきましても、民間の活力を生かすこ
とにより、給食業務費用、施設管理運営業務費用な
どのコスト削減による町財政の負担軽減が期待でき
るとともに、運営の効率化が図られるため、本年度、
米飯の炊飯と給食の配送、回収及び施設管理業務の
一部を民間に委託し、給食センターの運営を行って
まいりたいと考えております。 
 ２点目の、保育所、学校給食は外部委託を行わず、
行政が役割を担うべきでないかとの御質問につきま
しては、保育所の運営に当たっては、町立の保育所
として中央保育所が障害児保育や子育て支援事業等



 

 

の行政事業に積極的に対応してまいりますし、学校
給食につきましても、児童・生徒の栄養管理上の献
立業務などは給食センターが行いますので、町の責
務としての役割を十分に果たせるものと考えており
ますので、御理解を賜りたいと思います。 
 次に、３番目のごみの収集に関する使用料、手数
料に関してお答えさせていただきます。 
 一般廃棄物の処理に関しては、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律に基づき、本町においても関係条
例を定めて進めてまいりました。近年、生活水準の
向上により、ごみ量の増大、ごみ質の多様化が進ん
でいる中で、従来の大量生産、大量消費、大量廃棄
という一方通行型の社会から、排出量の減量、再利
用、再生利用、資源化などの循環型社会の形成が求
められております。上富良野町におきましても、一
般廃棄物の処理については、全量埋立処理から資源
化への推進を図り、埋め立てするごみの減量、減容、
また、焼却するごみの減量を進め、自然環境及び生
活環境の保全に努めているところであります。 
 まず、１点目の有料化の目的についてであります
が、こうした中で、一般廃棄物の収集、運搬処理に
多くの財政負担を要していることから、平成１１年、
上富良野町廃棄物減量等推進審議会に有料化につい
て諮問をし、平成１３年１１月に、焼却及び埋め立
てするごみの減量と住民負担の公平化を図り、町の
健全財政を維持するために有料化を実施することが
望ましいとの答申をいただいたところであります。
このことから、再生、資源化される廃棄物を除き、
焼却及び埋め立てする廃棄物に要する費用の一部
を、排出される量等に応じて町民の皆様に御負担を
いただき、再生、資源化への分別推進を図るもので
あります。 
 次の、２点目のごみ分別の効果と費用負担の可否
に関する御質問にお答えさせていただきます。 
 町では現在、一般ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、空
き缶、空き瓶、ペットボトル、廃乾電池、廃蛍光灯、
プラスチック類の８分別により収集を行っておりま
すが、本年度からは一般ごみから生ごみを分別し、
資源化を図り、有料化にあわせて、段ボール、古新
聞、古雑誌の分別を予定しているところであります。
これらの分別が確立されることにより、現在、クリ
ーンセンターで焼却処理をしている一般ごみの減量
がなされます。また、昨年１０月から取り組みを行
っていたプラスチック類を分別したことにより、一
般ごみの減量とともに、埋立処理をする不燃ごみが
激減しており、最終処分場の延命も図られるものと
確信しております。 
 以上のように、一般廃棄物の分別を推進すること
により、燃やすごみ、埋めるごみを減らし、クリー

ンセンターの健全な維持運営と、延命化を図れるば
かりではなく、地球環境保全、循環型社会形成とい
った大きな視野での廃棄物処理対策も図られており
ます。 
 また、ごみの有料化については、議員の御指摘の
とおり、住民に新たな負担を求めることとなります
が、１点目においてお答えさせていただきましたよ
うに、有料化の対象とするごみは、一般ごみ、不燃
ごみ、粗大ごみに限らせていただいたところであり、
かつ、その対象経費につきましても、収集、運搬処
理に要する費用とさせていただいたところでありま
す。町民の皆様の御協力により、できる限りこれら
のごみを減量していただくことが、地球環境保全、
循環型社会形成がなされた健全な社会環境を保持し
ていけるとともに、個々の御努力により、負担の軽
減がなされるものでもあります。ごみの収集、運搬
処理に関しましても、それぞれの排出量などに違い
があり、その量に応じた御負担をいただく受益者負
担への理解をいただくことは、地方行政の自立と相
まって、欠くことのできない近時の時代要請である
とも考えますので、有料化につきまして特段の御理
解を賜りますようお願いを申し上げます。 
 ４番目の教育行政に関する御質問は、教育長から
お答えさせていただきます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １２番米沢議員の、教育
行政についての児童の入学時における算数セットを
贈呈してはどうかとのの質問にお答えいたしたいと
思います。 
 町内の小学校における新１年生の学習活動に使用
する学用品につきましては、学習指導上、同じ規格
にそろえるため、学校で一括購入し、保護者に負担
を願っているのが実態でございます。中でも算数セ
ットにつきましては学習を補完する教材と認識して
おりますので、保護者負担の軽減につきましては、
今後の課題として検討させていただきたいと思って
おりますので、御理解をいただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） 保健センターについてお
伺いいたします。 
 確かに部分的に見ますと、財政の確保ができたと
いうふうにいわゆる見受けられます。しかし、今こ
こで考えなければならないのは、町の財政が全般的
にどういうふうに推移するのかというところの問題
だというふうに思います。この間だけれども、１０
万人以下の地方自治体においては、交付税のいわゆ
る削減が上富良野町だけでも５,０００万円になる
という状況があります。町の中長期の試算によって



 

 

も、積み戻し等がなかなかすることができない。今
年度の予算の方針に至っても、将来の財政の不安、
歳入の面から見ても相当なものだというふうに書か
れています。 
 それともう一つは、やはりそういう中で、民間に
おける学校給食や保育所の委託が並行して行われて
いるわけであります。これはなぜかというと、財政
が大変で、ここまでしなければその財政が成り立た
ないという状況かというふうに考えます。そういっ
たときに、一方で住民の切実な要求に対して民間委
託を押しつけて、さらにこの大きな建設を行って、
また新たな負担を求める、二重、三重の負担を住民
に求めるということになります。この点がまず問題
であります。 
 もう一つは、予防医療、いわゆる医療費の抑制の
問題はどうかということ。保健施設が建ったから予
防医療が進んで、そして医療費の１人当たりの抑制
につながるというのではなくて、基本は予防医療の
対策が網の目のようにどれだけ広がったかどうか、
これによって医療費の抑制につながっているという
のが実態であります。このことを考えたときに、必
ずしもこの保健センターの建設によって、予防医療、
いわゆる医療費の抑制につながるというのではな
く、基本は、そういう対策を講じたかどうか、ここ
に問題点が私はあるというふうに考えています。今、
農業者も商業者も勤労者も、すべての業種の方々が
不況という状況の中で、今本当に大変なところまで
追い込まれています。そういうことを考えたときに、
将来、基金を取り崩し、そして積み戻すこともでき
ない、将来の歳入の不安もある、税収の伸びもない、
こういう状況の中で、住民サービスをほかに置いて
おいて、こういう建設に走るというのはいかがなも
のかと。こういう財政事情を考えたときに、当面、
保健福祉センターの建設は中止して、農業や商業、
勤労者の切実な部分に予算を回すべきだというふう
に考えます。この点について、町長はどのようにお
考えでしょうか。 
 次に、保育所、学校給食の民間委託の問題であり
ます。 
 経費の節減だということで打ち出しました。西保
育所を中央保育所に統合するということです。そこ
にいた人員を中央保育所に移すということなので
す。全体の経費から見れば、移動するだけであって、
何も変わりません。確かに西保育所の事業費から見
れば１,３００万円何がしの負担が軽減されるやに
見受けられますが、これは現象面だけであります。
本質は変わっていない。逆に中央保育所に行くこと
によって、これは年齢の高い子供さんが入っていま
す。そうすれば、保育単価も乳幼児と比べれば当然

低いというのが実態であります。そうしますと、大
体２,０００万円の増額、これが町の負担となるとい
うことは明らかではないでしょうか。 
 もう一つ、さらに強調したいのは、私は本当に住
民の要望にこたえるだけの、そういったサービス向
上の立場からの指導や、あるいは改善がなされてき
たのかどうかという問題であります。町長は、この
点について明確な答弁はされていません。というこ
とは、町長自身の保育所の政策のあり方について、
みずから失敗だったということを認めた上で、この
民間に委託するということも当然考えられるわけで
あります。私は、そういうことを考えたときに、民
間委託の前に、当然、努力して、それでもだめだっ
たというのなら、保護者や関係者も理解するでしょ
う。 
 また、もう一つ抜け落ちているのは、やはりそこ
にいる子供たちの生活環境が委託によってがらりと
変わるということです。例えば、あしたから委託に
よって先生もがらりと変わります。先生が変わった
らどうでしょう。小さな子供さんはびっくりするで
しょう。本当になじめるのですか、そういうところ
で。善良ないい保育ができるのでしょうか。私は、
そういう問題もあると思う。 
 さらに、公設でなければできない保育というのも
当然あるでしょう。民間の福祉法人の目的というの
は、その趣旨に賛同する方々が入所する、こういう
形態だと思います、わかりやすく言えば。その趣旨
に賛同しなければやめていってもいいですよと。例
えば裸足の保育、外で乾布摩擦する保育、こういう
ものが嫌な保護者や子供さんは出ていってくださ
い、こういうことにもなりかねないのではないでし
ょうか。そういう立場から、公設の保育というのは、
一人一人のお父さんやお母さんの家庭状況、そして
子供さんの置かれている状況を判断した上で、どう
いうふうに子育てのために子供たちを成長させてい
ったらいいのか、こういう立場からの保育をやれる、
本当にすばらしい保育を担っているということなの
です。このことを町長はわかっていないのではない
かと、私はこういうふうに考えます。こういう点で
も、町長の見解を求めます。 
 さらに、学校給食ではどうでしょう。保育所と同
じように、学校給食の原点というのは、学校給食法
にも明記されているように、第１条では、学校給食
が児童及び生徒の心身の健全な発展につながり、か
つ国民の食生活の改善に寄与するものであり、そこ
から学校給食活動の一環として、教育という立場か
ら、食のあり方、そして文化のあり方、そういうも
のをやっぱり教える、学ぶ、これが原点なのです。
しかし、今回の町の委託方針を見ますと、ただ経費



 

 

の削減が全面的に出てきて、また、それにかかわっ
た関係する保護者についても十分な説明もされてい
ない。一方的な行政の都合で何でもやってしまう、
ここに問題があると思うのです。私は、こういう学
校給食の問題でも、最善の努力をなされたのか、本
当に子供たちにこういうすばらしい文化、食文化が
ある、人と人との関係が成り立っている、こういう
ものがあってしかるべきだけれども、これすら打ち
出していない。どうしてこういう中で民間委託とい
うことを打ち出すことができるのでしょうか。この
点について、私は経費だけの問題ではない、公設の
担う役割というのはきっちりある、今、多くの保護
者は、添加物の問題、遺伝子の組み換えの問題等々
で過敏になっています。こういう問題に対してもき
っちり監視し、また指導できるのも、公の行政の役
割だと思います。こういうことについても町長の明
確な答弁を求めます。 
 次に、ごみの有料化についてお伺いいたします。 
 ごみの有料化、公平負担の原則だということをう
たわれています。しかし、本当に公平なのでありま
しょうか、有料化は。私はそうでないと考えていま
す。つまり消費税と同じで、お年寄りのように容量
を出さないところには一定の負担を求める、税の二
重どりではないでしょうか。仮にごみの袋を無料提
供したとしても、それは住民の税金で賄われている。
そのことを考えたときに、住民の税金を使った袋を
提供し、そして新たに有料化するということになれ
ば、二重、三重の税の負担を住民に求めているとい
うことではないでしょうか。町においては、この点
がどうも理解されていないのではないか、私はこの
ように考えます。 
 また、不燃ごみ、一般ごみ、そして不燃ごみに絞
って有料化を限定した、それにかかわる経費を有料
化したということを言っています。しかし、お金と
いうのは、ひとたび町の財布に入ったら、この部分
に使われているのかどうなのかわからないでしょ
う。恐らく総体的な経費に使われるわけです。これ
はだれが考えても当たり前なのです。それをこの部
分の経費に使うから認めてくれなどというのはとん
でもない話です。今、住民の負担というのは本当に
大変です。このことを考えたときに、私は、ごみの
有料化、これはやめるべきだし、また、二重、三重
の税の負担を押しつけるような仕組みはやめるべき
だというふうに考えますが、この点についても町長
の見解を求めます。 
 さらに、ごみの減量化というのは、当然、そのご
みの中身を見ましたら、過剰な包装紙等々がごみの
新たな量をふやす原因になっているのです。その原
因というのが、企業側の原因者の責任、こういうも

のも一部リサイクル法という形の中で改善はされて
きておりますが、しかしまだまだこれからという段
階であります。当然そういう状況の中で、このこと
が根本から変わらない限りは、減量化を進めたとし
ても、新たなごみの量の排泄がふえるということは
明らかではないでしょうか。当然そこには、減量化
には町の指導、援助というのも当然必要です。こう
いうものもまだまだ私は不十分だと思います。有料
化された伊達市においても、近隣の町村においても
見た場合、有料化の一時的によってごみの減量化が
されたかに思われますが、しかし、新たなごみの量、
そして排出量がふえるという状況はどこでも同じで
あります。こういうことを考えたときに、ごみの減
量化、住民に対する啓蒙、啓発、そして企業側の責
任、こういうものをきっちり明確にした上で、お互
いがきっちり手をつなぎあったときに、初めて減量
化が進むのであって、有料化によって負担公平、受
益者負担という形の中での減量化にはつながらな
い、新たな負担を求めるだけ、これはやめるべきだ
というふうに考えます。この点についての明確な答
弁を求めます。 
 次に、学校教育の問題では、今後十分この問題に
ついて検討されるということでありますから、これ
は前向きに検討されるというふうに理解してよいの
かどうなのか、この点についてお伺いします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢議員の再質問に
お答えさせていただきます。 
 まず、１番目の保健福祉施設の財源問題等々含め
た御質問でありますが、先ほどお答えさせていただ
きましたように、町といたしましては、このことに
よりまして高齢者の健康寿命の延伸を図っていく、
そのことがこれからの国保税等々に対する節減にも
つながっていくものということで、大いに期待をし
ながら、そしてそれらの事業を進めるのは、現在、
保健福祉課が進めております寝たきり老人ゼロ作戦
等々の種々の事業をより一層促進していくことによ
って、これらの成果があらわれてくるものというも
のを大いに期待をいたしているところでありまし
て、そういったことから、この種の施設の必要性を
認識していると、さきにもお答えさせていただきま
したようなことであります。 
 これらの一部につきましては、議員も御同意いた
だける部分もあるのかなというふうに思っておりま
すが、しからば財政的な、財源についてどうなのか
ということになりますと、議員御質問のとおり非常
に厳しい、これは現実であります。今、中期の５カ
年の財政計画を皆様方に御提示申し上げておるとこ
ろでありますが、この状況を見極めても、非常に厳



 

 

しく、また、国の地方財源の対応がどのような方向
に進んでくるのか、そこらあたりの見極めもつかな
いというようなことで、非常に厳しい状況にあるの
は現実であります。 
 しかしながら、今、国は構造改革の中で、小泉内
閣が言っている聖域なき構造改革の中で、従前、地
方にありました補助金、助成金等々の削減、交付税
の削減、また、それぞれの言うならば起債等々に対
する交付税算入率の削減等々、厳しい状況下にござ
います。今後、議員も御承知のとおり、今、町がこ
の施設を建設するために利用しようとしております
地域総合整備事業債、これにつきましては、償還に
当たって国が５５％の元利金を見るわというのは、
もう１４年から廃止ですよと。これから地域活性化
事業債というのを創設して、これはこれからは３
０％ですよというようなことで、だんだんだんだん
国は地方に対する引き締めが来ております。 
 今、これは１４年で本当は中止なのですが、我が
町の福祉施設は継続事業ということで認められて、
この地域総合整備事業債の適用を受けられる。その
ことによって起債の５５％が国の交付税算入で元利
合計見てもらえるというような、この制度はこれを
逃すと、もう我が町で利用するのは、先ほど申し上
げました地域活性化事業債しかない。そうなります
と、なお厳しい財源の中で、大きな一般財源の負担
を地域がしなければならない。そういうことになり
ますと、まずこの種のような箱物の建設というのは、
将来、まず不可能である。今回を逃すと、我が町の
財政状況からするならば不可能である。それで、現
在、１４年度予算に実施計画の予算を計上させてい
ただきました。この事業をとり進めることによって、
５カ年間の財政状況はこういうふうになるけれど
も、建設に向けての財源処理はでき得たと。しかし、
厳しい財政運営を強いられるというような結果では
ありますが、地域の財政計画のもとにおいて、この
保健福祉施設の建設に向かって私はとり進めてい
く。これを今逃すと、二度とこの建設は成り得ない
という危惧を持ちながら、とり進めさせていただき
たいということで考えておりますので、御理解をい
ただきたいなというふうに思っております。 
 次に、保育所並びに給食センターの民間委託の問
題でありますが、私は、当初から申し上げておりま
すように、これからの地方自治のあり方、これはや
はり厳しい財政運営を強いられながらのまちづくり
を目指していかなければいけない。そういうような
ことから、ことあるごとに、従前のように行政サー
ビスは無料でこれからとり進めていくということは
なかなか難しいですよと。これからは行政サービス
にも負担と経費がかかるのだということを前提にし

た財政運営を図っていかなければ、まちづくりは進
めていけない。そしてまた加えて、現在の行政組織
機構の肥大化、バブル期からずっと伸びてきた行政
組織機構の肥大化を縮小していかなければいけな
い。今定例会にも職員定数の削減の条例案を提案さ
せていただいております。そういうふうに、現在の
行政組織を簡素で効率的な組織に変えていかなけれ
ばならない、私は常にそう思って行政運営をさせて
いただいております。 
 そしてそのかわり、民間ができるものは大いに民
間にやっていただき、民間活力を導入して、民間に
活力を、この今、厳しい経済状況の中で、商工業も
農業も今厳しい。そういう中で、今まで行政がやっ
ていたものを民間ができるものがあるとするなら
ば、それを民間にやっていただいて、民間の活力を
導入することによって１人でも２人でも雇用を促進
していただく、あるいは、ときには利益を上げて税
も払っていただけるような形になればそれに超した
ことはないけれども、私は民間活力を大いに、民間
がやれるべきものは民間活力を導入していく。 
 保育所の民間委託、直営と委託についても、現在
もわかば愛育園は、発足当時から営々として保育所
としての責務を果たして、営業と申しますか、操業
していただいております。議員の子弟もわかば愛育
園で保育を受けられたというふうに思っております
が、決して行政が直営でやるのと民間がやるのと、
大きな問題点というものは生じないものと。あくま
でも管理運営を対応するのであって、民間に委託し
ても、給食も同じでありますが、町の責任において、
町の管理監督のもとにおいて民間に運営を委託する
ということでありますので、決して町の権限がなく
なるということではありませんので、そういう対応
の中での民間委託だということを御理解いただき、
また、基本的には、先ほど申し上げましたように、
財政的な部分もありますけれども、民間活力に手助
けでき得るものは大いに民間に委託していきたい。
そして行政の簡素化を図っていきたいというのが一
つの基本的な考え方であり、その中で、今回御提案、
御説明申し上げておる西保育所の問題、それから給
食の一部委託の問題、こういう問題がありますが、
決して給食も、民間に委託したから子供たちに学校
給食というものの理念が教えられない、そういうこ
とには私はつながらないというふうに認識いたして
おりますので、御理解をいただきたいと思います。 
 次に、ごみの有料化でありますが、これにつきま
しても、先ほど来お答えさせていただいております
ように、行政サービスは今後すべて無料ということ
にはならない。一部御負担をいただかなければなら
ない。特にこの一般廃棄物、ごみの処理については、



 

 

行政責任で対応しなければならない部分であります
が、この経費が非常に膨大化してきている。そうい
う中にあって、一部町民の皆さん方の御負担をいた
だかなければならない厳しい財政状況であるという
ことを認識していただいた上で、答申を受けて、こ
の方向に進めさせていただいている、有料化の方向
で今定例議会に条例の改正案を提案させていただい
ているところでありますが、これらにつきましても、
議員が税の二重ではないかということでありますけ
れども、今考えておりますのは、さきの所管委員会
並びに議員協議会でも説明させていただきましたよ
うに、再利用する部分についても、袋は原価を御負
担いただきますよと。それから、先ほど申し上げま
した有料化、焼却するもの、埋め立てするもの、粗
大ごみ、これらについては、袋代プラス輸送経費の
一部を御負担いただきますよという形でお願いを申
し上げているところであります。ですから、袋代は
税でつくるのではなくて、皆さん方に原価で相当の
御負担をいただくということでありますので、ひと
つ御理解をいただきたいというふうに思っておりま
す。 
 この問題は、今日までいろいろと長い年月、論議
を重ねてまいりました。私が就任以来、クリーンセ
ンターの稼働と同時に、平成１１年度から有料化に
向かってとり進めていきたいということで、町民の
皆さん方ともいろいろと御相談を申し上げていた。
しかし、議員も御心配いただいておりますようない
ろいろな課題も残っているというようなことで、今
日まで調整をさせていただいて、今日までおくれて
まいりましたが、どうしても今の我が町の財政状況
からしても、これらの応分の御負担をいただく、行
政サービスがすべて無料ではなく、応分の受益者負
担の原則に基づいた御負担をいただく、そういうふ
うなことで、今定例会におきましては、各施設の使
用料の改正等々の御提案もさせていただいておりま
すが、そういったことで現状認識をいただいた上で
御理解を賜りたいというふうに思うところでありま
す。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １２番米沢議員の再質問
にお答えしたいと思いますけれども、今日の少子化
時代で、今、新入学児童が入学されるということに
ついては、本当に私も、子供たちは国の宝であり、
町の宝だと思っておりますので、今後、学習活動に
伴うこういうものについては、前向きにということ
の御答弁で受けとめていただいて結構だと思いま
す。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜ります。 
 １２番米沢議員。 

○１２番（米沢義英君） ごみの有料化の問題で、
町長は、当然なのだという理由を滔々と述べていま
す。また、原価だから大した負担ではないのだとい
うことの話だというふうに思います。しかし私は、
再三再四申し上げますが、税の二重負担ではないか
というのは、消費税と同じで、低所得者であっても
高齢者であっても、そういうものに対して、ごみの
量等々、排出量等も当然違うし、家計の、いわゆる
年間収入、月５万円もらっている人も、３０万円も
らっている人も、２０万円もらっている人も、年間
にしたら１万何ぼの負担。負担率から言ったら、そ
の負担割合はどうなのだということを考えたとき
に、当然、アンバランスが出てくるのだろうという
ことを考えたら、当然、平等ではなくて、不公平感
がそこに埋没しているのだということは、これはだ
れが考えても明らかなのです。そういうことを、や
はり結局何をしたいのかということなのです、有料
化は。言うなれば、経費がかかるから町民に負担を
求めるということなのです。減量化が進むから、何
が進むからということは、前講釈としては、前置き
としてはあるけれども、結局住民に負担を求めると
いうことでしょう。その原因というのは、高い建設
コスト、そこにかかわる人件費等が含まれていると。
確かに間接的な人件費しか見ていないということの
話でありますが、しかし、やはりこういったところ
に財政の負担の要因が重く地方自治体に、やっぱり
重くウエートを占めているわけですから、根本的に
国の財政や、そういったところに対する改善を求め
ない限りは、幾ら減量化、減量化といっても前に進
まないし、財政負担の軽減といっても前に進まない
話だというふうに思います。この間、町のごみ指導
のあり方についても、十分まだまだ手を尽くす余地
もありますし、検討する余地もあるというふうに考
えます。 
 もう一つは、さらになりますが、こういう公平負
担のアンバランスがある。アンバランスがあるのだ
ったら、お年寄りに対して、この有料化の袋を無料
配布してもいいのではないかという話も当然聞こえ
てきます。こういうものがなかなか住民の合意の中
で、どういうふうにしていくのかというところがな
かなか見えてこない。確かに住民の代表という形で、
このごみ推進協議会に諮ったという話であります
が、しかし、この点についてどういう審議がなされ
たのかということも住民はよく理解されていない、
こういう問題も多数あります。そういう意味では、
私は今でも、住民がいろいろな負担をして、さらに
負担を求めるということは、税の二重どりであり、
これは直ちにやめるべきだというふうに思います
が、これは町長は税の二重どりではないというふう



 

 

に解釈されるのでしょうか。また、住民に対しては、
負担にはならないというふうに解釈されるのか、こ
の点、もう一度確認します。 
 それと、保育所等の問題でありますが、いろいろ
な問題点が、話を聞いていてわかってきました。障
害児保育をやりたいということで、中央保育所に集
中したいと、比較的。そうすると、そういったとこ
ろに、１カ所に集中していいのかという話なのです。
私はそれぞれの場所に何人かの子供さんがいて、そ
こで子供たちが交わって、その人たちの生い立ちを
理解する、そういう人間形成の場なのです。そうい
うことを含めたときに、果たして１カ所に集中して
いいのかという問題も浮かび上がってきます。 
 それと、民間保育でわかば保育の問題が出されま
した。確かにわかば保育所というのは、その方針に
基づいて行われて、立派な保育をやっています。し
かし、人件費の面で見るとどうだったのでしょうか。
あそこは人員が入れかわっているのです。なぜ入れ
かわるのかというと、保障がない、あるいは財政的
な何らかの理由で早くやめるという状況になってい
るのです。そういうことをわかっているのですか、
町長。行政というのは、そういう保護者も含めて、
働いている人たちも含めて、きちっとした労働の管
理、そういうところをきちっと見ていける、そうい
う場所が保育所なのです、公的保育所の役割なので
す。だから、町長が本当に財政面だけで見るという
ことを言っていますけれども、結局給食センターに
しても人員移動だけなのです、今のところを言えば。
総体の器で言えば何も変わらないという話なので
す。 
 そういうことを考えたときに、公立の保育所の役
割というのは、本当に一人一人の子供に目が行き届
いて、保護者の環境にも目が行き届く、そういうす
ばらしい保育所運営ができる場所なのだということ
を、町長みずから否定しているのではないですか。
確かに表現では、サービスの向上、十分な対応がで
きるのだということを言われています。確かに民間
でもやれるかもしれません。しかし、住民の選択と
いうのは、今、民間と公立の保育所があって、初め
てどちらの保育所に行ったらいいのかという、契約
ですから、選べる、選択の自由があるのです。だけ
れども、子供にはその自由がないのです。万が一、
例えばですよ、自分の親が勤務時間の関係でＡとい
う保育所に預けたと。しかし、預けてみたら大変だ
ったと。Ｂという保育所に預けた方がもっとよかっ
たのではないかということの選択は、子供はできな
いのです。できないからこそ、そこをどこがカバー
するのかといったら、公立の保育所なのです。公立
の保育所は、そういうものも含めて比較的に均一に

保育ができるというのが実態なのです。そのことを
何か忘れている、私はそう思いますが、町長はそう
思いませんか。ただ経費の論理だけ、これですべて
を解決しようというところに問題がある。だから、
こういう経費の負担がかさむというのだったら、保
健福祉センターの建設をやめて、そういった財源を
住民の切実なところに回す、これが本来のあり方で
すよ、行政の。既存の施設を利用して、保健センタ
ーの予防医療、十分まだまだできます。こういうこ
とをやるべきではないですか。この点、再度お伺い
いたします。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢議員の再々質問
にお答えさせていただきます。 
 まず、ごみの有料化問題からでありますが、私と
いたしましては、先ほどから御説明申し上げており
ますように、御負担いただくのは平等な御負担をい
ただくものであるという認識であります。排出量に
よって御負担をいただくわけでありますから、排出
量が少なくなれば、それだけ負担の量は減ると。排
出量が多くなれば、それだけ負担が大きくなる、排
出量が少なければ負担が少なくなるということから
すると、その努力、それぞれの家庭における状況の
中で、私は平等な対応ができ得るものというふうに
思っております。そしてまた、そのことによりまし
て、どなたも有料化、金のかからない方向で対応し
ていく、そのために分別が促進されてくるものとい
うことで期待をいたしております。再利用できるも
の、リサイクルできるもの、そういったものの分別
の中で、本当に燃やすもの、本当に埋め立てるもの、
そういったものの分別が明確に対処していただける
ようになると。そのことが施設の延命にもつながっ
てくるというふうに認識いたしておりますし、それ
らの費用のすべてを賄ってくれというのではなく
て、施設にかかったから、それを賄ってくれという
のではなくて、これらの費用は基本的には輸送料、
搬送料について一部を御負担いただきたいというこ
とでありますので、そういった部分で私は住民の皆
さん方の御理解をいただけるものと。今日までいろ
いろな会合の中でこの話をしている中で、住民の皆
さん方とのお話の中で、私は応分の負担については、
これからの時代の中でやむを得ないという、負担増
にはなるわと、それだけ住民の皆さん方の負担増に
はなるけれども、やむを得ないねというようなお話
を私は常に聞いてきております。 
 ただ、議員の言うように、まるっきり反対という
御意見はまだ私の耳には届いておりませんが、住民
も大変ではありますけれども、やむを得ない、仕方
ないなという苦しい選択をしていただきながら、理



 

 

解をしていだたいている方々もいるということで、
私はこのことにつきましては住民の負担にならない
という考え方は持っておりません。このことが住民
のそれぞれの負担になることを認識しながら、住民
の理解を得て対応していきたいというふうに考えて
おります。 
 それから、委託の問題でありますが、この委託の
問題というのは、どうも議員とは全く歯車が合わな
いなと。うちの職員組合との話と同じだというふう
に思っております。職員組合も、この委託の話にな
ると、なかなか歯車が合わなくなってくる。私は、
民間がやるから、直営だからこうだわという、大き
な差異というものは、私はそんなに生じてくるもの
ではないと。直営でやっても、また、一部では直営
というのはでき得ない部分も、民間ならでき得ると
いう部分もあります。しかし、それほど直営だった
ら町民の皆さん方が安心するのだろうか、民間だっ
たら安心できないと、民間とはそんなに信用がない
のだろうか。私は民間だといっても、維持管理、監
督は町がやっているわけですから、民間だって誠心
誠意、その業務を遂行していただけるものと。それ
ができない民間であれば、委託を早急に解消せざる
を得ない。私は、民間活力がそういう世界の中で伸
びていっていただきたい、そういう思いでおります。
ですから、私は民間と直営との大きな違いというも
のは、実際においてはそう生じないものというふう
に思っておりますし、ただ、基本的には、今、行政
の組織の簡素化ということも含めながら、その対応
を図っていかなければならない。 
 それから、議員が御心配いただいておりました、
１カ所で一つの業務、例えば低年齢者を、０歳児に
ついてはここでやるわ、３歳児についてはここの施
設でやるわ、入学前の児童についてはここでやるわ
というようなことで決めるということについては、
それぞれの施設の状況、施設の現況を見極めながら、
どうしてもまとめなければならないというものでは
ないと思う。それは話し合いの中で対処していける
ものというふうに思っておりますので、ひとつこの
件につきましても、有料化につきましても、ひとつ
特段の御理解を賜りたいなというふうに思います。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、１２番
米沢義英君の一般質問を終了いたします。 
 この際、暫時休憩いたします。 

──────────────────                

午前１０時１５分 休憩 
午前１０時３５分 再開 

──────────────────                

○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を
開きます。 

 一般質問を続けます。 
 次に、３番福塚賢一君。 
○３番（福塚賢一君） 私は、さきに通告してあり
ます、町長のメンタリティについて３点、教育長に
１点の一般質問をいたしますので、よろしく御答弁
方お願いいたします。 
 最初に、健全財政維持方針についてであります。 
 私は、平成１２年１１月に発表された健全財政維
持方針の中で、財政長期試算は平成２０年度まで蓄
えられて推移して、きょうまで来ていますけれども、
その内容を見ますと、平成２０年までは毎年４億円
から５億円の収支赤字と。したがって、行財政のス
リム化、向上的な財源不足の解消のため、基本方針
を樹立したのだと、こう説明がありますが、どこが
どのように今日改善されたのか、説明がないのでわ
かりません。したがいまして、今後、課題が未解決
で存在しているのかどうか。また、本年達成しても、
収支が赤字に転落、１５年、１６年には財源不足の
見込みと報道されておりましたが、これが事実とす
るならば、どのように理解しておけばよいのか、お
伺いしたいと思っておるところであります。自分が
こだわるのは、方針の中の長期財政計画が平成２０
年、町長は見通しを立てております。それが平成１
８年でなくして平成２０年までの財政状況をなぜ示
せないのか、その考え方がどこにあるのか、町長に
は説明する責任があると思いまして、この点、町長
にその見解を賜りたいと思います。 
 ２番目に、国営土地改良事業の負担金についてで
あります。 
 町長は１２月の定例議会で、一括償還により金利
の軽減を図りたいと公言されましたが、このことは、
そうなれば、将来、町の財政を根幹から揺るがす大
きな問題となりかねないのではないかと思っておる
からであります。一括償還するに当たり、町が債務
補償することになるのかならないのかの関係であり
まして、５％の金利を１.８％に引き下げるこは極め
て有効だと考えますが、国の政策として、北海道は
食糧基地、また、公共事業として景気浮揚策、これ
らを国家予算をもって事業の推進を今日までされて
きました。国の税金をもって事業を推進したわけで
ありまして、金銭を借りて事業をしたとは全く思っ
ていないからであります。バブルがはじけて１０数
年、今日、デフレにあり、金利５％の発想は今日ま
で現存されておることは、どこかの怠慢による原因
ではないかと思って、その理解ができないのであり
ます。上富良野町議会は、昭和４０年代に事業費の
負担割合を議決された経過にありますが、金利５％
のいわゆる受益者負担がなされるという議決は記憶
に新しいものがないのであります。 



 

 

 したがいまして、一括償還することは、町がハイ
リスクを先送り、国は交付税で補填とすることもな
く、残高が消滅するわけですから、その辺の憂いも
ありますし、ついては、国が法律改正する努力をす
れば、従来のシステムとなり、これが最善と考えま
すが、今日の一括償還、いわゆる農家が払えなくな
ったら税金で町が立てかえ、あるいは後日負担して
いただくということに対して、町長の見解を賜りた
いと思います。 
 この際、また、フラヌイ事業の中止、空知川右岸
の事業縮小による町の負担金について、今日、どう
いう押さえをしておるのか、重ねてこの際お伺いを
しておきたいと思います。 
 ３点目であります。職場の活性化について。 
 私は昨今、社会の高度化、複雑化、高齢化社会に
対応するため、町職員は自主自立の精神を涵養し、
きめ細やかな行政の展開が要求されていると思いま
す。職員の個々の持っている能力を最大限発揮し、
職場全体が意識改革に燃え、伸び伸びと職場が活性
化されることとなると思います。 
 ついては、同じデスクに長い職員では７年近くも
異動しない現実を見まして、これらは極めて人事の
停滞であり、マンネリ化して、職員のためにも町の
ためにもならないと考えますので、人事異動につい
て、町長は職員を今日、横断的に異動された経緯に
ありますが、基本として考えている人事異動の観点
について、町長の見解を賜りたいと思います。 
 最後の質問でありますが、新学習指導要領につい
てであります。 
 新年度から、小中学校の学習指導要領が改定され、
週５日制、学習内容３割減、総合的学習が実施され
ると思います。その中で、私は特に総合的な学習の
時間についてお伺いいたします。 
 一人一人の子供たちが、児童・生徒が、生きる力
を育成することを目的とした総合学習について、こ
れを支えるためには、学校のみでは限界があると及
ばずながら思います。ついては、地域の支援と財政
支援があってこそ、始めて教育の効果があらわれる
のではないかと私は考えております。 
 昨年、山形県の最上町を視察する機会がありまし
たが、そこでは、市教委の中に、教育委員会の中に
学社融合主事を配置して、学校、地域社会、町の財
政支援をもとに、有機的に結びつき、協調して、学
習効果を上げていましたが、教育委員会として、学
校のかかわりと財政の支援をどのように考えておら
れるのか、この際、お伺いしておきたいと思います。 
 以上であります。よろしく御答弁お願いいたしま
す。終わります。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ただいま３番福塚議員の御
質問にお答えさせていただきたいと思います。 
 まず、１番目からお答えさせていただきます。 
 議員からは、以前にも健全財政維持方針について
の御質問をいただき、お答えさせていただいており
ますので、端的に申し上げますが、今後の財政運営
の見通しが極めて厳しいことが危惧されますので、
それに対処するための基本方針が平成１２年に策定
した財政健全化維持方針であります。さらに、その
方針に沿った具体的な行動プランである行財政改革
実施計画などにつきましては、１年前の予算特別委
員会の冒頭においても説明をさせていただいており
ますので、内容については十分御承知のことと思い
ますが、これらを平成１５年度まで実践することで、
成果を上げることにしておるところであります。し
たがいまして、既に成果を上げているもの、また、
今後実践することで成果を上げるものなどがありま
す。 
 次に、平成１６年度には財源が不足する見込みと
の報道内容については、昨年の１１月、当時の役場
内部での予算編成会議の中で申し上げたことであり
まして、この時点では、平成１５年度までは、資金
計画でも示しておりますように、各種基金の取り崩
し方針を決定しており、収支のバランスを図ってお
りますが、その後の平成１６年度以降は、各種の事
務事業の位置づけ、あるいは歳入における財政調整
基金など、各種基金などの使途を決定していないこ
とから、大きな財源の不足となることを予測してい
る状況下を説明したものであります。 
 また、将来の財政見通しと説明責任についてであ
りますが、長期の財政見通しが、この経済情勢の中
にあって極めて難しいことはさきにも申し上げてお
りますので、御理解を願いたいと思うところであり
ます。 
 説明責任のことにつきましては、説明する内容が
いかに正確な情報なのかなど、説明を受ける側の立
場を説明する側も十分考えて、その責任を果たさな
ければならない、大変難しいもので、私もその責任
を重く受けとめているところであります。このたび
の件については、今後の経済情勢の変化や、地方交
付税の見直し状況などが明らかになった段階ごと
に、中期財政試算を随時見直しを行い、説明をする
予定でありますので、御理解をいただきたいと存じ
ます。 
 次に、２点目の国営土地改良事業の負担について
のお答えをさせていただきます。 
 国営土地改良事業の負担金については、議員御指
摘のように、負担額は町の分として２７億１,０００
万円、受益者の分として８億３,５００万円で、総額



 

 

３５億４,５００万円となり、５％の償還利子を含め
ますと、５４億７,５００万円となることから、町の
財政にとって大きな負担となります。このことから、
土地改良法施行第５２条の２で定める償還利率５％
の負担軽減を図るために、国、道の指導、支援を仰
ぎ、新たな土地改良区を設立し、改良区による資金
の借り入れを行い、町を経由して道に一括償還する
仕組みを考えており、その後、町と受益者は、改良
区に対し年賦償還するもので、改良区が借り入れを
する資金に対し、町が債務保証を行う必要があるわ
けであります。償還金利５％の負担については、昭
和５８年の１２月議会におきまして、上富良野町国
営土地改良事業負担金など徴収条例を制定し、負担
することで議決を賜っておりますので、御理解を願
いたいと思います。一括償還する場合にあっても、
交付税歳入はされるものであり、その予定額は約４
億円程度を見込んでおり、一括償還する年次に算入
される予定であります。 
 土地改良法については、平成１４年４月に改正施
行される予定でありますが、この間、関係する市町
村と協力して、償還金利の軽減などについて国、道
に要請してまいりましたが、償還金利の改正につい
ては、残念ながら見送られておるところであります。 
 国営フラヌイ事業については、国営白金地区との
施設共用により、事業費で約３６億円減額となり、
町の負担は約３億４,３００万円となります。国営空
知川右岸地区については、東中貯水池、用水路、頭
首工の廃止により、町の負担は約３,０００万円とな
ります。 
 私としては、特に国営白金事業の償還に当たって、
償還金利５％を仮に１.８％にすると、町と受益者分
をあわせて約１２億７,０００万円程度軽減できる
ものと考えております。このことから、新たな土地
改良区を設立し、負担金の一括償還を行っていくこ
とが、現時点では最善の方法と考えておりますので、
御理解を賜りたいと思います。 
 次に、３番目の職場の活性化の御質問にお答えさ
せていただきます。 
 人事管理は、議員も承知しているように、大変重
要な事項であります。特に大きく変化する社会情勢
のもとで、その時代に対応する行政組織として、常
に見直しを図っていくことが必要でありますので、
できる限り過去にとらわれることのないように考え
ております。この考え方に基づき、平成１１年から
一部スタッフ制を取り入れ、職員の配置を行ったと
ころであります。また、人事については、議員の意
見にあるように、持っている職員の資質、あるいは
身につけた能力を引き出すことにより、忌憚なく人
材を生かすことができ、組織の力量が高まり、行政

水準の向上にもつながるものと考えております。こ
のような考え方を基本として、適材適所に人事異動
を行っておりますが、異動を受ける側の職員の評価
は、いつの時代においても同じように、全員が満足
するものではないと思っております。私も職員の意
欲を見極めることで効果的な人事異動になればとの
考えに基づき、平成１１年度から、３年以上同じポ
ストに配置されている職員を対象に、試行的に意識
調査など、レポートの提出を願い、それらを参考と
して人事異動に生かしている状況にありますので、
御理解を賜りたいと思います。 
 ４番目の御質問につきましては、教育長からお答
えさせていただきます。 
○議長（平田喜臣君） 次に、教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） ３番福塚議員の４項目目
の新学習指導要領についての御質問にお答えいたし
たいと思います。 
 国の教育改革に伴いまして、新学習指導要領も大
幅に改定され、本年４月よりその実践がスタートい
たします。この学習指導要領の中に、総合的な学習
時間が創設されたわけでありますが、この創設の趣
旨につきましては、各学校は、地域や学校、生徒の
実態等に応じて、横断的、総合的な学習や、生徒の
興味、関心等に基づく学習など、創意工夫を生かし
た教育活動を行うことをねらいとしております。総
合学習の取り組みにつきましては、２年間の移行期
間も踏まえまして、既に各学校では教育課程や学習
計画を作成し、本年度からその学習に支障のないよ
うに取り組んでいただいているところでございま
す。総合学習は、人間、自然、社会、文化などを対
象に、幅広く創意工夫を生かした学習活動を展開す
ることで、議員からの御質問のとおり、学校、家庭、
地域社会との連携は、これからますます重要になっ
てくるものと思っております。学校教育は、学校の
みならず、家庭や地域社会を通して行われるもので
あることの教育の基本に立ち、これからも連携をよ
り深め、教育内容の充実に努めてまいりたいと考え
ております。 
 また、学校と社会教育との連携による学社融合に
つきましては、学校との連携のみならず、社会教育
の各分野での活動展開におきましても、今後ますま
す力を注いでいかなければならない課題と認識して
いるところでございます。議員より、学社融合主事
の専任配置で効果を上げている事例の御提言もあり
ましたが、当面は教育委員会の現行の体制の中で効
果を上げるよう、より一層努力してまいりたいと考
えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 
 総合学習に伴う活動費につきましては、学校の意
向を十分踏まえ、平成１２年度より試行活動費とし



 

 

て各学校に配分し、実践的な学習活動を行っており、
本年度も予算措置をさせていただいております。今
後も、学校、各関係機関、団体等と連携を深め、総
合学習の内容の充実と、学社融合がより推進される
よう努力し、また、各諸活動に伴う必要な財源支援
についても、今後十分配慮するよう、前向きに取り
組んでまいりたいと考えておりますので、御理解を
賜りたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 再質問があれば賜ります。 
 ３番福塚正議員。 
○３番（福塚賢一君） 再質問をさせていただきま
す。 
 初めに、健全財政維持方針についてです。 
 私はさきの議員協議会で、了解したいと思って質
問いたしましたが、私の考え方は、議員の発言はい
つも自由であって、議会の名を傷つけたかのように
議運に招聘されたことはまことに残念に思っておる
ところであります。あのときの思いを思い起こしま
して再質問いたしたいと思います。 
 町長、私が聞いているのは極めて単純なのです。
るる御答弁くださいましたけれども、平成２０年ま
で、本計画では赤字で、４億円の赤字で計画見通し
を立てた、この経過にあった、町長の責任において
払拭する責任が私は町民に対してあると思っている
のです。それを１８年度にこだわるということは、
いかにも画一的な、配慮の足りない、いわゆる計画
であると、こう言わざるを得ません。したがいまし
て、町長の、先ほどメンタリティという言葉でごま
かさせていただいたわけですけれども、少なくとも
２０年まで計画を持った限りにあっては、その考え
方を発表すべきだと、私はその１点で、過日、質問
させていただいた経過にあるわけであります。 
 それで、説明する内容がいかに正確な情報のもと
と、こういうくだりがあるわけですけれども、大変
失礼ですけれども、ここに持参していますけれども、
平成１２年１０月２６日現在、平成１３年７月１０
日現在、１２年度の決算が終わっているそれぞれの
費用については全く違っているわけです。上富良野
町は二つ役場がないわけです。財政課も二つないわ
けです。したがって、今日、御案内のとおり極めて
景気は不景気、デフレの状態、町税については２.
２％増、法人割の期待ができるのかできないのか、
その辺も極めてあいまいだし、個人町民税について
も２.２％、平成２０年度、１８年まで見ても、自衛
隊特別徴収、いわゆる給与関係があっても、５億円
ぐらいの今日までは税収があると思いますけれど
も、町民税個人。御案内のとおり、ベースアップも
ない、昇給２.２％しているかどうか確認とれていま
せんけれども、そういう中で、町民税の伸びは極め

て期待できない今日、バブルがはじけてもう１０数
年たっているわけですけれども、まさしく政府にあ
っては、景気回復、景気回復と朝夕、テレビで、新
聞で、メディアで言われておりますけれども、果た
して景気がいつの時点で上向くのか、それすら自分
には見通しがつかないわけです。こんな中で、正確
性を、説明するにしても、説明受ける側にしても、
正確、正確と、まことしやかに説明は聞きやすくさ
れますけれども、全然大地に二本足がついていない
と思うのです。先ほど触れましたけれども、１２年
の決算が終わっている中でも、全然数字が違ってき
ている。この点は極めてあいまいすぎると思います。 
 したがって、この際、お願いですけれども、健全
財政維持方針で２０年まで財政見通しを立てたわけ
ですから、１８年まで立てた考え方で平成２０年度
まで財政計画を発表されることを予算委員会でお約
束いただけるかどうか、町長にお尋ねしたいと思い
ます。 
 それから、２番目は、国営土地改良事業の負担金
についてでありますけれども、国は税金で３５年間
も公共事業として推進してきたことは御案内のとお
りだと思います。事業費の負担と受益者は、高度成
長期のバブル期における５％の金利、事業費に対し
ての、これを農家経済、農家の心情を今日思うとき
に、いわゆるつくったら売れる時代ではない。極め
て厳しいこの農業情勢の中で、いわゆる農業につい
てもグローバル化されて、極めて規格、品質等が厳
しくなってきている。今日、本当に農家の心情を思
うときに、なぜこの金利５％、税金で、国の政策で
やっていた事業がなぜこうなるのだろうかと、極め
て、いわゆる国は農家の心情を踏まえ、問題意識に
欠け、その責任は極めて重いと言いたいのでありま
す。 
 ぜひ、そうであるとするならば、町長は、窓口で
なくして、出先機関でなくして、町長が国のトップ、
幸い北海道出身の農林大臣、実力者と言われており
ました鈴木前開発庁長官は何かずっこけたようです
けれども、それに次ぐ、今責任ある方は、まさしく
７区選出の代議士が農林部会長をやっておられま
す。これらの方に、少なくとも北海道で畑総をやっ
ている関係は五、六町あるかと思いますけれども、
どこの町村も本当に５％の金利を負担するのだとい
うことになれば、農家の心情を思うときに、どこの
首長さんも苦慮していると思われます。したがって
この際、上富良野町長、尾岸孝雄町長が、真っ先に
なって国に、リーダーシップをとって、関係町村と
連動して、この実態を、農家の心情を全身で受けと
めて、国に働きかけていただきたいと思っています
が、１２月の定例議会の補正予算でも、特別旅費で



 

 

５０万円補正しておるわけですから、残されたこの
償還時期に入る前、残り少ないのかもしれませんけ
れども、町長の政治力にこの際期待をしたいと思い
ますが、町長の考え方はいかがですか。 
 それと、本事業については、私も本当に勝手に我
田引水的に受けとめていたわけですけれども、上富
良野町土地改良事業負担金徴収条例は、昭和５８年
１２月、昭和５８年と言えば、ちょうど酒匂町長が
就任された年であるかと思います。本事案について
は、昭和４０年前半、上川南部畑総として着工され、
それが計変されて今日の事業名になったと思ってお
ります。終盤になってこういう問題が出てきたわけ
ですけれども、上富良野町土地改良国営事業徴収条
例が昭和５８年１２月２９日、条例第４０号で議決
されていますが、私の認識の違いがあるかもしれま
せんが、先ほど申し上げたように、５８年８月、酒
匂町長が就任され、私は５８年から６２年まで税務
課におりました。６３年から平成４年まで耕地課で
働かせてもらっていた５年間、この費用負担に関す
る認識は、土地改良法９０条関係で、事業費の負担
割合については、昭和４０年前半、受益農家の本事
業に参加する同意書をもらうとき、あくまでも町の
負担は１０％、農家負担金２７％で議決をとってお
られた確認をしておりましたが、５年間、一度も金
利の話で開発局と話してきた経過にはありません。
農家が重いということで、酒匂町長とともに、開発
局と、建設部でありませんよ、開発局と交渉し、町
の負担金が１０％から４分の１の２.５％、農家負担
に対しては２７％から２０％に軽減してきた経過が
あります。そのときも、開発局では金利の説明は全
然ありませんでした。 
 私が心配するのは、同意書に印鑑をもらうときに
は、間違いなく金利の話は出ていないと思うからで
あります。昭和４０年前半では、それから１８年経
過した５８年の条例が議決されたときに、受益者に
ちゃんと説明したかどうかが気にかかるのでありま
して、この５８年の条例の提案した趣旨説明を議事
録で確認されることを理事者側にお願いしてきてお
るところでありますが、その辺はどういう提案理由
をされたのか、この際、承りたいと思います。私が
昭和６２年に耕地課に行ってからは、５％の条例の
記述については、どういう考え方でいたかというこ
とになろうかと思いますが、それはタンクが、土地
改良区ですね。土地改良区が制度資金を利用して国
営事業をした場合と理解し、１点の疑いも抱くこと
なく、開発に照会はいたしませんでした。何はとも
あれ、国が税金で事業を半世紀近くもかけてやって
きて、高度経済成長時代も、落とし子的な客体が、
右下がり、デフレのこの時代に、景気の回復も芳し

くない、農業情勢も悪い、農家の心情が全くされて
いない、こんなときに、反面国は、破綻した銀行に
は公的資金を容易に導入し、農家が困っているとき
に５％の金利を負担させ、さらに事業主の一部を負
担されるということは、日本の農業については、国
は何を考えておるのですかと言いたくなるわけであ
ります。少なくても、国は今までに法律の施行規則
を変え、市場金利にするのが国の努めであったので
はないかと私は思うわけです。 
 従いまして、この点、町長の、ただ単に新しい土
地改良区は黙っていても立ち上げなければならない
と思うのです、水の管理がありますから。その改良
区を打ち立てて、担保能力がない、したがってどこ
からお金を借りるのかわかりませんけれども、上富
良野町議会でいわゆる債務保証をするという議決を
とらなければならない。それを短絡的にいわゆる一
時償還する、農家の払えないところは上富良野町の
税金で、１０億円ない税金の中から払っていく、そ
ういうことは、極めて僕は、これこそ説明責任とい
うか、町長の行政配慮が足りないのではないかと言
いたくなるわけです。少なくともこの点に対しては、
所管委員会で説明されてきた経緯にあるのかもしれ
ませんけれども、少なくとも全体の議員の中で集中
審議をして、方向づけを持って、町長として言って
ほしかった、このように考えるわけですけれども、
町長の考え方はいかがですか。 
 それから、答弁の中で、いわゆる交付税の算定は
されると。一括償還されるということで理解してよ
ろしいですか。 
 それから、平成１４年４月、来年に土地改良法の
改正が施行される予定と書いてありますけれども、
答弁くださいましたけれども、この土地改良法のど
こがどのようにこれに関連して変わるのですか、そ
の点の答弁をお願いしたいと思います。 
 それから、いわゆる軽減をしてくれと、できませ
んと、現行法律によって直すことはできませんと、
その問答した関係機関はどこですか。 
 白金については、最後に上富と美瑛との事業費割
合の関係をパーセンテージでお知らせいただきたい
と思います。 
 次に、フラヌイについては、これはいわゆるあく
までも自分が退職してからこうなったことで、よく
実際は承知しておりませんけれども、いわゆる美瑛
の三沢地区の水田の保水、それから線路を超えて西
側の留辺蘂、それから御料、これらの畑灌、三沢の
水田の保水が、水田は減反だから使わないと。いわ
ゆる美瑛町が白金ダムの所在地として、そこに美瑛
町の水利権が白金ダムに存在していたことによる補
償工事として、美瑛町は末端を除く上水道の布設は



 

 

補償工事で全額国で手当してもらった経過にありま
す。その後、美瑛の市街に水道が布設され、農業事
情が大きく変化する中で、三沢の水田の保水は要り
ません。西側の御料、留辺蘂の畑灌が要りません。
こういう因果関係があってかどうか知りませんけれ
ども、少なくともフラヌイでダムをつくると言った
ことが、つけかえ道路もやり、用買も終わり、隧道
も掘って、途中でやめたということは、それらが原
因しているのと違いますか、その点をお尋ねしたい
と思います。少なくとも３億４,０００万円という根
拠はどこにあるのか。３億４,０００万円で用買費が
払われたとするならば、ではその土地の関係は国と
自治体はどういう関係になるのか、その点をお知ら
せしていただきたいと思います。 
 それから、国営事業については、空知川右岸が最
後になると思いますけれども、いわゆる空知川右岸
は、布部川から水を持ってきて、東中貯水池を東中
土地改良区の落葉畑につくって、２３号まで水を持
ってくる、それで水量調整をするという考え方は全
く御破算になったわけですね。そうすると、残って
いるのは、空知川右岸から水を持ってきて、１５号
と１６号の間を通りまして西中に水を持ってくる
と。これは大きな原因としては、鳥沼で漏水が極め
て大きいと。したがって、水量が不足するので、東
側に山手幹線を数百メートル移動するということに
対して、３,０００万円を負担するということになっ
ていますけれども、金額の大小よりも、いわゆる布
部川の右岸事業をやめて、空知川右岸で山手幹線を
持ってくる事業費に対して、いわゆる上富良野町の
受益面積が全くないとは自分は思いませんけれど
も、いわゆる上富良野町が３,０００万円負担する理
由についてお尋ねしたいと思います。 
 次 に、職場の活性化についてでありますけれども、
自分は、町長、いろいろ答弁してくださいましたけ
れども、１点なのです、聞いていることは。６年、
７年も１カ所に同一勤務、デスクに座らせているこ
とは問題でないですか、長すぎませんかと。したが
って、大変言いづらいのでありますけれども、町長
就任以来、幾つか町長は悩んできたことがあると思
う。これはあくまでも惰性、マンネリ化、これが原
因していると言ってもいいのではないかと思うので
す。６年も７年も同じ仕事をさせているということ
は、町長のいわゆる横断的人事異動をやってきてい
る考え方にも背くし、その辺を尋ねているのであっ
て、この職員が該当している、いわゆる職員を異動
させる考え方は端的に町長にはあるのですか、ない
のですかと、これを聞いているだけなのです。その
点、町長の考え方を御答弁いただきたいと思います。 
 それから、いわゆる新学習指導要領です。教育長

のこの件に対する答弁は極めて心強く感じておりま
す。この気概を、少なくともいつまでも持って、学
校とよく連携をとって、教育長のフレーズでありま
す、いつも何か大きな事案に対して教育長は熱くと
いう言葉を使われるわけですけれども、その考え方
をいつまでも持ち続けて、熱く燃えて、学校教育の
振興が図られることを引き続き大きく期待しており
ますので、答弁は要りませんので、今後、教育長を
頼りにしています。答弁は要りません。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚議員の再質問にお
答えさせていただきます。 
 まず、健全財政維持方針における中長期の２０年
の計画を健全財政維持方針では立てたではないか
と。そして、今出しているのは１８年まで、２年間
不足しておると。これを平成２０年まで出して、予
特の中で報告する気はないかということであります
が、何度も申し上げておりますように、現状の国の
施策が方向が定まらない中にあって、平成２０年ま
での予測を立てるということはなかなか難しいとい
うことで、でき得ないということで御理解を賜りた
いなというふうに思っております。 
 従前におきましては、地方財政計画というのが大
蔵省、今の財務省から、ある期間を持った通達がま
いります。それをもとに、地方自治体は国の地方財
政計画に基づいた財政運用計画を立ててくるわけで
ありますが、御案内のとおり、１３年度の国の交付
税額も、過般、最終的に受け取りまして、やっとわ
かる。今回、１４年度以降についても、国はその地
方財政計画というものを地方に提示しております。
しかし、今の改革の中で、ころころ変わってくる。
その計画が、国の計画が、今出されている中で１８
年までの予測を立てたわけでありますけれども、こ
れとても大きく変更してくる危険性が十二分にあ
る。１４年度の交付税額についても、皆さん御承知
のとおり、人口段階的な部分については削減される、
そういう予測を立てながらの歳入予測を立てさせて
いただいておりますけれども、なかなか見通しが立
たないというようなことから、平成２０年までの対
応については難しいということで御理解をいただき
たいと思います。 
 次に、白金国営事業でありますが、私もこれは就
任以来、この課題を抱えながら、当時の美瑛の水上
町長とともに、また、斜里町等々の町長さん方々と、
北海道の国営をやっている方々とともに、当時の国
の、農水省の政務官であった金田先生、あるいは当
時の、今もいろいろありますが、その先生方やら、
いろいろな方にお願いを申し上げたり、今の農林水



 

 

産大臣である武部大臣ともお会いしながら、これら
のことについてお願いをして、要望、陳情を展開し
てまいりました。しかし国としては、今言うように、
なかなか我々の願いを十分聞いてもらえなかった
と。そのかわり、２６.０２％の受益者負担分を軽減
措置をしてくれたというようなことから、さきにも
お示し申し上げましたように、受益者の軽減策は約
１４億円からの負担軽減につながったと。ただし、
この土地改良法で定められている５％、これについ
ては、国がこの５％の利子が上がることを予定して
財政運営を図っておるわけです。国の起債が、我々、
利子が高いから償還したいわ、前払いしたいわと。
しかし、それを国が認めてくれないのは、その利息
で上がる収入をもとにして、もう既に国は使ってお
るわけです。ですから、この土地改良の５％につい
ても、この５％は絶対軽減できないと、これは当初
からのあれです。法律を改正したとしても、その改
正した時点からは適用になるけれども、さかのぼっ
て法律を適用していくことはでき得ない。この５％
の金利は何としても変更することはできないと。議
員おっしゃるとおり、国の農業施策の大きな問題点
として、私どもも何度も何度もお願いをし、当時の
北海道開発庁、あるいは農林水産省、いろいろとお
願いをしてまいりましたが、なかなかでき得なかっ
た。しかし、その中で、負担金の軽減については今
の法律の枠の中で対処するということで、受益者、
農家の皆さん方の２２億円からの負担分を８億３,
０００万円に軽減していただいたというようなこと
で対応しておるところでありますが、今度、この５％
については、これはもうこの国営事業がスタートす
る段階で、国営事業が終了した翌年から１５年償還
の５％の金利で、１５年間で払うのですよというこ
とは当初からスタートしていたということでありま
すので、ひとつ発足当時からの部分でありますとい
うことで、御理解をいただきたいなと。 
 中間で説明、報告がなかったと。これにつきまし
ては、その都度、事業計画変更を対応した段階にお
いて、今、第３回目の事業変更で、長い年月がかか
ったために９１３億円の総事業費になってしまっ
た。この３回目の事業変更ごとに、議会の方にも所
管委員会の方にも御説明は申し上げてきていたとい
うふうに私は認識いたしておりますので、御理解を
いただきたいと。 
 それから、国の地方財政措置につきましては、今
のところ大体約４億円弱あるだろうということにつ
きましては、これは一括償還をする１５年の当初に、
国の方から一括対応していただけるものということ
でとり進め、交渉させていただいておるということ
で、御理解をいただきたいと思います。 

 次に、フラヌイの関係でありますが、フラヌイダ
ムの建設を中止して、白金ダムの水を使うようにな
ったと。この状況についてのいろいろな事業変更に
つきましては、それぞれの地区、美瑛地区、中富良
野地区、上富良野地区、それぞれの地区の受益者の
皆さん方の了解を得た中で、事業変更の計変の承諾
得てとり進めているということで、基本的には議員
のおっしゃるような部分もあるのかもしれません
が、基本は、国が公共事業の抑制ということが大き
な基本の中にあって、御案内のとおり、白金ダムに
ついても国の方の対象の事業に上がったというふう
なことも含めながら、このフラヌイダムの建設を中
止して、白金ダムの水を利用するという方向に変わ
ったということで、ひとつ御理解をいただきたいな
というふうに思っております。 
 それから、空知川右岸の負担金３,０００万円の内
容につきましては、所管課長から御説明申し上げた
いと思います。 
 また、土地改良法の１４年４月から施行される改
正の内容についてはいかがかという部分について
も、担当課長の方から説明させたいと思います。 
 それから、白金地区の事業費の美瑛町と上富良野
町の割合についても、担当課長の方から説明をさせ
たいと思います。 
 次に、活性化問題でありますけれども、職員の人
事異動につきましては、議員も御指摘のとおり、私
自身も職員の適材適所を旨としながら対応している
ところでありますが、往々にして、適材適所と我々
が判断しても、本人がいかがなのかというような部
分も考えますと、私はそういった観点から、それぞ
れの職員にレポートを提出させて、その中でいろい
ろな意見を聞き、今後、もし異動するとするならば、
どういう部署に行ってどういうようなことをやりた
いと思っているかというようなことを書いていただ
いて、私はおおむねそれらの希望に沿った異動をさ
せていただいております。 
 しかし、専門的な職務の中で、どうしても異動を、
資格の問題だとかいろいろなことで、議員が御質問
にありますように、異動をさせられない職員もいる
と。その職員についても、そういった事情を十二分
に聞きながら、担当課長からそういった意見を聞き
ながら、私は人事異動の前に、まず担当課長を呼ん
で、職員のみんなの考え方はどうだと、異動につい
てはどう考えておるかと。課長が考えておるのでは
なくて、職員の意見を、話を聞いてきなさいという
ことで、人事異動以前に担当課長を個々に呼んでお
聞きし、また、レポートの考え方をもとにしながら、
最大限、適材適所で異動させていただいております
が、今、議員御指摘のように、７年も、何年も同じ



 

 

ところにいるわという問題につきましては、私も頭
を悩ませている部分もあります。専門職柄、やむを
得ないなという部分もあります。ただ、私は、その
専門職で、このことについては上富良野町職員の中
でおれしか知らない、これがおれの専門分野だぞと
いうようなことについての職員の理解があるなら
ば、必ずしも、職員を異動していろいろな行政事務
を勉強してもらうということもこれは大切です。し
かし、この専門職を私は退職まで専門職として勉強
していくのだ、やっていくのだという意気込みがあ
るのだとするならば、それをも育ててやりたいなと
いうような部分もありますけれども、やはり若いう
ちには異動を十分対応させて、経験を広く積ませて
やりたいというふうに思っております。これらにつ
きましても、十分意を注ぎながら人事異動に着手し
ていきたいというふうに思います。 
○議長（平田喜臣君） 農業振興課長、答弁。 
○農業振興課長（小澤誠一君） 福塚議員の３点の
質問にお答えをいたします。 
 まず、土地改良法の改正でありますけれども、主
な改正点のみ申し上げます。 
 １点目は、現行でありますけれども、事業の施行
に当たって云々ということがありますけれども、そ
の後に、環境との調和に配慮しつつという言葉が規
定として加えられました。それが１点目であります。 
 ２点目といたしまして、国営土地改良事業の負担
金関係であります。法律で申し上げますと９０条関
係でありますけれども、国営土地改良事業の廃止に
つきましての規定は、従来の法律にはないというこ
とであります。今回、その事業の廃止についての規
定が加えられるところであります。したがいまして、
その費用につきましても、都道府県が負担をすると
いう規定が今回新たに加えられるところでございま
す。 
 それから、国営白金事業についての美瑛町と上富
良野町の負担割合ベースで申し上げますと、５７％
対４３％というようなことになります。上富良野町
が４３％、美瑛町が５７％であります。 
 それから、空知川右岸の費用負担の関係でありま
すけれども、これにつきましては、先ほど町長が申
し上げておるとおりでありますけれども、転作が定
着をしてきたというようなことから、水の利用が減
少してきております。こんなことから、東中貯水池、
あるいは用水路、それから頭首工の計画をしており
ましたけれども、計画変更により廃止にしたもので
ございます。このことから、総額で、中富良野町、
富良野市、本町含めまして、総額で３８２億円にな
るところでありますけれども、その負担率も、国が
７５％、道におきましては１７％、地元８％という

ことで、これらの負担率に基づきまして計算されて
おりまして、当初、上富良野町負担分１億９,８００
万円予定されておりましたけれども、結果的にはこ
れらの廃止に伴いまして、約１億６,８００万円減額
されまして、結果的には３,０００万円の負担になる
という状況でございます。内容的には、これらの設
計費にかかわるものでございます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 再々質問があれば賜ります。 
 ３番福塚議員。 
○３番（福塚賢一君） 健全財政維持方針について
は、町長、るる説明して、答弁してくださいますけ
れども、自分は簡単に考えているのです。払拭しな
ければならないのでしょうと。地方財政の国の指導
云々、それはそうでしょう。だけれども、健全財政、
２０年まで立てたのだから、それを払拭しないのは
なぜですかと、そこを１点聞いているのであって、
する、しない、しないのであればこういう考え方だ
ということに対しては理解できませんけれども、町
長がかわっていないわけですから。その辺、端的に
自分は聞いているのであって、余り難しく言われて
も理解できないのです。 
 それと、白金ですけれども、今承りまして、５８
年１２月に、酒匂町長が８月に町長になって、１２
月に提案されているわけですけれども、そのときの
提案趣旨、条例の趣旨説明、これがどうであったの
か。要するに町長、今さら５％のことを言われても、
それは受益農家が納得することに対してはよくわか
りませんけれども、極めて問題が多いと思うのです。
初めから同意書に、畑総に参加するといったときに、
判子をもらうときに、なぜそれを国は言わなかった
のですか。それを今になってからそういうことを言
われても、農家はそんなお金なんかないですよ。こ
れから生産性は高まらない中で、払い込んでいけま
せんよ。町長の考え方でいったら、町の税金で立て
かえ払いして、それが全部不良債務として残ってい
くわけです。こういうことが町民感情からいって許
されるかどうかということなのです。 
 したがいまして、残余の幾つかの答弁漏れがあり
ますけれども、これはまた理事者側とお話すること
で、自分は努めて理解しなければならないと思って
いますけれども、いずれにしましても、それからち
ょっとバックさせてもらいますけれども、美瑛町の
事業費の白金負担金は四分六ということでずっと来
ているわけです。それが何百億という事業投資額の
中で、上富良野町で３％伸びるということは大きい
のですよ。これらの点も後日、この事業で、極めて
淘汰的に考えたら、美瑛町が有益性を持っているわ
けです。うちは極めて劣悪の環境に置かれていると



 

 

言いたいわけですけれども、四分六の線が、美瑛が
３％減って、上富良野町が３％増える、こんな不釣
り合いな負担比率はどこにあるのか、その点も承知
したいと思っていますが、いずれにしても、町長、
問題が大きすぎます。したがって、上富良野町単独
でないですから、３町にまたがっている事案ですけ
れども、いずれにしましても、債務保証が議決が要
るとするならば、広く会議を起こし、少なくとも議
会で議論を深めることが大事でないかと自分は判断
するわけですけれども、この議論することに対して
町長の見解を求めたいと思います。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） ３番福塚議員の再々質問に
お答えさせていただきます。 
 事業費割合の部分については担当所管の方から説
明させます。 
 まず、健全財政維持方針につきましては、先ほど
来、何度も申し上げておりますように、国が来年度
のこともなかなか見通しが立たない、そういう状況
の中で、見通しの全く立たない中で歳入を予測する
ということは難しいと。そういうことから、２０年
までの部分についてはでき得ないということであり
ますので、御理解をいただきたいと思います。 
 それから、白金の問題でありますが、これにつき
ましては、もう既に白金の国営事業がスタートする
段階で、受益者農家の皆さん方の分も町が全部払わ
なければいけない。受益者農家の皆さん方から回収
にならなかった部分は、町が立てかえてでも払わな
ければいけないというのが基本的なスタートからの
問題でありますし、それから５％ということは、受
益者農家の皆さん方もよく認識して、私の就任以来、
いろいろ期成会等の話の中では認識しております。 
 しかし、議員おっしゃるように、今の金利情勢の
中で５％は高いのではないか、だからこれを軽減し
てほしいわというのは、受益者農家の皆さん方の強
い要望であります。ですから、これに対して今、武
部農水大臣やら金田自民党の農林水産部会長の御協
力、御努力をいただきながら、これを１.８％、ある
いは１.６％の金利に削減しようということで、今そ
の手法をとり進めさせていただいているということ
で御理解をいただきたいなと。 
 そういう中にありまして、一括償還ということに
なりますと、土地改良区が借り入れを起こす、町が
債務保証をする、これにつきましては議会の議決も
いただかなければならない課題でありますから、よ
く議員の皆さん方との意見の調整もさせていただき
たいなというふうに思っております。ただ、基本的
にお考えいただきたいのは、これをしなくても、一

括償還しなくても、５％の金利で農家の皆さん方が
支払えない部分は町が立てかえて払わなければなら
ないのが原則だということ。どうしても、国は受益
者農家だとか町だとかと考えていなくて、地区とい
うことで考えておりますので、そういう観点でスタ
ートしているということで御理解を賜っておきたな
いというふうに思います。 
○議長（平田喜臣君） 農業振興課長、答弁。 
○農業振興課長（小澤誠一君） 福塚議員の御質問
にお答えをいたします。 
 先ほど答弁漏れというようなことがありまして、
昭和５８年当時の提案理由の件でありますけれど
も、この件につきましては、国営土地改良負担金等
の徴収条例の関係、それから、いずれにしても負担
金納入の件が、これは道の方に納めるというような
ことになりますので、これらも含めまして、その提
案理由といたしましては、私も議事録を見た中では、
第２回目の事業計画の変更を行うというようなこと
で提案がなされております。その中におきまして、
負担をどうするのだというようなことも論議をされ
ております。それが１点であります。 
 それから、美瑛町と本町における負担の６０％、
４０％であったのではないかというようなことであ
りますけれども、美瑛町におきまして、道路関係が
一部中止になっております。それと、農家におけま
すパイプラインの関係が設置されないというような
状況が出てきておりますので、これらによります減
が美瑛町で起きております。総体的には事業費も９
１３億円ということで減ってきておりますので、そ
れらの関係で比率が若干変わったということでござ
います。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもちまして、３番福
塚賢一君の一般質問を終了いたします。 
 以上で、一般質問を全部終了いたしました。 
 若干早いですが、昼食休憩といたします。 

──────────────────                

午前１１時４４分 休憩 
午後 １時００分 再開 

──────────────────                

○議長（平田喜臣君） 昼食休憩前に引き続き、会
議を開きます。 

──────────────────                

◎日程第３ 議案第１９号 

○議長（平田喜臣君） 日程第３ 議案第１９号保
健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行に
伴う関係条例の整理に関する条例を議題といたしま
す。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 総務課長。 



 

 

○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程いただき
ました議案第１９号保健婦助産婦看護婦法の一部を
改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する
条例につきまして、提案理由の御説明を申し上げま
す。 
 国におきましては、保健婦、助産婦、看護婦など
の専門職の名称が女性と男性とで異なっている現状
を改めるとともに、専門職にふさわしい名称とする
必要により、保健婦助産婦看護婦法が改正されたと
ころであります。その専門職の名称を、この３月か
ら、保健師、助産師、看護師などと改められたこと
によりまして、本町におきましても法に基づく職名
にあわせるために、関係する四つの条例を一括して
改正するものでございます。 
 以下、議案第１９号につきまして、条例ごとに要
点の御説明を申し上げます。 
 議案第１９号保健婦助産婦看護婦法の一部を改正
する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条
例。 
 まず、第１条の上富良野町税条例の一部改正でご
ざいますが、この条例の第５６条では、固定資産税
の非課税の適用を受ける場合の規定の中で、医療法
人で、看護婦、准看護婦、助産婦などの養成所の職
名の文言を、法の改正にあわせまして改めるもので
ございます。 
 次の、第２条の上富良野町立病院往診手当等支給
条例の一部改正でございますが、この条例の第２条
におきましては、その手当の区分及び額を定めてお
ります。この中の第１号の往診手当におきましては、
国の定めた内容を用いてございますので、さきの中
央省庁等の再編によりまして大臣名を改めること、
また、第６号の宿日直手当におきましては、看護婦
の項目を設けてございますが、それを法の改正にあ
わせまして職名を改めるものでございます。 
 次の、第３条の上富良野町職員の給与に関する条
例の一部改正について申し上げます。 
 まず、別表第１では、助産婦、看護婦、准看護婦
を除く職員に適用します給料表を定めてございま
す。また、別表第２におきましては、看護職に適用
する給料表を定めておりますが、備考中に用いてご
ざいます看護婦などの職名につきまして、法の改正
に伴い、文言を改めます。なお、町立病院の診療科
目の変更に伴い、既に助産婦の職は置かないことと
したことから、その職は除くことといたします。 
 次に、別表第４では、看護職の級別職務分類表を
定めてございます。また、別表第５では、特殊勤務
手当の種類などを定めてございますが、それぞれで
用いてございます看護婦など、職の名称を改めます。 
 次に、別表第６では、管理職手当の支給する職員

の範囲及び額を定めてございますが、ここでは町立
病院におけます看護婦長など、職の名称を改めると
ともに、平成１１年に新たに採用いたしました理学
療法士の職につきましても、他の職と同様に、将来、
必要に応じまして管理職に位置づけできるよう、理
学療法士長の職を１００分の８の区分として新たに
加えるものとします。 
 次に、第４条の上富良野町看護婦等養成修学資金
貸付条例の一部改正について申し上げますが、この
条例につきましては、看護婦など専門職を養成する
機関に在学する者に対しまして、修学に必要な資金
を貸し付け、上富良野町の職員として業務に従事す
る看護婦などの専門職の育成をすることを目的とし
た条例でございます。この条例の題名を含めまして、
それぞれの条文に用いてございます専門職の文言を
改めますとともに、町立病院の診療科目の変更に伴
い、助産婦の職は置かないこととしましたことから、
その職は除くものであります。また、さきの中央省
庁等の再編によりまして、大臣名を改めることが改
正の内容となってございます。 
 以上、説明といたします。御審議賜りまして、お
認めくださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 ３番福塚議員。 
○３番（福塚賢一君） 附則の文言でお尋ねします
けれども、法律改正が３月１日で施行されるという
ことで受けとめるわけですけれども、この条例は公
布の日から施行し、平成１４年３月１日から適用す
る、この文言で㴑及するという表現はないのですけ
れども、これで何ら問題ないというぐあいに理解し
てよろしいでしょうか。 
○議長（平田喜臣君） 総務課長、答弁。 
○総務課長（田浦孝道君） ３番福塚議員の御質問
にお答えしますが、附則での適用期日につきまして
は、法令上、特に問題ございませんので、御理解い
ただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第１９号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決いたしました。 

──────────────────                



 

 

◎日程第４ 議案第２０号 

○議長（平田喜臣君） 日程第４ 議案第２０号上
富良野町職員定数条例の一部を改正する条例の件を
議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 総務課長。 
○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程いただき
ました議案第２０号上富良野町職員定数条例の一部
を改正する条例につきまして、提案理由の説明を申
し上げます。 
 社会情勢が大きく変化していく中で、職員の定員
管理につきましては、国の行政機関始め地方自治体
におきましても、その適正化に取り組むことが強く
求められている状況にございます。 
 このような背景から、本町におきましても、行政
水準を維持しつつ、行政運営の効率化を図る観点で、
行政改革大綱に基づき、組織及び職員配置など見直
しを行ってきました結果、条例総定数２６５名に対
し、４月１日現員数は２３５人の執行体制を予定す
るなど、一定の成果を得ましたことから、実態にあ
ったものとするために、関係する定数条例の改正を
行うものでございます。 
 以下、議案第２０号につきまして、改正の要点を
御説明申し上げます。 
 議案第２０号上富良野町職員定数条例の一部を改
正する条例。 
 上富良野町職員定数条例（昭和３５年上富良野町
条例第１号）の一部を次のように改正する。 
 まず、第２条第１号では、町長の事務部局の職員
数は１６２名と定めております。現員数が１５３名
に、さらに今後の行政需要を考慮しまして、定数を
１５５名に改めます。 
 また、第３号では、教育委員会の事務局などの職
員数は２８名と定めておりますが、現員数が２２名
であることから、定数を現員数に改めます。 
 また、第４号では、町立病院の事務部局の職員数
は６３名と定めておりますが、現員数４８名に、医
療従事者の法定基準などを考慮しまして、定数を５
５名に改めるものでございます。 
 このようなことによりまして、このほかの議会事
務局４名、水道事業５名、農業委員会事務局３名を
あわせました、現行総定数２６５名が、ただいま申
し上げましたように、改正することによりまして２
４４人の総定数となるところでございます。 
 以上、説明といたします。御審議賜りまして、お
認めくださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

 １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） この総定数見直しによる
諸経費の減額要素としてはどのぐらい見込まれるの
か。 
 それと、仮にこれが通りまして、現行の総数２４
４名という形の中で、町の計画では適正な職員数の
配置計画案というのが出されておりますが、１８年
度までにおけるそれぞれ町長部局、教育委員会、町
立病院等々の、現行に対して１８年度までにどのぐ
らいの定数を維持されようとしているのか、この点。 
 それと、成果を上げたというふうに表現されてお
りますが、これの成果で、一方で泣いている方もお
られると思います。というのは、いわゆる臨時職員
や嘱託職員数等がふえております。いわゆる臨時職
員等に至ってあわせてお伺いいたしますが、処遇は
今どのようになっておりますか。退職金制度、ある
いはそれにかかわる育児休業制度等は十分、いわゆ
る今の社会情勢にあった中での体制がとられている
のかどうなのか。 
 それと、ここにはいわゆる保育所の委託、その他
の民間委託等も勘案された中での総定数という形で
出されているわけであります。そういうことを考え
たときに、まだ本来定数の配置においても、正職員
という形で配置しなければならない部署等々がある
にもかかわらず、これを削減するというものはいか
がなものかというふうに思われます。こういうこと
を含めて、私は、現行定数の中で、十分な弾力的な
運営を図りながら、何も総定数を減らさなくても、
現行定数の中で十分運用できるものだというふうに
思います。こういう考えは、今回、条例制定に当た
ってはなかったのかどうなのか、この点をお伺いい
たします。 
 さらにお伺いいたしたいのは、いわゆる町長車に
かかわって、相当時間外勤務等が、超過勤務等が多
いというふうに見受けられます。定数の見直しにお
いて、こういった町長車における職員の外部委託や、
あるいは何らかの形でいわゆる民間委託等、実施さ
れてもいいのではないか。こういったところについ
ては聖域扱いで、ほかはもういいのだというような
手法というのは納得できないものだというふうに思
われますが、この点。 
 それと、給与に至っては、交付税で算入されてい
る点も相当額あると思いますが、現行でかかる経費
に対して交付税で認められている、算入されている
部分というのは総額どのぐらいになるのか、この点
を改めてお伺いしたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 総務課長、答弁。 
○総務課長（田浦孝道君） １２番米沢議員の御質
問お答えします。 



 

 

 まず、１点目の、冒頭申し上げました成果がどの
程度かということの御質問でありますが、昨年の予
算特別委員会にも資料を提供してございますよう
に、５カ年の行財政改革の成果を示したところであ
ります。その中におきましても、定数の適正化計画
に基づきましては、１億円を超える成果を得ている
ということで把握をしているところであります。 
 それと、２点目の、定数の関係におきまして、１
８年度現在でどの程度で考えているのかという御質
問でありますが、この４月より職員数の適正化計画
を組織内で発足する予定としてございます。その中
では、現行の職員数を２２０名程度にしてまいりた
いというふうに考えているところであります。この
中では、新たな行政需要もございますが、事業等含
めまして、それぞれ終える要素等もございまして、
それらの増減を見た中で、できるだけ現員の中でや
れるような手法を講じるということでありまして、
その間に定年退職を迎える職員につきましては、現
行の中でできるだけ吸収していくという手法をもち
まして、１８年時点では２２０名程度ということで
考えているところであります。 
 それと、３点目の、臨時職員の処遇の御質問であ
りますが、臨時職員、それぞれ要綱を定めまして、
それぞれとり進めているところでありますが、その
中で、特に福祉施設等におきます職員につきまして
は、いわゆる正職員の例にならうべく処遇を位置づ
けしてございまして、その福祉施設におきます非常
勤職員につきましては、退職金等も職員の例になら
いまして取り扱うべく位置づけをしているところで
ございます。 
 それと、４点目の、町長車の関係でありますが、
この町長車の運行方法等につきましては、種々、内
外から議論があるところであります。私どもにおき
ましても、この効率的な運行方法がどのような方法
があるのかにつきましては、従前から幅広く議論し
てございますが、いかんせん、特殊な要素もござい
まして、なかなか端的に外部の方にお願いするとい
うことには至らない要素もございまして、引き続き
検討をしているところであります。議員がおっしゃ
るように、この部門につきましては聖域だというこ
とは私どもとしてもそのような認識は持ってござい
ませんので、引き続き効率化に向けました検討をし
てまいりたいというふうに考えているところであり
ます。 
 それと、５点目の、交付税の算入の関係でありま
すが、これらにつきましては、多種多様にわたりま
して算入されてございますので、なかなか全体の把
握につきましては非常に難しい面もありまして、現
段階ではその全体の把握には至っていないところで

ございますので、御理解をいただきたいと思います。 
 大変申しわけございません、１点漏れてございま
したので、御答弁させていただきたいと思います。 
 現行定数条例を改正しなくて、現行定数の中で運
用してはという御質問もありましたので、その点に
つきましてお答え申し上げますが、町におきまして
は、議員が今おっしゃるように、交付税の中におき
ましても、定員の適正化を図るということを前提に、
いろいろな交付税の仕組み等も用いられていますこ
とから、実態としましては積極的に効率化を図るこ
とが結果として求められてございますので、そのよ
うな成果が今現在定着していることからすれば、議
員がおっしゃるような、条例をそのまま置いておく
というのも一つの考え方かもしれませんが、実態に
あったような形で取り組むことが必要だろうという
形で、今回、関係条例の改正ということでお願いし
てございますので、御理解をいただきたいと思いま
す。 
○議長（平田喜臣君） １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） 現行定数で取り組めない
というのは、言うなれば、現行定数があれば、新た
な要員の中で職員を採用しなければならない。今の
国の行政改革という形の中で、定数削減、民間委託
が行われるという状況の中で、総定数を低く抑える
ことによってさらに人員を引き下げることができる
のだということの流れの中で、現行総定数を運用で
きないということだけの話だというふうに思いま
す。非常に、やはりこういう問題等についても、や
はり冷たく、ただ国の、あるいは運用に従うという
だけの政策では、住民自治としての行政の体をなさ
ないという状況にあるのではないかというふうに考
えますが、この点を確認いたします。 
 さらに、臨時職員等の処遇の問題では、全部が全
部そうではないと思いますが、退職金制度がないと
ころもたくさんあります。そういう中で、私は、こ
ういう人たちの犠牲の上というか、職を求めてきて
いるのですから、当然そういう前提で理解もされて
採用されているのだからいいのだという解釈が成り
立つかもしれない。しかし今、地方自治体というの
は、率先して、いわゆる待遇、労働基準、待遇、処
遇の改善を率先してやるという状況の中で、退職金
制度すら、育児の休業におけるそういう制度すらな
い部署がやっぱりあるという現状、これをやっぱり
きちっと見る必要があると思う。こういうところの
改善なくして、ただ定数だけを削減する、こういう
ものは道理にも納得も何もできない話だと思います
が、こういった部分を改善される計画をお持ちなの
かどうなのか、お伺いいたします。 
 それと、臨時職員がふえてきておりますが、こう



 

 

いった部分の、やはりいわゆる正規職員で賄うとい
える部署もたくさんあるのだろうというふうに思い
ます。財政が困難だというのなら、こういった部分
での、本来、臨時に任せている部分を、やはり正規
職員で賄うという手法も変えてしかるべきだけれど
も、こういう方法すらもみじんも出てこない。町長
車においては聖域ではないというけれども、前から
言われているのだけれども、結局先送りだと。ここ
は聖域なのです、実際。そのことを先送りにして、
あとは全部総定数見直しという、そこに大きな問題
が私はあるというふうに思っています。今回の民間
委託も含めて、私は、この現行定数をきちっと維持
し、その中で弾力的な運営を行うと。そして見直せ
る部分については大いに見直しをかけるというのは
当然だと思いますが、もう一度処遇の改善、町長車
の問題等々についての、改めて町長の見解を、また
担当者においても、これらの点についての答弁を求
めます。 
○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） ただいま米沢議員の方から、
定数の関係についての御質問をいただきました。い
わゆる現行定数を維持しながら、その中での運用と
いうようなことでございますが、基本的には自治体
には財政というのがあります。そういう中で、最小
の経費で最大の効果という点もございます。したが
いまして、こういう職員の関係につきましては、財
政の中でも相当なウエートを占めるというようなこ
とから、職員の定数については住民に明らかにして
いくということが必要なことだというふうに思って
おります。かかることから、この定数については、
やはり将来の見通し等も引っくるめて住民に明らか
にして、さらに定数が必要なときにおいては、議会
にもお諮りを申し上げながら、その定数を改正して
いくというのが基本的な考え方かというふうに思っ
ております。 
 今回提案いたしております定数におきましては、
今後の委託の動向等を見込んだ中での考え方という
ことは入れてございません。ということは、委託の
方針が明らかになっていない段階で、その辺の見込
みをということで入れているものではございません
ので、現行の、いわゆる公務員というのは身分保障
されておりますから、その身分確保という点におき
ましては、委託によって職がなくなる場合も想定さ
れますけれども、その場合については、町としては
配置転換等の措置によってそれらを講じていくとい
うことでございますので、その辺のところは入って
いない状況にございます。５年先の状況を見ながら、
この定員適正化計画を立てながら、現行の状態の中
で配置転換等の余剰する人員等につきましては、今、

病院等の方の関係がございまして、その部分につい
ては見てございますが、それ以外については見てい
ないところでございます。 
 また、臨時職員の労働条件等の観点につきまして
は、準職員というような形の中で、先ほど総務課長
からお答えしましたように、退職手当制度等見てご
ざいます。また、嘱託職員制度については、退職手
当等の規定はないところでございます。 
 それから、それ以外の臨時職員におきまして、休
暇等の関係におきましても、労基法の定める中で、
その適正な取り扱いをいたしている状況にございま
すので、まだこの辺の需要と供給の関係での条件的
な面はあるかと思いますけれども、その状況を見な
がら、欠けている部分につきましては今後検討して
いく考えでおりますので、御理解をいただきたいと
思います。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） ほかになければ、これをも
って質疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２０号の件を起立により採決い
たします。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 
 よって、議案第２０号の件は、原案のとおり可決
されました。 

──────────────────                

◎日程第５ 議案第２１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第５ 議案第２１号上
富良野町職員等の旅費に関する条例の一部を改正す
る条例を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 総務課長。 
○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程いただき
ました議案第２１号上富良野町職員等の旅費に関す
る条例の一部を改正する条例につきまして、提案理
由の説明を申し上げます。 
 公務旅行に伴う費用を支弁するための旅費に関す
る規定につきましては、より実態に即したものとす
るため、見直しを行ってきたところでありますが、
公務により外国旅行をする場合に支給される支度料
につきましては、海外への旅行がより身近なものと
なってきている社会状況の変化、それと行財政改革
を推進する観点から、このたび支度料の廃止を行う
ために、関係する条例を改正するものでございます。 
 以下、議案第２１号につきまして、改正要点を御
説明申し上げます。 



 

 

 議案第２１号上富良野町職員等の旅費に関する条
例の一部を改正する条例。 
 上富良野町職員等の旅費に関する条例（昭和３６
年上富良野町条例第１１号）の一部を次のように改
正する。 
 まず、第６条第１項では、旅費の種類を規定して
おりますので、この中で廃止する支度料を削ります。 
 また、第１２項におきましては、外国へ出張する
場合に支給する支度料は定額である旨定めてござい
ますので、この規定をなくすことといたします。 
 したがいまして、第１３項以下の項の番号につき
ましては、順次繰り上げすることといたします。 
 また、第２７条では、外国旅費の種類、額及び支
給方法につきましては、実態に即して町長が規則で
定めておりますことから、条文にあります「北海道
職員等の旅費に関する条例に定める一般職の例によ
り」の規定につきましては削除することといたしま
す。 
 以上、説明といたします。御審議賜りまして、お
認めくださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２１号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                

◎日程第６ 議案第２２号 

○議長（平田喜臣君） 日程第６ 議案第２２号上
富良野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一
部を改正する条例を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 総務課長。 
○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程いただき
ました議案第２２号上富良野職員の勤務時間、休暇
等に関する条例の一部を改正する条例につきまし
て、提案理由の説明を申し上げます。 
 少子高齢化、核家族化などが進展する中で、職員
が仕事と介護を一層容易に両立できるような措置を
図る必要から、昨年８月の人事院勧告によりまして、
国家公務員の介護休暇に関する制度が、現在の介護
休暇の期間を３カ月から６カ月に期間延長すること
で改正されましたことに伴い、本町におきましても

国と同様に、関係する条例を改正するものでござい
ます。 
 以下、議案第２２号につきまして、改正の要点を
御説明申し上げます。 
 議案第２２号上富良野町職員の勤務時間、休暇等
に関する条例の一部を改正する条例。 
 上富良野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例
（平成８年上富良野町条例第２号）の一部を次のよ
うに改正する。 
 この１５号では、介護休暇の期間を３カ月と定め
てございますが、冒頭申し上げましたように、国と
同じように６カ月に延長するものでございます。 
 この条例は平成１４年４月１日から施行すること
に当たって、経過措置としまして、既に介護休暇の
初日から起算して３カ月を経過したもの、あるいは
経過期間中のものは、この条例の施行日から、最初
に当該介護休暇をした日から起算して６カ月を経過
するまでの間は、当該要介護状態にかかわる介護休
暇を再び取得できるようになるところでございま
す。 
 以上、説明といたします。御審議賜りまして、お
認めくださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） 正規職員が対応という形
になっておりますが、非常勤や臨時については、こ
れは実態としてこの適用除外というふうになってい
るかと思いますが、この実態等、また指導等はどの
ようにされているのか。当然、同じく業を営むとい
うことであれば、そういった方にも独自のやっぱり
制度としてこれを運用すべき点もあるのではないか
とうふうに思いますが、この点。 
 それと、育児休業等による昇任、昇給の延伸の問
題で、現行ではまだ６割だとか７割だとかというよ
うな形の感じになっているかと思いますが、これを
やはり１００％に復元できるというような、他の自
治体で一部やっている状況もあるやに聞かれます
が、こういった運用も独自でできるだろうというふ
うに思いますが、こういった点についてはどのよう
なお考えなのか、お伺いいたします。 
○議長（平田喜臣君） 総務課長、答弁。 
○総務課長（田浦孝道君） １２番米沢議員の御質
問にお答えします。 
 まず、１点目の、臨時職員に対します適用等の関
係でございますが、この介護休暇制度につきまして
は、国家公務員の実態を地方公務員におきましても
適用している実態でございまして、議員言われるよ



 

 

うに、なかなか臨時任用している職員に対する適用
については、非常に拡大することにつきましては難
しい面もあるところでございます。そのようなこと
から、今後、大きく制度を拡大運用することにつき
ましては、なかなか難しいというふうに認識をして
いるところでございます。 
 それと、育児休業の関係での御質問がございまし
たので、その点につきましても申し上げますが、育
児休業につきましても、国家公務員に関係する法律
を受けまして、地方公務員におきましても法律がで
きてございまして、その法律の適用を受ける公務員
につきまして、条例をもってその手続等の規定をし
ているところでございます。そのようなことで、な
かなかこの件につきましても、給与等の復元、運用
の拡大につきましては、非常に難しい面もあるかと
思います。これらにつきましては、また国、他の状
況等も見極める必要があるかと思いますが、現段階
では非常に踏み込んだ改善等については難しいとい
うことで認識をしているところでございますので、
御理解をいただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 １５番村上議員。 
○１５番（村上和子君） 国の方の指導であるとす
れば、それにならってということで、仕方ないかな
と思うのですけれども、どちらかといいますと介護
に当たりますのは女性の方でないかなというふう
に、男性の方もそういう必要がないとは言いません
けれども、男性の方であれば、御本人ということで
あれば、介護が必要とありますけれども、長期休暇
というのもありますでしょうし、例えば介護を必要
とするということですので、介護に当たるのだとい
うことで、６カ月、その休暇をとるとすれば、その
介護の実態がわかる何らかの書類を提出するという
ことになるのでしょうか、そこらはどうなるのかと
思いまして。ちょっと６カ月といいますと、全部そ
こに介護、すべてそういうところの、本当に介護に
当てるものかどうかということ、そこら辺はどうい
うことなるのでしょうか、ちょっとお尋ねしたい思
います。 
○議長（平田喜臣君） 総務課長、答弁。 
○総務課長（田浦孝道君） １５番村上議員の御質
問にお答えします。 
 この介護休暇制度につきましては、申し上げます
ように、条例でその手続のルールが定められている
ところでございます。なかなか実態としては少ない
わけでございますが、その手続につきましては、た
だいま申し上げますように、条例において届出をす
ることで、町長が承認することで取得できるという
ことになってございます。ただ、その実態がどうか

につきましては、非常に運用面、難しい面もあると
思いますが、これらについては、今現在、非常に限
られた運用実例しかございませんが、その中では、
特に条例に基づく手続において、私ども確認し、町
長が承認するということでございますので、特に問
題はないかと思います。 
 あと、この制度につきましては、当然、女性にか
かわらず男性職員につきましても適用を受けること
になりますので、それらについては、ルールに基づ
く適正な運用を図っていくことが必要だというふう
に認識しているところでございます。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２２号の件を起立により採決い
たします。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 
 よって、議案第２２号の件は、原案のとおり可決
されました。 

──────────────────                

◎日程第７ 議案第２３号 

○議長（平田喜臣君） 日程第７ 議案第２３号企
業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を
改正する条例を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（田中博君） ただいま上程いただ
きました議案第２３号企業職員の給与の種類及び基
準に関する条例の一部を改正する条例につきまし
て、提案の要旨といたしまして、地方公務員の育児
休業等に関する法律の一部が改正され、同法におい
ては、部分休業の対象となる子の年齢を、現行では
１歳に満たないとなっておりますところを、今回、
３歳に満たないに引き上げることと改正されるに伴
いまして、企業職員の給与の種類及び基準に関する
条例の一部の改正をお願いするものでございます。 
 以下、議案を朗読して説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第２３号企業職員の給与の種類及び基準に関
する条例の一部を改正する条例。 
 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭
和４５年上富良野町条例第１０号）の一部を次のよ
うに改正する。 
 第１６条第２項中、１歳を３歳に改め、「の承認」
の前に「又は上富良野町職員の勤務時間、休暇等に



 

 

関する条例（平成８年上富良野町条例第２号）第１
５条に規定する介護休暇」を加える。 
 附則、この条例は、平成１４年４月１日から施行
する。 
 以上で、説明を終わらせていただきます。御審議
賜りまして、お認めくださいますようよろしくお願
い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２３号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                

◎日程第８ 議案第２５号 

○議長（平田喜臣君） 日程第８ 議案第２５号上
富良野町訪問介護員派遣条例の一部を改正する条例
を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程いた
だきました議案第２５号上富良野町訪問介護員派遣
条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由
の説明を申し上げます。 
 改正の要旨としましては、精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律の改正に伴いまして、平成１４
年度から精神保健福祉業務の一部が市町村に委譲さ
れ、精神障害者に対して市町村が居宅生活支援を目
的に訪問介護員を派遣できることとなったため、派
遣対象に精神障害により日常生活に支障がある者を
加えるとともに、対象者の規定を法律の条文にあわ
せまして、条文整理することを内容として改正しよ
うとするものでございます。 
 以下、議案を朗読して説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第２５号上富良野町訪問介護員派遣条例の一
部を改正する条例。 
 上富良野町訪問介護員派遣条例（平成１２年上富
良野町条例第１５号）の一部を次のように改正する。 
 第１条中、第１５条の３の次に「精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２
３号）第５０条の３」を加え、「身体上又は精神上の
障害」を「身体障害、知的障害又は精神障害」に改

める。 
 第２条第２号及び第３号を次のように改める。 
 ２、身体障害、知的障害又は精神障害があるため
日常生活を営むのに支障がある者。 
 ３、身体に障害のある児童又は知的障害のある児
童で日常生活を営むのに支障がある者。 
 附則、施行期日、１、この条例は平成１４年４月
１日から施行する。 
 経過措置といたしまして、２、この条例施行の際、
現にこの条例による改正前の上富良野町訪問介護員
派遣条例の規定により訪問介護員派遣の承認を受け
ている者は、この条例による改正後の上富良野町訪
問介護員派遣条例の規定により承認を受けたものと
みなす。 
 以上で、説明といたします。御審議いただきまし
て、議決賜りますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 ５番吉武議員。 
○５番（吉武敏彦君） (3)の身体に障害がある児童
又は知的障害のある児童で、この児童には精神障害
というのはないのかどうか、お伺いをします。 
○議長（平田喜臣君） 保健福祉課長、答弁。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま５番吉武
議員の御質問にお答えいたします。 
 今回の改正につきましては、この精神保健及び精
神障害者福祉につきましては、児童の部分について
はこの条文には規定がございませんので、ただ、知
的障害等の部分についての規定を法律に基づいて条
文の整理をさせていただいたところであります。 
○議長（平田喜臣君） １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） 本来、道、そういったと
ころがすべきものを、町の方に移管されたという形
の内容かなというふうに思います。それで、現行で
はこれらの対象となられると思われる方というのは
現在どのぐらいあるのかという点と、現状でも、町
の条例に基づいて施行されてきたという話でありま
すから、財政的な裏づけ、あるいは財源の移譲によ
って、新たな財源の配分があるのかどうなのか、こ
の点についてもお伺いしたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 保健福祉課長、答弁。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） １２番米沢議員の
御質問にお答えいたします。 
 １点目の、対象者数でございますが、現在、精神
障害者の手帳を有している方が８名、上富良野町に
ございますが、その方の中で、約２名ほど該当にな
られる方がおられるのではないかなということで見
込んでございます。したがいまして、町で今、在宅



 

 

福祉推進の中で、社会福祉協議会に委託しておりま
す訪問介護員の事業の中で、この件について予算等
については見込みを立てているところであります。 
○議長（平田喜臣君） １５番村上議員。 
○１５番（村上和子君） 身体障害、知的障害者又
は精神障害に改めると、今これで上がってきている
のですけれども、何か４月１日以降、精神病の方に
対しましてそのような言葉を使わないようなことを
ちょっと聞いたのですけれども、だから精神障害と
は言わないのではないかというふうに、だからここ
に、又は精神障害に改めると、今わざわざ改めるわ
けですので、今後、これからは精神障害ということ
を言わないで、精神病の方に対して何か違うような
名称を使うようなことを言われているのではないで
しょうか。だから、ここに精神障害と言わないので
はないかと思うのですけれども、そこらはどうなの
でしょうか。 
○議長（平田喜臣君） 保健福祉課長、答弁。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） １５番村上議員の
御質問でございますが、このたびの条例改正につき
ましては、先ほど冒頭御説明申し上げましたように、
国の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律とい
う、この法律の改正に伴いまして、町の条例を改正
する必要性があるということで改正をさせていただ
いているところでございますので、精神の病気です
か、精神疾病に関する部分での今回の改正でござい
ませんので、あくまでも精神障害の手帳を有する方
で、市町村にこれらの事務が一部委譲されることに
伴いましての、あわせた条例の改正でございます。
障害ということについては、これは使うことでござ
います。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２５号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                

◎日程第９ 議案第２７号 

○議長（平田喜臣君） 日程第９ 議案第２７号上
富良野町飲料水供給施設設置条例の一部を改正する
条例を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 上下水道課長。 
○上下水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第２７号上富良野町飲料水供給施設設
置条例の一部を改正する条例につきまして、提案理
由を御説明申し上げます。 
 本条例案につきまして、本年度から水源地を清富、
村上武憲氏所有地内からの湧水により、厚生労働省
の補助を受けまして、飲料水供給施設を設置するも
のでございますが、補助の申請をする折に、給水区
域、給水人口、１日最大給水量の条例化されたもの
が必要となりますことから、今回、改正をお願いす
るものでございます。 
 以下、議案を朗読して説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第２７号上富良野町飲料水供給施設設置条例
の一部を改正する条例。 
 上富良野町飲料水供給施設設置条例（昭和５７年
上富良野町条例第１９号）の一部を次のように改正
する。 
 第２条の表に次のように加える。清富地区、これ
は給水区域でございます。右に７８とありますのは、
給水人口の７８人でございます。次、右に３８.５と
書いてありますのが、１日最大給水量３８.５立方メ
ートルでございます。 
 附則、この条例は平成１４年４月１日から施行す
る。 
 以上で、説明を終わらせていただきます。御審議
賜りまして、お認めくださいますようよろしくお願
い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２７号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                

◎休 会 の 議 決           

○議長（平田喜臣君） お諮りいたします。 
 議事の都合により、３月１４日から３月２１日ま
での８日間を休会といたしたいと思います。これに
御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、３月１４日から３月２１日までの８日間、
休会することに決しました。 



 

 

──────────────────                

◎散 会 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 以上で、本日の日程は全部
終了いたしました。 
 本日は、これにて散会いたします。 
 明日の予定について、事務局長から報告いたさせ
ます。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 ただいま御決定いただきましたとおり、明１４日
から３月２１日までの８日間は休会といたします。
３月２２日は本定例会の最終日で、開会は９時でご
ざいます。定刻までに御参集賜りますようお願い申
し上げます。 
 なお、休会中の３月１４日、３月１５日、３月１
８日、３月１９日は、予算特別委員会をいずれも９
時から開会いたしますので、各会計の予算書等関係
議案並びに既に配付の関係資料を持参の上、定刻ま
で御参集賜りますようお願い申し上げます。 
 以上であります。 

午後 １時５６分 散会  
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○議事日程（第５号） 
第 １ 会議録署名議員の指名の件 
第 ２ 議案第２４号 上富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例 
第 ３ 議案第２６号 上富良野町都市公園条例の一部を改正する条例 
第 ４ 議案第２８号 上富良野町社会教育総合センター条例の一部を改正する条例 
第 ５ 議案第２９号 上富良野町Ｂ＆Ｇ海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 
第 ６ 議案第３０号 上富良野町武道館設置管理条例の一部を改正する条例 
第 ７ 議案第３１号 上富良野町運動公園条例の一部を改正する条例 
第 ８ 議案第３２号 富良野地区環境衛生組合議会規約の変更の件 
第 ９ 議案第３３号 富良野地区介護認定審査会規約の変更の件 
第１０ 議案第３４号 上富良野町財政調整基金の一部支消の件 
第１１ 議案第３５号 上富良野町公共施設整備基金の一部支消の件 
第１２ 議案第３６号 上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部支消の件 
第１３ 議案第３７号 上富良野町道路線廃止の件 
第１４ 議案第３８号 上富良野町道路線認定の件 
第１５ 予算特別委員会付託 

議案第 １号 平成１４年度上富良野町一般会計予算 
議案第 ２号 平成１４年度上富良野町国民健康保険特別会計予算 
議案第 ３号 平成１４年度上富良野町老人保健特別会計予算 
議案第 ４号 平成１４年度上富良野町介護保険特別会計予算 
議案第 ５号 平成１４年度上富良野町簡易水道事業特別会計予算 
議案第 ６号 平成１４年度上富良野町公共下水道事業特別会計予算 
議案第 ７号 平成１４年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算 
議案第 ８号 平成１４年度上富良野町水道事業会計予算 
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午前 ９時００分 開議  
（出席議員 ２０名） 

──────────────────                

◎開 議 宣 告           

○議長（平田喜臣君） 御出席、まことに御苦労に
存じます。 
 ただいまの出席議員は２０名であります。 
 これより、平成１４年第１回上富良野町議会定例
会５日目を開会いたします。 
 直ちに本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した
とおりであります。 

──────────────────                

◎諸 般 の 報 告           

○議長（平田喜臣君） 日程に入るに先立ち、議会
運営等諸般の報告をいたさせます。 
 事務局長。 
○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 
 町長から、議案第４０号北海道市町村総合事務組
合規約の変更の件、議案第４１号泉町北団地町営住
宅新築工事（建築主体工事）請負契約締結の件、議
案第４２号特別職の職員の給料の臨時特例に関する
条例及び報告第４号専決処分報告の件（交通事故に
係る和解及び損害賠償の額を定める件）が平成１４
年３月２０日に提出されました。あらかじめ議会運
営委員会において日程等の審議を了しておりますの
で、本日議事日程等を改めましてお手元に配付した
とおりであります。 
 議案第３７号及び議案第３８号の審議資料として
道路網図、また発議案第３号の審議資料として、平
成１４年度地方税法改正案の趣旨をお手元にお配り
しておりますので、審議の参考にしていただきます
ようお願い申し上げます。 
 予算特別委員長から、平成１４年度各会計予算に
ついて審査結果の報告がありました。 
 議会運営委員長並びに各常任委員長より、閉会中
の継続調査として配付のとおり申し出がございまし
た。 
 なお、さきに御案内のとおり、人事案件の議案第
３９号及び諮問第１号につきましては、後ほど議案
をお手元にお配りいたしますので、御了承賜りたい
と存じます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 以上をもって、諸般の報告
を終わります。 

──────────────────                

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第１ 会議録署名議員
の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に
より、議長において、 
    ４番 笹  木  光  広  君  
    ５番 吉  武  敏  彦  君  
を指名いたします。 

──────────────────                

◎日程第２ 議案第２４号 

○議長（平田喜臣君） 日程第２ 議案第２４号上
富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の件を
議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） ただいま上程され
ました議案第２４号上富良野町廃棄物の処理及び清
掃に関する条例の件につきまして、提案の要旨を御
説明申し上げます。 
 本条例につきましては、町民の生活環境確保の上
から欠くことのできないごみ対策として、各種の対
策として取り組んでまいりましたが、多くの財政負
担を要することから、一般廃棄物の収集運搬処理に
関しまして、その一部を有料化するとともに、ごみ
の分別資源化、減量化を図るため、分別の細分化、
排出の方法及び排出容器の指定などについて規定
し、あわせて条文の整理をすることから、全文改正
しようとするものであります。 
 内容といたしましては、廃棄物の処理及び清掃に
関する法律に基づき、町の一般廃棄物の処理に関し
定めようとするものでございます。 
 １点目は、処理区分として、家庭ごみと事業ごみ
の収集運搬処理区分を規定しようとすることでござ
います。 
 ２点目は、排出方法として、排出者の管理義務及
び指定容器または指定シール貼付を規定しようとす
るものでございます。 
 ３点目といたしまして、処理手数料として、手数
料条例において可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみを有
料とし、資源ごみについては無料とすることを規定
しようとするものであります。 
 ４点目として、その収入方法として、証紙による
こと、また災害時等を想定し、手数料の減免規定を
設けようとすること。さらに、証紙の販売及び過料
について規定しようとするものであります。 
 以下、条文を追って御説明を申し上げます。 
 議案第２４号上富良野町廃棄物の処理及び清掃に
関する条例。 
 上富良野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
（平成５年上富良野町条例第１５号）の全部を改正
する。 
 第１条は、条例の趣旨を定めようとするものでご



 

 

ざいます。 
 第２条は、用語の提議を定めようとするものであ
ります。 
 第３条は、廃棄物減量推進審議会について定めよ
うとするものであります。 
 第４条は、ごみ分別減量化推進に協力をいただく
ために、クリーン推進員の委嘱について定めようす
るものであります。 
 第５条では、一般廃棄物のうち、家庭から排出さ
れるもの、事業所から排出されるものに関し、その
処理区分を規定しようとするものであります。 
 第６条では、廃棄物の保管及び指定容器について
規定するとともに、排出者の管理について定めよう
とするものであります。 
 第７条から第８条につきましては、家庭ごみの排
出及び事業所ごみの排出運搬等について定めようと
するものでございます。 
 第９条から第１４条までは、手数料に関し、手数
料条例に定めること、収入の方法として証紙による
こと、証紙の売りさばき人を指定すること、売りさ
ばき手数料について、１００分の７と定めようとす
ることなどについて規定しようとするものでござい
ます。 
 第１５条では、手数料の減免について定めようと
するものでございます。 
 第１６条から１７条では、一般廃棄物処理業等の
許可申請などについて定めようとするものでござい
ます。 
 第１８条では、不正行為等に対する過料を定めよ
うとするものでございます。 
 第１９条は、規則への委任でございます。 
 附則、施行期日。 
 １、この条例は、平成１４年１０月１日より施行
する。 
 次に、経過措置といたしまして、２、この条例施
行の際、改正前の上富良野町廃棄物の処理及び清掃
に関する条例の規定により、一般廃棄物処理業等の
許可の申請は、この条例の規定によりなされたもの
とみなす。 
 上富良野町手数料条例の一部を改正する条例。 
 ３、上富良野町手数料条例（平成１２年上富良野
町条例第２号）の一部を次のように改正する。 
 別表中３５の項を次のように改めるものでござい
ます。 
 ただいま御説明申し上げました条例本文中、第９
条に定めます手数料について定めようとするもので
ありまして、分別排出をいただき、資源再生可能な
瓶、缶、プラスチック類、ペットボトル、生ごみな
ど資源ごみとして排出されるものの収集運搬処理手

数料を無料とし、町において最終的な処理を要する
可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみについて、収集運搬
処理に要する費用のうち、施設建設に要する費用や
所管人件費等を除く費用のおおむね２分の１を排出
の量に応じて御負担願うべく定めようとするもの
で、個々の価格につきましては、本表に記載のとお
りでございます。 
 同表３６の項中、「第１６条」は「第１７条」に改
める。 
 以上で説明といたします。御審議賜りまして、お
認めくださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 １５番村上議員。 
○１５番（村上和子君） 廃棄物減量等審議委員会、
１０名の方委員としておられますのですけれども、
その方等の意見もお聞きになられたのでしょうか。 
 それと、１カ月普通の家庭でどれぐらいの試算を
されているのか。 
 それと、また近隣市町村の資料等ありますでしょ
うか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長、答弁。 
○町民生活課長（米田末範君） まず、第１点の審
議会の御意見をちょうだいしたのかということでご
ざいますが、これにつきましては、平成１１年度以
来御審議を賜りまして、平成１３年の１１月に御答
申をちょうだいしているところでございまして、そ
の中で、有料化を進めることは可とすることで御意
見をちょうだいしているところでございます。 
 次に、平均して１世帯当たりどれぐらいかという
ことでございますが、あくまで試算上の内容といた
しまして、各種の容器類も全部含めまして、１世帯
当たり月額といたしまして、おおむね１,３８０円程
度ということでございます。 
 それから、近隣の部分につきましても、近隣とい
いますか、この近くというのは余り多くはございま
せんけれども、有料化をしているところについての
ものにつきましては、審議会の御審議の中でも含め
まして情報を確保しながら進めてきたということで
ございます。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） １５番村上議員。 
○１５番（村上和子君） 審議会等にはこの金額、
最終的な金額、４５リッターで１４０円ということ
はまだ諮られていないと思うのですよね。有料化に
ついては、避けては通れないと私も思うのですけれ
ども、大体私試算してみますと、リサイクルにつき
ましては無料かとは思うのですけれども、大体燃え



 

 

るごみが週２回で月８回から９回、それから不燃ご
みが月２回、空瓶が月１回、それから缶が月１回、
プラスチックが月２回、それと、そのリサイクルの
ものは別としまして、大体１,０００円ぐらいだった
らと思うのですけれども、この小さい袋、３０リッ
トル、小家庭では、この小さい袋が非常にいいと思
うのですね。３０リットル、これの９５円。これに
つきましては、大体これで千幾らぐらいですかね。
１,０００円ちょっと超えるのですけれども、このほ
かに、またごみ袋というのはかかるわけでございま
すし、ごみ袋入れますと１,９６０円ぐらいに、富良
野市あたりで、資料あれしておりませんけれども、
大体月に今７００円ぐらい。あそこは非常に分別が
進んでおりまして、今ごみの方のコンクールでも優
秀賞とられたという非常に進んでいるのですけれど
も、ちょっと私は、もう少しこれ検討してみる必要
があるのでないかという気がするのですけれども。 
 それで、例えば今無料ですので、もう段階的に上
げてみるというのもいかがなものでしょうかと思う
のですけれども、いかがでしょうか。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長、答弁。 
○町民生活課長（米田末範君） ただいまの御発言
をいただいたわけでございますが、試算といたしま
して、対象費用といたしましては、先ほど概略を申
し上げたわけでございますけれども、町が最終的に
処理を要するものとして、一般ごみといいますか、
可燃ごみでございますが、不燃ごみ、それから粗大
ごみの排出の量に応じて対応をいただきたいという
ところでございまして、対象費用といたしましても、
それらにかかわっての収集運搬、それから処理にか
かわる費用として対応させていただいているところ
でございます。 
 御発言のとおり、小さいもので排出の量が少なけ
れば少ないだけ、それに対応して金額的にも下がっ
てくるだろうということで予測をしているところで
ございますし、さらに現状の可燃ごみの部分につき
ましては、議員御発言のとおり、現状では現在週２
回ということでございますが、実質非常にプラスチ
ック類が分別されていくことによって、相当量減っ
ていくということがございます。 
 それと、さらに段ボール類の分別についても、こ
れらについて考慮していきたいという考え方も持っ
てございますものですから、可燃ごみそのものの排
出量というのは、相当量落ちてくるのではないかと
いうことが一つ予想しているところでございまし
て、収集もおおむね週１回で可能になっていくので
はないかというふうに実は考えているところでござ
います。 
 あわせまして、生ごみが分別されていきますとい

うことで、総体量といたしまして１,０００トン程度
が分別の対象になっていくということから考えます
と、現在可燃ごみの中に入ってございますので、こ
れらの内容からいっても、相当量実質落ちていくの
ではないかというふうに考えてございまして、現在
試算のものでは、あくまで全体量で割ってございま
すので、一般論として整理させていただいて試算を
させていただいてございます。 
 さらに、実際に実態として動いていったときに、
どの程度それぞれ排出の抑制ができるかということ
については、まだ試算段階として御理解をいただい
ておきながら進めているところでございまして、現
状の金額的にも申し上げましたように、おおむね２
分の１を御負担をちょうだいしたいという考え方で
ございまして、御提案をさせていただいたというこ
とで御理解を賜りたいと思います。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。他にござ
いませんか。 
 １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） まず、全道の分別、いわ
ゆる収集手数料の実態等についてお伺いいたしま
す。 
 近隣町村も含めてですが、上川管内、全道的には、
この分別の手数料、どういったものが該当になって
いるのか、この点を明確に答えていただきたいとい
うふうに思います。 
 さらに、料金設定の基準になっています、いわゆ
る５割負担という形になった根拠は何かと。試算で
は５割５分ぐらい、あるいは５割、４割という形の
中で、３段階に分けた試算がなされておりますが、
なぜその３段階を想定して、最終的には５割という
決定がなされたのかという点をお伺いいたします。 
 今課長の答弁では、今後さらに細かい分別がなさ
れるという話でありますから、今後この細かいいわ
ゆる分別というのは、どういうものを計画されてい
るのか。 
 さらに、そうすれば週１回程度に可燃ごみについ
てはなるという根拠も示されましたが、これはあい
まいであってはならない話であって、どういう分別
がなされて、週１回という形の中の減量化が進むの
かというところもきちっと明確に、こういう大ざっ
ぱなというのではなくて、明確に示していただきた
いというふうに思います。 
 次 に、この間同僚の議員の質問にもありましたが、
いわゆる審議会等に十分な論議もしていただいたと
いうことでありますが、こういった試算の案、ある
いは将来的な分別等についても十分な審議がなされ
たのか、どういう資料を提出して、最終的にこの審



 

 

議会がそういう結果になったのか。 
 もう一つは、審議会においてもいろいろな論議が
出されたと思います。果たして、これが分別につな
がるのか、有料化がいいのかという詳細の審議経過
を示していただきたいというふうに思います。 
 次に、その積算の根拠になった人件費あるいは焼
却施設等の建設にかかわる部分については、いわゆ
る除いた、これは立派なことだと私思います。しか
し、最終的にこれはお金入りましたらプールされま
すから、果たしてこれが実際分別収集の部分に使わ
れているものか、あるいは建設部分に使われている
ものかというのはわからないというのが実態であり
ます。こういう不明朗な中での料金設定というのは、
果たしていかがなものかということが考えられます
が、この点。 
 さらに伺いたいのは、この不燃ごみにおいても可
燃ごみにおいても、当然いわゆる受益者が、当然生
活にかかわって搬出するという形になります。しか
し、一方で受益者にかかわるとかかわらざらないと
いう状況の中で、過剰包装等あるいはそれに類似す
るもの、いわゆる業界の責任で処理しなければなら
ないもの等々の混雑物が相当数可燃ごみ、不燃ごみ
においてもやはりあると思います。こういったもの
の割合というのは、町ではどのように押さえている
のか。 
 また、こういう責任というのは、それを仮に受益
者負担に料金設定の中に転嫁するということについ
ては、これ問題があるというふうに思いますが、こ
れらの根拠はどういうふうになっているのか。 
 根本は、やはりきちっとした分別収集のこの地域
でのやっぱり啓蒙啓発が基本だというふうに思いま
す。 
 そこでお伺いしたいのは、審議会委員１０名以内
で組織する、あるいはクリーン推進員を各町内会等
で委嘱するという条例が制定されております。この
間見ていましたら、先進地といわゆる上富良野町と
の違いはどこにあるのかと、私ながら不十分な点も
ありますが、考えておりましたが、やはりこの分別
収集におけるいわゆるこのクリーン推進員や、ある
いは地域の町内会を使った運営がまだまだやはり徹
底的にやられたという状況ではないのではないかと
いうふうに考えます。 
 富良野市で言えば、当然このクリーンという形の
中で、これは町のイメージにも相当数やはり大きな
影響を与える。これがやはり進められれば、町のク
リーンイメージも高まるという形の中で、やはり専
門の部署をつくりました。上富良野町においては、
そういうものはありませんが、一方で一定の体制も
とりながらやってきましたが、しかし本当にこの分

別収集を進めるというのであれば、そういう独自の
体制もとりながら、根を深くやはり地域の中に入っ
て、ひざ詰めでやっぱり納得いくまでの分別あるい
はクリーンの対策というのをどう進めるのかという
ところをやはりやられてきたのかということになれ
ば、まだまだ不十分さがあると思いますが、今後こ
ういう体制も含めて、いわゆる４条、５条、３条の
第４項４条にかかわって、どういう体制で、さらに
町が目指す分別減量作戦をこういう人たち、あるい
は町民全体に私も含めてですが、担ってもらおうと
いうのか、この点を改めてお伺いしたいというふう
に思います。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） ただいま御質問の
件にお答えを申し上げたいと思います。 
 ま ず、第１点目の全道の手数料にかかわりまして、
どんなような状況になっているかということでござ
います。それぞれに非常に算定根拠というのはばら
ばらでございまして、一概にこうだというふうには
言い切れていないのが現状でございます。実際に、
その設定につきましても、おおむね１袋同じ４５リ
ットル程度でございますが、２００円から３０円程
度まであるということは現実でございます。現状と
いたしましては、そういう状況の中で推移されてい
るということで御理解を賜りたいと思います。 
 それから、次の２点目の５０％の負担の決定の根
拠ということでございますが、先ほども御説明申し
上げましたが、あくまで町で最終的に排出の処理を
要するものに対応いたしまして、対象費用をあくま
で収集運搬、そして処理にかかわる部分で、その２
分の１を御負担をちょうだいするというところで考
え方を定めているということで御理解を賜りたいと
思います。 
 次 に、３点目の分別の細分化にかかわりましては、
先ほども申し上げましたが、今後富良野地区の衛生
組合が設置をいたしております生ごみにかかわりま
しては、その稼働等に合わせて、その処理を資源化
として対応したいという考え方が１点でございま
す。そのほかにつきましては、新たに紙類、それか
ら段ボール類を分離していくという考え方でござい
ます。したがいまして、現状、さきにも御呈示を申
し上げてございます資料の中でも、プラスチック類
につきまして、現在既に分類をしながら別の中間処
理の場所へ移してございます。これら含めていきま
すと１,１２０トンが、全体が現状４,１９０トン程
度のうち、１,１２０トン程度がさらに分別の方向に
進んでいくという状況になっていくという考え方で
ございます。これらについては、有料化とあわせな
がら進めていきたいという考え方でございます。 



 

 

 それから、４点目の審議会での御論議をいただく
段階で、将来的な分別等の関連について論議はなさ
れたのかということでございますが、これにつきま
しては、生ごみですとか紙類等のその分別の細分化
についても含めながら、減量化の方向について、あ
わせながら御検討をちょうだいしたところでござい
まして、先ほど申し上げました収集いたしました情
報をそれら御提供させていただきながら御審議を賜
ったところでもございます。 
 それから、５点目の収集した費用がプール化され
ていくのではないかということでございますが、先
ほども申し上げましたように、あくまで対応、この
部分につきましては、収集運搬処理に係ります、そ
れも対象の費用を算出させていただいているわけで
ございまして、これの２分の１ということでござい
ますので、その枠の中へ投入されるということで御
理解を賜りたいと存じます。 
 それから、６点目のいわゆる過剰包装等にかかわ
りますものにつきまして試算をしたかということで
ございますが、これについては特段試算はいたして
ございません。これらの処理の責任についてもいた
だいたわけでございますけれども、現状の中で申し
上げますと、あくまで消費をされる方々の中で処理
されているというのが現実だと思います。 
 これらをどう減量化していくかという問題につい
ては、一自治体のみではなくて、国内総体としての
論議になっていくものではないかと、そのように思
うところでございます。 
 さらに、７番目の啓蒙啓発にかわかりましての御
質問でございますが、議員御発言のとおり、十分で
あるかという問題については、必ずしも十分だと言
い切れるものではないということではありますが、
これらの有料化等にあわせまして、さらなる分別を
含めて、より小さい単位の地域への説明会を進めな
がら、さらにクリーン推進員の皆さん方に御理解を
賜りながら、町内会等に御理解を賜りながら、分別
のさらなるその推進について御説明を申し上げてい
きたいという考え方は変わってございませんし、こ
れからも進めたいというふうに考えてございます。 
 それから、これらにあわせまして、現状カレンダ
ーと、それから御提出いたしてございます若干のパ
ンフレット等での分別の内容を出してございます
が、さらに内容を整備いたしまして、比較的に整理
ができるものをできるだけ早急に対応しながらご提
出をさせていただきたいという考えを持っていると
ころであります。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） 各町内会ごとに説明会を

するということでありますが、それではお聞きいた
しますが、ここ４月からどういう日程で説明会に入
るのか、何月の何日ごろこの地域という形の詳細の
そういった計画というのが立てられているのかどう
なのかお伺いいたします。 
 それと、いわゆる過剰包装等にかかわってであり
ますが、一自治体の問題ではないというような表現
の仕方がされましたが、確かにその部分があります
が、しかしこれは一自治体の問題でもあり、住民に
かかわってくる問題でもあるわけであります。こう
いう声をきっちり上げるということ、またこういう
問題が内在してますよということをやはり理解して
もらって、ここからこういう問題意識をさらに分別
意識を高めてもらうということになれば、当然一自
治体の問題ではないですか、担当課長どうですか。
それを一自治体の問題でないというのは、物事の観
点のとらえ方が、第一に私は間違っているというふ
うに思います。この点もう一度確認いたします。 
 次にお伺いしたいのは、いわゆる各自治体、道内
における分別等の状況、有料化によってどのぐらい
分別が促進され、減量されたのかということは、詳
細につかんでいるようでつかんでないというような
感じでありますが、私は具体的に、例えばこの自治
体では、こういうふうに減量化あるいは推進されて、
有料化になって減量化になりましたよというのも含
めて、当然審議会等でも報告されているかと思いま
すが、そういう詳細の内容をお聞きしたいと思いま
すが、そこが一番この審議の上で、やはり大事な部
分だと思いますが、改めて上川管内あるいは道内の
先進地における実態等はどのようになっているの
か、この点。 
 それと、有料化とあわせてですが、この部分に、
半分にしたその根拠についても、ただ２分の１の設
定だと、言うなれば公平に分かち合ってもらおうと
いう方だけの単純な、いわゆるさほど根拠がない料
金設定だというふうに思います。 
 仮に、そういう不燃ごみ、可燃ごみの中における
そういったいろいろな受益者が、当然望まないにも
かかわらず過剰包装等々があったということになれ
ば、当然仮に有料化にするということになれば、そ
の部分も引いた中での料金設定というのが当然しか
るべきだが、しかし課長の話を聞いてますと、そう
いうものはあるかもしれないが、言うなれば折半し
てもらおうというような胆略的な料金設定ではない
かというふうに私は思います。この点。 
 それに、料金の収集のいわゆる部分というのは、
可燃ごみの運搬にかかわる部分のところに使われる
という話ですが、しかしこれもまやかしであって、
運搬というのは全部同じ車でやって、同じやってい



 

 

るわけですか、この部分にお金が使われたというの
がわかる道理がないわけで、それもまさに根拠がな
い話だと思います。 
 これは、なぜそういうふうに行き着いたのかとい
うことになれば、結局建設費あるいはこれにかかわ
る費用がかさむという状況の中で、こういった部分
を当然負担してもらおうという形の中で出てきた話
だと思います。 
 私は、さきの一般質問でも言いましたが、やはり
消費税と似た感じで、これが減量化になれば確かに
出す部分が減りますから、その分というのは確かに
減るでしょう。しかし、受益者からいけば、年金月
額３万円もらっている人、あるいは月額２０万円の
給与もらっている人、その負担割合からいっても、
消費税と同じ弱者にこそ、いわゆる弱い者いじめで
あり、いわゆる負担率がかさむという、こういう危
険な論理を含んで、これを上げれば上げるほど、弱
い人ほどその負担率がふえるという感じのものであ
り、こういうものをこのままやはり許すわけにいか
ないというふうに思います。 
 この点について、私はもう一度町長も含めて、担
当の課長も含めて、これらの点についての明確な答
弁を求めたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） 御質問の点にお答
えを申し上げたいと思います。 
 まず、第１点の４月からの説明会の計画につきま
しては、現在検討を進めている段階でございまして、
細かい内容をお知らせする状況にはございません。 
 第２点目の、その過剰包装にかかわって議員御発
言ございました。確かに過剰包装そのものについて
は、それぞれに今社会全体としての課題としてある
のではないかなというふうに思ってございます。先
ほど申し上げましたように、一自治体だけで整理で
きるものというのは、すべてあるわけではないとい
うことでお話を申し上げましたが、消費者の皆さん
方の御努力も、その中に加わっていくことによって、
また変化が起きるのではないかなというふうに思う
わけでございます。そういう意味で、それらの点に
つきましても、包装要らないものについては要らな
いというふうにお話をちょうだいするような方向に
つきましては、また説明会の中等でお話を申し上げ
ていきたいというふうに考えます。 
 それから、３点目の分別の状況でございますが、
各自治体での減量化に対応する方策というものは、
それぞれ一様ではございません。先ほど申し上げま
したように、生ごみの対応につきましても必ずしも
それぞれ一致している状況でもございませんし、条
件等によって、それぞれ変わっているというのが現

状でございまして、これら自治体それぞれの減量化
対策の詳細について、現在私どものところであるの
は若干のものでございますが、それについてはござ
いますが、それもいろいろな面で一様でないという
ことだけお話を申し上げたいと思います。 
 それから、４点目の有料化の５０％の決定の根拠
でございますけれども、先ほども申し上げましたよ
うに、それぞれ対象費用を特定をいたしまして定め
ているということで、その中の５０％を御負担いた
だきたいということでございますので、御理解をち
ょうだいしたいと思います。 
 それから、負担のかかわりといいますか、消費税
と同じではないかということでございますが、これ
につきましては、あくまでそのごみの分別、それか
らもう一つは、いろいろなものの利用の展開によっ
ても、減量をしていただく工夫等も含めて、それな
りに対応もあるというふうに理解をいたしてござい
まして、排出する量を軽減することによって、少な
くとも軽減されていく、その手数料等については軽
減されるということについては事実でございますの
で、そのように御理解を賜りたいと思います。 
 以上であります。 
○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） 米沢議員の御質問にお答え
申し上げたいと思います。 
 ただいま課長が申し上げたとおり、概要説明申し
上げているわけでございますけれども、大体料金の
関係の充当の関係ございまして、どこに使われるか
わからないというような御発言がございましたけれ
ども、基本的には予算の執行の中で充当を明らかに
していくということでございますので、この辺のと
ころが明確になるものというふうに思ってございま
す。 
 当然ここの算定の根拠におきまして、どの費用に
もってこの料金を算定したかということを算定して
ございますので、その費用に充てていくということ
で予算の中では充当が明らかになっていくというこ
とでございますので、その全体の中で占める財源の
状況におきましては、議員のおっしゃるお考えも一
つはあろうかと思いますけれども、実際有料化して
町に使用料が入りまして、その使用料につきまして
は、どの費目にどういうふうに充てるかということ
は明らかにしていくということでございます。 
 それからもう１点、過剰包装等の関係につきまし
ても、課長も申し上げておりますけれども、日本の
今の消費構造の中で、諸外国に比べて過剰包装とい
うのは、日本というのは独特のものがございまして、
その辺このごみとの関係におきましては、非常に一
つの大きな課題になってございます。 



 

 

 そういう中で、国おいてもこの辺のことをどうし
ようかという点も意見が出ているところでございま
す。しかしながら、現状の中におきまして、市町村
が、このごみの収集の市町村長が責任を持たないと
いう中に、現実的対応を図っていくということにな
ります。そういう中で、やはりこの分別ということ
を徹底していくことによって、その辺のところの解
消が図れていくものというふうに思いますし、また、
その料金算定におきまして、有料化するということ
になりますと、その辺の意識も、この有料化により
まして分別への意識も大きく高まって、町民の皆さ
んが意識して考えていただけるものというふうに思
っております。そういう観点で、このごみの問題と
いうのは、一様にその解決する問題ではございませ
んけれども、町民とやはり行政が、ともにこの辺の
ところをよりよい姿にどう持っていくかということ
を行政の大きな課題として今後も取り進めていかな
ければならないというふうに思っておりますので、
ひとつこの有料化につきましては、算定の根拠等に
おきましては、どの部分でどういうふうに適用する
かということは、どれが正しいものというものはご
ざいませんけれども、一応上富良野町としては、こ
ういう考えですということで御提案を申し上げてい
るわけでございますので、その点御理解を賜りたい
と思います。 
○議長（平田喜臣君） １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） ごみのいわゆる分別にお
ける各町内会住民における周知という点では、まだ
計画が練られてないということにあらわれるよう
に、いわゆるそこまでの思いが、やはり十分その新
年度に向けてのあり方としてとらえてないというと
ころが、これを一つを見ても、私担当の課長もそれ
ぞれ一生懸命やられているのだろうというふうに思
います。しかし、やはりこういう問題というのは、
そこにおけるやはりトップである町長のいわゆる考
え方、それがやはり下にも多分に影響しているもの
ではないかというふうに私は思います。そういう意
味では、こういった提案された時点には、もう既に
何時にこういう説明会をやるというような説明をき
ちっと、私もう計画の中に網羅されて、それから新
年度スタートすると同時にやはり運びに、進められ
るということが基本だろうというふうに思っていま
す。こういう熱意という点でも、まだまだ不十分さ
が残っている内容だというふうに思います。 
 また、手数料の問題でも、根拠はないわけですね。
言うなれば４割にしようか、５割にしようか、６割
にしようかと、負担をどこに落ちつけたら一番住民
の方に納得されるのかというところの話だけで終わ
って、その背後にあるもの含めた中でのやはり料金

設定でないというあいまいさを残したいわゆる条例
の提案だというふうに思います。もう一度こういう
ものも含めて、私この提出された条例には、到底納
得できるものでありません。こういうものをもう一
度撤回していただくという方向の考え方ないのかど
うなのか、あわせてお伺いしたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢議員の御質問に
お答えさせていただきますが、結論的に申し上げて、
私といたしましては、米沢議員も御理解をいただき
たいなということでお願いをしたいなと思うととこ
ろであります。 
 基本的にクリーン推進員の、また町内会それぞれ
の１４年度からの研修会、講習会、説明会等々の日
程計画がなされていないと、ずさんであるというお
話でありますが、これは今年度でなくて１４年度か
らで、この実施につきましても１４年の１０月を私
どもとしては予定いたしております。その間におい
て、十分クリーン推進員の活動の展開等々も含めな
がら、講習会、説明会等々の実施を十分に果たしな
がら町民の理解を得ていきたいというふうに思って
おるところでありますし、また有料化に対します何
をもって対応するかと。我が町におきましては、収
集運搬費用の２分の１相当額を御負担いただこうか
というようなことであれしておりますが、これはそ
れぞれの自治体は同じかというと、担当課長からも
説明ありましたように、それぞれの自治体の主体性
の中で、地域の状況の中で何をもって有料化の根拠
をするかということは、それぞれに変わってくるも
のというふうに思っておりますが、我が町といたし
ましては、運搬収集の部分の一部を御負担いただく
ということを基本として、この有料化に向かってき
ているということで、まず御理解を賜りたいなとい
うふうに思っておりますし、これらにつきましても、
常日ごろから各議員の皆様方からも御心配いただい
ております、やはり健全財政を堅持していくために
は、何としても私どもが掲げております行財政改革
の実施計画に基づいた対応を進めていかなければな
らないということを基本としながら、その中にあっ
て、歳出につきましては十分な事業評価をしながら
の対応を図るとともに、歳入につきましても、それ
ぞれの対応の中で歳入確保を図って財政運営を図っ
ていかなければいけないというようなことを基本と
しながら、財政運営の基本として、住民に対するサ
ービスの低下を来さないように対処しながらも、や
はり行政サービスは、従前のようにすべて無料とい
うことでは、なかなか今後の財政運営は厳しいと。
やはり相当の町民の皆さん方の御負担をいただい
た、サービスにつきましても負担がかかるという基



 

 

本の中で、今後の財政運営を取り進めていかなけれ
ばならないということを認識した上で、ひとつ何と
か全議員の皆さん方の御理解を賜りたいというふう
に思っているところでありますので、御理解をいた
だきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） ほかに御意見もあろうかと
思いますが、これをもって質疑を終了いたします。 
 お諮りいたします。 
 本件につきましては、なお慎重な審議を要すると
思いますので、この際、教育民生常任委員会に付託
の上、閉会中の継続審査といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、議案第２４号は、教育民生常任委員会に
付託の上、閉会中の継続審査とすることに決しまし
た。 

──────────────────                

◎日程第３ 議案第２６号 

○議長（平田喜臣君） 日程第３ 議案第２６号上
富良野町都市公園条例の一部を改正する条例を議題
といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 商工観光まちづくり課長。 
○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） た だい
ま上程されました議案第２６号上富良野町都市公園
条例の一部を改正する条例につきまして、提案の要
旨を御説明申し上げます。 
 多くの町民の方々に御利用いただいております日
の出公園、島津公園のより一層向上したサービスと、
また効率的な施設管理を行うことを目的に、両公園
の管理運営を出資法人に委託するよう改正するもの
であります。 
 以下、改正内容を御説明いたします。 
 議案第２６号上富良野町都市公園条例の一部を改
正する条例。 
 上富良野町都市公園条例（昭和４３年上富良野町
条例第１５号）の一部を次のように改正する。 
 改正条文に沿って御説明申し上げます。 
 第２条関係におきましては、島津公園（野球場は
除く。）及び日の出公園の管理運営を委託すること
と、委託期間は通年となることから、町長が規定す
る期間を削除するものでございます。 
 第１７条関係におきましては、両公園において商
行為などに係る使用料は、管理受託者の収入とする
ものでございます。 
 次の別表関係の（１）につきましては、公園面積
の変更でございます。コルコニウシュ川の改修によ
り、北栄公園用地買収と地籍錯誤等により面積を変

更するものであります。０.３２ヘクタールから０.
２９ヘクタールとするものでございます。 
 別表の（２）から（４）までにつきましては、第
１７条の改正による調整でございます。 
 次の別表（５）につきましては、島津公園野球場
の夜間照明の料金を他の体育施設使用料の見直しに
合わせ改定をするものでございます。現行１時間１,
８００円から２０分３００円に改正するものでござ
います。 
 附則。１、この条例は、平成１４年４月１日から
施行する。 
 上富良野町スキーリフトの設置及び管理に関する
条例の一部改正。 
 ２、上富良野町町営スキーリフトの設置運営に関
する条例（昭和６０年上富良野町条例第２０号）の
一部を次のように改正する。 
 第３条中「、町長が指定する期間」を削る。これ
につきましては、条例との整合性を図るための改正
でございます。 
 以上、説明といたします。御審議いただきまして
御議決くださいますようお願いいたします。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 １番中村議員。 
○１番（中村有秀君） ナイター照明の夜間照明の
関係なのですが、現条例では町外者が４,０００円、
町内在住者が１,８００円ということで、２.２倍に
なっております。現実に、野球場の使用料が大体１.
５倍になっています。ただ、私が質問したいことは、
専用使用者が町外在住者の場合という前は条文があ
ったので、結局今これからまた条例を改正をしよう
とする体育館の使用料、Ｂ＆Ｇ、武道館等も大体町
外者の場合、基本料の３倍というような設定に今条
例を出されております。そうすると、実際に町外の
者が、やはりナイター照明を利用する場合、２０分
間３００円ということは、非常に町内者と町外者の
区分けをきちっとすべきでないか。というのは、東
神楽だとか東川もナイター照明があって、そうする
と旭川からどんどん来るというケースがあって、こ
ういうような町内者、町外者、専用使用という項目
にはなってますけれども、そうすると一律にナイタ
ー使用料３００円ということはいかがなものか。 
 それから、野球場の使用料自体も時間によっては
変わってきてますけれども、言うなればこれから条
例を出る３倍という形にはなってないのですね。で
すから、そういう点の均衡をどうするかということ
でお尋ねをいたします。 
○議長（平田喜臣君） 商工観光まちづくり課長。 



 

 

○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １ 番中
村議員の御質問にお答え申し上げます。 
 島津公園野球場のナイター照明の料金の改正につ
きましてでございますけれども、これにつきまして
は、現行も夜間照明は５割の減免ということの取り
扱いの経過の中でございました。これにつきまして、
今回の条例改正に合わせまして、町外、町内を問わ
ず、今御提案しました料金に改正をするといったこ
とでございますので、御理解賜りたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） １番中村議員。 
○１番（中村有秀君） 野球場の使用料は大体１.
５倍になっているのですね。だからナイターもね、
僕は町外者と町内者ということで、ある面で区別を
つけないと、これからの後の条例改正に出てくると
ころは、町外者３倍となっているのですよ。その整
合性がないということで、どうなんだというこなと
のです。その点。 
○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） 中村議員の御質問にお答え
申し上げたいと思います。 
 ただいま料金設定の町内の関係で、従来の料金設
定におきましては、減免措置を講じたものですから
１８００円、そして町外については４,０００円とい
う形でやっておりました。実体的に町外の者という
のが、そう数がないだろうというのが第１点と、そ
れから町外を認める場合につましては、いわゆるコ
インでやっておりますから、器具の設定を変えなけ
ればいけないという点がございまして、それと、そ
の実体的なことも加味しまして、このような中で１
本でという考えをとったところでございます。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 １番中村議員。 
○１番（中村有秀君） もう今助役の言う説明ね、
やっぱり整合性ないんだわ。使わないかもしれない
から町外あれだと。実際にこの条例を制定したとき
は、もうあくまで町内、町外という分けた形で野球
場の使用料もナイターの使用料もなっているわけ
さ。であれば、先ほどごみの関係ではないけれども、
これだけかかっているのだということであれば、そ
れらも含めて、町外者はそれ以上の負担ということ
で、これから条例改正が出てくる。町外者は３倍と
いうことで、もう明らかになっているのだから、そ
れであればナイター照明だけこれということは、僕
はあり得ないのでないかということでございますの
で、もう一度。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １番中村議員の御質問にお
答えさせていただきますが、整合性がないというこ
とについては、そのとおりであります。残念なこと

だと思うのですが、今助役から答弁させましたよう
に、町外の方々の利用状況が、過去の状況からして
非常に少ないという中に、相当数の、コインでやっ
ておりますから、今度例えば３倍にしますと、その
３倍のあれをする器具を購入し、対応しなければい
けないと。そのために、今利用度がはっきり少ない
現実の中で、それだけの財政投資をして機器を整備
して置いていくべきなのか、そこらあたりを十分精
査した中で、今御提案させていただいておりますが、
今後のこのナイター利用の町外の方々の状況を見き
わめた中で、やはり整合性のある対応に向かって検
討していかなければならないであろうというふうに
認識いたしておりますが、現在はそういようなこと
で、相当の器具の設置し対応するということについ
て、今こういう形をとらさせていただいているとい
うことで御理解いただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 ２番中川議員。 
○２番（中川一男君） コインというのは何、お金
入れるの。使ったことないんでわからないんだよ。
コインとというのはお金か、違うだろう。コインと
いうのは教育委員会で出すあれでしょう。そのコイ
ンを３００円のやつ町外を６００円で出せばいいん
でないの。何もコインを直すことないじゃねえかと
いうような気がしているのですが、どんなもんでし
ょうか。 
○議長（平田喜臣君） 社会教育課長。 
○社会教育課長（尾崎茂雄君） ２番中川議員の質
問にお答えします。 
 現状につきましては、利用者の方にコインを買っ
ていただきまして利用していただいているところで
ございます。 
 この料金につきましては、想定の中では町内の使
用者ということで限定して今回改正したところでご
ざいますが、まだ規則におきましても、それら検討
してまいりたいと考えております。 
○議長（平田喜臣君） ２番中川議員。 
○２番（中川一男君） 助役の言うのあっているの
か、課長の言っているのがあっているのか、ちょっ
と調整してもらいたい。 
○議長（平田喜臣君） 暫時休憩いたします。 

──────────────────                

午前１０時０３分 休憩 
午前１０時０３分 再開 

──────────────────                

○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き会議を開
きます。 
 ただいま、２番中川議員の質問に対する答弁を求
めます。 



 

 

 助役、答弁。 
○助役（植田耕一君） 中川議員の質問にお答え申
し上げたいと思います。 
 夜間照明につきましては、町内外問わないという
ことで設定いたしたところでございます。基本料、
いわゆる使用料の分につきましては、町外、町内と
いう形で区分をいたしました。したがいまして、夜
間照明については、統一して町内、町外問わないと
いう形の中で設定をさせていただいたということ
で、島津公園につきましては、その部分が町外とい
うのは落ちたということで御理解をいただきたいと
思います。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第２６号の件を起立により採決い
たします。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の職員の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 
 よって、議案第２６号の件は、原案のとおり可決
されました。 

──────────────────                

◎日程第４ 議案第２８号から 

日程第７ 議案第３１号まで 

○議長（平田喜臣君） 日程第４ 議案第２８号上
富良野町社会教育総合センター条例の一部を改正す
る条例、日程第５ 議案第２９号上富良野町Ｂ＆Ｇ
海洋センターの設置及び管理に関する条例の一部を
改正する条例、日程第６ 議案第３０号上富良野町
武道館設置管理条例の一部を改正する条例、日程第
７ 議案第３１号上富良野町運動公園条例の一部を
改正する条例を一括して議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 社会教育課長。 
○社会教育課長（尾崎茂雄君） ただいま一括上程
いただきました議案第２８号、第２９号、第３０号、
第３１号につきまして、提案の趣旨を説明させてい
ただきます。 
 町におきましては、平成１３年３月に策定しまし
た行財政実施計画に基づき、受益者負担の適正化を
図るため、体育施設の使用料について見直しを図る
ものであります。 
 議案第２８号上富良野町社会教育総合センター条
例の一部を改正する条例につきましては、別表の体
育館使用料にジョギングコース団体使用の基本使用
料を新設しようとするものであり、さらに町内の個

人使用者の利便性と利用促進を図るため、回数券を
新設して優遇措置を講じるものであります。 
 議案第２９号上富良野町Ｂ＆Ｇ海洋センターの設
置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につ
きましては、使用料は占用に使用する以外無料であ
りましたが、受益者負担の適正化により有料とし、
回数券を新設して優遇措置を講じるものでありま
す。 
 議案第３０号上富良野町武道館設置管理条例の一
部を改正する条例につきましても、回数券を新設し
て優遇措置を講じるものであります。 
 議案第３１号上富良野町運動公園条例の一部を改
正する条例につきましては、テニスコートの夜間照
明基本料金を改正するものであります。 
 また、平成１４年度から実施の学校完全週５日制
による町内の小・中・高校生並びに健康づくりへの
対応としての満６５歳以上の方に対する個人使用料
金につきましは、規則の改正により免除するよう優
遇措置を講じるとともに、減免基準につきましても、
利用者負担の適正化により見直しを図るものであり
ます。 
 以下、議案の改正の要点について御説明申し上げ
ます。 
 議案第２８号上富良野町社会教育総合センター条
例の一部を改正する条例の要点でありますが、別表
の１、ジョギングコース団体使用について、午前５
００円、午後６００円、夜間７５０円、全日１,５０
０円に、また個人使用について、回数券として１２
回券１,０００円を新設するものであります。 
 さらに備考に、８、回数券の使用は、町内在住者
に限る。 
 ９、使用者が町内在住でない場合は、基本使用料
の３倍の額とするを加えるものであります。 
 附則。この条例は、平成１４年４月１日から施行
する。 
 議案第２９号上富良野町Ｂ＆Ｇ海洋センターの設
置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の要
点でありますが、７条の使用料ですが、個人使用に
ついて、基本使用料として小・中・高校生それぞれ
１回５０円、一般もそれぞれ１回１００円、また回
数券として、１２回券１,０００円を新設するもので
あります。 
 さらに、備考に、１、回数券の使用は、町内在住
者に限る。 
 ２、専用使用の時間に１時間未満の端数がある場
合は１時間に切り上げる。 
 ３、使用時間は、使用のための準備及び現状回復
に要する時間を含む。 
 ４、使用者が町内在住でない場合は、基本使用料



 

 

の３倍の額とするを加えるものであります。 
 附則。この条例は、平成１４年４月１日から施行
する。 
 議案第３０号上富良野町武道館設置管理条例の一
部を改正する条例の要点であります。 
 別表の個人使用について、回数券として１２回券
１,０００円を新設するものであります。 
 さらに、備考に、４、回数券の使用は町内在住者
に限る。 
 ５、使用者が町内在住でない場合は、基本使用料
の３倍の額とするを加えるものであります。 
 附則。この条例は、平成１４年４月１日から施行
する。 
 議案第３１号上富良野町運動公園条例の一部を改
正する条例の要点でありますが、別表のテニスコー
トの夜間照明１時間につき３００円を３０分につき
３００円に改めるものであります。 
 附則。この条例は、平成１４年４月１日から施行
する。 
 以上、提案の説明とします。御審議いただき、議
決くださいますよお願いを申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、議案第２８号、議案第２９号、議案第
３０号、議案第３１号を一括して質疑に入ります。 
 １番中村議員。 
○１番（中村有秀君） まず、社教センターの関係
の体育館の使用料の関係でございます。というのは、
この基本使用料の時間設定は午前は９時から１２
時、午後は１３時から１７時、夜間は１８時から２
１時、それから全日は９時から２１時となっていま
す。たまたま団体使用で、朝の９時から午後の３時
までいった場合、その場合のお昼の１２時から１３
時の料金設定がないのですね。そうすると、これは
言うなればこの午前の部の料金設定か、午後の部の
料金設定の方に入るかという、ちょっと僕今回条例
改正で全部各条例、それから規則等を調べてみたら、
まずそういう問題点が出てきたという。 
 それからもう一つ、各施設の時間の設定が、特に
冬季と夏季の場合の料金があるのです。例えば、青
少年会館は９時から１６時、１６時以降は冬季の料
金なのですね。 
 それから、児童会館等その他のところもあれなの
ですけれども、青少年会館が４時から冬季は夜間の
料金、それから公民館の分館関係も４時、それから
上富良野町集会施設の設置ということで、東中会館
ほか６館も４時から今度は夜間の料金で高くなって
いるということで、非常に上富良野町の公共施設の
関係で、その整合性が非常にないということ。だか

ら先ほど言った、これから今３倍の問題もあるけれ
ども、電気代は同じですよ、それから野球場の使用
料は１.５倍ですよと、町外者は。そうすると、これ
らの関係と、今町外者は３倍ということでございま
すけれども、それらの整合性が非常にないのでない
かという問題。 
 それから、もう一つＢ＆Ｇの関係、回数券の発行
の利用者は非常に喜ばれると思います。しかし町内
者、町外者の確認方法というのは、どういう形でさ
れるのかという問題。 
 それからもう一つ、今度の改正では、専用使用と
いうことは載ってないのですね。３倍取るというの
は。結局町外者が使用する場合ということで、今回
新たに専用使用が１時間当たり４,０００円という
ことになってますけれども、これは町外者なのか、
町内者の場合かというようなことで、先ほどの条例
のいろいろな中で、町内者、町外者ということで分
けているのに、今回のことでは、あくまで３倍とい
うことでやっていくなということ。 
 それから、当然回数券の関係のところも、武道館
の関係も、町外者は３倍ということになっておりま
すので、これらの回数券の販売と、それから関係含
めて確認方法をどうするのかという点。 
 それからもう一つ、運動公園、条例を見ますと、
ジョギングコース３,０００円という、３時間未満
１,０００円ということになって、それでこれは条例
改正ではないけれども、現実にそれらの点検確認と
いいますか、言うなれば運動公園ですから、日の出
の野球場、それからテニスコート、それから運動広
場の周辺を走るようなところだろうと思いますけれ
ども、一応条例では３時間未満１,０００円となって
ますけれども、現実にそのことは確認でき得ないの
でないかということと思いますけれども、これらの
実態と、これからの運用をどうするかということで、
以上確認をいたしたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 社会教育課長、答弁。 
○社会教育課長（尾崎茂雄君） １番中村議員の御
質問にお答えを申し上げます。 
 まず、１点目の体育館の時間に対する料金でござ
いますけれども、この時間につきましては、実態を
基本として料金をいただくということで御理解をい
ただきたいと思います。 
 それから、各施設の時間がばらばらだということ
の御質問でございますけれども、これにつきまして
は、利用の目的によって今まで時間が違うような感
じで定めており、また建物の施設設置した時期によ
りましても利用料金の設定が別々でございます。こ
れらにつきましては、今後規則等によりまして、で
きれば整合性があるような形で進めるようなことで



 

 

検討してまいりたいと思います。 
 次に、Ｂ＆Ｇの町内、町外者の確認方法というこ
とでございますが、これにつきましては、町内、町
外につきましては当然管理人がおりまして、料金を
いただくような方法に考えておりますけれども、確
認の方法につきましては、町内者につきましては窓
口で町内者、町外者を管理人が確認して料金をいた
だくということでございます。 
 それで、今町民証というようなこともございまし
た。これにつきましては、今年体育館もございます
ので、それら十分検討してまいりたいと思っており
ます。 
 それから、運動公園のジョギングコースでござい
ますが、これらにつきましては、団体の利用される
方につきましては申請書を提起ということで、申請
書を提出していただきまして料金をいただいている
ところでございますが、個人使用につきましては、
管理人等もいませんので、それら確認は行ってない
というようなことで御理解いただきたいと思いま
す。 
 それから、Ｂ＆Ｇの町外使用の関係の専用使用料
でございますけれども、これにつきましては、町内
者の利用ということで御理解をいただきたいと思い
ます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） よろしゅうございますか。 
 １番中村議員。 
○１番（中村有秀君） 社教センターの特に団体の
使用の関係で、午前、午後、それから午後と夜間の
時間帯の実態を見てということではなくて、現実に
団体利用がもうあり得るのだから、そうすると、そ
のお金をぴしっと１２時から１３時、１７時から１
６時を僕はやっぱり明文化するか、規則の中でぴし
っとつくっていかないと、僕はだめでないかなとい
う気がするのです。利用者からすれば、安い時間帯
に入れようということに極端に言えばなってくる場
合もあり得るので、全日全部使う場合は、それぞれ
の合算額の合計というようなことで理解ができます
けれども、そういう点で再度御検討をいただきたい
と思います。 
 それから、プールのＢ＆Ｇの関係なのですが、現
実に前の条例では、専用使用者が町内在住でない場
合は５割を加算しした金額とするということがはっ
きり明文化されているのですね。今回の場合は、そ
ういうことで明文化されてないものだから、言うな
れば団体が使用する場合と個人が使用する場合と、
おのずから違ってくると思うのですね。ですから、
この専用使用者が町内在住でない場合、旧の今現行
条例では５割を加算した額ということになっており

ますけれども、であれば使用者が個人の場合と、そ
れから専用で使用する場合と、やはりきちっと分け
るべきではないかなという気がするのですね。です
から、先ほど島津球場のナイターの関係も、実態は
ないというので、これから起こり得ることも想定し
たものを条例としてはつくっていって、できるだけ
公平を期する、万全を期するという形の方が僕は望
ましいと思うのですが、この点、２点お願いします。 
○議長（平田喜臣君） 社会教育課長、答弁。 
○社会教育課長（尾崎茂雄君） 中村議員のプール
の専用使用者の関係でございますけれども、専用使
用者が町内在住でない場合につきましては５割を加
算するもの、それから町外の個人使用者につきまし
ては、３割を加算した額ということでございます。 
 以上でございます。 
○議長（平田喜臣君） 教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） １番中村議員の再質問の
２点なのですけれども、一つは時間の使用の問題、
これはうちの課長言いましたように、各施設使用形
態がいろいろ違いますから、運動で使う場合、学習
で使う場合いろいろありますので、そういうことも
あるのかなということで再認識させていただきまし
たし、また料金についても、これは条例ですから、
時間に合わせて申請のときに午前で何ぼ使って午後
から何ぼ使うということで、特に問題がないかと思
います。 
 それと、２点目のＢ＆Ｇの関係につきましては、
これは全面改正でありませんので、前の条例で規定
しているのはそのままですから、そのままストレー
トに、今回提案したやつで御理解いただくというこ
とで結構だと思います。ただ、運用については、先
ほど５点ほどいろいろ内容言われましたので、聞い
ておりまして、この辺は規則で明確にしないと混乱
するのだろうなと思っておりますので、その辺につ
いては、今後条例に基づいて規則で委任できる分に
ついてはきちっと明確にして、利用する方がわかり
やすい使用方法ということで検討していきたいと思
っておりますので、御理解いただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） ２番中川議員。 
○２番（中川一男君） 回数券の使用するときに、
買うときには私は上富良野町民だと。例えば夏休み
あたり子供がどこかから来たときに、それを使うと
いうことになれば、回数券の使用段階で町民か町民
でないか、やっぱりそれも確認するのですか。 
○議長（平田喜臣君） 教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） 町内か町外か、これは例
えば町民の利便性を図るということで、私たちも町
内の人は最大限の優遇しようということで考えてお
りまして、その区分けはどうするのだということに



 

 

ついては、前の一般質問出ておりましたように、私
たちの公共的なスポーツ、それから学習、そういう
面については、町民にできるだけ町民証みたいなも
のを公共施設利用町民証とか、今町長も前向きに検
討しますと言ってますので、全町民に渡すのでなく
て、うちの部分で利用する部分についてはわかりや
すい町民証の発行ということで考えておりますの
で、御理解いただきたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） ２番中川議員。 
○２番（中川一男君） では、子供もみんな出すと
いうこと。ちょっといいですか、例えば夏休みだか
ら中富良野から遊びに来たと、ではうちの子と一緒
に行きなさいと回数券持っていったら、それも全部
調べると、あんたは中富だから３倍出しなさいと、
そういうことかな。 
○議長（平田喜臣君） 教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） 現実的には、条例からい
けばそのとおりなのです。ですけれども、今町外者
やなんかについては、自動販売機を置いて買ってい
ただくように、これは町外、子供やなんですから、
中には町内だと入るような方も中には何人かいるの
かもしれませんけれども、うちは受付で町内の人に
ついては学生証なりいろいろなものでできると思い
ますし、また今それ以上に、私たちの町民だよ、う
ちの町の学生なんだよということのわかるようなも
のを間に合うようにつくりたいと思っております。 
○議長（平田喜臣君） ２番中川議員。 
○２番（中川一男君） 回数券の使用、回数券買う
のは僕は買えるんだ。上富良野とわかっているから。
その使用するときに、使用の問題、回数券を出すと
きに、そのプールの管理人がね、あなたは中富良野
ですか、上富ですかと聞くのかと、使用料二つ持っ
ていくんだ、２枚、二人で行ったときに。そしてこ
ちらの方が中富の子供さんで、私は上富の子供さん
だったらどっちなんだと。そのとき、あなたこれ回
数券使えませんよとはっきり言って、あなた３倍の
料金を買いなさいと、これまでするのかしないのか
ということを聞いているのです。 
○議長（平田喜臣君） 教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） これはパークゴルフなや
なんか、これからいろいろな面が出てくると思いま
すし、例えばパークゴルフで例えば１２枚券買った。
したら親戚の来た。その回数券を上げた。これは使
用者の信義的なものを重んじてやるほかないと思っ
てますので、ただその回数券を１枚１枚出すとき、
あなたは町外ですか町内ですかとやることができる
のかどうか、その管理人を置けるのかといったら、
僕はむしろ信義でやった方がいいのでないかという
ことで内部では協議しておりますので、今中川議員

から言われるようなきちっとやれということであれ
ば、またそういうことの検討もしていかなければな
らないと思っておりますけれども、私たちはその買
った人の自己責任の中で使っていただくということ
で考えております。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 １６番清水議員。 
○１６番（清水茂雄君） 教育長、前回使用料につ
きまして、団体使用と個人使用の格差について是正、
改善に努めるという答弁をなされておるのですけれ
ども、確かに回数券１２枚券で１,０００円というこ
とではありますけれども、これでは是正に努めたと
言われないと思うのですね。基本的なものが何ら変
わってないわけですよ。その辺どうお考えなのか、
今後また検討し直されるのか、その辺お答えいただ
きたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） 清水議員の公共施設の利
用についての個人と団体の格差があるから是正せと
いうことで一般質問で出ておりましたので、私たち
はそのことを主眼に置いて、ある程度内容を検討し
ております。それで、その中で回数券の問題、また
規則に委任している、規則の中での減免の問題含め
て全般的に検討しておりまして、今回議会の方に出
しているのは、議決事項という部分だけ出しており
ますので、その辺は清水議員の意図も十分入って改
善していると思っております。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。 
 他にございませんか。 
 ６番西村議員。 
○６番（西村昭教君） ちょっと基本的な考え方お
聞きしたいと思うのですが、実はここで料金を改め
て決めるということについては結構だと思うのです
が、一つ疑問に思うのは、いわゆる施設を使用に当
たっての利用料という考え方で、今ここで料金出て
くるのですけれども、本来はその施設を大いに利用
してもらおうという考え方が基本だと思うのです
よ。そういう観点に立ちますと、いわゆる町外の者
については、ここに基本使用料の３倍という考え方
が出て、何で３倍になったのかちょっとわかりませ
んですけれども、これは考え方だと思うのですけれ
ども、なるだけいわゆる施設は大いに利用してもら
えるような料金の設定の仕方、安いのか高いのか別
にして、だとするならば、町外の方もある面では利
用をしてもらうということも僕は大いにあってしか
るべきだと思うのです。そういう部分で、基本使用
料が３倍なるということになると、これ当然控える
と思うのですね、使うのは。そうすると、一体町民
専用の施設として第一義的に考えるのは結構なので



 

 

すけれども、施設そのものを大いに利用してもらお
うという基本的な観点に立つと、やはりこの考え方
でいいのかどうかという問題も僕は出てくるような
気がするのですよね。ですから、その点でどう考え
ておられるのか。 
 それから、今Ｂ＆Ｇのことで今主眼に置いてしゃ
べったのですけれども、例えばこの社会教育総合セ
ンター、ジョギングコース、先ほど管理人も置かな
いし、確認もできないのだという部分もありました
ですけれども、その中でも町外在住者は３倍だと、
基本使用料。そうすると、またいろいろな問題出て
くると思うのですよね。いわゆる決めたことに対し
て徹底さを欠いているとか、ちゃんとしてないとか
という指摘を受けてもこれ仕方ないと思うのです
よ。だとするならば、もう少しトータルに考えた中
で、例えばそういう確認のできないものについては、
ある意味では無料にしていくとか、あるいは施設を
使う維持管理の本当にかかるものについては、はっ
きり使用料をもらうのだというそういう基本的な考
え方持った上で、料金設定というのは僕はしていく
べきでないかなという一面と、それから先ほど申し
上げました大いに活用してもらおうということも十
分考えた基本使用料というのですか、そういう考え
方が僕は必要でないかなと思うのですけれども、そ
ういう考え方がこの中にあったのかどうか、ちょっ
とお聞きしたいと思うのですけれども。 
○議長（平田喜臣君） １６番清水議員。 
○１６番（清水茂雄君） ちょっと関連でお伺いし
ますけれども、上富に勤めておられる方で町外の方
いらっしゃるわけですね。例えば、自衛隊であれば
対鑑ミサイルですか、連隊の皆さんというのはほと
んど中富良野に住んでおられる。小さく言えば、上
富の職員であってもよそから勤めておられるという
方もいらっしゃるわけですね。ほかの企業について
も同じことが言えると思うのですけれども、そうし
た方の取り扱いは、やはり町外で３倍ということで
処理されるのか、その辺ちょっと。 
○議長（平田喜臣君） 教育長、答弁。 
○教育長（高橋英勝君） 西村議員と清水議員の関
連的なあれなのですけれども、施設の利用の町内、
町外のものの考え方の私たちの管理責任としてどう
対応するのだということの質問だと思うのですけれ
ども、実際は今町外で体育館を使っているというよ
り、ほとんど９割９分は町内の方です。構成も、例
えば個人がジョギングしにわざわざ体育館に来ると
いうことには、まれには１年に何回かあるのでしょ
うけれども、ほとんどありません。ただ、団体利用
については、これ減免措置で町内の人たちが利用し
やすいような形になってますので、その中に例えば

バレーだとかチームでやる部分については、確かに
上富の自衛隊の中富に行っている人が入って一緒の
構成メンバーでやるという部分については、町内、
町外の取り扱いでなく、町内の団体ということの取
り扱いになるかな。１回１回全部チェックできませ
んので、そんなことになるのかなと思っております
し、また西村議員言っているように、町外の３倍に
高くしてますけれども、特別なもののほかは、町内
の町民の方に最優先でやるということを原則にして
ますし、実態も９割以上は町内の方が使っていると
いうことですから、今の私たちは、３倍というのを
今体育施設が例えば常に空いていて、宝の持ち腐れ
になっている状態でありませんから、もうどうやっ
たら使えるかというぐらい今込んでますので、そう
いうことはないと思います。 
 それから、ジョギングのこういう関係についても、
これは確かに今の体育館の上の方のジョギングは、
これ健康管理やなんかで結構使っておりますけれど
も、ただ運動施設やなんかの管理についてはできま
せんので、その辺の管理運営形態の実態はこれから
出てくるのだろうな。これは、また私たちも御提言
いただきましたので、さらなる検討を含めてどうい
う形で使っていただくのが最善のベターなのか検討
させてください。とりあえず今の段階では、こうい
う条例で決まったことについては守らなければなら
ないということですから、あと運用をどうやってい
くか、規則でどういうふうに委任してその弾力性を
持つかということについては、十分検討したいと思
っております。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 初めに、議案第２８号の件を起立により採決いた
します。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 
 よって、議案第２８号の件は、原案のとおり可決
されました。 
 次に、議案第２９号上富良野町Ｂ＆Ｇ海洋センタ
ーの設置及び管理に関する条例を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決いたしました。 
 次に、議案第３０号上富良野町武道館設置管理条



 

 

例の一部を改正する条例を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第３１号上富良野町運動公園条例の一
部を改正する条例を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 
 この際、暫時休憩いたします。 

──────────────────                

午前１０時３７分 休憩 
午前１１時００分 再開 

──────────────────                

○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を
開きます。 

──────────────────                

◎日程第８ 議案第３２号 

○議長（平田喜臣君） 次に、日程第８ 議案第３
２号富良野地区環境衛生組合議会規約の変更の件を
議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） ただいま上程され
ました議案第３２号富良野地区環境衛生組合議会規
約の変更の件につきまして、提案の要旨を御説明申
し上げます。 
 富良野地区５カ市町村により構成されております
富良野地区環境衛生組合におきまして、平成１３年
度、１４年度の２カ年事業として、し尿、浄化槽汚
泥の処理に加えまして、生ごみの堆肥化処理を行う
べく施設整備が行われているところであります。 
 現行規約におきましては、生ごみの処理業務が規
定されていないこと、また廃棄物の収集運搬につい
ては、他の共同処理と同じく、おのおのの構成市町
村において対応することから、今般地方自治法２８
６条第１項により、構成市町村の協議を要すること
から、各議会において規約の変更を議決をお願いす
るものでございます。 
 以下、議案を朗読し、説明といたします。 
 議案第３２号富良野地区環境衛生組合議会規約の
変更の件。 
 地方自治法第２８６条第１項の規定により、富良
野地区環境衛生組合規約を次のとおり変更する。 
 富良野地区環境衛生組合規約の一部を変更する規

約。 
 富良野地区環境衛生組合規約（平成１０年上振興
第１８８号指令）の一部を次のとおり変更する。 
 第３条第２号中「し尿の汲取及び処理」を「し尿、
浄化槽汚泥及び生ごみの処理」に変更し、同条第３
号を削る。 
 附則。この規約は、許可の日から施行する。 
 これにつきましは、各構成市町村議会議決をもっ
て北海道へ変更の許可申請を行うところでございま
す。 
 以上で説明といたします。御審議賜りまして御議
決賜りますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって提案理由の説
明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第３２号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                

◎日程第９ 議案第３３号 

○議長（平田喜臣君） 日程第９ 議案第３３号富
良野地区介護認定審査会規約の変更の件を議題とい
たします。 
 提出者から提案の理由の説明を求めます。 
 保健福祉課長。 
○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程いた
だきました議案第３３号富良野地区介護認定審査会
規約の変更の件につきまして、提案の要旨を御説明
申し上げます。 
 本件は、富良野地区介護認定審査会の運営体制と
いたしまして、現在２合議体を設けて審査を行って
おりますが、それぞれの合議体に所属する委員は、
８名で構成しております。 
 審査会につきましては、委員の負担等を考慮して、
定足数の５名の出席により週２回開催し、運営を行
ってきているところであります。 
 設置から２年を経過し、介護保険制度も定着して
いく中で、認定申請者数の増加により、１回当たり
の審査件数も多くなったため、委員の負担軽減及び
審査会の安定的運営等を図る目的から、委員数を現
行１６名から２０名に改正しようとするものであり
ます。 
 なお、合議体につきましては、４合議体を設けて



 

 

委員のローテーションが完全１週置きになるところ
でございます。 
 以下、議案を朗読して説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第３３号富良野地区介護認定審査会規約の変
更の件。 
 地方自治法第２５２条の７の規定により、富良野
地区介護認定審査会規約を次のとおり変更する。 
 富良野地区介護認定審査会規約の一部を改正する
規約。 
 富良野地区介護認定審査会規約（平成１１年告示
第２０号）の一部を次のように改正する。 
 第４条第３項中「１６人以内」を「２０人以内」
に改める。 
 附則。この規約は、平成１４年４月１日から施行
する。 
 以上で説明といたします。御審議いただきまして 
御議決賜りますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって提案理由の説
明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第３３号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                

◎日程第１０ 議案第３４号及び 

日程第１１ 議案第３５号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１０ 議案第３４号
上富良野町財政調整基金の一部支消の件、日程第１
１ 議案第３５号上富良野町公共施設整備基金の一
部支消の件を一括して議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 総務課長。 
○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程いただき
ました議案第３４号上富良野町財政調整基金の一部
支消の件及び議案第３５号上富良野町公共施設整備
基金の一部支消の件につきまして、一括して提案理
由の説明を申し上げます。 
 平成１４年度一般会計予算の編成に当たりまし
て、パークゴルフ場など多額な財源を要する公共施
設及び道路、学校など施設の更新や改善に多額の経
費を要することから、その財源に充てるために、財
政調整基金及び公共施設整備基金の一部を支消する

ため、それぞれ議会の議決を得ようとするものでご
ざいます。 
 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第３４号上富良野町財政調整基金の一部支消
の件。 
 上富良野町財政調整基金の一部を次により使用す
るため、上富良野町財政調整基金の設置、管理及び
処分に関する条例第６条の規定により議会の議決を
求める。 
 記 。 
 １、支消金額、１億円。 
 ２、使用目的、多額の経費を必要とする特別な建
設財源及び施設の更新、改善の財源に充当するため。 
 ３、使用年度、平成１４年度。 
 次に、議案第３５号上富良野町公共施設整備基金
の一部支消の件。 
 上富良野町公共施設整備基金の一部を次により使
用するため、上富良野町公共施設整備基金条例第３
条第１項の規定により議会の議決を求める。 
 記。１、支消金額、３,０００万円。 
 ２、使用目的、公共施設の整備財源に充当するた
め。 
 ３、使用年度、平成１４年度。 
 以上で説明といたします。御審議賜りまして、原
案お認めくださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、議案第３４号、議案第３５号を一括し
て質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 初めに、議案第３４号上富良野町財政調整基金の
一部支消の件を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第３５号上富良野町公共施設整備基金
の一部支消の件を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                

◎日程第１２ 議案第３６号 



 

 

○議長（平田喜臣君） 日程第１２ 議案第３６号
上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部支消の
件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 町民生活課長。 
○町民生活課長（米田末範君） ただいま上程され
ました議案第３６号上富良野町国民健康保険財政調
整基金の一部支消の件について、提案の要旨を御説
明申し上げます。 
 平成１４年度国民健康保険特別会計におきまし
て、歳入の国民健康保険税国庫支出金、特別調整交
付金、保険基盤安定繰入金等を見積もり、歳出の保
険給付に充当し、予算の計上をいたしたところでご
ざいますが、なお不足する４,４００万円を財政調整
基金から使用し、保険給付費に充てようとするもの
であります。 
 以下、議案を朗読し、説明といたします。 
 議案第３６号上富良野町国民健康保険財政調整基
金の一部支消の件。 
 上富良野町国民健康保険財政調整基金の一部を次
により使用するため、上富良野町国民健康保険財政
調整基金条例第６条の規定により、議会の議決を求
める。 
 記。１、支消金額、４,４００万円。 
 ２、使用目的、保険給付費に必要な財源に充当す
るため。 
 ３、使用年度、平成１４年度。 
 以上、御説明といたします。御審議いただきまし
てお認めくださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって提案理由の説
明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第３６号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                

◎日程第１３ 議案第３７号及び 

日程第１４ 議案第３８号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１３ 議案第３７号
上富良野町道路線廃止の件、日程第１４ 議案第３
８号上富良野町道路線認定の件を一括して議題とい
たします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 道路河川課長。 
○道路河川課長（佐藤修君） ただいま上程されま
した議案第３７号並びに議案第３８号につきまし
て、提案理由を申し上げます。 
 参考資料として、道路網図を提出させていただき
ます。 
 議案第３７号と議案第３８号の裏面、路線廃止及
び路線認定の表と資料の道路網図をごらんいただき
たいと思います。黒が廃止路線で、赤が認定路線で
あります。 
 今回、廃止１路線について、道路網図の上の方、
路線番号６４６番里仁墓地道路につきましては、国
営しろがね事業によるものであり、延長が変わるた
め廃止をして再認定をお願いするものであります。 
 同じく道路網図の中央部分、路線番号６６３番西
４線仲道路は、町道北２６号と町道北２７号西道路
に起点、終点がそれぞれ連絡されており、関係者６
軒が農繁期に農作業、農作物の搬出に利用されてお
ります。 
 また、この路線には国の道路用地西４線北道路の
号線が設定されております。 
 なお、周辺にはレストラン等があり、観光時期に
は多くの人が訪れるなど、将来的に地域の利便性と
産業開発に必要な道路と勘案し、認定をお願いする
ものであります。 
 これらが認定されますと、町道は４２６路線、実
延長で４１１.３２キロメートルとなります。 
 以下、議案を朗読し、説明といたします。 
 議案第３７号上富良野町道路線廃止の件。 
 上富良野町道の路線を別紙のとおり廃止するた
め、道路法第１０条第３項の規定により、議会の議
決を求める。 
 裏面をごらんいただきたいと思います。 
 議案第３７号の別紙路線廃止の表につきまして
は、先ほど御高覧いただきまいた道路網図のとおり
でありますので、省略をさせていただきます。 
 次に、議案第３８号上富良野町道路線認定の件。 
 上富良野町道の路線を別紙のとおり認定するた
め、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を
求める。 
 同じく裏面をごらんいただきたいと思います。 
 議案第３８号の別紙路線認定の表につきまして
は、同じく道路網図のとおりでありますので、省略
をさせていただきます。 
 以上で説明を終わります。御承認くださいますよ
う特段の御配慮をお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、議案第３７号、議案第３８号を一括し



 

 

て質疑に入りたいと思います。 
（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 初めに、議案第３７号上富良野町道路線廃止の件
を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 
 次に、議案第３８号上富良野町道路線認定の件を
採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                

◎日程第１５ 予算特別委員会付託 

○議長（平田喜臣君） 日程第１５ 予算特別委員
会に付託審査の議案第１号平成１４年度上富良野町
一般会計予算、議案第２号平成１４年度上富良野町
国民健康保険特別会計予算、議案第３号平成１４年
度上富良野町老人保健特別会計予算、議案第４号平
成１４年度上富良野町介護保険特別会計予算、議案
第５号平成１４年度上富良野町簡易水道事業特別会
計予算、議案第６号平成１４年度上富良野町公共下
水道事業特別会計予算、議案第７号平成１４年度上
富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計予算、議案
第８号平成１４年度上富良野町水道事業会計予算、
議案第９号平成１４年度上富良野町病院事業会計予
算の件を一括議題といたします。 
 本件に関し、予算特別委員長の報告を求めます。 
 予算特別委員長久保田英市君。 
○予算特別委員長（久保田英市君） ただいま上程
されました予算特別委員会報告は、朗読をもって御
報告を申し上げます。 
 予算特別委員会審査報告書。 
 本委員会に付託の議案は、審査結果、次のとおり
決定したので、会議規則第７７条の規定により、審
査等の経過等を付し報告する。 
 １、議案第１号平成１４年度上富良野町一般会計
予算、原案可決。 
 ２、議案第２号平成１４年度上富良野町国民健康
保険特別会計予算、原案可決。 
 ３、議案第３号平成１４年度上富良野町老人保健
特別会計予算、原案可決。 
 ４、議案第４号平成１４年度上富良野町介護保険

特別会計予算、原案可決。 
 ５、議案第５号平成１４年度上富良野町簡易水道
事業特別会計予算、原案可決。 
 ６、議案第６号平成１４年度上富良野町公共下水
道事業特別会計予算、原案可決。 
 ７、議案第７号平成１４年度上富良野町ラベンダ
ーハイツ事業特別会計予算、原案可決。 
 ８、議案第８号平成１４年度上富良野町水道事業
会計予算、原案可決。 
 ９、議案第９号平成１４年度上富良野町病院事業
会計予算、原案可決。 
 平成１４年３月１９日、予算特別委員長久保田英
市。 
 記。１、審査の経過。 
 本委員会は、３月５日に設置され、同日議案第１
号、議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第
５号、議案第６号、議案第７号、議案第８号及び議
案第９号が付託された。 
 ３月１４日、委員会を開き、正副委員長を選出し、
直ちに議案審議に入り、議案第１号歳入各款と歳出
第１款から第４款までの款別ごとに質疑を行い、理
事者の答弁を求めた。 
 ３月１５日、委員会を開き、議案第１号歳出第５
款から第１５款まで、議案第２号、議案第３号、議
案第４号、議案第５号、議案第６号及び議案第７号
につき、それぞれ歳入歳出を一括して質疑を行い、
理事者の答弁を求めた。 
 ３月１８日、委員会を開き、議案第８号及び議案
第９号につき、それぞれ歳入歳出を一括して質疑を
行い、理事者の答弁を求めた。 
 ３月１９日、委員会を開き、各議案の審査意見を
集約してから採決を行った。 
 議案審査の主な意見は、別記のとおりである。 
  
 ２、表決。 
 議案第１号は、討論を行い、起立により採決を行
った結果、賛成多数により原案可決となった。 
 議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５
号、議案第６号、議案第７号、議案第８号及び議案
第９号は、討論を行わず、各議案ごとに起立による
採決を行った結果、いずれも賛成多数により原案可
決となった。 
 なお、別記平成１４年度各会計予算特別委員会審
査意見につきましは、説明を省略させていただきま
す。 
 以上で、特別委員会の審査意見の報告といたしま
す。 
○議長（平田喜臣君） お諮りいたします。 
 本件に対する委員長報告は、意見を付していずれ



 

 

も原案可決であります。 
 委員長の報告のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、議案第１号、第２号、第３号、第４号、
第５号、第６号、第７号、第８号、第９号は、委員
長の報告のとおり決しました。 
 この際、暫時休憩いたします。 

──────────────────                

午前１１時２６分 休憩 
午後 １時１９分 再開 

──────────────────                

○議長（平田喜臣君） 昼食休憩前に引き続き、会
議を開きます。 

──────────────────                

◎日程第１６ 議案第３９号 

○議長（平田喜臣君） 次に、日程第１６ 議案第
３９号監査委員の選任の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 町長尾岸孝雄君。 
○町長（尾岸孝雄君） ただいま上程いただきまし
た議案第３９号監査委員の選任の件につきまして、
趣旨説明をさせていただきたいと存じます。 
 元代表監査委員でありました十川薫氏が、健康を
害されまして入院治療中というようなことから、本
人から退任の申し出がございました。そのことによ
りまして、任期途中ではありますが、健康上の理由
ということで、私も退任を承諾いたしまして、１月
３１日付をもって退任の対応をさせていただいたと
ころでございまして、現在監査委員の欠員に相なっ
ている状況下にございます。 
 そこで、新たに監査委員の選任を申し上げたく、
人選を私なりにさせていただきましたところ、この
たび上富良野高等学校の校長を退任いたします高口
勤氏を選任いたしたく御提案を申し上げる次第でご
ざいます。議員皆様方の御理解を賜りますことをお
願い申し上げ、議案朗読をもって御提案させていた
だきたいと思います。 
 議案第３９号監査委員の選任の件。 
 上富良野町監査委員に次の者を選任したいので、
地方自治法第１９６条の規定により、議会の同意を
求める。 

 記。住所、上富良野町●●●●●●●●●●。氏

名、高口勤、●●●●●●●●●生まれであります。 
 なお、高口勤氏の経歴等につきましては、皆様方
のお手元に配付させていただいておりますので、参
考としていただきたいと存じます。よろしく御審議
賜りまして、御決定いただきますことをお願いいた

します。 
○議長（平田喜臣君） これをもって提案理由の説
明を終わります。 
 お諮りいたします。 
 本件は、質疑、討論を省略し、直ちに採決をいた
したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 これより、議案第３９号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり同意することに御異議あり
ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり同意することに決
しました。 

──────────────────                

◎日程第１７ 諮問第１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１７ 諮問第１号人
権擁護委員候補者の推薦の件を議題といたします。 
 提出者から、提案の理由の説明を求めます。 
 町長尾岸孝雄君。 
○町長（尾岸孝雄君） ただいま上程されました諮
問第１号人権擁護委員候補者の推薦の件につきまし
て、趣旨につきまして御説明を申し上げたいと存じ
ます。 
 現在の人権擁護委員は佐藤操氏でございますが、
佐藤操氏におかれましては、昭和５９年より、６期
１８年間人権擁護委員として御苦労いただいたとこ
ろでありますが、本人から健康的な部分も含めて、
この際退任をいたしたいという意思が強うございま
した。 
 そういうことから、新しく人権擁護委員候補者の
推薦を申し上げたく、御提案をいたすところでござ
います。 
 なお、参考までに、現在３名の人権擁護委員のう
ち、１名は女性でございます。 
 それでは、朗読をもって御提案説明とさせていた
だきます。 
 諮問第１号人権擁護委員候補者の推薦の件。 
 人権擁護委員の候補者として、次の者を推薦した
いので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、
議会の意見を求める。 

 記。住所、上富良野町●●●●●●●●●●。氏

名、三島功士、●●●●●●●●●生まれでありま
す。 
 なお、三島功士氏につきましての経歴書につきま
しては、お手元に配付させていただいておりますの
で、御参考にしていただきたいと存じます。御審議
賜りましてね御推薦の御意見を賜りますことをお願



 

 

い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって提案理由の説
明を終わります。 
 お諮りいたします。 
 本件は、質疑、討論を省略し、直ちに採決をいた
したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 これより、諮問第１号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり適任と認めることに御異議
ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり適任と認めること
に決しました。 

──────────────────                

◎日程第１８ 議案第４０号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１８ 議案第４０号
北海道市町村総合事務組合規約の変更の件を議題と
いたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 管理課長。 
○管理課長（早川俊博君） ただいま上程されまし
た議案第４０号北海道市町村総合事務組合規約の変
更の件につきまして、提案の理由を御説明申し上げ
ます。 
 公立学校の学校医、歯科医及び薬剤師の公務災害
補償に関する法律の一部改正に伴い、学校医等の公
務災害に対する補償に関する事務が平成１４年４月
１日から市町村の事務になることから、当該事務を
全道の市町村及び一部事務組合で組織しております
北海道市町村総合事務組合管理者は、町村会の会長
のえりも町長でございます。共同処理するため、地
方自治法第２８６条第項の規定に基づき、議会の議
決を賜ろうとするところでございます。 
 以下、議案の朗読により説明を申し上げます。 
 議案第４０号北海道市町村総合事務組合規約の変
更の件。 
 地方自治法第２８６条第１項の規定により、北海
道市町村総合事務組合規約を別紙のとおり変更す
る。 
 裏面をごらんいただきたいと思います。 
 北海道市町村総合事務組合規約の一部を改正する
規約。北海道市町村総合事務組合規約の一部を改正
する規約。 
 北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７
日市町村第１９７３号指令）の一部を次のように改
正する。 
 別表第２第９号の次に、１０項としまして非常勤

の学校医当の公務災害に対する補償に関する事務を
加え、構成団体の１７７町村の中に加入するもので
ございます。 
 附則としまして、この規約は北海道知事の許可の
あった日から施行し、平成１４年４月１日から適用
するものでございます。 
 以上でございます。御審議をいただきまして、議
決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって提案理由の説
明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第４０号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                

◎日程第１９ 議案第４１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第１９ 議案第４１号
泉町北団地町営住宅新築工事（建築主体工事）請負
契約締結の件を議題といたします。 
 提出者から提案の理由の説明を求めます。 
 商工観光まちづくり課長。 
○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） た だい
ま上程いただきました議案第４１号泉町北団地町営
住宅新築工事（建築主体工事）請負契約締結につき
まして、提案の要旨を説明いたします。 
 本工事は、町の公営住宅再生マスタープラン計画
により、国土交通省の補助を受けて整備をするもの
でございます。 
 国の経済対策を受け、本定例会におきまして債務
負担行為補正をいただいたところでございます。 
 工事内容につきましては、鉄筋コンクリート造り、
耐火構造２階建てでございます。玄関、トイレ、浴
槽に手すりを取りつけ、段差のない高齢者等に配慮
した住宅といたしております。 
 建築計画といたしましては、１階に高齢者向けと
いたしまして、２ＤＫ２戸、２ＬＤＫ２戸、２階に
は３ＬＤＫ４戸の計８戸と、外構工事といたしまし
て、芝吹きつけなどでございます。 
 建築主体工事、機械設備工事、電気設備工事、そ
れぞれ三つに分割して発注をしたところでございま
す。 
 建築主体工事は、地元を含めた五つの特定共同企
業体を指名いたしまして、３月２０日入札の結果、



 

 

佐川・木津特定共同企業体が１億１,３９０万円で落
札し、消費税を加えまして、本日議案の１億１,９５
９万５,０００円の契約金額となったところでござ
います。 
 参考までに、２番札は、アラタ・岡崎特定共同企
業体の１億１,４５０万円でありました。 
 また、議決議案以外となります機械設備工事につ
きましては、地元５社を指名いたし、同日入札の結
果、株式会社西塚清掃社が１,７９０万円で落札し、
消費税を加えました１,８７９万５,０００円で契約
をいたしました。 
 電気設備工事につきましては、地元業者を含めた
５社を指名、同日入札の結果、有限会社田中電気が
１,１９０万円で落札し、消費税を加えた１,２４９
万５,０００円で契約をいたしました。 
 今回、本年度から施行の予定価格の事前公表を行
い、入札を行った結果、予定価格に対する落札価格
率は、９８.６０％の率となったところであります。 
 以下、議案を朗読し、説明にかえさせていただき
ます。 
 議案第４１号泉町北団地町営住宅新築工事（建築
主体工事）請負契約締結の件。 
 泉町北団地町営住宅新築工事（建築主体工事）の
請負契約を次により締結するため、議会の議決に付
すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例
第２条の規定により、議会の議決を求める。 
 記。１、契約の目的、泉町北団地町営住宅新築工
事（建築主体工事）。 
 ２、契約の方法、指名競争入札による。 
 ３、契約金額、１億１,９５９万５,０００円。 
 ４、契約の相手方、佐川・木津特定共同企業体。
代表者、上富良野町栄町２丁目５番３号、株式会社
佐川建設代表取締役佐川政喜。上富良野町大町１丁
目８番７号、有限会社木津建設代表取締役木津雅文。 
 ５、工期、契約の日から平成１４年１２月２０日。 
 以上、説明といたします。御審議いただきまして、
議決くださいますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 ８番仲島議員。 
○８番（仲島康行君） 資料を前回いただいた中に、
建築でＢ、Ｃと二つに分かれているのですが、これ
土木の方はＡ社となったら６,０００万円以上とか
決まっている金額があると思うのですが、この建築
においては、どういうふうになっているのかなと思
うのですね。Ｂで、もう一人はＣランクだと、ラン
クづけでいくと。これ金額的にどのような形になっ
ているのか、そこちょっと教えていただきたいなと

思うのですが。 
○議長（平田喜臣君） 総務課長、答弁。 
○総務課長（田浦孝道君） ８番仲島議員の御質問
にお答えします。 
 御質問内容につきましは、格付けごとの発注基準
かと思いますので、その内容で御説明申し上げます。 
 建築部門におきまして、Ａの格付けにつきまして
は２,５００万円以上であります。これは、あくまで
も単体発注ということで御理解を賜りたいと思いま
すが、Ｂの格付けにつきましては、１,０００万円以
上５,０００万円未満という刻みになっているとこ
ろでございます。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。 
 ８番仲島議員。 
○８番（仲島康行君） 要するに、２,５００万円以
上というとは、上限がなくして１０億円でもいいと
いうことですか。これはＢ社の感覚でもいいという
ことになっているということ。それであれば、理屈
合うのだよね。土木みたいぴちっと決まっていると、
あれちょっとこれ金額的にどうなるのかなと。片一
方はＣ社になっているものだから、その辺がどうか
なと思って、いやそれで決まってあるのならそれで
結構なのです。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） 過去、公営住宅の建築に
当たって、落札された業者あると思いますが、どう
いう業者が落札されているのか、比較的佐川建設が
多いような気もしますが、過去の実態等についてお
伺いいたします。 
○議長（平田喜臣君） 商工観光まちづくり課長。 
○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １ ２番
米沢議員の御質問にお答えいたします。 
 １３年度におきましては、佐川・黄田共同企業体
で東町公営住宅の請負を受けております。 
 １２年以前については、ちょっと資料持ち合わせ
ておりませんので、後で御報告させていただきます。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。 
 １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） 去年も佐川と他の共同企
業体という形になっております。偶然と言えば偶然
なのでしょうが、今回も佐川企業体という形であり
ますから、ここに偶然にしては、余りにも同じ業者
が入るという状況にはちょっと納得しかねるものも
あると思うのですが、ここら辺の入札あるいは指名
において、どういう手順で今回も指名業者を指名さ
れたのか、もう一度その指名業者の公表と、手順に
ついて改めてお伺いしたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 助役、答弁。 



 

 

○助役（植田耕一君） 米沢議員の御質問にお答え
申し上げたいと思いますが、従前建築の関係につき
ましては、基本的には町としての地域への振興策と
いう点がございまして、町内には建築にかかわる業
者というのがございますので、その方々を従前どお
り指名してございます。 
 今回も、この工事につきましてもＡランクの事業
となります。そういう中におきまして、町内の企業
の状況を見た中で、ジョイントベンチャー組んだ中
で、この工事の受注をしていただくというような観
点から指名の業者の選考をしてございます。したが
いまして、特に従前と変わった内容で指名している
ものではございませんし、その取り扱いに基づいた
中で指名してございます。 
 当然指名業者等の関係につきましてはオープンに
してございますので、その辺のところは公表できる
ものでございますので御理解を賜りたいと思いま
す。 
○議長（平田喜臣君） よろしいですか。 
 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第４１号の件を起立により採決い
たします。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 
 よって、議案第４１号の件は、原案のとおり可決
されました。 

──────────────────                

◎日程第２０ 議案第４２号 

○議長（平田喜臣君） 日程第２０ 議案第４２号
特別職の職員の給料の臨時特例に関する条例を議題
といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 町長尾岸孝雄君。 
○町長（尾岸孝雄君） ただいま上程いただきまし
た議案第４２号特別職の職員の給料の臨時特例に関
する条例につきまして、提案理由の要旨を御説明申
し上げます。 
 このたび、職員の不手際から、中央墓地の区画を
取り違えに至り、現下の厳しい財政状況にもかかわ
らず、貴重な財源を用いて解決する事態となったと
について、議員各位初め、町民の皆様に多大の御迷
惑をおかけし、町政への信頼を著しく低下させたこ
とに対しまして、組織の最高責任者として深く反省
をし、心からお詫びを申し上げます。 

 この問題につきましては、みずからを厳しく律し
て、今後二度とこのようなことが起こらないよう執
行体制の強化を図り、最も大切な町民の信頼回復に
努めるとともに、町政進展のために全力を注いでま
いる所存でありますので、議員各位並びに町民の皆
様の御寛大なる御理解と一層の御協力を賜りますよ
う、心からお願いを申し上げる次第でございます。 
 それでは、議案の朗読を行い、説明にかえさせて
いただきます。 
 議案第４２号特別職の職員の給与の臨時特例に関
する条例。 
 特別職の職員の給与に関する条例（昭和３５年上
富良野町条例第１３号）第２条の規定により支給す
る町長の給料月額については、同条の規定にかかわ
らず、この条例の定めるところにより、平成１４年
４月分の給与月額に限り、７５万５,０００円とす
る。 
 附則。１、この条例は、平成１４年４月１日から
施行する。 
 ２、この条例は、平成１４年４月３０日に限り、
その効力を失う。 
 以上でございます。何分よろしく御高配賜ります
ようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） 今回も、町長の給与の減
額という形で出てきました。これは再三出てきてい
るわけでありまして、今回の墓地の使用等に当たっ
てもそうですが、やはり問題は、安易に町長減額と
いう形で出てきておりますが、当然その責任を果た
すという点では、私評価するものでありますが、し
かし再三こういう形で出てくるというのは、ちょっ
といかがなものかというふうに思う点もあるわけで
す。やはりそれ以前に、職員のこういった規律の問
題等含めた、そういうものがきちっと内部でも十分
末端まで行き届くような指導がやっぱりなされてい
なかったと。確かに人間ですから、間違うことも多
分にあると思います。しかし、そういうものがずっ
と続いてきて、またこういう事態になったというこ
とに、何かやはり不徹底といいますか、やはり伝わ
らないものがあるのではないかなというふうに思い
ます。そういう意味で、そういう町長のこの意思を
評価しますが、一方でやはり前段これ以前の問題と
して、職員のやはり教育の問題等をきちっと対策を
とらなければ、何回も出てくるということでは、安
易に町長は住民に減額で、それで態度を示した、そ
れで終わりでという形で見られては、また困る話で



 

 

ありますから、この点について、町長のこの条例の
提出に当たっての職員内部におけるやっぱり規制そ
の他についての考え方をまず伺っておきたいと思い
ます。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １２番米沢議員の御質問に
お答えさせていただきたいと存じます。 
 米沢議員の御質問のとおりであると私も思ってお
ります。そういうようなことから、日ごろから職員
に対しましては規律の遵守、綱紀の粛正等々につき
まして常に指導を徹底しているつもりでおります
が、今回のように何と申しますか、単純な不手際と
申しますと失礼ではありますけれども、職員のうっ
かりしたミスによって、このような大きな結果に相
なったということにつきましては、私自身も即この
結果の是正に対しまして、所管課長を通じて是正策
を講じさせたところであります。 
 今後こういったこどが、職員みずからこういった
ことが生じないように、職員みずからが襟を正して
行政執行に対応していく、そういう認識を持ってい
ただくよう、より一層の指導強化を図ってまいりた
いというふうに思っているところでございまして、
これらに対しましても、議員御質問にありますとお
り、そこの部分を十分対処しなければならない課題
であると私自身も認識しておりますので、今後より
一層の指導強化を図りながら、二度とこのようなこ
との生じないように努めてまいりたいというふうに
思っておりますので、御理解を賜りたいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 
 １７番小野議員。 
○１７番（小野忠君） 先日、そういう御意見を私
出しておりましたけれども、町長は何か減俸される
んだということよりも、私の言うのは、やっぱりや
った職員が、これからの世代を背負う職員なのです
よ。この職員に対して厳しい姿勢を与えていただき
たいということなのですよ。やったから、私が責任
とればいいというものではないと思うのですよ。だ
から私は、町長の減俸については、全く反対です。
特に職員に対してどういう規制を今回なされたかど
うかなのですよね。だから、ただ口頭で注意を与え
ただけでは、今後ますますある。いろいろ私はこの
６年間かなり職員にあります。だけれども、今回初
めて出たのですよ。ですから、この点やっぱり厳重
な注意、処分でなくてやっぱりきちっとした、町長
の減俸よりも、その彼が減俸させなければいけない
と思いますよ。 
 私は、町長の減俸に対しては、反対であります。 
○議長（平田喜臣君） 答弁は。 
○１７番（小野忠君） 答弁はいただきたい。反対

ですから。 
○議長（平田喜臣君） 町長、答弁。 
○町長（尾岸孝雄君） １７番小野議員の御質問に
お答えさせていただきます。 
 さきにもお答えさせていただいたと思いますが、
この問題が発生すると同時に、なぜこの問題が起き
たのかというようなことを十分検証して、それの是
正策を講じながら、それぞれの担当職員からてん末
書の提出を受け、それぞれの実情を把握した中での
是正策を講じてまいったところでありますが、それ
にてん末書の中身を見詰めながら、この結果を眺め
て、現在の中でどういう処分ができるのかというよ
うなことも総務課を通じて検討をさせました。その
中で、最終的に私の判断として、さきにお答えさせ
ていただきましたように、関係した全職員に対する
厳重注意処分ということを決定し、職員に厳重注意
処分をいたしたところでございます。その処分は、
いかに減俸というそういうような部分とは違って
も、公務員として厳重注意処分を受けるということ
は、重大な認識を持って受けとめていただかなけれ
ばならないし、本人たちもそういうふうな認識を持
って受けとめていただいているものというふうに私
としては理解をいたしているところであります。 
○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、議案第４２号の件を起立により採決い
たします。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 
 よって、議案第４２号の件は、原案のとおり可決
されました。 

──────────────────                

◎日程第２１ 報告第４号 

○議長（平田喜臣君） 日程第２１ 報告第４号専
決処分（交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定
める件）の報告を行います。 
 総務課長。 
○総務課長（田浦孝道君） ただいま上程いただき
ました報告第４号専決処分報告の件につきまして御
説明を申し上げます。 
 本件は、本年２月１５日、役場上下水道課職員が
公共下水道汚水管渠工事の完成に伴います現場の確
認のため公用車を運転し、現場である町道北基線本
町６丁目へ出向いて、道路左手に停車する際、道路
左側付近に民家の車庫などがあり、適当でないとの



 

 

判断から右に方向転換しようとしたところ、後方か
ら走行してきました相手方車両に接触し、双方の車
両を破損させてしまったものでございます。 
 この事故の示談交渉におきましては、町は右に方
向転換する際に、後方などの確認を怠った責任、一
方の相手方には、前方不注意の責任があることをお
互い認め合うことで合意しましたことから、平成１
４年３月１３日に、相手方車両の損害額８万６,２０
５円に対しまして、町の責任割合の９割相当額７万
７,５８５円を損害賠償することで専決処分しまし
たことから、この報告を行うものでございます。 
 このような交通事故により、相手方に損害を賠償
しなければならない事態に至ったことにつきまして
は、まことに申しわけなく、深く心からお詫びを申
し上げる次第でございます。 
 引き続き職員に対しましては、十分に注意を払い、
同じことを繰り返すことのないよう指導の徹底に努
めてまいりますので、お許しいただきたくお願い申
し上げる次第でございます。 
 以下、朗読をもって説明にかえさせていただきま
す。 
 報告第４号専決処分報告の件。 
 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会
において指定されている事項について、次のとおり
専決処分したので、同条第２項の規定により報告す
る。 
 記。処分事項、交通事故に係る和解及び損害賠償
の額を定める件。 
 裏面をごらんいただきたいと思います。 
 専決処分書。 
 町が運行する自動車の事故に係る和解及び損害賠
償の額を定めることについて、地方自治法第１８０
条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 
 平成１４年３月１３日、上富良野町長尾岸孝雄。 
 記。１、和解の相手方、旭川市永山町８丁目３６
の１、エム・エス・ケー東急機械株式会社旭川支店
長押切道雄。 
 ２、和解の内容。１、上富良野町は、相手方エム・
エス・ケー東急機械株式会社旭川支店長押切道雄に
対し、金７万７,５８５円を支払う。 
 ２、相手方エム・エス・ケー東急機械株式会社旭
川支店は、上富良野町に対して、本件に関し、今後
上記の金員を除き一切の請求をしない。 
 以上、専決処分の報告といたします。御承認賜り
ますようお願い申し上げます。 
○議長（平田喜臣君） ただいまの報告に対し、御
質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 
 先ほど、日程第１９ 議案第４１号にて御質問の、
１２番米沢議員よりありました御質問に対し、その
答弁をいたさせます。 
 商工観光まちづくり課長。 
○商工観光まちづくり課長（垣脇和幸君） １ ２番
米沢議員の御質問でありました公営住宅の建築に係
ります過去の請負業者の指名でございますけれど
も、まず１０年に行いました建築につきましては、
その１、その２と工区が分かれておりまして、その
１につきましては、佐川・マイホーム黄田となって
おります。それから、工区その２につきましては、
木津・創成となってございます。 
 それから、同じく１１年から１２年に建築いたし
ました公住の請負でございますけれども、これもそ
の１、その２に分かれておりまして、その１につき
ましては、木津・創成となっております。その２に
つきましては、佐川・黄田となっております。 
 以上であります。 

──────────────────                

◎日程第２２ 発議案第１号 

○議長（平田喜臣君） 次に、日程第２２ 発議案
第１号懸案事項促進要望等のための議員派遣に関す
る決議の件を議題といたます。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 ２番中川一男君。 
○２番（中川一男君） 発議案第１号、朗読をもっ
て提案説明といたします。 
 発議案第１号懸案事項促進要望等のための議員派
遣に関する決議。 
 上記の議案を、次のとおり会議規則第１４条第２
項の規定により提出いたします。 
 提出者、上富良野町議会議員中川一男。賛成者、
同じく清水茂雄、同じく西村昭教。 
 懸案事項促進要望等のための議員派遣に関する決
議。 
 １、本議会は、次の事項のため、議員を派遣する
ことができるものとする。 
 （１）町の懸案事項促進要望のため、関係機関に
旅行する場合。 
 （２）議員の調査、研修への出席の場合。 
 （３）式典、会合に出席の場合。 
 ２、派遣議員、派遣日時、派遣先については、案
件を勘案してその都度議長において決定するものと
する。 
 ３、この決議は、議決があった日以降から平成１
５年３月３１日までとする。 
 以上でございます。よろしくどうぞ。 
○議長（平田喜臣君） これをもって提案理由の説



 

 

明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、発議案第１号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                

◎日程第２３ 発議案第２号 

○議長（平田喜臣君） 日程第２３ 発議案第２号
町内行政調査実施に関する決議の件を議題といたし
ます。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 ２番中川一男君。 
○２番（中川一男君） 発議案第２号も、朗読をも
って提案理由といたします。 
 発議案第２号町内行政調査実施に関する決議。 
 上記の発議案を次のとおり、会議規則第１４条第
２項の規定により提出いたします。 
 提出者、上富良野町議会議員中川一男。賛成者、
同じく清水茂雄、同じく西村昭教。 
 町内行政調査実施に関する決議。 
 本議会は、次により町内公共施設等の状況を調査
する。 
 １、実施の期日、議決の日以降において２日以内
とする。 
 ２、実施の目的、町内の公共施設及び財政援助を
行った施設の現況を視察し、今後の議会活動の資と
する。 
 ３、調査事項及び方法。 
 （１）町内の公共施設及び財政援助を行った施設
の現況を視察する。 
 （２）全議員による合同調査とし、特に意見を付
すものについては、各常任委員会の所管事務調査と
して、それぞれ行うものとする。 
 （３）本件は、議会閉会中において調査を行うも
のとする。 
 以上でございます。よろしくお願いします。 
○議長（平田喜臣君） これをもって提案理由の説
明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、発議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                

◎日程第２４ 発議案第３号 

○議長（平田喜臣君） 日程第２４ 発議案第３号
町長の専決事項指定の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 ２番中川一男君。 
○２番（中川一男君） 発議案第３号も、朗読をも
って提案理由といたします。 
 発議案第３号町長の専決事項指定の件。 
 上記の議案を次のとおり、会議規則第１４条第２
項の規定により提出いたします。 
 提出者、上富良野町議会議員中川一男。賛成者、
同じく清水茂雄、同じく西村昭教。 
 町長の専決事項指定の件。 
 次の事項に関しては、地方自治法第１８０条第１
項の規定により、町長において専決処分することが
できるものとして指定する。 
 記。平成１４年度の地方税法の一部改正に伴う上
富良野町税条例（昭和２９年上富良野町条例第１０
号）の一部を改正すること。 
 以上でございます。よろしくお願いします。 
○議長（平田喜臣君） これをもって提案理由の説
明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、発議案第３号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                

◎日程第２５ 発議案第４号 

○議長（平田喜臣君） 日程第２５ 発議案第４号
中小企業の当面する金融上の困難を解消し、「金融ア
セスメント法」の早期制定を求める意見の件を議題
といたします。 
 提出者から、提案理由の説明を求めます。 
 ６番西村昭教君。 
○６番（西村昭教君） 朗読をもって発議案にかえ
させていただきます。 
 発議案第４号中小企業の当面する金融上の困難を



 

 

解消し、「金融アセスメント法」の早期制定を求める
意見の件。 
 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第
２項の規定により提出します。 
 提出者、上富良野町議会議員西村昭教。賛成者、
同じく中川一男、同じく清水茂雄。 
 中小企業の当面する金融上の困難を解消し、「金融
アセスメント法」の早期制定を求める意見書。 
 政府が進めようとしている「不良債権の最終処理」
によって、連鎖倒産や失業者の激増などが予想され、
地域経済や中小企業経営の深刻な影響が危惧されて
いる。 
 また、中小企業の実態に合わない金融庁「金融検
査マニュアル」の一律適用と預金者の不安から特定
金融機関に預金を集中させるペイオフ解禁によっ
て、地域金融機関の資金不足と中小企業への融資抑
制を生ずる懸念が高まっている。 
 よって、政府においては、次の事項について措置
を講ずるよう強く要望する。 
 記。１、中小企業の当面する金融上の困難を解消
し、地域経済を活性化させる対策として、（１）ペイ
オフ解禁の再延長または実行猶予の措置をとるこ
と。 
 （２）不良債権の最終処理に当たっては、中小企
業と地域経済への影響を最小限とする方策を講じる
こと。 
 （３）金融庁は、地域と中小企業の実態にあった
別の基準をもとに「金融検査マニュアル」を作成し、
中小企業に適用すること。 
 ２、金融問題を抜本的に解決するために、「地域と
中小企業への円滑な資金供給に努力する金融機関を
公的に評価し、情報を開示することにより、地域と
中小企業との共栄共存を図る金融機関を支援し、育
てる」、「物的担保優先や連帯保証による割合を減ら
し、中小企業の潜在能力や事業性を重視する融資を
拡大する」、「貸し手と借り手の公正な取引関係を確
立する」ことを目的とする金融アセスメント法の早
期制定を図ること。 
 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書
を提出する。 
 よろしくお願いいたします。 
 申しわけありません。提出先、衆議院議長、参議
院議長、内閣総理大臣、財務大臣、金融担当大臣、
以上でございます。まことに申しわけございません。
よろしくお願いいたします。 
○議長（平田喜臣君） これをもって提案理由の説
明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、発議案第４号を採決いたします。 
 本件は、原案のとおり決することに御異議ありま
せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、本件は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────                

◎日程追加の議決 

○議長（平田喜臣君） お諮りいたします。 
 ただいま、吉武敏彦君外７名から、発議案第５号
防衛庁を「省」に昇格することを求める意見の件が
提出されました。これを日程に追加し、追加日程第
１として議題にしたいと思います。これに御異議あ
りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、発議案第５号防衛庁を「省」に昇格する
ことを求める意見の件を日程に追加し、直ちに議題
とすることに決しました。 
 この際、暫時休憩いたします。 

──────────────────                

午後 ２時０８分 休憩 
午後 ２時１０分 再開 

──────────────────                

○議長（平田喜臣君） 休憩前に引き続き、会議を
開きます。 

──────────────────                

◎追加日程第１ 発議案第５号 

○議長（平田喜臣君） 次に、追加日程第１ 発議
案第５号防衛庁を「省」に昇格することを求める意
見の件を議題といたします。 
 提出者から提案理由の説明を求めます。 
 ５番吉武敏彦君。 
○５番（吉武敏彦君） 発議案第５号の防衛庁を「省」
に昇格することを求める意見の件につきまして、若
干説明をさせていただきます。 
 防衛庁の省と庁の違いは何であるか、防衛庁は総
理府の外局ですけれども、行政改革の一環として、
省庁の改変により、内閣府の外局として横滑りした
だけであります。庁と省との違いは何かということ
が問題であります。庁のままでは緊急事態の際、速
やかな対応ができないということです。防衛庁長官
名で閣議を開く要望ができないためです。内閣府の
長である首相を通じて閣議を開くことを要請すると
いう手続が必要になってまいります。大規模災害な
ど、緊急事態などに、それらの対応に即応できない
ことがあります。 



 

 

 諸外国では皆省ですから、日本だけ庁だと、国際
会議の際にバランスを欠くことがあります。省に昇
格すれば、日本の独立と平和を守るために働く隊員
たちの指揮を高めることが期待できます。このこと
によって、省に昇格することが重要なのであります。 
 よって、議案第５号を朗読をもって説明とかえさ
せていただきます。 
 発議案第５号防衛庁を「省」に昇格することを求
める意見の件。 
 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第
２項の規定により提出いたします。 
 提案者、上富良野町議会議員吉武敏彦。賛成者、
上富良野町議会議員中川一男、同じく小野忠、同じ
く梨澤節三、同じく村上和子、同じく福塚賢一、同
じく長谷川徳行、同じく徳島稔。 
 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
防衛庁長官。 
 防衛庁を「省」に昇格することを求める意見書。 
 今日、自衛隊を取り巻く環境は、米国の同時多発
テロの発生に見られるように、テロ等の新たな脅威
が現実化しております。我が国周辺においても、不
安定要因の存在と、以前として予断を許さない状況
が継続しております。 
 一方、国内においても、阪神・淡路大震災等の帯
規模災害が相次ぎ、国民の生命、財産の保護の活動
が求められている中で、日本は世界平和への貢献も
強く求められているなど、国の内外においては国防
の重要性がますます増大しております。 
 このほど、２１世紀がスタートした平成１３年１
月から、中央省庁は内閣府を初めとする１府１２省
庁体制に新しく生まれかわりました。防衛庁は、そ
のまま内閣府の外局として位置づけられました。し
かしながら主要各国では、防衛組織は省となってお
ります。専任の大臣が置かれている実態にあります。 
 活火山十勝岳を抱え、駐屯地が存在する上富良野
町において、また国連平和維持活動の一環として崇
高な使命を受け東チモールに派遣されている隊員を
身近に感じる自治体において、防衛庁を「省」に昇
格し、安全保障、危機管理に適確に対応する体制を
構築することにあります。国際的にも積極的な役割
を果たすことが必要と考えます。 
 よって、政府及び関係機関に、下記の事項につい
て実現されるよう強く要望いたします。 
 記。一つ、防衛庁を防衛省に昇格すること。 
 以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書
を提出いたします。 
 平成１４年３月２０日。 
 お認めいただきまして決議されることをよろしく
お願いいたします。 

○議長（平田喜臣君） これをもって、提案理由の
説明を終わります。 
 これより、質疑に入ります。 
 １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） 提案者に意見を求めさせ
ていただきますが、いわゆる国会内における防衛庁
を省にしなかった理由等の実態は、どのようにお伺
いされているか、この点。 
 それと、自衛隊法では災害時における速やかない
わゆる対策という形の中で、その中でも、現行の災
害に備えるという形の規定が盛り込まれているわけ
です。そういうことを考えたときに、改めて省にし
なくても、現行法の中でも十分な対応ができるもの
というふうに思いますが、どこに根拠を置いて、こ
の十分な対応ができないとされているのか、この点。 
 さらに、この阪神・淡路大震災においても、初動
体制のおくれというのが問題になりました。この初
動体制のおくれというのは、どこにあったのかとい
うふうに御存じか、お伺いいたします。 
 それと、安全保障と危機管理に対する体制の構築
という形のことが表現されております。しかし、現
行の中でも十分ないわゆる国外、外交を通じての安
全保障、危機管理等をやれる体制というのも、十分
あるかというふうに思います。改めて防衛省に昇格
したいがために、こういう言葉というのは改めて提
起しなくても、現行の中でも不備があれば、それを
正すということも十分できる得るものと考えます
が、この点についてもお伺いいたします。 
 平和の維持ということで言えば、やはり今有事法
が国会でも検討されようとしています。この有事法
の危険性というのは、どこにあるのかということで、
今多くの方々からも論議がされております。これは
いわゆる災害時という形の中で、自衛隊等が出動し
たとき、地方自治体の病院や、あるいは民間の建物
まで強制的に使用をできるようなそういう危険性を
はらんだものである。いわゆる住民の声を一方的に
無視した形の中で、施設を強制使用できるという
等々の大きな問題を含んでいるという形が今回論議
の焦点にされています。 
 日本は、御存じのように、平和外交からいっても、
第二次世界大戦のあの教訓から、いわゆる憲法９条
も制定されて、自衛隊のひとり歩きを絶対許すこと
はできないという立場からの平和共存という形の中
で、自衛隊法も一定自衛隊が制定され、こういう経
過もあります。 
 以上も踏まえて、これらの点についての見解はど
のように感じておられるのかお伺いいたします。 
○議長（平田喜臣君） ５番吉武議員。 
○５番（吉武敏彦君） まず、省に昇格できなかっ



 

 

た理由と、これは政府の考えでありまして、私がこ
こでもって理由を述べるあれにはありません。 
 また、派遣即応ということでありますけれども、
先ほども述べましたように、閣議が開かれて、その
中でもって派遣がされるわけでありまして、この閣
議が開ける時期によって対応がおくれるわけです。
阪神・淡路のときにも、これはだれの責任か、それ
は知事の責任も大きかったでしょう。しかし、派遣
がおくれた。自衛隊の使命である生命財産を守る点
においては、速やかに出て、一人でも多くの人を救
出するということは大事なことであって、災害があ
る程度片づいた後の犠牲者の搬出といいますか、こ
れは何も自衛隊でなくてもできるわけです。その危
険の最中にあって活躍できるのが自衛隊でありま
す。 
 それから、安全保障の問題でありますけれども、
これは安全保障は、これは国と日米との協定であり
まして、これについて私ごときがここで云々すると
いうのも意味はないことであります。 
 それから、有事法制は、今国で十分いろいろ議論
をされています。しかし、議論をされている中でも
って、この法律の問題について、我々この一議員が
ここで発表する段階でもありません。したがって、
これにもお答えすることはできません。 
 それから、平和憲法でありますけれども、憲法に
ついてもここで述べるにはふさわしくないものと考
えております。 
 以上です。 
○議長（平田喜臣君） １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） 提案者にもう一度お伺い
いたしますが、これだけのものを出すときには、確
かに国会やその関係するものの法律等があるかと思
います。しかし、これだけの文章を出すということ
は、それなりに提案者自身が、この文に対して一つ
一つに精通していなければならない。精通していな
いのに、こういう安易な形で出すというのは、私は
本来の提案の趣旨からも反するものだというふうに
思います。 
 淡路大震災の問題で何が問題になったかという
と、いわゆる初動体制のおくれ、そこには消防体制
や、あるいは日常的な住民とのいわゆる災害時の対
応等のおくれ等々が問題視されました。こういう中
で浮かび上がってきたのは、消防力の強化や消防署
員の充足率の不足の問題、こういう問題等が浮かび
上がってきました。 
 また、自衛隊法で言えば、あなた自身も言われた
ように、何も自衛隊が出なくても十分できる体制が
あるということも事実はそうだと思います。しかし、
そういう中で、国の災害時だからともにこういう問

題については国の機関の一環として、こういう災害
に対応しようという形の中でのそういう制定であり
ますから、こういう問題等が、やはりこの間の震災
あるいは災害時における点では、大きな問題点とし
て改善を要するという形の中で、地方自治体におい
ても、これらに関係するいわゆる充足率の強化とい
うことがうたわれ、当町においてもいわゆる防火水
槽の増設等もその一環であり、消防職員等の増員等
も、その一環であるわけであります。 
 そういうことを考えたときに、そういう一つ一つ
の実態を知らないで、安易にこの文章を出すという
のは、その趣旨に反する、あるいは何を意図としよ
うとしているのかというところが、私自身わからな
いところがあるわけであります。ですから、有事法
においても、強制使用の問題等々がいろいろ論議さ
れております。日本は、その憲法があるわけですか
ら、この立場に立って安全保障の問題でも、外交努
力によって粘り強く物事を解決するというところ
が、やはり今世界においても、国内においても大き
な世論、あるいは問題点になっているというふうに
私は考えております。であれば、こういった問題に
対して答えられないというのであれば、これを速や
かにやはり撤回していただいて、引っ込めていただ
きたいと、私はこのように伺いますが、改めてもう
一度お伺いいたします。 
○議長（平田喜臣君） ５番吉武議員。 
○５番（吉武敏彦君） いろいろ質問されましたけ
れども、この趣旨については読んでいただければ十
分わかることであります。 
 また、あなたと私とは政治信念が全く違います。
幾らここで討論したって、一致点は見ることができ
ない。いつまでたっても平行線であります。共産党
と自民党では、大きな政治的考え方に隔たりがあり
ます。ここであなたと私と幾ら議論しても、おさま
りつきません。 
 よって、議長にここで採決をしていただくことを
お願いいたします。 
○議長（平田喜臣君） １２番米沢議員。 
○１２番（米沢義英君） 私は、それぞれの政党の
違いはあったとしても、この平和の問題や災害時の
問題では、その立場を超えて、やはり住民の暮らし
や安全を守るという点では、同じ立場だというふう
に思います。私は、そういう立場からの論議であっ
て、政党間のいろいろな問題があったとしても、暮
らしや平和を守るという点での論議でありますか
ら、それぞれの立場や違いを大いに論議して、どち
らの方向に向いていけば国民の安全に寄与できるの
かという立場を、私は当然これは論議をされてしか
るべきだ。ただ政党間の違いだけで問題を解決する



 

 

というような趣旨のものでもないでしょうし、また、
この意見書においても、一つ一つのやはり字句その
ものが提案者から、また出す以上納得できるような
表現あるいは言葉でなければ、当然受け入れがたい、
そういう内容だと思いますが、改めてこの点につい
てお伺いいたします。 
○議長（平田喜臣君） ５番吉武議員。 
○５番（吉武敏彦君） 安全については、同じく考
えは等しいものはありますけれども、考え方におい
て相違点があるということであります。それだけ理
解していただければよろしいと思います。 
○議長（平田喜臣君） 他に御質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） なければ、これをもって質
疑、討論を終了いたします。 
 これより、発議案第５号を起立により採決いたし
ます。 
 本件は、原案のとおり決することに賛成の諸君の
起立を求めます。 

（賛成者起立） 
○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。 
 よって、発議案第４２号の件は、原案のとおり可
決されました。 

──────────────────                

◎日程第２６ 閉会中の継続調査申出の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第２６ 閉会中の継続
調査申し出の件を議題といたします。 
 議会運営委員長並びに各常任委員長から、目下委
員会において調査中の別紙配付申出書の事件につ
き、会議規則第７５条の規定により、閉会中も引き
続き調査したい旨の申し出があります。 
 お諮りいたします。 
 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査
に付することに御異議ありませんか。 
（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
○議長（平田喜臣君） 御異議なしと認めます。 
 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査に付することに決しました。 
 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議
は、すべて終了いたしました。 

──────────────────                

◎町 長 あ い さ つ           

○議長（平田喜臣君） 本年度最初の議会でありま
すので、町長からごあいさつがあります。 
 町長尾岸孝雄君。 
○町長（尾岸孝雄君） 平成１４年第１回上富良野
町議会の閉会に当たりまして、議長のお許しをいた
だき、平成１３年度の締めくくりを兼ねてごあいさ
つを申し上げます。 

 今定例会におきましては、３月４日から本日２２
日までの１９日間にわたり、平成１３年度各会計補
正予算案及び平成１４年度各会計予算案並びに多く
の案件につきまして御審議、御討議を賜り、所属の
常任委員会付託で継続審議となりましたものを除
き、すべて原案どおり御議決いただきましたことに
対し、深くお礼を申し上げます。 
 なお、委員会への付託審議となりました上富良野
町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の制定につき
ましては、町民の皆様に新たな費用の負担をお願い
することから、十分な御審議を賜る中で、引き続き
提案趣旨など具体の御説明を申し上げてまいりたい
と思っております。 
 また、それぞれの議案審議に当たりまして、議員
及び委員から御意見及び御提言をいただきましたの
で、今後公明、公正、町民本意を旨とする行政推進
の原点に立ち返り、今強く求められている透明性の
確保と説明責任を果たす取り組みを進めてまいりた
いと思っております。 
 また、行政執行の中において、職員の適性を欠く
言動から、町民の信頼を著しく低下させるような事
態が二度と起こらぬよう、組織を挙げて取り組む所
存であります。 
 また、今日慢性化した不況傾向が続く中で、金融
機関の統廃合や農業協同組合の広域合併など、本町
を取り巻く経済産業関係も大きな波にもまれつつあ
ります。その影響は、商工業、農業経営を初め、各
町民生活のさまざまな分野に試練をもたらさせてい
るところであり、今後の地域課題となることが危惧
されるところでもあります。 
 特に、今定例会におきましては、町の財政事情が
一段と厳しいことの認識を議員各位と共有しながら
予算審議を賜ったところであり、私といたしまして
も、現在取り組んでおります財政健全化維持方針に
基づく行財政改革の実施いかんが今後の財政運営を
左右するものと認識するところであります。 
 その着実な達成に向けて全力を尽くしてまいりま
すので、議員各位と町民の皆様の御理解と御協力を
お願いするところであります。 
 この行財政改革実施計画の中では、国の規制が緩
和されることなどから、行政が担っている広範な事
務事業について、行政水準を維持しつつ、可能な範
囲での外部委託や移譲などの手法によって、民間の
経営ノウハウの活用を図りながら行政経費の縮減に
努めるとともに、新たな雇用創出を模索する中で取
り組みを進めてまいります。 
 また、少子高齢化が言われて久しくなりますが、
次世代を担う子供たちが健やかに育つ環境づくり
や、高齢者においては健康に生活できる期間を少し



 

 

でも延長し、保健予防対策の推進は極めて重要な施
策として位置づけしております。 
 この拠点となる保健福祉施設の整備については、
議会特別委員会や住民懇話会、説明会、計画検討協
議会におけるコンセンサスの形成を得て、今般議会
での実施設計の予算を認めていただいたところであ
り、いよいよ整備の実現に向けて着手してまいりま
す。 
 町の基幹産業である農業を初め、商工業や観光振
興については、行政機関のみでは取り組みができ得
ない大きな地域課題であることから、関係機関、組
織と十分に話し合い、その支援を講じてまいります。 
 前期の行政改革においては、日常的な事務事業経
費の縮減を主体に取り組んでまいりましたが、これ
を引き続く平成１３年から１５年度の行財政改革実
施計画では、人件費を初めとする経常経費の縮減と、
手数料など税外収入の適正化見直しにも着手してお
ります。 
 また、さきに述べました業務の民間委託について
も、可能なものから随時実施する方針であり、町民
の皆様の御理解と御協力は、欠かせないものと思っ
ております。 
 いずれにいたましても、本町を取り巻く環境が大
きく好転することを望めない状況にありますが、第
４次総合計画の実現や市町村の合併論議など、山積
する課題に対しては、積極的に情報を公開して、十
分に説明を加え、町民の御理解と御協力を得るなど、
新たな行政運営の手法を十分に考察しながら、町政
運営に最善の努力をしてまいる所存でありますの
で、議員各位の特段の御協力をお願い申し上げ、平
成１４年第１回定例議会終了に当たりましてのごあ
いさつとお礼にかえさせていただきます。 
 まことにありがとうございました。 

──────────────────                

◎議 長 あ い さ つ           

○議長（平田喜臣君） 私の方からも、一言お礼の
ごあいさつを申し上げたいと思います。 
 去る３月の４日から始まりました今期第１回定例
町議会は、本日をもちまして、本年度一般会計予算
を初め各会計予算、そして昨年１３年度の補正予算
案等を極めて御熱心に御審議をいただき、ここにそ
のすべてが議了されましたことは大変にうれしく、
皆様の御尽力のたまものと、心から感謝を申し上げ
たいと思います。 
 日本の長引く経済不況はいつまで続くのか、全く
その先行きが見えない中で、しかも歳入の大幅な削
減の中、本町の１４年度予算編成に当たりましては、
町長初め理事者各位の皆様方の御苦労も大変であっ
たろうと拝察をしているところであります。 

 今後におきましては、この御決定いただいた予算
の執行に当たりまして、納税者である住民に対し、
本当の行政サービスとなっているのか、一般質問あ
るいは予算委員会等で多くの議員から賜った意見
が、その執行に当たっては十分に反映しているかの
御認識を十分にお持ちいただき、執行に当たってい
ただきたいと思っております。 
 いずれにいたしましても、財政が大変厳しい中、
効率のよい住民の負託に十分こたえられますことを
強くお願いと要望したいと思っております。 
 さて、５月の末日、あと７０数日間で、日韓共同
開催でワールドカップの、サッカーの世界ワールド
カップ大会が日本の全国各地で開催される予定にな
っております。この中でも、冬季オリンピック同様
に、多くの人々の感動があるものと今から期待をし
ているところであります。 
 行政執行におきましても、大きく変貌する社会に
あって、大胆な発想の転換をする時期に来ていると
思います。多くの町民が、感動のある行政執行を期
待していることと思います。理事者の皆さん、そし
て議員各位ともどもに力を合わせて、よりよきまち
づくりのために汗を流していただきたいと思ってお
ります。 
 最後になりますが、今定例会で賜りました議員各
位、尾岸町長を初めとする理事者各位の御協力に対
しまして、心からのお礼を申し上げまして、私から
の閉会のごあいさつといたします。 

──────────────────                

◎閉 会 宣 告        
○議長（平田喜臣君） これにて、平成１４年度第
１回上富良野町議会定例会を閉会いたします。 

午後 ２時３８分 閉会  
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